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書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君



－3－

令和３年１１月２９日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまより令和３年

第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 五十嵐 千 絵 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月１５日ま

での１７日間としたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

１５日までの１７日間と決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 令和３年第

３回定例会付託議案第２１号 名寄市中小企業振

興条例の制定についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果につ

いて報告を求めます。

経済建設常任委員会、山田典幸委員長。

〇経済建設常任委員長（山田典幸議員） おはよ

うございます。ただいま議長より御指名をいただ

きましたので、令和３年第３回定例会で経済建設

常任委員会へ付託されました議案第２１号 名寄

市中小企業振興条例の制定について１０月１３日

及び１１月４日に委員会を開催し、慎重に審査を

行いましたので、その経過及び結果について御報

告いたします。

１０月１３日の委員会では、審査に当たり説明

員から逐条解説などの資料を基に条例の内容につ

いて説明を受け、質疑に入りました。また、１１

月４日の委員会では、引き続き条例の内容に対す

る質疑のほか、条例化に伴う各種事業の考え方に

ついて質疑を行い、その後採決を行いました。

２回の委員会における主な質疑の概要ですが、

地域循環型経済の考え方について複数の委員から

質疑があり、説明員からはまずは財を域外から獲

得し、それが域外に流出しないように域内で循環

させていくことを想定している。現状では地域の

事業者や市民だけでは経済は成り立たないので、

将来展望も含めて地域循環型経済の構築を図ると

規定した。市内で完結する経済行為については市

内を域内として考えるが、市内で完結しないもの

については本市を中心としてという定義を基本に

経済圏を拡大して域内と考えているとの答弁があ

りました。また、市内中小企業者等の受注機会の

増大と地域循環型経済の整合性について質疑があ

り、市内中小企業者等の受注機会の増大に努める

ことを市の責務として定めているが、業種によっ

ては市内では完結しない場合があるため市の範囲

を超えたところも含めて考えなければならない。

事業内容により合理性や品質の確保を考慮し、基

本的には名寄市公契約に関する指針に沿って進め

ていくとの答弁がありました。次に、小規模事業

者の条例での位置づけについて質疑があり、小規

模事業者も条例の対象に含まれている。条例の中

身を理解してもらう一つの方法として小規模事業

者などへのセーフティーネットが張られていると

いうことをしっかり伝えていきたいとの答弁があ

りました。また、条例の周知の方法については、

広報やホームページなどを活用したり、経済団体

向けの講話の時間など情報発信の機会をフルに活

用しながら説明の機会を考えていく。産官金連携

なよろ経済サポートネットワークの中で情報共有

を図っており、市、金融機関、商工会議所、商工

会、どこに行ってもお知らせできる体制をしっか

令和３年１１月２９日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号
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りと取っていくとの答弁がありました。条例化に

伴う各種事業の今後の考え方についての質疑に対

しては、複数ある店舗改修に関わる事業を一本化

するとともに、備品や設備機器など現在対象外と

なっているものについて汎用性の高いものなどに

関しては対象とすることなどを検討している。家

賃補助については、新たな事業を展開し、複数年

の支援を検討したり、事業継承に関わる人材の確

保の支援や企業家精神を踏まえ、創業支援に対す

る助成を加えるなど財源の範囲で恒常的に進めて

いくことが重要と考えているとの答弁がありまし

た。その他条例化に至った経過、国や道への要請

に係る規定、中小企業振興審議会の在り方、教育

現場との連携、条例の見直し条項などについて質

疑が行われました。

全ての質疑が終了した後採決を行い、本委員会

では採決の結果、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

以上をもちまして令和３年第３回定例会付託議

案第２１号 名寄市中小企業振興条例の制定につ

いての審査の経過及び結果の報告を終わります。

〇議長（東 千春議員） これより委員長報告に

対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席へお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、令和３年第３回定例会付託議案第２１

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時０７分

再開 午前１０時０８分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第４ これより行政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、令和３年第４回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、本年度の文化賞等、各種表彰につい

て申し上げます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、中島道昭さんに文化賞を授与いたしまし

た。

「産業部門」、「農業」で受賞された中島さん

は、北海道名寄農業高等学校を卒業後、農業に従

事し、名寄のもち米のブランド化とそ菜振興に取

り組むとともに、農協青年部活動に邁進するなど

責任感・信念・明朗かつ温情豊かな人柄で地域の

リーダーとして活躍されました。

昭和５９年に３５歳の若さで旧名寄農業協同組

合の理事に、平成１１年名寄農業協同組合代表理

事組合長に就任し、平成１７年には風連農協、名

寄農協、智恵文農協の合併実現に卓越した手腕を

発揮され、翌年には道北なよろ農業協同組合代表

理事組合長として合併組合の基礎づくりに尽力さ

れました。

道北なよろ農業協同組合設立以降、食の安全・

安心を基本としたもち米産地としての取組を推進

され、クリーン農業と品質向上、全量調整による

品質の均一化により、全国の実需者から産地指定

を受ける産地となり、その中心として御活躍され

ました。

さらに北海道もち米団地連絡協議会会長として

道産もち米団地のスケールメリットを最大限生か

し、もち米のブランド力強化につなげ、本市だけ

でなく北海道のもち米振興にも御貢献いただきま

した。

名寄市表彰条例に基づく各表彰については、自

治、社会福祉、保健衛生、産業経済、教育文化、

住民運動実践の各分野で市勢の発展に寄与された

１３個人の皆さんに功労表彰を、多額の寄附をい
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ただいた６個人、３１団体に善行表彰を、スポー

ツの分野で輝かしい活躍をされた１団体に栄誉賞

をそれぞれお贈りいたしました。

受賞された皆さんには、今後とも本市の発展に

御尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と

御健勝を願っております。

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

令和４年度に行う名寄市総合計画（第２次）後

期計画の策定に向けて、課題の整理及び市民ニー

ズを把握するため、広報１１月号別冊として中期

計画期間の主な取組を紹介するとともに、アンケ

ート用紙を全戸配布しました。これまでの回答率

が低い傾向にある若い世代への対応として、従来

の紙媒体に加えてＷｅｂでの回答も可能とするア

ンケート調査を実施しました。

次に、人権尊重について申し上げます。

１１月９日に名寄東小学校の５、６年生の児童

を対象に、人権擁護委員による人権教室が実施さ

れました。紙芝居などを用いた興味を引く内容と

なっており、相手への思いやりの心や命の尊さに

ついて学ぶ貴重な場となりました。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

１１月１９日から２４日まで、女性に対する暴

力をなくす「パープルリボン運動」の取組として、

内閣府男女共同参画局が作成したポスターの展示

を市内商業施設において行いました。多くの市民

の興味を引くよう、会場をパープルのバルーンで

装飾し、併せてドメスティック・バイオレンスに

関する相談窓口の周知などを行いました。

次に、情報化の推進について申し上げます。

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した住民サービ

スの向上やデジタル技術を活用した業務の効率化、

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推

進を図るため、専門的な知見や技術的な指導を受

けることを目的に、外部からデジタル人材を活用

することとしました。

任用にあたっては、昨年１１月に情報通信技術

を活用した施策に対する地域貢献事業などで協定

を締結したソフトバンク株式会社から、最高情報

統括責任者補佐官として、菅野賢一氏を１０月１

日から任用いたしました。

様々な角度から、本市におけるデジタルトラン

スフォーメーション推進の先導役として、今後の

取組や課題解決に期待をするところです。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流事業については、１１月

１５日に「名寄市・鶴岡市姉妹都市盟約２５周年

記念式典」をオンラインで開催し、盟約２５周年

を祝い、両市の絆をさらに深めることを確認しま

した。

また、これを機に、本市のもち米と鶴岡市のだ

だちゃ豆ペーストを使用したソフト大福が誕生し、

今後、両市を結ぶ特産品として期待されます。

ロシア連邦ドーリンスク市との交流事業につい

ては、本年、友好都市提携３０周年を迎え、１０

月から１２月にかけて、記念写真展やマトリョー

シカ絵付け体験、ロシアングルメスタンプラリー

など、名寄・ドーリンスク記念事業実行委員会が

主体となり、各種記念事業に取り組んでいます。

マトリョーシカ絵付け体験には、幅広い年齢層

の市民に参加いただき、ロシアングルメスタンプ

ラリーでは、食を通じてロシアに親しむ機会が提

供されています。

台湾との交流事業については、１１月５日、名

寄日台親善協会主催の台北駐日経済文化代表処札

幌分処粘（ねん）信士（しんし）処長による講演

会が開催され、今後の日台交流について示唆に富

んだ貴重なお話を御講演いただきました。

また、台湾国立中山大学西湾学院との覚書に基

づき、１１月７日に高雄市内の会場とオンライン

でのハイブリッド方式で開催された「前草トライ

トライフェスティバル」においてＰＲ動画を配信

し、本市の魅力を紹介しました。

次に、移住の推進について申し上げます。
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「名寄市移住促進協議会」では、１１月１４日

に東京都内で開催された「北海道移住・交流フェ

ア２０２１」に出展し、移住相談や情報発信を行

いました。対面での相談の重要性を感じるととも

に地方移住への関心の高まりから、引き続き、移

住希望者との接点を増やす取組を進めてまいりま

す。

また、移住検討者などに対して、本市企業の情

報収集ができるよう、企業の特色や魅力の発信を

行い、人材不足の課題解決にもつながるよう取り

組んでまいります。

さらには、広報推進事業と連携した取組として、

関係団体の協力をいただき、名寄の冬の暮らしの

楽しさの再発見につながるよう「冬」をテーマに

したフォトコンテストを実施しています。「名寄

の冬を楽しく暮らす条例」の考えにも通じるこの

事業は、ソーシャル・ネットワーキング・サービ

スであるインスタグラムを活用することにより、

若い世代も巻き込みながら市内外へ情報発信がで

きるとともに、本市の魅力の再発見につなげ地域

愛の醸成が図られるよう取組を進めてまいります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

１１月２日に定住自立圏構成市町村長会議を本

市で開催し、２０５０年までに道内の温室効果ガ

ス排出を実質ゼロにする「ゼロカーボン北海道」

の実現に向けて、８月１３日付で新設された北海

道環境生活部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン推

進監の今井太志氏をお招きし、御講演をいただき

ました。

今後も、新たな広域連携事業の研究などを進め

るとともに、定住自立圏共生ビジョンの着実な推

進を図ってまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１０市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」では、ほっかいどう遺

産ＷＡＯＮ助成金を活用し、昨年度製作した「松

浦武四郎」の偉業を伝える絵本「悠久の大河 松

浦武四郎が見た天塩川」の簡易印刷版を製作し、

小学校等の教育に活用いただけるよう関係自治体

に配布しました。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

１０月２７日に「チャレンジデー２０２１」が

開催され、本市は２７回目の参加で和歌山県上富

田町と対戦しました。

本年は新型コロナウイルス感染対策として５月

から１０月開催に変更し、従来行っていました綱

引大会などの大型種目を取り止め、個人・家庭・

事業所ごとによる参加を基本に実施しました。

結果は、８，２７３人の参加をいただき、参加

率３０．６パーセントとなり、３年連続の勝利と

はなりませんでした。

今後も楽しみながら健康づくりに取り組んでい

ただき、市民の皆様と一緒に元気なまち・名寄を

つくってまいります。

新型コロナワクチン接種については、１１月１

５日現在の満１２歳以上の記録住民２４，２３０

人に対し、１回目の接種を終えている方が９０．

２パーセント、２１，８５０人、２回目の接種を

終えている方が８８．８パーセント、２１，５１

７人の状況です。

また、３回目のワクチン接種については、２回

目接種から概ね８か月以上経過した際に開始でき

るよう準備などを行う旨の事務連絡が国からあり

ましたので、４月中に優先接種を行った医療従事

者などの方から順次接種ができるよう接種券の発

送準備を進めています。

今後も、市内医療機関の御協力をいただきなが

ら、希望される市民への接種を進めることができ

るよう努めてまいります。

次に、名寄市立総合病院の本年度上半期の運営

状況について申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ４万３，８

４５人で前年比１０９人の増となり、外来患者数

では延べ１０万９，６８０人で前年比４，７５６

人の増となりました。収支の状況は、事業収益が

前年比１億２，７４５万円増の４８億４５６万円、

令和３年１１月２９日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号
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事業費用が前年比１億２，８４４万円増の４９億

８，８９１万円となり、事業収支は１億８，４３

５万円の純損失となりました。

今後も、医業収益の確保や経費の節減に努める

ことにより収支の改善を図り、経営の健全化に向

け、より一層努めてまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の運営状況に

ついて申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ１万６，１

４１人で前年比３７９人の減となり、外来患者数

では延べ２，０３７人で前年比３５９人の減とな

りました。

また、収支状況では、事業収益は前年比５４３

万円増の４億４，０３８万円、事業費用は前年比

９７７万円増の３億１，９２４万円となり、事業

収支は１億２，１１４万円の純利益となりました。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

こどもの遊び場については、愛称を「にこにこ

らんど」に決定し、子どもたちが屋内で安心して

遊び交流できる場として、株式会社西條名寄店様

２階の一部を賃借し、１２月１日にオープンする

予定です。

今後も利用者の声を反映しながら、気軽に利用

していただける施設の充実に努めてまいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

「長寿を祝う会」については、新型コロナウイ

ルス感染拡大により中止としましたが、男性１０

３歳と女性１０６歳の最高齢者をはじめ、白寿、

米寿を迎えられた２４２人の方と金婚を迎えられ

た７０組の御夫婦に、お祝いの手紙並びに記念品

を贈呈しました。

また、町内会など８１団体が敬老事業を実施し、

７５歳以上の５，４０５人の方々が温かい祝福を

受けました。

今後も多年にわたり地域社会に貢献された高齢

者に敬意を表し、その長寿を祝福するとともに市

内各地域で実施される敬老事業に対する支援を行

うことにより、市民の敬老意識の高揚を図ってま

いります。

次に、ゼロカーボンの実現に向けた取組につい

て申し上げます。

１１月４日の定例記者会見において、２０５０

年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする「ゼ

ロカーボンシティ」を目指すことを表明しました。

今後は、市民や事業者の皆様と一体となって

「ゼロカーボン」の実現に向けた取組を推進して

まいります。

次に、合同墓について申し上げます。

本年５月に供用開始した名寄市合同墓は、９月

末で受付期間を終え、５９件、１１９体の納骨と

なり多くの御利用をいただきました。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在までの火災及び救急・救助出動状

況については、火災件数は１０件で前年比２件の

増となり、死傷者が２人発生しています。また、

救急出動件数は９２３件で前年比８６件の増、救

助出動件数は３２件で前年比２０件の増となりま

した。

応急手当の普及活動は、新型コロナウイルス感

染症拡大の影響により開催を自粛していましたが、

７月から再開し、１０月末現在、普通救命講習は

１３回１２５人、救命入門コースは２回２１人、

応急手当普及員再講習は１回２人、そのほかの講

習は１回５１人がそれぞれ受講しました。

また、１０月２２日に消防署と市立総合病院が

連携し、名寄北管理ステーション駐車場にて、局

地的かつ短時間に多数の傷病者が発生し通常の対

応がとれないことを想定した特殊救急訓練を実施

しました。

訓練では、応急救護所などを設営し、救出救護、

医師や看護師が緊急度の高い傷病者を選別、処置

を行い、医療機関へ搬送するまでの手順について

確認しました。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

１１月９日に「名寄市防災セミナー」を多くの

市民の参加と関係者の協力により開催しました。
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セミナーでは、災害時に自分自身のとる行動を

時系列的に整理する「マイ・タイムライン」など

について学び、避難の重要性や避難行動について

考える機会となりました。

また、北海道版「避難所運営ゲーム」での図上

訓練により、避難所での運営などを疑似体験する

ことを通じて、避難所運営を自分事として捉え、

自らが避難する際の備えや、避難所に避難する際

の留意点などへの気づきにつながったものと考え

ています。

今後も、市民の自助・共助の力を高める防災知

識の普及や防災・減災意識啓発の取組を図ってま

いります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりに向け、９

月２１日から１０日間は秋の交通安全運動、１０

月１８日から１０日間は秋の輸送繁忙期の交通安

全運動が実施されました。期間中、市民や関係団

体の御協力のもと、街頭啓発などにより交通事故

防止の啓発を行いました。

また、１０月１３日に交通事故死ゼロの記録が

１，０００日を達成したことから、公益社団法人

北海道交通安全推進委員会会長表彰を受賞しまし

た。日頃より交通安全の意識拡大に御協力いただ

いている市民の皆様に心から感謝申し上げます。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

１１月２０日に北海道薬剤師会常務理事の山田

武志氏を講師にお招きし、「かかりつけ薬局とく

すりの豆知識」をテーマとした消費生活セミナー

を開催しました。セミナーには多くの市民が参加

し、安心した生活を送るための知識を学びました。

次に、住宅の整備について申し上げます。

栄町５５団地改修工事は、１０月に第１期８戸

の住宅改修を終え、入居対象者の住み替えが完了

し、１１月中旬から第２期１０戸の住宅改修を進

めています。

また、風舞団地の長寿命化改善工事と北斗団地

旧住宅の解体工事は１１月に完成しています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

名寄市公園施設長寿命化計画に基づく施設整備

については、ライラック公園、コデマリ公園及び

福鶴公園は１０月に完成しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、道道西風連名寄線老朽管更新工事ほ

か１路線が完成しており、東３条仲通他１老朽管

更新工事を９月に着工しています。

配水管網整備工事については、北２丁目通配水

管網整備工事ほか１路線を１０月に着工していま

す。

また、検定期間満了に伴う水道量水器取替工事

は１０月に完成しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

公共下水道ストックマネジメント計画に基づく

名寄下水終末処理場管理棟建築施設更新工事につ

いては１０月に完成しています。

また、マンホール蓋更新工事は、９月に着工し

ています。

個別排水処理施設整備事業については、１２基

の合併浄化槽の受付があり、このうち７基が１０

月までに完成しています。

令和２年９月に判明した、下水道使用料の賦課

漏れに関する継続調査の結果につきましては、算

定額が３，１５６，９００円になり、そのうち請

求できる金額は６６９，４１０円となりました。

今後も連絡体制とチェック機能の強化により、さ

らなる事務処理の適正化に努めてまいります。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る徳田１８線緑丘連絡線と本市単独費により整備

を進めている東５号線、風連東４号線、風連２６

線の舗装改築工事並びに智南４号橋の修繕工事は

１０月に完成しています。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪延長４３

５キロメートル、排雪延長１４９キロメートルを
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実施する計画としています。

１０月１９日に風連地区、２０日に名寄地区の

除雪事業の契約を締結し、本年度においても効率

的で効果的な除排雪体制の確立に努めるとともに、

安全な道路空間の確保を図るため、幹線道路では

これまで同様に複数回の排雪と積上げ除雪を実施

してまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

宗谷本線東風連駅移設・名寄高校駅設置に伴う

通学生の利便性向上のため、令和４年春のダイヤ

改正に合わせて、「名寄高校駅」にはすべての普

通・快速列車を停車する計画であることが９月１

５日にＪＲ北海道からプレスリリースされました。

また、「名寄高校駅」が親しみをもって利用さ

れるよう市内中学・高等学校に通学する生徒を対

象に愛称を募集し、２００件の応募をいただき、

１０月１１日の愛称選定審査会での審査の結果、

愛称は「Ｎステ」に決定しました。

宗谷本線の利用促進に向けた取組として、宗谷

本線活性化推進協議会において、宗谷本線の利用

者を対象に、沿線市町村の各１駅がデザインされ、

駅の概要や周辺の観光地などを掲載した全１２種

類の「宗谷線ステーションカード」を、ＪＲ利用

閑散期にあたる１１月１日から名寄駅を含めた７

つの有人駅で配布を開始しました。本年度は「は

まなす編成」をイメージしたカラーリングで作成

されており、収集する楽しさと利用促進を兼ね備

えたものとなっています。

今後も、宗谷本線の維持・存続に向けて関係機

関と連携し、利用促進に資する取組を推進してま

いります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

はじめに主要農作物の生育状況などについて申

し上げます。

水稲については、１０月２５日現在の農林水産

省の作況指数は、全国で１０１の「平年並み」と

なったものの、北海道、上川ではともに１０８の

「良」となりました。本市の１１月１５日現在の

出荷状況は概ね８割で、もち米２８万５千俵、う

るち米２万３千俵、合計３０万８千俵となり、豊

作の昨年度を上回る状況となっています。

畑作については、干ばつの影響などを受け、大

豆の作柄は、収量、品質とも平年より低下が見ら

れ、スイートコーン、馬鈴しょ、かぼちゃも収量

が減少となっています。

畜産については、１０月末での過去１年間の生

乳生産量は１万５，２６５トンで前年より増加し、

乳代は平均で１キログラムあたり１０２円となり

前年と同水準で推移しています。

次に、経営所得安定対策について申し上げます。

まず、転作作物では、対象農家４８４戸、対象

面積３，０５３ヘクタールで、水田活用の直接支

払交付金が１１億９，８０３万円、水田リノベー

ション事業が３億７７４万円となり、合わせて１

５億５７７万円の年内交付を予定しています。

畑作作物では、直接支払交付金のうち、既に営

農継続払い３億７，８５３万円が交付されており、

今後は数量払いの交付を見込んでいます。

次に、労働力確保対策について申し上げます。

名寄市立大学生の農作業従事では、アスパラガ

ス、スイートコーンの収穫期において、合わせて

受入農家３０戸に学生６４人が参加しました。ス

マートフォンアプリによるアルバイト募集では、

農家１１戸、延べ３８８人の募集に対し３４５人

が成立しました。

また、外国人技能実習生の代替人材の確保では、

農業者がそれぞれ取り組むとともに、ＪＡの紹介

による人材派遣事業者からは、希望農家１１戸へ

１４人が派遣されました。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

１１月１５日現在、本年度のエゾシカ駆除につ

いては４６７頭で昨年より６３頭減少し、アライ

グマ駆除についても２８９頭で１８８頭減少して

います。

ヒグマ対策については、本年度の捕獲許可期間

を１２月３０日までとしており、１１月１９日時
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点の出没情報は、昨年度の総件数３７件に対し３

０件多い６７件となっており、職員をはじめ猟友

会の協力のもと、ヒグマ駆除隊の出動を増やして

対応しています。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧場については、名寄牧場では５月２７日

から１０月１８日まで、市内酪農家１２戸から１

８２頭を受け入れ、適正な飼養管理により高い受

胎率と個体の資質向上を図りました。

次に、地産・地消の推進について申し上げます。

「２０２１地産地消フェアｉｎなよろ」につい

ては、例年より内容を縮小し１１月２７日に開催

しました。地元野菜や名寄産農畜産物の販売を通

じて、地産地消の推進に取り組みました。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

森林環境譲与税については、令和２年度より市

の基本方針に基づき活用しており、本年度は、

「森林整備」で保育間伐８ヘクタールに補助を行

っているほか、「人材育成と担い手確保」では、

チェーンソー講習などに係る費用について補助を

予定しています。

また、「普及・啓発」では、ホームページへの

掲載やなよろ健康の森「もりの学び舎」でのパネ

ル掲示を通じて、森林の果たす役割などについて、

市民の皆様へお知らせしています。

今後も、森林の有する多面的機能の持続的な発

展に向けて、森林環境譲与税を有効に活用してま

いります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済

対策では、売上が減少した事業者を支援する「名

寄市地元企業サポート給付金」については、８月

３１日で申請期間が終了し、総給付件数は３４０

件、総給付額は１億３３２万円となりました。

市内店舗で利用できる「プレミアム付き商品券

事業」については、１０月１日から事前申込を開

始し、１７日間で２万４，３２４セットの申し込

みがあり、１０月２５日から名寄商工会議所及び

風連商工会において、購入・引換を実施していま

す。また、事前申込数が発行数の１０万セットに

達しなかったことから、１１月８日から再販売を

実施していると実行委員会から報告を受けており、

商店街などが取り組む年末大売り出しなど相まっ

て、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市

内経済の回復と活性化を期待しているところです。

飲食店における新型コロナウイルス感染防止対

策として、北海道が創設した北海道飲食店感染防

止対策認証制度（第三者認証）については、今後

また感染が拡大した場合などに備えて有効な手立

ての一つとなることから、市、名寄商工会議所、

風連商工会の連名で、市内飲食事業者の皆様に対

して、制度の周知と取得への前向きな検討をお願

いしたところです。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の状況、

国や道の施策、市の経済状況を注視しながら必要

な対策を講じてまいります。

商工業の振興においては、中小企業の振興に併

せて、企業立地などが有効です。このことから、

今後、本市においてさらなる企業の立地及び設備

投資を促進し、地域経済の活性化を図るため、

「名寄市企業立地促進条例」の全部改正、「名寄

市工場立地法準則条例」の制定、「名寄市地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強

化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則

を定める条例」の制定に関して、１０月１５日か

ら１１月１５日までパブリックコメントを実施し、

本定例会に提案しますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に係

る敷地利活用については、ＪＡＧ国際エナジー株

式会社から、地域電力会社の設立や木質バイオマ

ス発電事業の提案を受けたところですが、事業決

定への課題もあることから、今後も引き続き調査

・研究を進め、具現化へ向けて協力してまいりま

す。
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次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における９月末現在の雇

用情勢については、求職者に対し求人数が上回る

状況が継続しています。

また、９月末現在の来春の管内新規高等学校卒

業予定者は５３０人で、このうち、学校・安定所

の紹介を希望する者は１２１人、管内での就職希

望者は７５人となっています。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に係

る雇用対策については、名寄工場が本年１２月で

稼働停止し、同社、北陽紙工株式会社及び北陽王

子紙業株式会社において、相当数の離職者が見込

まれることから、先の１０月に補正予算の議決を

いただき、大量離職者地元定着推進及び産業人材

確保促進事業実施要綱を制定しました。このたび、

離職を余儀なくされる従業員が安心して地元で就

職することにより定住を促進するとともに、市内

事業所の慢性的な人手不足の解消を図ります。

引き続き、ハローワークをはじめ、関係機関と

連携し、新型コロナウイルス感染症や工場の稼働

停止が雇用情勢に与える影響に注視しつつ、雇用

の安定と促進に努めてまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、９

月末までの上半期の入込客数は２０万８，７７２

人で前年度比４，６１５人の減少、売上額は前年

度比０．４パーセントの増加となりました。しか

しながら、新型コロナウイルス感染症の影響を受

ける前の一昨年度と比べると、入込客数は８万９，

４２２人の減少、売上額は２０パーセントの減少

となっています。１０月１日からの緊急事態宣言

の解除を受け、今後も新型コロナウイルス感染症

の拡大防止に努めながら、指定管理者と連携し、

多くの方に利用いただける魅力ある施設づくりに

取り組んでまいります。

なよろ観光まちづくり協会が名寄振興公社と連

携し、ピヤシリスキー場のグリーンシーズンの利

活用とウィズコロナの観光として、北海道観光振

興機構の補助金を活用し、サバイバルゲームのフ

ィールドを７月から１０月まで常設しました。１

０月にはサバイバルゲームイベントを実施し、札

幌市をはじめ道東など広く市内外から３６０人の

集客効果がありました。このほか、観光農園での

野菜収穫及び料理体験ツアーをするなど、新たな

生活様式を実践した観光商品・イベントを実証し

ています。

名寄ピヤシリスキー場については、１１月上旬

からオープンに向けた準備を進め、安全で快適に

御利用いただけるよう整備を行ってきました。１

１月３０日にシーズン中における安全と無事故を

祈願し、安全祈願祭が行われる予定です。

なよろ温泉サンピラーについては、温浴改修を

迅速かつ効率的に実施するため、これに必要な債

務負担行為の補正予算案を、本定例会に提案しま

すので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

次に、小中学校教育の充実について申し上げま

す。

確かな学力を育てる教育の推進については、１

１月２日に、各学校の学校力向上に資する効果的

な取組を共有するため、名寄東小学校を会場に名

寄市地域協議会を開催し、小学校高学年の教科担

任による指導方法や学級担任との連携のあり方な

どについて研修を深めました。

また、１１月１１日には、名寄西小学校と名寄

中学校を会場として、名寄市教育研究大会を開催

しました。名寄西小学校では、課題を見い出し、

見通しをもって、適切に伝える子どもを育むため、

道徳科の授業が公開され、授業改善のあり方につ

いて研修を深めました。

名寄中学校では、互いに認め合い、学び合う生

徒を育むため、道徳科の授業研究を通じて、対話

的な学びの充実に資する指導方法などのあり方に

ついて活発な協議が行われました。

名寄市教育改善プロジェクト委員会による取組

では、教育研究（研修）に関する研究グループが、

学校力向上の先進的な取組を学ぶオンライン視察



－13－

研修を行い、組織的な学校改善の取組などについ

て研修を深めました。

豊かな心を育てる教育の推進については、１０

月１２日に市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホール

において、子どもたちの豊かな情操を育むため、

名寄市小中学校音楽発表会を開催しました。新型

コロナウイルス感染症対策として、発表内容を器

楽や和太鼓、吹奏楽の演奏としたほか、鑑賞につ

いては、出演する児童生徒と引率の教職員に限定

して開催しました。

健やかな体を育てる教育の推進については、名

寄市教育研究所の体育保体班が中心となり、各学

校で実施した新体力テストの結果を分析し、子ど

もたちの体力のより一層の向上を目指し、実技研

修会を実施しています。

特別支援教育の推進については、１０月２８日

に名寄市立大学の准教授を講師に迎え、「特別支

援教育コーディネーターの役割と支援体制の整備

について」をテーマに、市内小中学校の教職員や

上川管内北部９市町村の教職員などを対象とした

オンライン研修会を行い、児童生徒一人ひとりの

困り感に応じた適切な支援のあり方について研修

を深めました。

また、１１月５日には、特別支援教育学習支援

員や生活支援員を対象にしたオンライン研修会を

開催し、児童生徒の「困り感」の理解と適切な支

援方法などについて学びました。

社会の変化に対応する力を育てる教育の推進に

ついては、１１月５日に名寄南小学校を会場とし

て、教育指導の充実に関する研究グループが、Ｉ

ＣＴを活用した指導方法やＩＣＴ支援員の効果的

な活用などに関する研修を行いました。

今後は、学校と家庭・地域が連携し、家庭にお

ける通信機器やゲームの使用についての約束事を

決めるなど、児童生徒の情報モラルを確実に育む

取組を進めてまいります。

信頼される学校づくりの推進については、１０

月１９日に地域学校協働本部連絡協議会による第

２回地域コーディネーター研修会を開催しました。

研修会では、学校運営協議会と地域学校協働活動

の一体的な推進などについて理解を深めました。

今後は、統括コーディネーターと各地域のコーデ

ィネーターが連携し、地域と学校が協働して児童

生徒の成長を支えていく地域学校協働活動の一層

の充実に努めてまいります。

小中一貫教育については、９月２１日に「第２

回智恵文小中一貫教育合同会議」が開催され、系

統性・連続性を強化したカリキュラムの編成や共

通した学校いじめ防止基本方針などに係る協議が

行われました。また、１１月４日に、「風連地区

小中一貫教育推進委員会」が開催され、授業研究

を通じて各教科等の系統的な指導などについて協

議が行われました。

学校における働き方改革の推進については、１

１月１日に、名寄市教育改善プロジェクト委員会

の教育経営の充実に関する研究グループにおいて、

各学校における働き方改革の効果的な取組などを

共有するための研修会を開催しました。

智恵文義務教育学校については、開校準備委員

会を中心に令和６年４月の開校に向け、学校名や

校章、校歌などについて協議を進めているところ

です。

学校給食については、１０月１２日、１５日、

２６日の３日間、旬の名寄産食材を中心とした

「なよろ給食の日」を実施し、児童生徒が地場農

産物に対して理解を深めたところです。また、１

１月５日には、姉妹都市「山形県鶴岡市藤島地

域」の特産品である庄内柿を提供し、児童生徒か

ら好評を得ています。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

令和５年度に名寄高校と名寄産業高校が再編統

合され設置される新設校のコンセプトづくりのた

め、両高校の先生方で構成されている統合推進委

員会主催の合同拡大会議が開催されました。会議

には、両高校の生徒や名寄市内高等学校魅力化推

令和３年１１月２９日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号
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進委員会も参加し、新設校が魅力ある高校となる

よう協議を行っています。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

名寄市立大学への理解を深め、進路決定の参考

としていただくため、高校生と保護者を対象にオ

ープンキャンパスを１０月１６日に午前と午後の

２回に分けて開催しました。高校生１１４人、保

護者９９人の参加があり、生徒には模擬授業とキ

ャンパスツアー、保護者には大学概要などの全体

ガイダンスとバスツアーによる生活環境や実習先

の紹介を行いました。

本年で１５年目となる名寄高等学校との高大連

携事業を、１０月６日に実施しました。本年度は、

名寄高等学校１年生８０人が参加する中で、大学

生から学生生活やボランティア活動からの学び、

大学で行う卒業研究について話し、その後、生徒

４人１組となり各班に高校の指導教員を配置して

ゼミ形式とし、テーマの妥当性や調査のプロセス、

目標の設定などについて大学教員が助言する探求

活動演習を行いました。

今後も、地域に根ざした教育活動の展開と名寄

市立大学の特色と専門性を活かした地域貢献活動

の取組に努めてまいります。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

１０月４日に、市民講座「なよろまるごと体

験！エンレイ・カレッジ」を開講しました。受講

者は５回の講座を通じて、本市の様々な分野を学

び、体験し、まちづくりについて関心を深めてい

ただく予定です。

名寄ピヤシリ大学では、１１月５日から１２日

まで、第３２回大学祭を開催しました。例年開催

している芸能発表会は中止としましたが、学生の

趣向を凝らした作品の展示会は行いました。

次に、市立図書館について申し上げます。

１０月５日を初回として全５回にわたって開催

した文学講座では、「日記で読む平安時代のくら

し」をテーマに２１人の市民が参加して、日記文

学を読み解きながら当時の衣食住や文化を学びま

した。

１１月３日の「文化の日特別開館」には、「雑

誌リサイクル」や「フィルムコートサービス」を

行い、子どもから大人まで多くの方の参加をいた

だき好評を得ました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

１０月に、１１年目となる「小学生による小惑

星発見プロジェクト」を行いました。本年度は、

市内小学校から児童８人が参加し、未知の小惑星

の発見に挑みましたが、残念ながら小惑星の発見

には至りませんでした。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

１１月２８日に風連Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

において、家庭教育支援講座「親子ふれあい は

だしｄｅあそぼう」を開催しました。会場での開

催のほかオンライン配信も行い、多くの親子がふ

れあいを深めました。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の整備については、スポーツセン

ターの長寿命化に関わる施設改修の一環として、

暖房設備の設計業務を委託しました。

暖房システムやコスト面など、様々な視点から

検討を進めて、最適な暖房設備の導入を目指して

まいります。

また、ピヤシリシャンツェについても老朽化に

よる全面改修が必要な時期が迫っていることから

改修計画策定業務を委託し、今後の施設のあり方

も含めて改修方針について、関係者と検討を進め

てまいります。

北海道における緊急事態宣言措置により、８月

３０日から９月３０日まで市内の公共施設が一部

臨時休館となり、スポーツ団体やスポーツ愛好家

の活動にも大きな影響を与えました。

このような状況の中で、スポーツ施設について

は、特例措置として、主催者から感染対策などを

確認したうえで、条件付きの市民大会及び予選大
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会を含めた全道・全国大会の開催や、大会出場に

向けた練習利用を認めるなど、ウィズコロナに合

わせた新たなスポーツ施設利用に取り組みました。

スポーツ合宿推進事業については、全日本スキ

ー連盟の大会スケジュールが公表され、ＪＯＣジ

ュニアオリンピックカップ・全日本ジュニアスキ

ー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会

の開催が決定しました。市内関係団体の皆様の御

協力に感謝を申し上げます。

大会は来年３月９日から１３日の５日間の日程

で開催を予定されており、地域一体となって選手

をお迎えできるよう、準備を進めてまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

１１月２３日にスポーツセンターにおいて、第

１５回名寄市子ども会フットサル大会を開催しま

した。小中学校や子ども会から１９チーム、１２

３人の児童生徒が参加し、フットサルを通じて交

流を深めました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

１０月１４日に名寄市青少年表彰式を行い、学

校や地域活動などにおいて顕著な功績のある２個

人、２団体を表彰しました。

また、小学生から高校生までを対象に、１０月

から名寄市青少年健全育成標語を募集し、１１月

２６日に最優秀作品の表彰を行いました｡

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

１１月３日に市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホ

ールにおいて、第６４回市民文化祭芸能発表を開

催しました。日頃からの練習を重ねている舞踊や

合唱、楽器演奏など２３団体が出演し、約７５０

人の市民が鑑賞しました。

また、１１月２日から３日にかけて、ふうれん

地域交流センターを会場に、風連文化祭を開催し

ました。会場には１８団体、１個人から６５２点

の作品が展示されました。芸能発表では、小学生

から高齢者まで２３団体から１９１人が演奏や踊

り、歌などを披露し、会場に集まった延べ約３３

０人の市民が静粛な中にも楽しいひと時を過ごし

ていました。

次に、北国博物館について申し上げます。

１０月１日から１１月９日まで、企画展「名寄

と戦争～８０年前の緊急事態」を開催し、平和の

尊さを再認識していただく機会としました。

また、１１月１２日から、北国風景画同好会

「風花」の秋の作品展を開催し、芸術作品を通じ

て地域の自然を伝える機会としました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第１号

名寄市情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市情報

通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の

制定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、国の法改正によって地方自治体の行政

手続におけるオンライン化が努力義務とされたこ

とに伴い、情報通信技術の便益を広く享受できる

社会の実現のために名寄市行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する条例の全部を改正し

ようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） この件について何点

か確認をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

今御説明がありましたように、地方自治体の行

政手続の中でのオンライン化ということです。申
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請だとか届出などの手続においてこのオンライン

化を進めていこうということなのですが、やっぱ

り個人情報の漏えい等についての危惧がされてい

るところです。この点についてどのように対応さ

れていくのか、お考えをお聞かせをいただきたい

と思います。

それから、第９条の中で適用除外というふうな

項目があります。対面確認が必要な申請等の場合

はというふうに書かれているのですが、規則で定

めるとありますけれども、どういった場合を想定

されているのか御説明をいただければと思います。

もう一点、第１１条の中で情報通信技術の利用

のための能力等における格差の是正、対応という

ことなのですが、特に高齢者を中心にこういう機

械を使うことが苦手な、私も含めて多いわけです

けれども、こういった場合に必要な対策を講じる

ことを規定するというふうになっていますけれど

も、どのようなことをお考えなのかお聞かせをい

ただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今３点にわたって御

質問をいただいたところでございます。個人情報

の漏えい、セキュリティーも含めまして、そうい

う取組につきましては、この間も様々な取組進め

てきたところでございます。当然この条例の中の

第４条第２項で情報システムの整備に当たっては

当該情報システムの安全性及び信頼性を確保する

ために必要な措置を講ずるものという規定もござ

います。また、昨年１２月に国が策定しました自

治体ＤＸ推進計画で重点取組事項の一つとしてセ

キュリティー対策の徹底、これを掲げております

ので、このことを踏まえまして本市におきまして

も、これまでもそうでありましたが、しっかりと

した取組を、セキュリティー対策を行っていきた

いと考えております。

また、適用除外の考え方ということでございま

すけれども、具体的にという話、申請事項に虚偽

がないことを対面で確認する必要がある場合です

とか許可書等、書面を事業所に備え付けるだとか、

そういう場合もあるかと思いますので、そういう

場合がオンライン化が適当でない手続等につきま

して市の規則、まだつくってはいないです、市の

規則のほうで定めていきたいと考えているところ

でございます。

あと、デジタルディバイドといいますか、第１

１条、情報通信技術の利用のための能力等におけ

る格差、いわゆるデジタルディバイドという、対

策というのでしょうか、その部分についてでござ

います。この間も情報の、パソコンですとかスマ

ートフォンを含めましてなかなか利用が進んでい

ない、情報を渡すことがなかなか難しい高齢者の

方ですとか、今回のコロナワクチンの関係も含め

ましてあったところでございまして、今後、具体

的には考えていくのですけれども、今国の補助金

等でございますのは携帯の民間業者と連携した、

例えば町内会の皆さんですとか高齢者の大学だと

かあろうかと思いますけれども、ああいうところ

でスマートフォンですとか、そういう教室ですか、

そういう部分でも補助金なんかもございますので、

そういう部分を活用していきたいと思っておりま

すし、今回外部人材を任用したところでございま

すので、様々な御意見いただきながら取組を進め

ていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 個人情報の漏えいの

問題ではずっと申し上げてきたところであります

し、御説明がありましたように、国のほうも重点

的にセキュリティーの問題、取り組んでいるかな

というふうに思いますけれども、それであっても

様々な事故、事件があるという状況にありますの

で、徹底されることを強く求めたいというふうに

思います。

それからあと、適用除外の部分、またデジタル

技術の活用が難しい方への必要な対策のところで

いいますと、これからというふうに今お聞きをし
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たところであります。例えば適用除外についても

やはり徹底して情報を早めにお知らせすることが

必要かなというふうに考えているのですが、その

点と、それから技術が難しい方々への必要な対策

のところについても補助金を使いながらという、

町内会も活用してというような今部長の御説明が

ありましたけれども、本当に慣れるまでに非常に

時間がかかるということもあるし、基本的な考え

方のところでも非常に大きな差があるかなという

ふうに考えているのですが、やっぱり本当に親切

丁寧な対応が求められるというふうに思っている

ところでありますが、改めてお考えをお聞かせを

いただければと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 適用除外等も含めま

して規則につきましては速やかに策定させていた

だきながら公表していきたいと考えております。

また、格差といいますか、情報技術を活用する

ことがなかなか難しい部分もございます。あろう

かと思いますので、私どもといたしましても、先

ほど申し上げましたけれども、いろんな団体です

とか民間企業も含めまして連携しながら取組を進

めてまいりたいと考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 一気にオンライン等

含めてこのようにデジタル化に進むということに

なると、先ほども申しましたように、理解するの

に時間がかかります。情報は早くいただきたいの

ですけれども、対策としていつから、これは公布

の日から施行というふうなことです。いきなりそ

ういうふうになるということになると、対応が本

当に大変になってしまいますので、その点につい

ても皆さんに御理解をしていただく、使えるよう

になるのを支援しながらという形を丁寧に進めて

いっていただくことを強く求めて、終わりたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第２号

名寄市企業立地促進条例の制定についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市企業

立地促進条例の制定について、提案の理由を申し

上げます。

本市は、これまで名寄市企業立地促進条例を制

定し、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、

本市経済の発展に寄与するために市内に事業所を

新設、移転、または増設をする者に対し助成の措

置を行ってまいりました。このたびさらなる企業

の立地及び設備投資の促進を図るために時代に即

した新たな視点に立ち、本条例の全部を改正し、

地域経済の活性化を図ろうとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

議案第２号は、経済建設常任委員会に付託いた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 議案第３号

名寄市工場立地法準則条例の制定についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市工場

立地法準則条例の制定について、提案の理由を申

し上げます。

工場立地法において、工場立地が環境の保全を

図りつつ適正に行われるように一定規模以上の工

場については敷地面積に対して一定の緑地面積を

確保することとなっており、本市においては工場

敷地内の緑地面積率等を国が定めた工場立地に関

する準則に基づき立地等の面積を確保しておりま

す。このたび企業の立地及び設備投資の促進を図

るために工場立地に関する準則に代えて適用する

市準則条例を制定しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

議案第３号は、経済建設常任委員会に付託いた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 議案第４号

名寄市地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の規

定に基づく準則を定める条例の制定についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市地域

経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準

則を定める条例の制定について、提案の理由を申

し上げます。

工場立地法において、工場立地が環境の保全を

図りつつ適正に行われるように一定規模以上の工

場については敷地面積に対して一定の緑地面積を

確保することとなっており、本市においては工場

敷地内の緑地面積率等を国が定めた工場立地に関

する準則に基づいて緑地等の面積の確保をしてお

ります。このたびは、王子マテリア株式会社名寄

工場跡地の利活用を図るために地域経済牽引事業

の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律における工場立地法の特例措置を適用する市

準則条例を制定しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

議案第４号は、経済建設常任委員会に付託いた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 議案第５号

名寄市財産管理委員会条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市財産

管理委員会条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、昭和３９年以降改正が行われていない

名寄市財産管理委員会の委員数について本市人口

の推移、近隣自治体の状況等を勘案をし、同委員

会での協議結果に基づき委員数を１０名から７名

に改正をするため、本条例の一部を改正しようと

するものでございます。



－19－

令和３年１１月２９日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 議案第６

号 名寄市国民健康保険税条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市国民

健康保険税条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

全世代対応型の社会保障制度を構築するための

健康保険法等の一部を改正する法律の施行により

令和４年４月１日から未就学児の均等割保険税の

軽減措置が講じられることに伴い、本条例の一部

を改正しようとするものでございます。

主な改正の内容につきましては、未就学児に係

る被保険者均等割額について軽減区分に応じ当該

年度分の被保険者均等割額に１０分の５を乗じて

得た額に改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 議案第７

号 名寄市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改

正について、議案第８号 名寄市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について、以上２件を一括議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正について、議

案第８号 名寄市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正について、

一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、国が定める特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準、家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本

条例の一部改正をしようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、議案第７号
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外１件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより議案第７号外１件の一括採決を行いま

す。

議案第７号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号外１件は原案のとおり可決

されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１２ 議案第９

号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 名寄市国民

健康保険条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、健康保険法施行令等の一部を改正する

政令において令和４年１月１日より産科医療補償

制度が見直しになること等を踏まえ、出産育児一

時金等の支給額が見直されることに伴い、本条例

の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１３ 議案第１

０号 指定管理者の指定について（なよろ健康の

森）、議案第１１号 指定管理者の指定について

（名寄市畜産物処理加工施設）、議案第１２号

指定管理者の指定について（名寄公園パークゴル

フ場）、議案第１３号 指定管理者の指定につい

て（天塩川さざなみ公園）、以上４件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号から議案第

１３号までの指定管理者の指定について、一括し

て提案の理由を申し上げます。

議案第１０号から議案第１３号までのなよろ健

康の森を含む４施設につきましては、名寄市公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

第２条による公募による施設でございます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者候補

者選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補

者の選定を行いましたので、指定管理者の指定を

いたしたく地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、議案第１０

号外３件の一括質疑に入ります。御発言ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより議案第１０号外３件の一括採決を行い

ます。

議案第１０号外３件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号外３件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１４ 議案第１

４号 指定管理者の指定の変更について（名寄市

牧場）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 指定管理

者の指定の変更について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、令和２年度から令和６年度まで名寄市

牧場の指定管理者として指定をしている道北なよ

ろ農業協同組合が酪農の経営基盤の強化を図るた

めに子会社らくみらんど株式会社を設立したこと

に伴い、指定管理者制度に関する運用指針に基づ

き同社を残りの期間において名寄市牧場の指定管

理者に指定しようとするものでございます。

名寄市公の施設に係る指定管理者候補者選定委

員会の報告を踏まえ、指定管理者の指定の変更を

いたしたく地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１５ 議案第１

５号 令和３年度名寄市一般会計補正予算（第７

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 令和３年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正しようとするものでありまして、歳入歳出

それぞれ４億５，１１５万７，０００円を追加を

し、予算総額を２２６億９，０１８万４，０００

円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして基金積立金５，２９４万４，

０００円の追加は、皆様からいただいたふるさと

納税寄附金を地域振興基金に積み立てようとする

ものでございます。

３款民生費におきまして社会福祉一般行政経費

６，１７８万１，０００円の追加は、令和２年度

における生活保護費等福祉施策に係る事業費が確

定したことに伴う国、道への返還金等を追加しよ

うとするものでございます。

４款衛生費におきまして感染症対策事業費１億

２，１４７万３，０００円の追加は、新型コロナ
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ウイルスワクチンの３回目接種に係る費用を追加

しようとするものであり、財源についても同額を

国庫支出金にて予算を計上しております。

７款商工費におきまして中小企業融資保証料補

助金１，５７０万円、中小企業特別融資預託金１

億５，０００万円の追加は、新型コロナウイルス

感染症対策として実施をしている両事業において

これまでの実績から見込まれる不足額を追加しよ

うとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加、変更に伴う特定財源の追加をしたほか、普

通交付税にて収支の調整を図ろうとしようとする

ものでございます。

第２表、債務負担行為補正では、議員貸与用タ

ブレット端末購入費ほか計３０件を追加しようと

するものでございます。

第３表、地方債補正では、研修施設改修事業ほ

か計３件について限度額の変更をしようとするも

のでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。細

部につきましては総務部長より説明をさせますの

で、よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（東 千春議員） 追加説明を渡辺総務部

長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは一般会計の

補正予算につきまして、市長より申し上げた分の

重複を避けて追加説明をさせていただきます。

初めに歳出から説明させていただきます。議案

第１５号の１４ページ、１５ページをお開きくだ

さい。２款総務費、１項１目一般管理費における

ふるさと応援事業費７４７万２，０００円の追加

は、ふるさと納税寄附金の増加により記念品発送

業務委託等の必要経費を追加しようとするもので

あります。

３款民生費、１項９目総合福祉センター費、総

合福祉センター維持管理事業費における使用料及

び賃借料２１万１，０００円の追加は、総合福祉

センターにおける照明器具のＬＥＤ化のためＬＥ

Ｄ照明賃借料を追加しようとするもので、他の科

目におきましても今年度に予算の計上が必要な計

９施設について賃借料を計上しております。

１６ページ、１７ページをお開きください。４

款衛生費、２項１目清掃総務費、清掃一般行政経

費９１３万７，０００円の追加は、需要増加によ

り在庫不足のおそれがある指定ごみ袋を追加購入

しようとするものであります。同じく清掃総務費、

名寄地区衛生施設事務組合負担金７７１万１，０

００円の追加は、令和２年度の炭化ごみ、埋立て

ごみの自己搬入手数料の確定に伴う精算分を追加

しようとするものであります。

１８ページ、１９ページをお開きください。７

款商工費、１項３目スキー場費、なよろ温泉整備

事業費３０５万７，０００円の追加は、なよろ温

泉サンピラーの営業を止めることなく改修工事を

実施するためにシャワールームを整備することと

するため、実施設計委託料を増額するものと落雷

が原因により故障したと思われる中央監視盤の取

替え工事を行おうとするものであります。

８款土木費、２項４目道路新設改良費における

橋梁長寿命化事業費５５２万２，０００円の追加

は、ラカン沢５号橋において想定よりも損傷範囲

がひどいことが判明し、施工範囲が拡大したこと

から、工事費を追加しようとするものであります。

２０ページ、２１ページをお開きください。１

０款教育費、２項１目学校管理費、小学校維持管

理事業費における備品購入費３３４万４，０００

円の追加は、中名寄小学校体育館の暖房設備が故

障したことから、更新費用を追加しようとするも

のであります。

２２ページ、２３ページをお開きください。１

０款教育費、６項２目青少年育成費、成人式運営

事業費１７５万円の追加は、成人式参加者の皆さ

んが安心して式に出席できるよう新型コロナウイ

ルス感染症の検査キットを購入し、配付するため

の費用を追加しようとするものであります。同じ
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く青少年育成費、学童保育所運営事業費における

償還金１７３万９，０００円の追加は、令和２年

度における事業が確定したことによる国への返還

金を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。８ページ、

９ページにお戻りください。１６款２項１目総務

費補助金におきまして新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金３，５４７万６，０００

円の追加は、新たに国から通知がありました事業

者支援交付金分を追加するものであります。事業

者支援交付金は、新型コロナウイルス感染症の影

響を受ける事業者への支援分として創設されたも

ので、本市では令和３年第２回定例会最終日に御

議決いただいた一般会計補正予算（第３号）に計

上した地元企業サポート給付金給付事業が該当す

ることから、当該事業に充当する考えであります。

以上、追加説明とさせていただきました。よろ

しく御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１６ 議案第１

６号 令和３年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 令和３年

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、サービス事業勘定・名寄におい

て債務負担行為の追加を行うものでありまして、

名寄市特別養護老人ホーム清峰園ＬＥＤ照明賃借

料を追加しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１７ 議案第１

７号 令和３年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 令和３年

度名寄市立大学特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正しようとするものでありまして、歳入歳出

にそれぞれ１，２８６万６，０００円を追加し、

予算総額を１９億６，８２５万６，０００円にし
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ようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

教育費におきまして基金積立金７３５万２，００

０円の追加は、これまでいただいた寄附金をそれ

ぞれ目的に応じた基金に積み立てようとするもの

でございます。大学維持管理事業費における空調

設備設置工事２００万円の追加は、接客に使用す

る頻度の高い学長室、応接室に空調を整備しよう

とするものでございます。実習等事業費１３５万

３，０００円、教材・教具等整備事業費１１万２，

０００円の追加は、それぞれ感染症対策に要する

経費を追加しようとするものでございます。新型

コロナウイルスワクチン接種事業費７８万４，０

００円の追加は、大学で実施をした新型コロナウ

イルスワクチン接種に要した費用を追加しようと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。５款寄附金

において大学に対する寄附金６５２万９，０００

円を、７款諸収入において新型コロナウイルスワ

クチン接種に係る委託料５４８万円を追加をした

ほか、一般会計繰入金にて収支の調整を図ろうと

するものでございます。

第２表、債務負担行為補正では、消防用設備点

検委託料ほか計８件を追加しようとするものでご

ざいます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１８ 議案第１

８号 令和３年度名寄市水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号、令和３年

度名寄市水道事業会計の補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、収益的支出における臨時的経費

を補正しようとするものでございます。

収益的支出、２款水道事業費用におきまして名

寄川の渇水による水源環境の変化に対する水処理

経費の増加に伴い薬品費７００万円を追加をし、

検針委託方法の変更に伴い委託料２５０万円を減

額をし、総額を７億１，１３４万６，０００円に

しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。
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〇議長（東 千春議員） 日程第１９ 議案第１

９号 令和３年度名寄市下水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 令和３年

度名寄市下水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行うもの

で、風連浄水管理センター等維持運転管理業務委

託料ほか１件を追加しようとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日１１月３０日から１２

月１２日までの１３日間を休会としたいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、明日１１月３０日から１２月１２日ま

での１３日間を休会とすることに決定いたしまし

た。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午前１１時４４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 五十嵐 千 絵

署名議員 高 橋 伸 典

令和３年１１月２９日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号
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開議 令和３年１２月１３日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２０号 令和３年度名寄市一般

会計補正予算（第８号）

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２０号 令和３年度名寄市一般

会計補正予算（第８号）

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和３年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 遠 藤 隆 男 議員

１２番 高 野 美枝子 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市総合計画（第２次）中期計画推進経過と

今後の対応について外１件を、東川孝義議員。

〇１５番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い、

大項目２点について順次質問をしてまいります。

大項目の１番目、名寄市総合計画（第２次）中

期計画推進経過と今後の対応について伺います。

名寄市総合計画は、２００７年に策定された新名

寄市総合計画（第１次）を経て２０１７年から名

寄市総合計画（第２次）がスタートし、２０２６

年までの１０年間の計画であります。名寄市総合

計画（第２次）の１０年間は、市長の政策方針を

基にした具体的な施策を示し、行政課題への的確

な対応と市長公約をより明確に反映させるため、

前期２年、中期４年、後期４年と定め、進められ

ております。また、名寄市総合計画（第２次）が

スタートしたときにダイジェスト版が名寄市内全

戸に配布をされ、改めて読み直してみたときに計

画の全体像から３つの重点プロジェクトの設定、

そして１０年後の名寄市の将来像に向けて分かり

やすい資料であると感じたところであります。

そこで、小項目の１番目、中期計画の中間検証

について伺います。名寄市の総合計画は基本構想、

基本計画、実施計画の３層構造で作成をされてお

り、基本計画は基本構想で示された基本的方針に

必要な施策を具体的に示されております。中期計

画は２０１９年度から２０２２年度の４年間で実

施され、具体的実施計画においては毎年度ローリ

ング作業を行い、作業の見直しを含め推進をされ

ていると理解をしております。その見直しに向け

ては、目標年次ごとの達成に向けた指標項目であ

るＫＰＩの数値を基準に達成度の取組や分析が行

われていると考えます。そこで、中期計画の重点

プロジェクトを中心に主要施策に係る中間検証は

どのような結果になっているのかお伺いをいたし

ます。

次に、小項目の２番目、中期計画残り１年間の

推進に向けて伺います。中期計画の推進も２０２

２年度のあと１年間となりました。昨年度からコ

ロナウイルス感染症による緊急事態宣言が発出さ

れ、各推進項目の実施に向けてはその影響を大き

く受けていると考えられます。その中で着実に推

進された事業、またコロナ禍で未達成の事業は最

終年度に向けてどのように進めていかれるのかお

伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、後期計画の推進に向け

て伺います。名寄市総合計画（第２次）後期計画

の策定に向けて、１１月広報別冊並びにインター

ネットで市民アンケートが実施をされております。

アンケート調査に向けては、重点プロジェクトに

おける中期計画期間の主な取組も紹介をされてお

りますが、この計画期間における２年間はコロナ

ウイルス感染症による事業の中止、あるいは書面

での会議開催などで実施されたと思います。その

結果を踏まえ、後期計画の策定に向けて市民アン

ケートはもちろん大切ではあると考えますが、コ

ロナウイルス感染症による影響を踏まえた中期計

画での未実施を含めて実態を正確に把握して、よ

り具現化するために各種団体並びに庁内横断的に

組織をされております専門部会等の対面聞き取り

も重要であると考えます。そこで、市民アンケー
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ト以外に後期計画の策定に向けてどのような手法

について検討されているのかお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、令和４年度の施策推進

について伺います。小項目の１番目、令和４年度

予算編成の基本的な考え方について伺います。令

和４年度の予算編成は、市長選挙を控え、骨格予

算編成になると理解をしております。２０２２年

度は名寄市総合計画（第２次）中期基本計画の最

終年度であり、また新型コロナウイルス感染症へ

の継続的な対応をはじめとして地域経済への影響、

王子マテリア名寄工場生産停止による市税の減収

も予測されます。２０２２年度予算編成に当たり

４つの基本的な柱が示されておりますが、ポスト

コロナを見据えた対策、持続可能なまちづくりに

向けての基本的な考え方をお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、王子マテリア跡地活用

の具体的推進についてお伺いをいたします。王子

マテリア名寄工場は生産品集約により１２月１日

に３号マシンが停機をされ、１９６０年４月、天

塩川製紙として発足以来６１年の歴史に幕を閉じ

ました。この間企業として生き残りを図るために

社名は天塩川製紙、北陽製紙、王子板紙、王子マ

テリアと変遷を遂げる中で、雇用の確保を含めて

地域経済に大きな貢献を果たしてきたと思ってお

ります。一昨年生産品集約に伴うマシン停機が発

表されて以降、名寄市においては工場跡地活用に

ついて１つは再生可能エネルギー、２つ目は物流、

防災拠点化、３つ目にＩoＴデータセンターの３つ

の基本的な考え方を打ち出し、取組を進めてこら

れました。再生可能エネルギーについては木質バ

イオマス発電に向けて官民連携の動きが具体化し

つつあり、現状での進捗状況と当初計画にありま

した物流、防災拠点化、ＩoＴデータセンターの取

組経過についてもお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、行政と市民の関係につ

いてお伺いします。市民参画と協働のまちづくり

に向けて各種審議会、懇談会への公募委員の選任、

市民との対話機会を設けるなど行政へ市民の意見

を反映させるための仕組みをつくられ、取り組ま

れておりますが、市民参画をさらに推進していく

ためにはこれら既存の仕組みを積極的に拡充して

いくのと同時に、市民がより参画しやすい仕組み

づくりが必要であると考えます。地域の問題解決、

事業実施などの際に行政案の固まっていない素案

の段階や白紙の段階から市民が参画し、検討でき

る仕組みづくりも必要と思いますが、現状の対応

と今後の考え方についてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） おはようござい

ます。東川議員からは、大項目で２点にわたり御

質問をいただきました。大項目１及び大項目２の

小項目２、３については私から、大項目２の小項

目１については総務部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、名寄市総合計画（第２次）

中期計画推進経過と今後の対応について、小項目

１、中期計画の中間検証について申し上げます。

本市の総合計画は、目指すべき将来像や目標など

を定める１０年間の基本構想、その実現に向けた

取組の方向性や具体的な施策、重点プロジェクト

をまとめた４年間の基本計画、施策を具現化する

ために取り組む個別事業をまとめた毎年度見直し

を行う実施計画の３層構造で構成しております。

名寄市総合計画（第２次）の進捗管理の手法とし

ては、前期基本計画から導入した重点プロジェク

トに加えて、中期基本計画から全ての主要施策に

成果指標、ＫＰＩとして数値目標を定め、検証に

よる進捗管理を行っております。昨年度末で中期

基本計画が折り返しを迎えたことから、成果指標、

ＫＰＩについて取りまとめを行い、５月２０日に

開催した第１回名寄市総合計画審議会で報告を行

い、中間検証をいただいたところであります。成

果指標、ＫＰＩの達成率につきましては重点プロ

ジェクトが５３．８％、主要施策を合わせた全体

では３１．４％となっております。
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次に、小項目２、中期計画残り１年間の推進に

向けて申し上げます。新型コロナウイルス感染症

の感染拡大による緊急事態宣言が発出され、不要

不急の外出自粛や各種イベントなどが開催中止と

なり、観光入り込み客数や外国人宿泊数など経済

元気化プロジェクトを中心に令和２年度で未達成

があり、重点プロジェクトの達成率は５３．８％

となっております。一方、コロナ禍においても重

点プロジェクトの安心子育て、冬季スポーツ拠点

化プロジェクトについては感染対策の上、おおむ

ね事業を進めることができ、全体として７７．８

％の達成率となっております。冬季スポーツ拠点

化プロジェクトの合宿受入れ人数は、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に加え、雪不足などに

より各地でウインタースポーツの開会が中止とな

る中、名寄地方スキー連盟をはじめとする市内の

競技団体、名寄旅館組合、名寄商工会議所、風連

商工会及び陸上自衛隊名寄駐屯地の御協力により

例年以上の大会、合宿が開催され、年間を通した

合宿受入れ数は減少したものの、冬季受入れ数は

過去最高となりました。また、コロナによる影響

を考慮した重点プロジェクトと主要施策を合わせ

た全体の達成率は４４％となっておりますが、目

標値が計画期間４年間の累計としている事業や目

標年度を令和４年度としており、これまで着実に

事業が進捗しているもの、さらにコロナ終息後の

達成に向けた準備を進めているものもあることか

ら、引き続き成果指標、ＫＰＩの達成に向けた取

組を推進してまいります。さらに、実施計画の枠

組みの中で毎年度実施している行政評価やローリ

ングによりＰＤＣＡサイクルを回し、必要な見直

しを図りながらコロナ対策及びコロナ終息後を見

据えた取組も併せて進めてまいります。

次に、小項目３、後期計画の推進に向けてにつ

いて申し上げます。２０２３年度からの４年間を

計画期間とする名寄市総合計画（第２次）後期計

画策定につきましては、人口減少、少子高齢化や

合併算定替え特例措置の段階的縮減、老朽化が進

んでいる公共施設への対応、さらには王子マテリ

ア名寄工場生産品集約による地域経済への影響な

どにより想定される厳しい財政状況のほか、コロ

ナ禍による社会、経済環境の変化に伴う市民ニー

ズの多様化など行政課題に対応していく必要があ

ると認識しております。計画策定に向け、中期計

画の検証による各施策ごとに進捗状況と課題を整

理するとともに、この間の市民満足度の変化を把

握するため広報１１月号別冊で中期計画期間の主

な取組を紹介するとともに、アンケート用紙を全

戸配布し、これまで回答率の低い傾向にある若い

世代への対応としてウェブでの回答も可能とする

アンケート調査を実施いたしました。後期計画策

定に向けては産業、福祉、教育、町内会などの関

係団体からの意見を伺うための市長との意見懇談

会の開催や市民の皆様に計画づくりに参画してい

ただくための市民ワークショップを開催するほか、

名寄市総合計画審議会において市民の皆様に議論

を重ねていただき、市議会においても審議をいた

だくなど、市民の皆様と市が一体となって計画策

定に向けて進めてまいります。

次に、大項目２、令和４年度の施策推進に向け

て、小項目２、王子マテリア跡地活用の具体的推

進に向けて申し上げます。王子マテリア名寄工場

の生産品集約に伴い、対策本部では工場敷地の利

活用策として再生可能エネルギー、物流、防災拠

点化、ＩoＴデータセンターを掲げ、現在も具現化

へ向けて取組を進めておりますが、御承知のとお

り、再生可能エネルギーについては木質バイオマ

ス発電の具体的検討に着手していただけることに

なりました。物流、防災拠点化では、名寄市内官

民連携組織である道北圏域ロジスティックス総合

研究協議会を昨年７月に設立し、周辺地域を含む

物流における課題の洗い出し作業を続けておりま

す。また、北海道開発局の取組である生産空間の

維持では、同じく道北圏域の物流の効率化を図る

研究を進めており、本市の協議会の取組と融合し

ながら実証実験などを行ってきております。今後
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道北地域が抱える課題解決策として北海道の玄関

口である苫小牧市から日帰り可能な距離の北限で

ある名寄市の物流における優位性を理解していた

だくため、本市協議会による実証実験が展開でき

るよう努力するとともに、この取組が道北圏域か

ら共感をいただけるよう引き続き関係機関と連携

し、拠点化へ向けた取組を進めてまいります。最

後に、ＩoＴデータセンター誘致の取組ですが、So

ciety5.0の時代が到来し、デジタル技術の進歩で

私たちの生活も大きく変わろうとしております。

その環境を支える役割のあるデータセンターです

が、設置に有利とされる環境として冷涼な気候、

クリーンエネルギーがあります。本市の環境は非

常に適しておりますけれども、通信網が脆弱なた

め、関心を引くためには大きなウイークポイント

となっております。このことを克服するため、北

海道が取り組むデータセンター誘致活動へ参加す

るとともに、情報インフラである強靱な通信網の

整備が行われるよう働きかけを続けてまいります。

次に、小項目３、行政と市民の関係について申

し上げます。市民参画につきましては、名寄市自

治基本条例第５条におきましてまちづくりは市民

の参加によって行われるもので、市は市政に関す

る企画立案、実施及び評価の各段階において市民

参加を保障しなければならないものと規定してお

ります。本市においては、この規定に基づき市民

が身近なまちづくりへ主体的に関わることのほか、

市の施策や計画の立案に公募委員として関わるこ

とやパブリックコメントなどへ意見提出などを通

じ、市政決定の過程に市民が参加することを保障

しているところです。地域の問題解決や事業実施

などについて行政案が固まっていない素案や白紙

の段階から市民が参画し、検討できる仕組みづく

りにつきましては、現状では町内会連合会主催の

町内会長と行政との懇談会、まちづくり懇談会を

通じて地域の課題や様々な御意見などを聴取し把

握するとともに、必要に応じて現場へ出向き、聞

き取りなどを行いながら市民ニーズを反映させた

事業実施など努めているところであります。また、

各種計画等の策定におきましては、策定に係る委

員会等の委員を公募し、市民参加の機会を提供す

るとともに、市民説明会やワークショップの開催、

市民を対象としたアンケート調査の実施など多く

の市民の意見などを聴取できるような取組を行っ

ております。今後につきましても、市民参画と協

働のまちづくりに向けて多くの市民が市政の企画

立案等に関わることができるよう様々な場面にお

いて機会の創出と提供に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは大項目２、

令和４年度の施策推進に向けて、小項目１、令和

４年度予算編成の基本的な考え方について申し上

げます。

令和４年度の予算編成については、１１月１日

付で各部局に市長訓令及び予算編成資料提出につ

いての事務連絡を周知いたしました。令和４年度

の歳入におきましては、新型コロナウイルス感染

症がいまだ地域経済に大きな影響を及ぼしている

ほか、王子マテリア株式会社名寄工場の生産停止

による市税収入の減収が危惧される状況であり、

また歳出では社会保障施策に要する経費の増加、

老朽化が進む公共施設、公共インフラへの対応及

び新型コロナウイルス感染症対策事業など本市の

財政運営には多くの課題が山積しており、決して

楽観視できる状況ではないと認識しております。

しかしながら、その一方で新型コロナウイルス感

染症の拡大は持続可能な社会の実現、東京一極集

中から地方分散への動き、デジタルトランスフォ

ーメーションの加速など社会の仕組みや価値観に

大きな変化を及ぼしており、自然豊かで災害の少

ない本市の優位性にいま一度目を向けてまちづく

りを進めていくことが重要であると考えておりま

す。このような状況から、令和４年度予算編成に

当たっては足元の新型コロナウイルス感染症対策

の継続、総合計画、総合戦略の具現化、ポストコ
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ロナを見据えた事業の推進、持続可能で健全な財

政運営の維持、この４点を基本的な考え方とし、

全職員一丸となって予算編成に当たるよう指示が

あったところであります。令和４年度予算は現在

編成作業中であり、現段階では申し上げることは

できませんが、限りある財源を重点的かつ効果的

に活用し、市民の安全、安心な暮らしを支えてい

くよう予算査定においてしっかり議論を行ってま

いりますので、御理解をお願いいたします。私か

らは以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。改めて質問させていただきたいと

思います。

名寄市総合計画（第２次）中期計画推進経過と

今後の対応ということで、中期計画の中間検証を

加えて残り１年間の推進に向けてということで関

連して再度質問させていただきたいというふうに

思います。中期計画の中間検証ということで、そ

れぞれＫＰＩの数字を用いて御答弁をいただきま

した。重点プロジェクト３点に関わって見ますと、

５３．８％というふうなこと、それから主要施策

全体では３１．４というふうに答弁をいただいた

のかなというふうに思います。中でもこの重点施

策３つの中では冬季スポーツ拠点化プロジェクト、

これがそれぞれ安全対策を実施をしながら非常に

大きく伸びているというふうな御説明もいただい

たかなというふうに思います。重点プロジェクト、

先ほども御説明ありましたように、経済元気化プ

ロジェクト、安心子育てプロジェクト、冬季スポ

ーツ拠点化プロジェクト、この３点というふうに

あったと思っております。この重点プロジェクト、

人づくり、暮らしづくり、元気づくりの３つの基

本理念、直面する地域課題の地域の優位性を踏ま

えて策定された先ほどお話もございました名寄市

まち・ひと・しごと創生総合戦略、これとの整合

性を重視した戦略として取り組まれた内容なのか

なというふうに認識をしております。しかし、先

ほどもお話ししたように、具体的な推進に向けて

は当初予測されなかった新型コロナウイルス感染

症によって非常に事業の停止だとか中止だとかと

いうふうなこともあり、またコロナ禍ではありま

すけれども、感染対策を実施して、新たなスタイ

ルで事業を推進をされたというふうな御答弁もさ

れたというふうに思います。改めてお聞きをしま

すけれども、この重点プロジェクトの中で新型コ

ロナウイルス、特に屋内、室内といいますか、そ

ういう事業というのは非常に大きく影響を受けた

のかなというふうに思いますけれども、それに加

えて、先ほどお話ありましたけれども、感染対策

を重視しながら実施をした事業、改めて詳細分か

ればお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、この重点

の中で感染対策をしっかりしながら実施した事業

の詳細ということでしたけれども、やはり一番大

きかったのはジュニアオリンピックという大会を

開催ができたと。初年度は中止になったのですけ

れども、次の年、令和２年度は開催ができたとい

うことは非常に大きかったのかなと。これは関係

団体の御協力があったからこそ開催できたところ

で、軒並み全国大会レベルの大会が冬季スポーツ

においては中止をされる中、最後学生という立場

で参加できる全国大会を開催してあげられたこと

というのが関係者、親御さんからも非常に高く評

価をされた大会であったなというふうに思います。

それから、私答弁の中で宿泊の関係を若干述べ

させていただきましたけれども、例えば下期では

過去最高を記録しましたとお答えをさせていただ

きましたが、数字の推移でいうと平成２８年当時、

これが下期では合宿の受入れ数が、宿泊数が３，

２５２人ということだったのですけれども、これ

が例えば令和元年、コロナが広まったときは３，

８０１人ということでした。これが令和２年度が

過去最高となって、６，５６５人というような数

字も残せたということはやはり関係者皆様の努力
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によってそれだけいろんな方たちに来ていただけ

たということだったのかなというふうに思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ジュニアオリンピッ

ク、中止をするのか運営するのかというふうなこ

といろいろ議論もある中でそれぞれ感染対策を実

施をしながら開催をしたということで、宿泊関係、

宿泊だけではなくて、そのほか関連する地域経済

にもかなり大きないい影響を与えたのかなという

ふうに思っております。その中で、今回のこの検

証において地方創生推進交付事業、これらを活用

した事業があったのではないのかなというふうに

思っております。これはスポーツ×交流イノベー

ションプロジェクトの関係だと思うのですけれど

も、具体的にはサイクルツーリズム商品の開発で

あるとかスキー場インバウンド拡大商品の開発、

スポーツフードの開発、これ地方創生推進交付金

事業を用いて、恐らく元年度から今年の令和３年

度で終了というふうに認識をしておりますけれど

も、この辺の中間検証の中でどういうふうな評価

があったのかお聞きをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） こちら地方創生

推進交付金、令和元年、２年とこれまで２年間分

評価を終えてきております。この評価は、総合計

画の審議会の中で御評価をいただいて、議員協議

会の中でも御報告をさせていただいたものかなと

思っております。令和元年スタートとして、議員

お話にあったとおり、スポーツ×交流イノベーシ

ョンプロジェクトとしてこの事業を国の交付金を

活用しながらこの間推進してきておりますけれど

も、初年度に当たる令和元年度についてはサイク

ルツーリズム商品開発、これは旭川空港から名寄

までのサイクルツーリストの自転車も含めて輸送

をどうにか手軽にできないかといったようなこと

を協議を輸送会社と共に実施してきたということ

をやってきております。それから、スキー場に関

してはオフピステ、いわゆる未圧雪のコースの滑

走が要望が増加している中、ニセコより知見者を

招聘していわゆるニセコルール等の勉強会を実施

してきて、プロモーション素材となる画像などの

制作も行ってきたということと、それからスポー

ツヘルスフード開発、この事業については、令和

元年度は御記憶にあるかと思いますけれども、モ

ッチートという商品をこの年開発してきてござい

ます。それから、スポーツ・健康街なか活性化事

業といたしまして、これも御記憶にあるかもしれ

ませんけれども、いわゆるｅスポーツを活用した、

御高齢の方たちによろーなにお集まりいただいて、

ここで「太鼓の達人」とか、それから車のドライ

ビングゲームを使いながら体を動かすような、そ

んな取組もしてきております。

そして、令和２年度につきましてはそこを深化

させていくということになるのですけれども、ス

キー場の海外展開に向けての取組を令和２年度は

着手しておりまして、台湾のプロ野球球団を活用

した新たなプロモーションを展開させていただき

ました。これは、台湾の楽天モンキーズという公

式ＳＮＳ、こちらのほうでスキー場のプロモーシ

ョンをお願いして、いわゆるリーチ数、伝わった

であろうという数が１４万３，５００、これは台

湾の中ですけれども、その中でいいねをいただい

たのが４，７５３というような台湾からのレスポ

ンスも集計として確認しております。それから、

スポーツフードについては、令和２年度について

は、これも御記憶にあるかと思いますけれども、

カラダメシというものをこの令和２年度でブラン

ド化、開発をさせていただいて、このカラダメシ

の解説冊子も作成させていただいたということで

ございます。それから、スポーツ移住の事業につ

いても令和２年度は確認、動きをしておりまして、

これは移住促進協議会と連携した取組を続けてき

ております。

先ほど令和元年度、ｅスポーツのお話をしまし
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たけれども、令和２年度はＮスポ健康ステーショ

ンとして町中でお集まりいただいて、いろいろな

コンテンツを提供しながら軽スポーツ、体を動か

していただくようなことも提供してきたというこ

とでございます。ちょっと長くなりました。すみ

ません。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 地方創生推進交付金

事業の中間検証というふうなことで、それぞれの

部門の内容について答弁をいただきました。令和

元年度、令和２年度というふうなことでの報告だ

ったかなというふうに思います。

それで、改めてちょっとお聞きをしたいのです

けれども、この中でそれぞれサイクルツーリズム、

スキー場インバウンド事業、この辺は理解をいた

します。今ｅスポーツと、それからスポーツフー

ド、この辺のお話もいただきました。モッチート、

あるいはカラダメシだとかというふうなこと、そ

れからｅスポーツ、Ｎスポーツというふうなこと

での御答弁もいただき、せっかくこれ開発をした

のですけれども、どうも市民の方にはいまいちこ

の部分の周知が伝わっていない。せっかくこの交

付金事業を使いながら新しい商品を開発したのに、

恐らく部分的には伝わっていると思うのですけれ

ども、ではモッチート、あれ、カラダメシってど

んなのと。市民の方にお伝えが伝わっていないよ

うな気がするのですけれども、その辺今後のせっ

かく開発した商品、市民への周知という観点では

どういうふうに考えておられるのか改めてお聞き

をしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） しっかり進めろ

という激励をいただいたと受け止めておりますけ

れども、この周知につきましてはＮスポーツコミ

ッションが中心となって、これは民間の方々も皆

さん参画いただいた組織ですけれども、ここでど

のような手法が伝わるのかといったことも具体的

にお話をさせていただいております。そんな中で

当然いろいろなイベントを主催しておりますけれ

ども、その中で積極的に周知をするですとか、い

ろいろな媒体を使いながら啓発をさせていただく

とか、取組をしていきたいと思っておりますし、

我々もぜひ市民の皆様に広がっていただきたいと

いう思いを持ちながら活動を続けておりますので、

しっかりと御期待に応えていけるように取組を進

めていきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 主体がＮスポーツコ

ミッションということで、一方では理解はするの

ですけれども、今部長お話にあったように、でき

るだけ広く市民の方に理解をしていただくために

は１つの広報媒体ではなくて、市内にあるいろん

な飲食店だとか、いろんなところにもそういうふ

うなＰＲをしていくことによって市民にもより理

解をしていただける、あるいは名寄に来た人にこ

のカラダメシって何なのだというふうな、そこに

ヒントが得られるような、やっぱりもう少しその

辺のＰＲ事業促進をしていただきたいということ

を要望しておきたいというふうに思います。

次に、後期計画推進に向けてというふうなこと

でそれぞれ御答弁をいただきました。いずれにし

ても、後期計画、先ほど壇上でも申し上げました

けれども、今アンケートを含めて取組を進めてい

ると。今回は若い人も含めてのネットというふう

な視点でも取組を進めるというふうに御答弁がご

ざいました。これからある程度集計をされてから

またいろんな段階での取組、団体、いろんな方と

の話合いになっていくのかというふうに思うので

すけれども、前回たまたま議員の皆さんで名寄市

立大学の皆さんとちょっとお話合いをさせていた

だきました。非常に道外の方だとか、名寄市以外

の方ほとんどだったのですけれども、名寄市の評

価は非常にいい評価もしていただいたのですけれ

ども、やっぱりよさの部分、あるいは不安な部分

だとかというのもお話をしていただきました。や
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はり違う自治体の人との話をすることによってそ

こで取り組んでいるよさだとか、あるいは名寄は

ここがいいけれども、この部分をもう少し力を入

れてほしいだとか、そういうふうなことをいろん

な形で聞けるのかなというふうに思いますので、

例えばその大学生だとか、あるいは名寄の組織、

若い団体であるＹＥＧであるとか、あるいは青年

会議所であるとか、その辺の方との話合いだとか

というふうに、どういうふうに考えておられるの

かお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私壇上でもお答

えしましたけれども、機会をつくって、ぜひとも

いろいろな方と意見交換をさせていただきたいと

思っておりますし、やはり大学生というのは名寄

にとっては逆にこの周辺で見ても強みになってい

ますので、現状審議会の中で大学生にお願いして、

大学生に名寄の総合計画の審議会のメンバーとし

て現在も活動していただいておりますので、そう

いったことも今後引き続き取組続けていきたいと

いうふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ぜひ多くの団体とい

いますか、多くの人の御意見を取り入れた中でよ

り具体性の、あるいは将来の夢のある後期計画の

推進をお願いを申し上げておきたいというふうに

思います。

次に、令和４年度の施策推進ということでお聞

きをしたいというふうに思います。令和４年度の

予算編成の基本的な考え方について先ほど１１月

１日の市長訓令、事務連絡を基に総務部長のほう

から御答弁をいただきました。４点の基本的な柱

に基づいてのお話であったというふうに思います。

この４点の中で、当然足元の新型コロナウイルス

感染症、これを引き続きしっかり取り組むことと

いうふうなこと、それから市民生活、市内経済の

備えを優先とした感染対策、経済対策事業に引き

続きしっかりして取り組むこと、また加えてポス

トコロナ、これを見据えた事業を推進をするとい

うふうにされております。このポストコロナを見

据えた事業というのは当然国、道との関連があっ

て、名寄市単独では非常にすぐこういう方針でと

いうのは難しい一面だとは思いますけれども、現

在取られている情報の中で具現化に向けて検討さ

れている内容がございましたら、お聞きをしたい

というふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） ポストコロナといい

ますか、コロナ関係の部分かと思います。先ほど

も申し上げましたが、令和４年度予算、現在編成

作業中でありまして、詳しい内容をこの場で申し

上げることはできないところでございますけれど

も、コロナ関係の予算要求、一例を挙げさせてい

ただきますと、当然公共施設の感染症対策ですと

か、あとは融資などの継続事業もございます。あ

と、Ｗi―Ｆi環境の整備などデジタル関係の事業

が挙げられるというところでございます。あと、

予算でございます。令和４年度予算ではございま

せんが、今後国によるコロナ関係の臨時交付金、

そういう動きもございますので、情報収集に努め

まして、適宜有効な取組を実施していきたいと思

っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） この小項目の令和４

年度予算編成の基本方針と３番目の小項目、行政

と市民との関係ということをちょっと併せてお聞

きをしたいというふうに思います。

今回の事務連絡の中で、行革は市民生活の向上

に寄与するものでなければならないことから、職

場内でしっかりと議論し、歳入歳出全般の見直し

を進めていくというふうなことで事務連絡が出さ

れております。令和４年度、いずれにしても市長

選挙ということで、骨格編成予算ということで理

解をしております。この中で特に人材育成に関わ

る部分についてお聞きをしたいというふうに、先
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ほどの小項目３番目併せてですけれども、人材育

成に関わる学習機会の提供という視点でちょっと

お聞きをしたいのですけれども、令和２年度正職

員の年齢構成を見ますと、１８歳から２９歳まで、

１１０名で、全体の２９．５％、３０歳から３９

歳まで、８６名、２３．１％、４０から４９歳、

１１７名、３１．４％、５０歳以上が６０名と。

庁内には個別の研修会、これを実施をされている

と思うのですけれども、その状況と併せて提案制

度はどのように活用をされているのか、この内容

についてお聞きをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 人材育成という観点

で職員研修の話なのだろうと思います。職員研修

につきましては、新規採用職員から中堅職員です

とか、管理職も含めましてそれぞれ各級ごとに研

修を実施していると。最近ちょっとコロナの関係

もありまして、札幌なんかで行われる研修になか

なか行けない、リモートになっているという場合

もありますけれども、可能な範囲で対面の研修で

すとか分科会ですとか、そういう中で研修を行っ

ているというところでございます。コロナもある

程度終息に向かっているというところもありまし

て、札幌の研修なんかも通常どおり行われている

部分もありますので、今後ともそれぞれの対象年

齢といいますか、職員構成の中でスキルアップ、

人材育成に努めていきたいと思っております。

また、提案制度、職員提案の関係でということ

でよろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

〇総務部長（渡辺博史君） 職員提案につきまし

ては、数年前までゼロ予算事業ですとか業務改善

ですとか、そういう区分に応じて強化月間みたい

なものつくって実施していたところでございます

が、このコロナ禍の中でここ数年は随時受付とい

う形を取っておりまして、実績としては昨年、そ

して今年提案はない状況ではございます。コロナ

禍の中でワクチン接種ですとか様々な経済対策事

業、給付事業なんかもやっている中で、通常業務

をこなしながら職員、鋭意業務をしているという

ことであります。職員提案事業につきましては、

ある程度コロナ禍が落ち着いてから今後の在り方

も含めて内部で議論していきたいと考えておりま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今の状況、答弁をい

ただきました。当然この２年間ぐらいはコロナ禍

の中で職員全員でそれに対応していくという内容

については理解をいたします。ただ、やはり恐ら

く今部長お話しのように、提案制度、ひょっとす

ると去年、今年入った人、そんな制度あるのかな

というふうな不安も自分の中にはあります。やは

り組織ですから、定型的なＯＪＴだとかＯＦＦ―

ＪＴ、これは当然必要だというふうに思います。

先ほども年齢構成でお話もさせていただいたよう

に、当然一定程度型にはまった教育というのは必

要ですけれども、やはり職員自らがしっかり研修

制度が重要だというふうなものを理解をしていく、

そういう在り方も必要なのかなというふうに思い

ます。

そこで、改めて今部長とやり取りをさせていた

だいているので、総務部長にちょっとお聞きをし

たいのですけれども、よくいろんなところで組織

は人だとか生き物というふうな言葉で表現がされ

ていますけれども、部長、この組織は人なりとか

生き物ということについてどういうふうなお考え

でいらっしゃるのか。突然で恐縮ですけれども、

お聞きをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 組織は人ということ

であります。私どもといたしましても今職員、大

変若返っております。ベテラン職もだんだん少な

くなってきまして、若返っておりまして、今後上

から下に伝えていくだとか、もしくはもっと詳し

い研修が必要だとか、そういう部分で人材育成、
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これについては行政運営を行った上でとても重要

なものだと考えておりますので、今後とも人材育

成、研修制度の充実に努めていきたいと思ってお

ります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今部長のお話と、自

分もそのような考えでおります。先ほど令和２年

度の正職員の年齢構成のお話をさせていただきま

した。かなり若い方のウエートも高いというふう

な実態にもあるのかなと。組織というのはやはり

個人それぞれ、あるいはそのメンバーでも才能を

いかに見つけて生かしていくかということが重要

なのかなというふうに思います。こういう組織と

いうのは、画一的な仕事だけを任せる組織よりも

やっぱり明らかに何らかを任せることという部分

も人が伸びていくのかなという思いがいたします。

令和元年度から令和４年度までの行財政改革の人

材育成の推進項目の中に人材育成基本方針に基づ

く職員の能力向上策の適正な実施、これが示され

ております。具体的な実施に向けた、先ほど部長

お話をいただいたように、いろんな研修会等を通

じてやはり具体的な対応をお願いをしたいという

ふうに思いますし、また何か一つ刺激的なものを、

あるいは皆さんが一定程度また理解をしていただ

く、そういう中間的な、例えば市民参画協働推進

担当部署だとか、これいいかどうかは別としても、

何か今までとは変わった動きというのもまた職員

の皆さんに理解をしていただける方策の一つかな

というふうに思いますので、これは私からの提案

ということで、またいろんな形で、特にこの組織

の問題というのは非常に奥が深いと思いますので、

また機会あるごとに渡辺部長とやり取りをさせて

いただければなと思っております。

王子マテリア跡地活用の具体的推進に向けてと

いうことで、改めてお聞きをしたいと思います。

先ほど石橋部長のほうから今の内容についてお聞

きをしました。再生可能エネルギーについては、

地域資源を活用した木質バイオマス発電というこ

とで御説明をいただきました。非常に今官民連携

ということで進められておりますけれども、いず

れにしても今の王子マテリアの跡地というのは２

２ヘクタールぐらいあって実際に木質バイオマス

エネルギーというのは２ヘクタールちょっととい

うふうなお話も聞いております。それこそ今１０

分の１の跡地の部分の活用というふうな状況かな

と思います。先ほど物流と防災拠点化の話、北海

道を含めた、今道北ロジスティックスの中で検討

がされている。昨年７月設立をしてというふうな

お話だったのですけれども、この辺もう少し、ど

の辺まで、いろいろ外部的なものもあって、なか

なかここでお話しいただけるかどうか分からない。

もう少し具体的な部分があれば改めてちょっと、

ＩoＴの部分は理解をします。この物流、防災拠点

化についてもう一度ちょっとお聞きをしたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） お話の中で圏域

のお困り事、課題を聞き取りをしているというお

話をさせていただきましたけれども、やはりどう

しても人口減少が加速するにつれて物流の定期便

という数も実はどんどん減ってきているというこ

とで、当たり前に１週間のうちに３回集荷できて

いたものが今１回しか集荷できていないとかとい

う、そういった地域が実は周辺ではもう既に起き

ているということでしたので、そういったことを、

困り事を解決するために、では立地的に優位性が

ある名寄市として、名寄市にこういう物流の拠点

化を構築した場合にそういった地域の方々にも貢

献できる仕組みとしてどうにか成果を出せないか

ということで今聞き取りをしている最中でござい

まして、ここについては私答弁の中で共感という

言葉使わせていただきましたけれども、そこの共

感については今定住自立圏の中でも協定を結びな

がら取り組んでおりますが、共感をいただけてい

るレベルまでは来ているのかなというふうに考え
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ております。今後どこの地域ということはこれか

らになりますけれども、この周辺の地域と連携し

ながらそういった実証実験、名寄で集約をしなが

らいろんなところに、方面に物を運ぶという実証

実験をぜひ時間をかけずに展開をしていきたいと

いうふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 特に先ほどの答弁で

もありましたように、ドライバーの拘束時間が制

限をされている中で、先ほどあったように、苫小

牧、名寄を拠点とした道北、いろんな地域、この

オホーツクを含めた中では非常に先の見通し、先

ほどありました周辺の地域からも含めて非常に有

効な事業なのかなというふうに思いますので、具

体化に向けて進めていっていただきたいというふ

うに思います。

今木質バイオマスが具体的に進んでおりますけ

れども、やはり今後この跡地利用に向けてはまだ

まだちょっといろんな課題もある。木質バイオマ

ス、官民連携の具体的な施策も含めてですけれど

も、今王子マテリア名寄工場では１日５万トンの

水の水利権の問題であるとか、工場跡地の建屋の

解体の問題であるとか、いろんなものを整理をし

ながら並行して今の施策を進めていくのかなとい

うふうに思っています。いずれにしても、今具体

化されている木質バイオマスの発電の関係、これ

は非常にある面ではいろんな要素に波及をしてい

くのかなというふうに思っておりますので、でき

るだけ早期な形で具体化をお願いしたいのと、な

かなか市民の皆さんにお伝えする機会というのは

一定程度内容が固まらないとお話ができないとい

う一面も一方では理解はしますけれども、ある程

度分かった段階ではその辺の内容の周知というも

のもお願いをしたいというふうに思います。

時間がなくなってきましたので、もうちょっと

話したいことあったのですけれども、最後にちょ

っと市長にお話をお聞きをしたいというふうに思

います。先ほど来やり取りをさせていただいてお

りますように、来年の４月は市長選挙であります。

加藤市長３期目の前半は名寄市総合計画（第２

次）で打ち出された公約に基づいて５つの拠点化

構想を推進をされてこられたというふうに思って

おります。しかし、一方では名寄振興公社並びに

名寄社会福祉協議会の問題も発生しましたが、具

体的な解決に向けては着実な道筋をつけられたと

いうふうに認識もしております。また、その後当

初予測をしなかった新型コロナウイルス感染症へ

の対応としてワクチン接種、数回にわたる経済対

策など前例を見ない取組の中でその時々における

施策対応、その他多くの施策も事業の選択と集中

による効果的な市政運営で努められて、十分に評

価できる内容だというふうに思っております。し

かし、引き続き、先ほど来お話をさせていただい

ているように、総合計画、あるいはコロナウイル

ス、王子マテリア跡地活用など、これまでと継続

した推進が求められるところであります。そこで、

３期目も僅かではありますけれども、終盤に向け

て現在までの計画、４期目に向けての現状での考

え方をお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東川議員から総合計画、

あるいは令和４年度の予算の考え方について今質

疑をさせていただいたところであります。その中

で特に３期目、名寄市においては大変大きな市民

の皆さんに御心配をかける事案が数多く発生をし

たところでありまして、改めてこの間の経過もお

わびをしつつ、しかし議会の皆さん、あるいは市

民の皆さんと都度様々な議論を交わしながら一つ

一つこうした問題について前向きに解決をすべく

努力をし、光が見えてきたものもあるのかなと思

っています。一方で、王子さんの問題というのは

先般１２月１日に停機をしたわけでありますけれ

ども、その土地活用についてなかなかまだおぼろ

げですけれども、民間の皆さんからの御提案の一

部はお示しをさせていただいているものの、決定



－39－

令和３年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

に至っているものはなかなかないということであ

りまして、まだまだここは議論していかなければ

ならないし、しっかりと、大きなチャンスでもあ

りますので、前に進めていかなければならないと

いうふうにも思っています。加えて、一昨年来の

コロナ禍によって地域の皆さんに大変な御協力も

いただきながら感染防止策を進めてきているわけ

でありますけれども、まだまだ、先週も市内でも

一部感染者が出ているということもありまして、

終息まではまだ時間がかかるのかなというふうに

思います。こうした足元のコロナ対策もしっかり

とやっていかなければならないし、その後のコロ

ナ感染終息後の名寄市のまちづくりについて、そ

の基盤をつくっていく重要な時期にもあるという

ふうにも認識をしています。残り私の任期も３か

月強ということになりますので、しっかりと考え、

できれば今議会の場面で、どこかのところで時間

をいただいて、私の次期に向けての態度を表明さ

せていただきたいというふうに思いますけれども、

今の気持ちとしてはこうした課題もあるというこ

とでありまして、そこに向けてしっかりと逃げず

に、さらに頑張っていかなければならないという

気持ちでありますので、引き続き東川議員はじめ

議員各位の皆様の御指導もいただきながら全力で

残りの任期もまずはしっかりやっていきたいとい

う気持ちでありますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

心に寄り添う相談体制について外２件を、山崎

真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） 通告順に従いまして、

大項目で３点にわたり質問させていただきます。

最初に、大項目１、心に寄り添う相談体制につ

いてお伺いいたします。人の一生を俯瞰し、子供

から大人へと成長を遂げていく過程において心身

ともに変化の大きい思春期の過ごし方は、後の人

生に少なからず影響を持つものと考えます。個人

差や環境の違いはあっても児童生徒一人一人に自

己肯定感や自己有用感を持ち、日々の生活を充実

させていくことができるであろうことを考え、心

に寄り添う相談体制についてお伺いいたします。

小項目１、小学校、中学校における相談対応に

ついて。保健室や心の教室が利用された相談対応

の状況、件数や相談者の内訳についてお伺いいた

します。

次に、小項目２、関係機関の連携による相談対

応について。各学校間や教育相談センターを含む

教育委員会、市役所担当部署、保健所など必要が

生じた際に取られる関係機関の連携についてお伺

いいたします。

続いて、小項目３、心の教室相談員の常駐化に

ついての見解をお伺いいたします。コロナ禍で生

活環境が大きく変化し、今後も様々な対応が必要

になるであろうことから、現状の勤務時数を増や

し、心の教室相談員の常駐化が求められます。御

見解をお願いいたします。

次に、大項目２、公共住宅等の管理についてお

伺いいたします。平成２９年度から令和８年度の

１０年間を一区切りとして計画されている名寄市

公営住宅等長寿命化計画についてお伺いいたしま

す。

小項目１、管理計画の進捗状況について。市営

住宅等の供給、整備、維持管理について、市営住

宅の長寿命化と老朽化住宅方針について、管理計

画に沿っての進捗状況についてお伺いいたします。

また、将来を展望し、人口の推移を念頭に置いた

公営住宅等の目標設定数についてお伺いいたしま

す。

小項目２、政策空家の管理計画についてお伺い

いたします。さきに行われました第１５回名寄市

議会経済建設常任委員会において示された資料で

は、令和２年度末の管理戸数は８１１戸であり、

うち空き家数１６６戸、政策空家数は９５戸との

説明がなされましたが、用途廃止に至るまでの管

理計画についてお伺いいたします。
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小項目３、公営住宅用途廃止後の土地の活用に

ついてお伺いいたします。風連地区瑞生団地の用

途廃止は、計画では令和７年に完了することにな

っております。用途廃止が完了した後は速やかに

更地に戻されるのかどうか、計画についてお伺い

いたします。

続いて、大項目３、市民協働によるまちづくり

についてお伺いいたします。名寄市総合計画（第

２次）を基に進められてきた本市のまちづくりは、

１０年の計画期間のおよそ半分が経過し、来年度

には中期計画が終了の年を迎えます。この間本市

の人口減は一層進み、少子高齢化にも拍車がかか

っています。また、王子マテリア名寄工場の生産

停止やコロナ禍による市内経済への影響など深刻

な状況も浮上し、今まで以上に市民一丸となった

まちづくりが重要性を増してきています。そこで、

市民協働によるまちづくりについて次の観点から

お伺いいたします。

小項目１、行政委員会や審議会における男女共

同参画について。第２次名寄市男女共同参画推進

計画では、名寄市総合計画（第２次）と連動させ

て取組を進めるとしています。中期計画終了年に

当たる令和４年度の目標値を行政委員会や審議会

における女性委員の割合を５０％、女性委員長の

いる審議会等の比率を３０％としています。本年

度におけるそれぞれの状況についてお伺いいたし

ます。また、目標値達成に資する手だてとしてク

オーター制導入による委員会構成についての御見

解をお伺いいたします。

小項目２、多世代を巻き込む市民協働の取組に

ついてお伺いいたします。行政委員会や審議会の

みならず様々な事業等において実行委員会に関わ

ることは、人づくり、まちづくりの面で大きな効

果が期待できます。特に若年世代や高齢者世代の

多世代を巻き込んだ取組についてその取組の事例

をお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 山崎議員から大項目で３

点にわたっての御質問をいただきました。大項目

１については教育部長、大項目２については建設

水道部長、大項目３は私から答弁をさせていただ

きます。

初めに、大項目３の市民協働によるまちづくり

につきまして、小項目１、行政委員会や市議会に

おける男女共同参画についてお答えをいたします。

第２次名寄市男女共同参画推進計画の目標値に対

する現状については、昨年度末現在で審議会等に

おける女性委員の割合が目標値５０％に対して３

９．６％、女性委員長のいる審議会等の比率が目

標値３０％に対して９．７％となっております。

目標達成に至っていない現状を踏まえて、各種審

議会等に女性の数をあらかじめ割り当てるクオー

ター制の導入について御提言をいただきました。

海外では既に議員選挙の法律にクオーター制を取

り入れ、女性割合が急激に伸びた事例など導入さ

れた国においては効果が現れていると承知をして

おります。本市において女性比率の低い審議会等

では、団体からの充て職に男性が多い社会環境が

現れていると考えておりますが、これまで市で委

員を打診する際の意識づけに加えて、団体への委

員選出を依頼する機会や各種懇談の際に女性の参

画、選出のお願いをさせていただくことで、計画

策定時点との比較では女性委員の比率が約１０ポ

イント、女性委員長の比率が約１ポイント伸びて

いるところであります。団体からの選出依頼の際

などに選出委員の性別を固定をするということは

難しい現状であると認識をしておりますが、今後

も積極的にお願いを重ねていくとともに、市にお

いて委員候補者を選定する際に男女のバランスを

重視した多様な人材の確保に努めてまいりたいと

考えております。

小項目２、多世代を巻き込む市民協働の取組に

ついて申し上げます。本市におきましては、市民

主体のまちづくりを推進するため、まちづくりの

基本ルールを明記をした名寄市自治基本条例に基

令和３年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号



－41－

令和３年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

づき市民と行政との協働のまちづくりを進めてお

ります。また、まちづくりを進める上で最も大切

にしなければならない基本原則の一つとして市民

参加を規定をし、市政に関する企画立案等への市

民参加を保障しています。市民参加とは、身近な

まちづくりのイベント等に参加をすること、その

ほか公募委員として参画をすることやパブリック

コメントの意見提出を通じて関わることなど市政

決定の過程に市民が参加することも含まれており、

まちづくりの主役は市民である、そのことを市民

一人一人が自覚をし、主体的に関わることでまち

に誇りや愛着を持ち、住み続けたいと思える持続

可能なまちづくりが推進されると考えております。

若い世代や高齢者世代を巻き込んだ取組の事例に

つきましては、総合計画審議会や利雪親雪推進市

民委員会などの委員に名寄市立大学の学生にも公

募委員として参画をいただき、本市のまちづくり

に対して若い世代の視点からのアイデアや御意見

をいただいているところでもございます。また、

小学校区を単位として組織をされている地域連絡

協議会では町内会長を中心とした協議会役員の方

々が子供から高齢者まで多世代の市民を対象とし

た交流イベントやまちづくりに資する研修会など

の企画、運営に参画をされております。さらには、

本年１２月１日にオープンをいたしましたこども

の遊び場や令和４年春に供用開始予定であります

名寄高校駅の愛称募集では、市民の皆様から多数

の応募もいただきました。愛称募集を通じて新し

い施設に興味、関心を持っていただき、まちづく

りに参画していただいたものと考えております。

今後においてもあらゆる年代の方が主体的にまち

づくりに参画できるような機会の提供に努めてま

いります。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは大項目１、

心に寄り添う相談体制について、初めに小項目１、

小学校、中学校における相談対応について申し上

げます。

学校においては、日頃から学級経営の充実を図

り、教師と児童生徒の信頼関係や児童生徒相互の

好ましい人間関係を育てるとともに、児童や生徒

の理解を深め、教育相談を含む生徒指導の充実を

図ることが大切です。このため、学校には児童生

徒が成績や友人関係、異性関係、家庭問題など一

人一人の悩みに対して適切かつ迅速に対応し、児

童生徒が安心して学習等に取り組むことができる

よう教育相談を充実させることが求められていま

す。教育相談を充実させるためには全ての教職員

が児童生徒に接するあらゆる場面を教育相談の機

会と捉え、個別相談やグループ相談、定期相談等

の相談形態を状況に応じて使い分けながらきめ細

かく支援することが重要と考えております。本市

の各小中学校では、全ての教職員が学習場面はも

とより、行事や当番活動等の場面で体の不調を訴

え、憂鬱な表情している等の児童生徒のサインに

応じて悩みが深刻化しないように声をかけるなど、

いつでも相談的な働きかけを行うようにしていま

す。具体的な相談の状況については、今年の４月

から１０月末までの期間において養護教諭や心の

教室相談員に対し児童生徒からの相談が約２６０

件、保護者からの相談が約２０件ありました。児

童生徒の相談内容として多かった内容が学校生活

に関する相談が約２７％、体や病気などに関する

相談が約２５％、友人関係に関する相談が約１６

％ありました。また、保護者の相談内容として多

かった内容は、体や病気などに関する相談が約５

５％、学校生活に関する相談が約２７％となって

おります。教育委員会といたしましては、引き続

き学校に対し児童生徒が様々な不安や悩み、スト

レスを抱えていることを前提に教職員が積極的に

声をかけるなど一人一人の心や体の健康状況をき

め細かに把握し、学校全体でいつでもどの教職員

でも相談できる体制を強化するようお願いしてま

いります。

次に、小項目２、関係機関の連携による相談対

応について申し上げます。学校では、様々な家庭
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環境の変化や一人一人の困り感に応じた教育的ニ

ーズの多様化など課題が複雑化、困難化し、教職

員だけで対応することが難しい事例が多くなって

きています。こうした中、児童生徒に未来を切り

開く力を育むためには学校と関係機関等が連携し、

児童生徒の発達段階に応じて好ましい人間関係を

育てたり、自己理解を深めさせるなど一人一人に

寄り添った支援を行う体制を構築させることが重

要であります。このため、本市の小中学校におい

ては児童生徒の悩みや相談内容に応じて個人情報

の管理に十分配慮しながら、関係する学校間や名

寄市教育相談センター、健康福祉部などの関係機

関と連携して児童生徒に対する支援を行っており

ます。具体的にこれまで学校と関係機関等が連携

を図った事例として、担任等が児童生徒の相談内

容から他校の友人との人間関係に悩んでいると感

じた場合には関係する学校の担任や管理職等と情

報を共有し、学校と当該児童生徒及びその保護者

と面談するなどして、当該児童生徒間の誤解を解

いたり、人間関係を修復するための改善策を話し

合っております。また、担任等が児童生徒の相談

内容から保護者によるネグレクトの可能性を感じ

た場合は、学校が健康福祉部こども未来課に相談

し、児童生徒が所属する学校の教職員やこども未

来課、社会福祉課、教育委員会等の職員が集まっ

て、家庭や児童生徒に対する支援内容を検討して

います。さらに、定期的に心の教室相談員等交流

会を実施し、心の教室相談員と教育推進アドバイ

ザー、教育専門相談員、教育部指導主事が生徒と

の関わり方の工夫や保護者や関係機関との連携等

について協議し、思春期に差しかかった生徒の悩

みや不安を受け止めて、ストレスを和らげるなど

心の安定と問題行動の未然防止に資する研修を行

っております。今後教育委員会といたしましては、

各学校には児童生徒が安心して学習できる環境を

つくるため担任、教科担任、養護教諭はもとより、

心の教室相談員や特別支援教育学習支援員など児

童生徒に関わる全ての教職員が児童生徒の様々な

不安や悩みを受け止め、きめ細かい教育相談を進

めるとともに、学校間や関係機関等と一層の連携

を図るようお願いしてまいります。あわせて、ス

クールソーシャルワーカーや社会福祉士など専門

家の配置についてもしっかりと検討し、複雑多様

化する相談体制の充実を目指してまいりたいと考

えております。

次に、小項目３、心の教室相談員の常駐化につ

いて申し上げます。教育相談の充実に向けた本市

の取組の一つであります心の教室相談員が配置さ

れた背景には、平成１１年頃の校内外における児

童生徒による暴力行為の増加、少年等による凶悪

事件の連続的な発生等、児童生徒の問題行動等が

多数発生したことが原因にあります。こうした問

題の解決を目指し、文部科学省は生徒が悩み等を

抱え込まず心にゆとりを持てるような環境づくり

を目的に公立中学校に教職経験者や青少年団体指

導者等の地域人材を生徒の悩み等の相談に乗った

り、気軽な話し相手となったりする心の教室相談

員として配置しました。本市においても、平成１

１年度より北海道の調査研究委託事業として名寄

中学校と名寄東中学校の２校に心の教室相談員を

配置し、平成１３年度から風連中学校に配置しま

した。平成１６年度以降、文部科学省は調査研究

事業として一定の成果を上げたことなどを理由に

本事業を廃止しましたが、本市では本事業の実施

効果が高いこと、さらには地域の状況を踏まえ、

市独自事業として実施するため規則を制定し、こ

の間も継続してきているところです。心の教室相

談員の年間勤務時間については、名寄市心の教室

相談員設置規則が制定された平成１６年度は年間

勤務時間はおおむね１日当たり４時間、週２日、

年３２週の計２５６時間と定められておりました

が、その後平成１９年度、平成２１年度、令和元

年度とその都度学校の実態を踏まえて勤務時間数

を増やすなど相談体制の強化に向けた改正を行い、

現在は年間勤務時間をおおむね１日６時間、週５

日、年３５週の計１，０５０時間と定めておりま
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す。また、心の教室の開設日時については、名寄

市心の教室相談員設置規則において学校事情を考

慮し校長が定めるとありますので、各学校の実態

に応じて、例えば相談者が多い傾向にある時期や

曜日の開設時間を長くしたり、生徒が相談しやす

い放課後の時間に開設時間を設定したりするなど

心の教室の開設日時を工夫して対応しています。

さらには、中学校のみならず小学生への相談に対

応できる体制についても整えております。心の教

室相談員は、教員とは異なる立場で生徒の悩みを

聞いたり、豊かな経験を生かして相談に対応した

りするなど学校における教育相談の充実や補完を

する役割を担っております。したがって、教育委

員会といたしましては、今後学校から心の教室の

開設時間について増加要望等があった場合はその

状況に応じて改めて心の教室相談員の体制等につ

いて協議してまいりたいと考えておりますので、

御理解くださいますようお願い申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 私からは大項目

２、公営住宅等の管理についてを一括して申し上

げます。

小項目１、管理計画の進捗状況については、名

寄市公営住宅等長寿命化計画により平成２９年度

から令和８年度までの１０年間の建て替えや改善

事業の実施計画と維持管理方法など団地別の活用

を定めて、住宅管理を行っております。各団地の

整備に関する進捗状況については、北斗団地や新

北斗団地は現計画どおりに進めて事業を完了しま

したが、事業実施中の瑞生団地と栄町５５団地は

既存入居者の住み替え意向を反映し、当初計画よ

りも少ない整備戸数にすることで計画工程や整備

戸数を見直ししてきた状況にあります。現計画の

目標戸数は、現在の８１１戸から令和８年度に７

６０戸、その先の令和１８年度に６８０戸として

おります。しかし、これまでの事業見直しを反映

し整備を進めると、令和８年度の管理戸数は６５

３戸になり、管理戸数が目標戸数よりも少なく、

乖離が生じています。このため、議員御質問のと

おり、中長期的な視点で公営住宅の管理戸数を定

める必要がありますので、本年度に現計画の見直

し作業をし、人口推移の推計値や、低額所得者層

の市民ニーズの変化も踏まえて将来の必要戸数を

設定する考えでおります。目標戸数につきまして

は、現在の目標戸数よりも少なくなる見込みです

が、名寄市公営住宅等長寿命化計画に定めている

管理戸数を減らす現計画の方針を継承することを

前提に現在庁内担当者で構成をする作業部会にお

いて施策や管理戸数を検討しております。今後年

度内にはパブリックコメントを実施し、長寿命化

計画の団地別活用とともに、新たな目標戸数をお

示しいたしますので、御理解願いたいと思います。

次に、小項目２、政策空家の管理計画について

は、今後も、公募に供しない住宅で将来除却予定

の政策空家９５戸を所有していました。ここから

今年度北斗団地２６戸を解体し、今後リンゼイ団

地３戸と瑞生団地６６戸の計６９戸が政策空家と

なりますので、これらは長寿命化計画の見直しで

除却年度を具体化する予定です。なお、政策空家

としている建物管理については、周辺環境に留意

をし、劣悪な状態にならないよう保全に努めてま

いります。

続きまして、小項目３、公営住宅用途廃止後の

土地の活用についてですが、とりわけ瑞生団地に

ついては旧耐震建築物であり、狭小で老朽化も進

み、別な活用は難しいことから、建物を除却し、

更地にしていきます。現在の計画では、入居者の

住み替えが進んだ令和６年と７年の２か年で実施

する予定としております。

私からの答弁は以上となります。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、時間が許す限り再度質問させ

ていただきたいと思います。

まず、大項目１から再質問をさせていただきま
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す。先ほど心の教室相談員の背景も含めて丁寧な

相談体制について御答弁いただきましたが、その

中にも出てきておりました名寄市心の教室相談員

設置規則、この第１条、趣旨の条項の中には小学

校との連携を図るものとするという文言が入って

おります。小項目２でも確認させていただきまし

たが、その連携について具体的に本年度心の教室

相談員が小学校に相談に入られた事例はあったの

かどうかお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 心の相談員設置規則

には小学校との連携を図るものとするという規則

で文言がございまして、そのために小学校の特別

支援教育コーディネーターですとか学校の先生方

と心の教室相談員さんとの交流会なども行わさせ

ていただいているところでございます。しかしな

がら、今議員御質問がございましたように、何か

相談で入られたという件数は今のところございま

せんので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 具体的なところをお

知らせいただきました。子供たちの相談というこ

とについて具体的にいついつ何々について相談を

お願いしたいと思いますというふうに手を挙げて

こられる子供たちだけではありません。朝登校の

ところから子供たちが一日を終えて学校から出て

いくところまで、もしくはその後の放課後も含め

て子供たち、本当に一人一人が様々な環境の中で

過ごしておりますので、その見取りについて先生

方全体、学校教育全体の中で相談ということも念

頭に置きながらの指導をしていただいているとい

うことはよく分かっているつもりであります。し

かし、指導者とは少し違う形で心の教室相談員の

先生方が担われているものは大変大きなものがあ

ります。令和３年度の教育行政執行方針の中でも、

教育長から中学校に配置している心の教室相談員

による教育相談については必要に応じて小学校で

もできるようにしていくというふうにお聞かせい

ただいております。この件につきまして教育長、

改めて御見解をお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今山崎議員のほうから

心の教室相談員、小学校のほうでしたか。

（「小学校のほうでもという」と呼ぶ者あり）

〇教育長（小野浩一君） そういう答弁をさせて

いただきました。先ほど部長のほうからの答弁に

ありましたように、教育相談というのは学校にお

ける教育相談といわゆる一般の教育相談があるの

ですが、これ異なりまして、私これからお話しす

るのは学校における教育相談ということについて

限ってちょっとお話しさせていただきたいのです

が、学校における教育相談は単に問題を抱えた子

供たちを対象とするのではなくて、全ての子供た

ちを対象に将来社会に役立つ人間として活動でき

るよう全ての先生方が学校生活にあらゆる機会の

場を通して行う援助活動という具合にして捉えて

いるところであります。すなわち、学校における

教育相談は、先ほど部長からもお話ありましたよ

うに、どこでも誰でも行うことができるというこ

とが重要でありまして、とりわけその中でも学級

担任、これは児童生徒に最も身近な存在でありま

すので、この学級担任を中心に教育相談が進めら

れるということが学校において大事と。こういう

面で、一般の教育相談とはかなり異なるものであ

ります。それで、小学校の、議員御質問のあった

ように、小学校での先生方の教育相談のニーズが、

先ほど部長のほうからありましたけれども、今の

ところ要請がないというような状況でありまして、

心の教室相談員が小学校では行われておりません。

ただ、いつでも相談があったら対応できるような、

そういう対応は今後もしっかりと進めてまいりた

いと思っております。私も心の教室相談に関わっ

ては現在は本市の学校の教育相談体制の一員とし

て教師ではない視点、先ほど議員もおっしゃりま

したけれども、教育相談ではない視点からその役

割を担っていただいているということで受け止め
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ておりまして、そういう意味では大変重要な存在

かなと思います。それで、配置校の管理職の先生

方とも日頃相談、お話ししているのですが、心の

教室相談員が自らの存在意義を高めて、これから

もどんどん活躍していただくためにも今後心の教

室相談としての果たす役割ですとか、それとか研

修の在り方、この辺についても再度検討していき

たいと、そんなふうに考えております。校内の中

で担任の先生、それから養護の先生、そして心の

教室相談員等がそれぞれの特性を生かして、互い

に連携しながらしっかりと対応できるような体制

づくりに今後努めていきたいと、そんなふうに考

えておりますので、御理解をいただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 教育長から見解を伺

わせていただきました。今伺いました見解につい

ては本当に賛同できるものでありますし、今まで

もそのように進めてきていただいていることには

敬意を持って、共に過ごさせていただいていると

ころであります。心の教室相談員、当時名寄市、

年間６４０時間だったと思います。それが７００

時間になり、今は設置規則によって１，０５０時

間ということになっていることについては、進め

てきていただいているということに理解は示すと

ころではありますけれども、先ほど教育長のお言

葉にもありましたように、子供を指導もしながら

しっかり支える学級担任、そしてそれを側面から

常に子供たちの状況も見取りながら相談に、また

は支援に加わっていく相談員ということを思いま

したら、この１，０５０時間、学習指導要領は年

間３５週で考えておりますので、その３５週とい

うことで割ると１日６時間、週５日ということに

なってくるのだと思いますが、やはりこの時数は

もっともっと増やすべきだと思っています。これ

が最大の時数というところで増やしておいて、そ

して各学校の実態に応じて年度ごと、学校環境ご

と、確認していただくということはできないこと

ではありませんし、そんなに何百万円もつける予

算ではありません。ぜひともここについては先ほ

どの教育長のお話にありました研修の在り方も含

めて検討、協議をしていくというふうに話をして

いただきましたので、ここは小学校への連携も含

めて強く求めておきたいと思います。とにかく日

本中から子供たちの悲しい事件が伝わってきます。

身近なところで旭川のいじめのこともありました。

名寄の子供たちを日常的に支えるということで、

出し惜しみをする予算はないと思っております。

この点強く求めておきたいと思います。

大項目２に移らせていただきます。公営住宅等

の管理についてであります。それぞれ管理計画立

てながらも、状況に応じてその戸数に変化がある

というのは当然のことだと思っています。特に確

認させていただきたいのは、政策空家の管理につ

いて営繕も含めてどのような受け止め方で仕事を

していただいているのか確認させてください。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 政策空家につき

ましては、基本的には通常使わないということで、

年に１度うちの直営の営繕さんのほうでＲ１には

間違いなく全戸数確認をしてございますし、以降

も何か、近傍でまた住まわれている方もおります

ので、情報があればすぐ対応するというような形

でこの間行ってきてございますし、以降も解体が

行われるまではそのような形で進めてまいりたい

というふうに考えておりますので、御理解願いま

す。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 確認もしていただい

ているということでありました。気になるのは、

住まわれている方たち、それから全く住まわれな

くなった住宅とが同じ場所に建っているというこ

とであります。特に瑞生団地の場合は１棟４件入

っていただいておりまして、その４件が４件とも

もう人が住まわれなくなったもの、１件だけ住ま

われているもの、様々であります。屋根の塗装が

かなり剥がれてきていて、今の時期になりますと
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雪も落ちない状況になってきています。これは、

管理計画の中には含まれるものではないのでしょ

うか。お願いします。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 屋根の塗装の状

況につきましては、状況を見ながらといいますか、

この間もこれまで建物の雪の落ち方ですとか屋根

の塗装の状況見ながらほかの団地も含めてと確認

をしてきているところでございます。ただ、瑞生

団地につきましては、今以降、住み替え、解体、

新しい計画ということになってございますので、

その辺り確認をしながらということと、住まわれ

ているところ、住まわれていないところで冬の屋

根雪の心配が主なところかと思いますけれども、

そこの部分については現状確認させていただきま

して、こちらにつきましても今までどおり雪下ろ

しをこちら側で行うとかというような対応になっ

ていこうかと思いますので、よろしくお願いしま

す。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 住まわれていないと

ころは屋根の雪、担当のほうで下ろしていただく

というふうに思っているのですが、住んでいらっ

しゃるところの雪の多さがやはり高齢者の方、独

り暮らしの方もいらっしゃる中で、御本人の責任

ではあるのですが、屋根が雪を落としやすい、下

ろしやすい状況ではない中で大変御苦労されてい

るのですが、その点いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 屋根雪につきま

しては下ろしやすい、下ろしにくい、塗装をかけ

てしまうと自然と雪落ちてくるということもあっ

て、今落ちにくいということで多分お話をされて

いるのかと思うのですけれども、そこの部分につ

きましてはあくまでも入居者さんのほうで落ちに

くいのであれば状況見ながら下ろしていただく、

御高齢の方であればどこか業者さんにお願いをす

るというような形でこの間もお願いをしてきてい

るところでございますので、引き続きそのような

対応でお願いしたいというふうに思ってございま

す。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） どうしてもこの地方

で暮らしているものですから、春先になると屋根

の雪で窓ガラスが結構な枚数割れている現場も見

ておりますので、やっていただいているというこ

とではありましたけれども、もう少し丁寧な巡回

もしていただきながら、住まわれている方につき

ましては住み替えが済むまではそこで暮らされる

わけですから、幾ら政策空家という名前がついて

いても住環境の整備についてはしっかりやってい

ただきたいと思っています。

ちょっと副市長にお伺いしたいのですが、この

間、さきの議員協議会の中で財政計画についての

見通しが示されて、かなり厳しいものがあるなと

いうような受け止めもしているところであります。

それに関わって、この公営住宅の長寿命化計画が

何か大きく変更になるようなことはないと思って

いるのですが、その念押しを副市長のお言葉で聞

かせていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 公営住宅そのものの事

業の進め方につきましては、必ず特定財源をどう

していくかというのは非常に大きな鍵になってお

ります。例えば今瑞生団地の話、前段出ておりま

したけれども、建設から解体まで一つのパッケー

ジとして特定財源を確保していくというような形

になっております。長寿命化におきましても当然

その中で特定財源を確保していくことができるか

どうか、これが鍵になっておりますけれども、前

段建設水道部長のほうからお答えしましたとおり、

公営住宅の戸数の管理については長寿命化計画、

あるいは更新の中で十分綿密にやっておりますの

で、この点につきましては財政計画もありますけ

れども、特財の確保と併せてそれは遅滞なく進め
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ていけるというふうに思っております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 衣食住についてはい

っときも欠かすことのできない大変大きな問題で

ありますので、先ほどの橋本副市長の御答弁を関

係される方たちにもお伝えしていきたいと思いま

す。

大項目３のほうに移らせていただきます。先ほ

ど市長から丁寧な御答弁をいただきました。審議

会、協議会、それから委員会等における女性比率

の割合についても具体的な数字を報告いただきま

した。今まで決算審査特別委員会等で頂いていま

す細かい資料を見せていただいたときに女性の比

率がゼロ％という委員会、協議会があります。そ

れが令和２年度には女性の委員がいてくださった

のですが、令和３年のときにはゼロになっている

ということもあります。これは、ＫＰＩ指数のこ

とからいっても少し残念な気持ちを持つのですが、

市長はこの点どのようにお考えになりますでしょ

うか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 女性の委員会、審議会等

の比率についてのお話であります。委員会、審議

会もそれぞれ委員の選出に当たってはかなり自由

度の高い公募によるものだとかということが多い

委員さんとか、例を挙げて言っていいのか分から

ないけれども、例えば町内会連合会とか、こうい

ったものはそれぞれの町内会長さんが集まって組

織をする会ということでありまして、町内会はお

のずと自主活動組織ですから、その会でどういっ

た会長さんを選んでいくかということの組織とい

うことになるので、いわゆる充て職という言い方

か分からない。その組織としてはでも会長さんを

束ねていくということでありますので、そうした

ところで男性の比率が高い、あるいはゼロ、例え

ば防災会議なんかもそういったことが言えるのか

もしれません。逆に言うと、保健推進協議会だと

かはたしか女性比率が１００％だったかなという

ふうに思いますが、これもそれぞれの町内会の中

でその町内会の地域の自主的な活動の中で役割を

選んでいただいていると、こういうことでありま

すので、なかなかそこを我々が強制するというの

は難しいのかなと思いますが、しかし引き続きで

きるところに関してはかなり我々としても配慮し

て女性の比率を高めていく、あるいは場合によっ

ては重職に女性の登用をお願いしていくというこ

とやっております。だから、委員会それぞれによ

ってはある意味ではクオーター制的なことで配慮

しているということもありますけれども、なかな

かそうしたこともできない組織もあるということ

でありまして、そこはできる限りやってほしいと

いう我々も促しすると思いますけれども、一定の

限界があるということも御理解をいただければと

思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 選出のときの事前の

ルールがあるということだと思うのですが、名寄

市では男女共同参画推進計画をつくっています。

もうこれも２回目、計画そのものも第二次の状況

に入っています。これだけいろんなところで男女

共同参画が叫ばれる中で、委員会、協議会の中に

やっぱり事前のルールがあったとはいえ女性がゼ

ロというところは少し残念だなというふうに思わ

ざるを得ないところがあります。町内会連合会は

もちろん自主組織でありますので、そういうこと

ではありますが、そこに向けて取組を進めていた

だけるのはやはりトップリーダーである加藤市長

だと思います。ここ３期目をあと３か月にされて

いる市長は、１期目１年目のときと３期目、今４

年目を迎えておられるこの時点でその点について

大きく変容がなされてきたのかどうか、その点振

り返られて、どのような見解をお持ちでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） もう１１年以上市長させ

ていただいていますけれども、この間女性の活躍

の場というのは大きくそのステージは広がってい
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るというふうに思いますし、世界的にも日本とし

ても名寄市としてもその機運は高まっていると思

います。名寄市においても男女共同参画の計画を

推進条例をしようと、条例化をすべくということ

で、機運を高めてきたという経過もあります。私

自身も３年前に内閣府の男女共同参画局が主催し

ます輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会

ということに加盟をいたしまして、心をさらに改

めて、女性活躍の場をしっかりと、女性の力を地

域でも最大限発揮できるように私もそういったこ

とに入ることによってのアナウンスもありますし、

この会自体は自治体の首長だけでなくて、民間の

企業のトップの方も相当多く参画をしまして、先

月も実はオンラインで会議がありまして、様々な

御意見も聞かせていただいて、大変参考になった

ところであります。そうした事例も参考にさせて

いただきながら、引き続き男女共同参画の重要性

を訴えていくべく様々なセミナーの開催だとか表

彰規程も設けておりますけれども、地域にあらゆ

る形で引き続き強く情報発信をしていくというこ

とが大変重要であると思っているし、また加えて

やはり我々の庁内においても男女共同参画の必要

があると思っていて、今回の４月の人事でもかな

り女性の登用を積極的に進めてきたつもりであり

ますけれども、さらに管理職や重要な役割での女

性の職員の登用はもちろんでありますけれども、

働き方の改革というか、例えばテレワークを推進

していくということも今ＤＸの中でうたわれてお

りますけれども、そうしたことも女性、男性とも

に働きやすい環境の改善につながっていくと思い

ますし、あるいは男性の育児休暇の取得というこ

ともこれから大変重要になってくると思いますの

で、そうしたことへの働きかけということもぜひ

推進、トップとしてやっていくことによって庁内

でもそうした機運を高めていく、このことも地域

全体に女性の活躍の機運を高めていくことになる

のかなと思っていまして、引き続き積極的に発信

をし、私も様々な勉強しながら改善行動を取って

いく、そうした手段をまた磨いていくということ

も行っていきたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 市長という立場での

御活躍、それから市長を外れたところでの個人と

しての考え方についても男女共同参画、女性活躍

について御理解をいただいているというふうには

思っています。その上で、市民協働ということで

ありますので、決して女性が、女性がということ

で申し上げているわけではありません。やはり女

性の視点も加えるところでまちづくりに視野や視

点が広がりを見せるところがあるだろうというふ

うに思って、この大項目を取り上げさせていただ

いているわけですが、具体的に何かを進めていか

ないと徐々にというところで、この１０年名寄市

が大きく変わってくることができていないという

ところも事実ではないかと思います。先ほど市長

から庁舎内の管理職もというようなお言葉もいた

だきましたが、私は今の年で２期目、３年目を迎

えさせていただいております。７年この本会議場

で一般質問をさせていただいております。座りま

したときに目の前に座っていらっしゃる理事者側

の皆さん、市長はじめ部長さん方は男の方がほと

んどで、本当に女性は２人ぐらいでした。そして、

７年たってもこの人数に変わりはありません。事

務局で開発次長がいてくださるので、３人という

ことになりますが、なかなかこのことには大きく

変わりが出ておりません。この点市長、どのよう

にお考えになりますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 自治体の役職員の配置の

仕方というのもいきなり５年目の職員が部長職に

なるわけにはいかないわけでありまして、それな

りの経験と積み重ねが必要だと、こういうことで

もありまして、当然これまでの採用をしてきた男

女の比率だとか経過も積み重ねがあっての現状だ

ということを御理解いただきたいと思います。確

実にでもそういった、１０年前から比べると女性
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の管理職登用の比率は高まっていると思いますし、

今後もさらに高めていけると。この職員の年齢別、

あるいは男女別の人口構成見ても今後も高めてい

けるというふうに思っておりまして、積極的にや

れることはしっかりやるということに尽きると思

います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 積極的に動いていっ

ていただけるという言葉だと思います。先ほどの

東川議員の御質問の中にもありましたが、一朝一

夕に管理職は育つものではありませんので、やは

り研修というところから日常的な日々の過ごし方

が大きなものになってくると思います。その中で

最終的なところでその人の能力ですとか、意思に

よってこの後の仕事ぶりというところと市の意向

とが合致して進めていくということになると思い

ます。最初の御答弁でも言葉がありましたが、ク

オーター制の導入、この部分についてはという限

定版であっても名寄市、動かれるようなお考えは

いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどもお話ししたとお

り、既にそれぞれの審議会やいわゆる市が管轄を

するというか、関わりを持つ委員会等について、

できるだけ広く公募していこうというような組織

に関してはかなりそうしたクオーター制の考え方

を用いて男女の比率を配慮した形で組織をしてい

るということであります。なので、それぞれここ

はそうだ、これはそうだというやり方がいいのか

ということもクオーター制度を導入するというの

であれば全体的にということになるのかなという

ふうに思いますけれども、それぞれの個別の委員

会組織についてできることはしっかりとやってい

ますし、これからもやっていきたいというふうに

思います。限定的にそういうのを導入するという

ことが意味があるのかということについても含め

て検討はしてみたいと思いますけれども、今もそ

うしたことはやっているということはぜひ御理解

をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 成果指標、ＫＰＩ指

数でも具体的に数が示されておりますので、それ

に向かって粛々と、しかし確実なところで進めて

いただきたいというふうに思っています。女性委

員長のいる協議会、委員会の比率も上がりますよ

うに、特に今日たくさん女性の傍聴者の方に来て

いただいておりますので、日常的にこんな話も市

民の皆さんと意見を交換させていただきながら、

やっぱり自分のまちですから、自分がこの後も長

く住んでいくときに自分のまちを愛して進んでい

けるような、その取組を進めていきたいと思いま

す。また、市民の皆さんとも話をさせていただき

ながら進んでいきたいと思っています。

最後に、多世代にわたるというところでありま

す。市長、教育長、ふるさと未来トークというこ

とで、学校に出向いて、子供たちと親しくお話を

していただいておりました。ちょっとコロナ禍で

この部分少し心配しています。多世代を巻き込む

ということで特に小学生、中学生、高校生、この

学校の子供たちを巻き込んでいただきたいと思っ

ているのですが、その点について市長、いかがで

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ふるさと未来トークは学

校給食の前後で時間を設けて、子供たちと、でき

るだけたくさんの子供たちに入っていただいて、

いろんな子から意見を聞いて、一緒に給食を食べ

てというような大変貴重な機会だと思っています。

コロナ禍でなかなかちょっとできていない部分も

ありましたけれども、少し落ち着いてきましたの

で、ぜひ再開をしたいというふうに思っています。

こうしたことだとか、先般も高校の在り方の中で

統合推進委員会、そして地域の在り方検討会議、

そして高校生の子たちにも入っていただいて、こ

れから新しい高校をつくるに当たってどんな高校

にしていくのかということ、すごく高校生たちも
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自分の高校をこうしていきたいという主体的な考

え方で議論をしておったところが本当に印象的で

した。子供たちの意見を積極的に聞くこと、これ

は子供たちが主体的にこの地域のことを考えて、

地域に貢献する大人たちになっていただく大きな

きっかけになると思っていますので、こうした取

組をしっかりとこれからも続けていく、あるいは

強化していくということに尽力していきたいと思

っております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今やっていただいて

いることを単発の事業ではなく、形づくられて、

継続していく中でしっかりと名寄市のまちづくり

に関わる形で続けていただきますよう求めて、終

わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

健康づくりの推進について外１件を、遠藤隆男

議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問をさせ

ていただきます。

まず、大項目の１、健康づくりの推進について

３点、最初に小項目の１、各種検診事業について

お伺いいたします。健康づくりの推進を図るため

名寄市健康増進計画「健康なよろ２１（第２

次）」に基づき関係機関との連携による地域全体

での健康づくりができる各種取組をされていると

思いますが、本市においては高齢化も進む中、が

ん、心疾患、脳血管疾患の３大疾患での死亡率も

高く、特定健診においても所見がある方が多く、

生活習慣病の発症及び重症化予防を図ることが重

要な課題になっていると思います。検診は実施そ

のものが目的ではなく、生活習慣病の予防、早期

対応による健康寿命の延伸が主目的であることか

らも受診をして、今の自分の健康状態を把握する

といった健康意識を高めることが重要であると考

えます。そこで、初めに３０歳以上の名寄市国民

健康保険加入者及び後期高齢者医療加入者に対し

て特定健診及び後期高齢者健康診査が行われてい

ますが、その対象数、受診数、受診率についてお

伺いいたします。

また、本市国保加入者の各がん検診ごとの対象

数、受診数、受診率についてお伺いいたします。

次に、４０歳の市民を対象に生活習慣病の重症

化を予防する一環として歯科疾患検診が行われて

おりますが、その受診率についてお伺いをいたし

ます。

小項目１の最後に、令和元年と令和２年度の受

診率を比べ、新型コロナウイルスによる受診率へ

の影響及び各種検診の全般的な受診率についてど

のように評価されているのかをお伺いいたします。

次に、小項目の２、健康づくりの普及について

お伺いいたします。市民一人一人が高齢期におい

ても心身ともに健やかに生活ができるよう若い世

代から健康づくりに関心を持つことが重要であり、

特に本市においては冬の期間でも影響を受けない

一年を通しての健康づくりができる環境が必要で

あると考えますが、健康づくりの普及啓発のため

に現在本市で取り組まれている内容及び今後の本

市の健康づくりの推進についてのお考えをお伺い

いたします。

次に、小項目の３、高齢者の健康づくりについ

てお伺いいたします。コロナ禍における行動も徐

々に緩和され、町内会等における活動も少しずつ

開始されてきたと思いますが、本市も雪が降り、

冬の期間に入り、高齢の方々の外へ出る機会が減

ってくる季節となりました。人との触れ合い、行

動することは介護予防につながる一つの策であり、

冬の期間ほど通いの場の充実を含め、健康維持に
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つなげていく取組が必要であると考えますが、現

在本市で高齢者の健康づくりのために取り組まれ

ている内容及び今後の高齢者の健康づくりについ

てのお考えをお伺いいたします。

次に、大項目の２、マイナンバー制度について、

小項目の１、マイナンバーカードの普及率につい

てお伺いいたします。マイナンバー制度は行政の

効率化、国民の利便性の向上、公平、公正な社会

の実現のための社会基盤として平成２７年１０月

以降住民票を有する方に１２桁のマイナンバー、

個人番号が通知され、平成２８年１月からはマイ

ナンバーカードの交付が開始され、普及率は徐々

に伸びてはいるものの、まだまだ低い状況である

と思いますが、本市における全体としての普及率、

また普及率が高い世代、普及率が低い世代につい

てお伺いいたします。

最後に、小項目の２、各種証明書のコンビニ交

付について、マイナンバーカードを取得すること

により住民票、印鑑証明といった各種証明書をコ

ンビニ等で取得が可能なサービス提供についてお

伺いいたします。本年１１月２５日現在、各種証

明書のコンビニ等での交付サービスを提供してい

る市町村は全国で８８８市町村、北海道において

は２４市町という状況であります。本市における

各種証明書のコンビニ交付については現在調査、

検討中であると思いますが、現在の状況及び今後

の各種諸証明書のコンビニ交付について本市のお

考えをお伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。よろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま遠藤議

員から大項目で２点にわたり御質問いただきまし

た。大項目１は私から、大項目２は市民部長から

の答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

大項目１、健康づくりの推進についてお答えい

たします。初めに、小項目１の各種検診事業につ

いてですが、国は日本人の死亡原因の約６割を占

める生活習慣病を予防するためにメタボリックシ

ンドローム、内臓脂肪症候群に着目した特定健診

を医療保険者が４０歳から７４歳までの加入者に

対して実施するよう義務づけています。しかし、

生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、

まずは健診機会を提供し、自分の体の状態を知っ

ていただけるよう本市の国民健康保険の独自策と

して対象年齢を３０歳まで引き下げて健診を実施

しております。令和２年度は３０歳から後期高齢

者医療加入者を合わせた特定健診、健康診査の対

象人数は９，１８７人、受診人数１，８０１人、

受診率１９．６％となっています。

次に、本市国民健康保険加入者への各種がん検

診のうち胃がん、肺がん、乳がん検診につきまし

ては、対象年齢を国が推奨している４０歳から３

０歳に引き下げて、早期発見、早期治療に取り組

んでいます。胃がん、肺がん、大腸がん検診の対

象人数は４，７０９人で、胃がん検診の受診人数

は４３３人、受診率は９．２％、肺がん検診の受

診人数は６７６人、受診率は１４．４％、大腸が

ん検診の受診人数は６４５人、受診率は１３．７

％となっています。子宮がん、乳がん検診につき

ましては、国の指針に基づく受診間隔が２年に１

回となっており、２０歳以上の子宮がん検診の対

象人数は２，６５６人で、２年分の該当受診人数

は４６０人、受診率１７．３％となっています。

３０歳以上の乳がん検診の対象人数は、２，５６

６人で、２年分の該当受診人数は５１４人、受診

率２０％となっています。

次に、壮年期からの生活習慣病の重症化を予防

する一環として、虫歯や歯周病の早期発見及び予

防を図ることを目的に４０歳の市民を対象として

実施しています歯科疾患検診の対象人数は２９８

人で、受診人数２６人、受診率８．７％となって

います。令和２年度は、令和元年度に比べて各種

検診の受診率はいずれも大幅に減少しています。

その要因としては、令和２年１月に国内で新型コ
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ロナウイルスの感染者が確認された以降、全国的

な流行に伴い、緊急事態宣言下では集団で実施す

る各種検診を延期するよう通知が発出された時期

があります。緊急事態宣言解除後も感染拡大防止

策を適切に講じながら各種検診を実施しています

が、新型コロナウイルス感染症の影響が多いと考

えています。検診時は３密を回避し、換気、検温、

消毒を徹底するため受付時間を区切り、１日の受

診人数を制限せざるを得ない状況が続いています。

また、外出自粛や感染リスクの不安から受診を見

合わせるという声も聞かされることから、全国的

にも同様な傾向が見られており、受診控えによる

生活習慣病の予防やがん等の早期発見、治療につ

なげることができない状況が懸念されております。

このような中、本市では少しでも受診しやすい

体制として令和２年度から新たに風連国民健康保

険診療所を加えた市内６つの医療機関と委託契約

を結び、通院中の医療機関で特定健診を受けるこ

とができる個別健診や医療機関の検査内容が既に

特定健診の項目を満たしている場合には情報提供

として市が検査結果を受け取り、特定健診として

扱うことができる体制の充実を図ってきておりま

す。また、受診いただいた方については、検査結

果に基づき生活習慣の見直しや必要な医療につな

げるなど生活習慣病の発症及び重症化の予防に努

めてきております。今後においても、コロナ禍で

健康まつりや健康マイレージ、地区での健康相談、

健康教室、訪問による受診啓発活動が思うように

実施できない状況にありますが、感染状況を注視

しつつ感染防止対策を講じながら関係各所と連携

を図り、受診率向上に向けた取組をこれからも推

進してまいります。

次に、小項目２の健康づくりの普及啓発につい

て、小項目３の高齢者の健康づくりについては関

連がありますので、一括してお答えいたします。

健康づくり事業という言葉で連想されるのは集団

で行う健康体操などが挙げられると思いますが、

約２年間にわたるコロナ禍において集団での体操

の機会などは激減し、コロナ以前に各町内会など

で行っていた体操や健康教室なども開催できない

状況が続きました。毎年市民の皆様に来場いただ

き、健康への意識づくりを行っていたなよろ健康

まつりやなよろ健康マイレージ事業についても対

象とする市の事業が実施できないことから、２年

連続で中止という判断をしたところであります。

このような中でも地域包括支援センターでは健康

づくりの一環として「レッツ楽トレ」と題し、ユ

ーチューブを活用した動画配信で体操を紹介した

り、高齢者のみならず、若い方にも気軽に作れる

楽食レシピをホームページや広報なよろに掲載す

るなどの取組を行い、３密を避けながらの健康づ

くりに取り組んできたところです。また、今年度

北海道事業である高齢者通いの場ＩＣＴ活用推進

モデル事業の選定を受け、高齢者の方々に実際に

会わずともタブレット端末を通じて会話や健康体

操、脳トレなどが楽しめる事業をＮスポ健康ステ

ーションと第３老人クラブを対象に実施し、コロ

ナ禍で触れ合うことが制限される中、楽しんで参

加されています。冬期間の健康づくりにつきまし

ては、名寄市保健推進委員協議会に主催いただく

健康体操教室を例年２月から３月にかけて開催を

してきております。また、おおむね６０歳以上を

対象としている健康づくり体操教室については総

合福祉センターにおいて通年で開催していますの

で、冬期間でも足をお運びいただけるものと考え

ております。今後の健康づくりにつきましては、

国において保健事業における健康づくりと高齢者

の介護予防につながる健康づくりを一体的に行う

よう推進しております。本市においても保健セン

ターと地域包括支援センターが連携し、町内会等

での健康教室の際に共同でアンケート調査を行っ

たり、個別に訪問し、状態の把握や必要な支援に

つなげたり、受診勧奨を行うなどの新しい取組も

進めてきております。新型コロナウイルスの感染

状況が落ち着きつつありますので、従前の健康教

室等の取組に加え、コロナ禍で開始した新しい取
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組も取り入れながら市民の健康づくりが進んでい

くよう今後においても取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは大項目２、

マイナンバー制度について、初めに小項目１、マ

イナンバーカードの普及率についてお答えいたし

ます。

本市のマイナンバーカードの普及率につきまし

ては、令和３年１１月末時点でカード交付枚数が

１万枚に達し、交付率は約３７％となっておりま

す。また、本市のカード普及率の高い世代と低い

世代につきましては、３０代の方が全交付者の１

２％程度となっており、比較的普及率の高い世代

と言え、一方で８５歳以上の方は合わせて約１割

未満となっており、普及の進んでいない世代であ

るものと認識しております。

続きまして、小項目２、各種証明書のコンビニ

交付についてお答えいたします。コンビニ交付に

つきましては、マイナンバーカードを利用して店

舗で各種証明書の取得ができるものであり、道内

自治体におきましても住民票や印鑑証明書などの

取得のために導入されているものと承知しており

ます。また、コンビニ交付につきましては、いつ

でもどこでもすぐに証明書が交付されるといった

利便性があることを認識しておりますが、今後行

政手続のデジタル化を迎える中で紙の住民票や証

明書等の発行する機会が減っていく傾向にあるほ

か、費用の面でも導入に当たっての初期費用に約

３，０００万円、維持経費に毎年約５００万円ほ

ど負担があるなど多大な経費がかかることを踏ま

えますと、現状でのコンビニ交付の導入について

は難しいものと考えております。今後におきまし

ても、国の進めるデジタル化などの動きを見なが

ら研究を続けてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 御丁寧に大変詳しく御

答弁をいただきました。確認事項を含め、何点か

お聞きをしたいと思います。

まず初めに、健康づくりの推進の各種検診事業

についてからお伺いをいたします。各種検診事業

における対象数、受診数、受診率について御答弁

いただきましたけれども、受診率の低さには正直

驚いております。また、新型コロナウイルスの影

響というところでは、やはりこれ検診の延期だと

かいろんな部分で本当に影響があって、大幅に減

少したというのも承知をしております。また、本

当全般的な受診率の影響、本当に新型コロナウイ

ルスの影響というのは大きかったのだなというふ

うにも理解をいたします。私は自衛官ＯＢであり

ますので、やはり受診については、検診について

は任務完遂とか国民の負託に応えるための良好な

健康な状態を維持していくために各種検診につい

ては受診率１００％を目指すといった組織にいま

したものですから、なおかつ結果を基に速やかに

改善しなければならないというような立場にもあ

ったことから、受診することが当たり前のことに

なっておりました。習慣づいていたというのです

か、そういう状況でありました。現在国保に加入

しているのですけれども、２年前は任意継続保険

で特定健診とがん検診を受けていたのですけれど

も、料金７，０００円ぐらいかかったのですけれ

ども、やはり習慣づいているというか、当たり前

のような状態になっているということで普通に受

けていたのかなというふうにも思っております。

今年度からも本市の国民健康保険加入者として保

健センターで特定健診、がん検診を受検させてい

ただきましたけれども、料金も前立腺がん検診を

除いて無料ということで、また感染対策もしっか

りされているというふうに感じました。また予約

制で、時間についても１時間以内に、本当すぐに

終わることができるのです。それなのに、何でそ

んなに少ないのかなというふうに思ってしまいま

す。確かに何らかの理由があって、受診できない

場合はあると思いますけれども、それにしてもこ
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れ受診率の低さ、本当驚くばかりであります。受

診を受けない方からちょっと話を聞いたことがあ

るのですけれども、通院しているから受けなくて

もいいだろうとか、また今現在体に何の異常もな

いから検診は受けていないのだというふうな声も

よく聞きます。本市においては、国保加入する４

０から７４歳の方に特定健康診査受診券というも

のを送付されて、その中に受診の流れが分かる用

紙等同封されておりまして、また国が推奨してい

る４０歳の部分からも３０歳代に引き下げていろ

いろ取り組まれているのですけれども、それでも

受診率向上へはなかなかつながっていないのかな

というふうにも思っております。やはり特定健診

というものは生活習慣病のリスクを早期に発見し、

早期対応によって発症及び重症化を防ぎ、健康寿

命の延伸につなげることを目標としているわけで

ありますから、受診をして、今の自分の健康状態

を把握する、そういった意識を持たせる、また健

診を受けることが習慣となるような必要も今後必

要ではないのかなというふうに考えます。まだ来

年の３月まで今年度の健診というものは受けられ

るわけですから、諦めずに健診の目的、メリット

等を何らかの形で継続して周知していただくこと

をこの部分については要望いたします。

次に、がん検診の部分なのですけれども、受診

率については本当特定健診同様低いです。国民の

２人に１人ががんになって、３人１人ががんで亡

くなっており、がん検診を受けることで早期に見

つけることができ、がんにより亡くなられる方を

今よりも減らすことができると、そういうふうに

も言われております。

そこで、このがん検診の部分で１点お伺いいた

しますけれども、現在本市で行われているがん検

診において前立腺がんの検診のみが有料となって

おりますけれども、前立腺がんというものは５０

歳代から急速に増え始め、発症の平均年齢が７０

歳代の高齢男性に見られ、今後の罹患数予測では

最も多くなると予測されていますから、より多く

の対象者へ受検してもらうことが必要であるので

はないかと考えるところであります。そこで、こ

の前立腺がん検診の無料化の部分についてちょっ

とお聞きしたいと思うのですけれども、本市のお

考えをお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 前立腺がんの検

診の無料化についての御質問がされました。前立

腺がん検診については、血液検査のみで検診が可

能であることから、前立腺がんを早期診断する上

で有効な検査ということで言われております。本

市におきましても平成１７年度から市が実施する

がん検診に導入してきているところであります。

しかし前立腺がん検診については死亡率減少効果

の有無を判断する証拠が現状では不十分であるた

め、国の指針に基づいて行う自治体の検診として

実施することが進められている胃、肺、大腸、子

宮、乳がん検診とは異なる性質を持っているとこ

ろであります。そのため、あくまでも検診の機会

を提供し、希望される方が相応の負担をしていた

だき受診するオプション的な位置づけであること

から、無料化についての考えは現在のところでは

持っていないところであります。ただ、その有効

性についての研究が現在進行中でありますので、

国の指針に位置づけられた場合にはほかのがん検

診同様に助成拡大についても検討してまいりたい

というふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） やはりなかなか無料化

には厳しいところがあるということは分かります

けれども、国の基準定められればその辺も検討さ

れるという前向きな回答もあったと思います。実

際私も近隣市町村の特定健診、がん検診の個人負

担分ですか、その辺ちょっと調べさせていただい

たのですけれども、本市の近隣市町村に無料とい

う自治体はあまりないのです。ほとんど有料で、

中に特定健診も有料というところもありますので、
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しかし名寄市、健康都市宣言をされているという

ようなところもありますので、近隣都市にはない

ちょっとやっぱり名寄市独自の全て無料といった

形態での各種検診を推奨してみるのも今後の受診

率の向上であったり、健康意識の向上につながっ

ていく一つの策になるのではないかなというふう

にも思いますので、ぜひもう一度無料化への検討、

協議されること、ここの部分については要望をさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。

また、がん検診についても特定健診と同様に検査

のメリット等含め引き続きあらゆる形で周知され

ていくことをよろしくお願いをいたします。

次、歯科検診、歯科疾患検診ですが、これ非常

にいい取組だと思っております。しかしながら、

本当に受診率って低いです。歯科検診の場合につ

いても、私の場合なのですけれども、やはり自衛

官ＯＢでありますので、自衛官時代から任務完遂

をするという部分で非常に歯というのは重要で、

最も重要視されていた検診の一つでありました。

そのために受診することが習慣になっているから、

本当歯の検査を受けないとやっぱり何か気になる

といいますか、実際私も市内の歯医者さんで３か

月ごとに定期健診を受けているのですけれども、

なかなか定期健診受けているという方も少ないと

は思うのですけれども、それも習慣のようになっ

てしまえば自然と行くようになりますので、その

部分もしっかりと周知していけばなというふうに

も思います。歯の場合、歯が痛くなったりとか、

本当違和感を感じない限りなかなか歯医者さんと

いうのは行かないと思います。実は歯の健診をを

受けることで、毎回そうなのですけれども、歯の

状態や歯茎の状態などチェックしてもらうことが

できて、歯周病だとか、そういうのを早期発見と

か早期治療のほうにもつながっていくものという

ふうに思っております。それで、最近の研究では

やはり歯周病、歯だけではなくて、動脈硬化や心

臓病、女性については早産など、全身に悪影響を

及ぼすというふうにも言われております。また、

自分の健康な歯で物をかむということは意外と重

要なことで、かむことによって脳が刺激され、歯

がなくなってしまうと周りの神経が失われてしま

うため脳が刺激されなくなっていくというふうに

も言われております。ある研究結果によりますと、

健康な高齢者の歯の平均残存率は１４本、認知症

の疑いのある高齢者は９．４本と少なくなってい

るそうです。歯の残存率と認知症には深い関係が

あるということも言われており、口の健康は体の

健康に大きく影響して、全体の健康から考えても

やはり定期健診を受けるということはとても重要

なことであるというふうに私は思っております。

現在本当本市で行われている歯科疾患検診、非常

によい取組だというふうに思います。しかし、受

診率は低く、今後はこの対象年齢の部分だとか、

やっぱり定期健診へのきっかけとなるような取組

も必要ではないかと私は思うところなのですけれ

ども、この部分についてどのようにお考えでしょ

うか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今人生１００年

という時代に入って、言われたように、歯という

のも大変重要かというふうに思っております。教

育委員会自体も８０２０ということで、８０歳に

なっても最低２０本は歯を残して、健康を維持す

るには必要だというふうに言われておりました。

先ほどがんもそうですけれども、これ症状が出な

いうち、虫歯も痛みが出ないうちにいかに発見を

して治療するか、そのことによってその後経過観

察で終わるという状況で、そういった意味では本

当に健康なときにいかにそういった健診を受けて

もらうことが重要というのはこれも言うまでもあ

りません。そういった面では、各種取組を通じな

がら健康づくりということで市民の皆さんには周

知しておりますし、市民の皆さんも分かってはい

るかというふうに思いますけれども、なかなか仕

事の都合であったり、いろんな用事があるという

ことで、自分今健康だから、どこも痛くないから
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行かないという、そういった意識に立っているの

かなというふうに思いますけれども、そうではな

いということを今後も引き続き広報、いろんな場

面や各種事業を通じ、市民にお話をさせていただ

きながら、やっぱり名寄市、みんなが健康で長生

きしていくようなまちづくりに今後も取り組んで

まいりたいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ぜひよろしくお願いし

たいというふうに思います。いずれにしても、受

診対象者個人の健康に対する意識向上というのは

本当大事だと思います。これはやっぱり諦めず、

各種手段を取って継続した市民周知をしていただ

くこと、本当よろしくお願いをいたします。

次に、健康づくりの普及啓発について。本市に

おいては健康意識を向上してもらう施策として健

康づくりの普及啓発をされておりますけれども、

施策としては、御答弁にもありましたけれども、

いろいろとなよろ健康マイレージ事業であったり、

健康相談、健康教育、各種イベント等を通じた、

健康まつり、チャレンジデーとかもあると思うの

ですけれども、実際問題コロナ禍においてここ２

年間ですか、なかなか実施できなかったというふ

うには承知しているのですけれども、これからコ

ロナ禍も徐々に落ち着いてきて、このような事業

が少しずつできるようになるのではないかなとい

うふうにも思っております。

そこで、御答弁にもありましたけれども、なよ

ろ健康マイレージ事業の部分で１点ちょっと確認

をさせていただきたいところがあります。第８期

の名寄市高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業

計画の中にも記載がありますけれども、平成２７

年度、２０１５年からなよろ健康マイレージ事業

を開始をして、参加者は徐々に増加をしてきてお

りますが、継続して参加する方が少ないといった

ような課題もあるため、今後の方向性として取り

組みやすい内容にするなどの事業内容の検討を現

在されているというふうにお聞きしますけれども、

実際このなよろ健康マイレージ事業、今後事業内

容を含めどのようにお考えなのかお伺いをいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） なよろ健康マイ

レージ事業につきましては、この２年間休止する

ような状況で、来年度においてもコロナ禍の中で

の実施はちょっと難しい状況かなというふうに考

えております。ただ、この事業については健康づ

くりのためのインセンティブは大変重要であると

いうふうに考えておりますので、これまでの取組

内容をしっかり検証していきたいというふうに思

っています。参加者が固定化、やっぱり増加なか

なかしないという状況の中ではもっと違った発想

で取組を進めていかなければならないという状況

も考えておりますので、これ現在取り組んでいる

ことも含めて市民の皆さんが関心を持って、気軽

に参加しやすい中身をもうちょっと検証、検討し

ながらよりよい健康マイレージ事業につなげてい

きたいというふうに考えております。今の時点で

はまだ具体的な中身はちょっと持ち合わせていま

せんけれども、いろんな御意見をいただきながら

現在取り組んでいる中身もきちんと精査しながら

進めてまいりたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ぜひそういった検討さ

れて、市民の皆様の健康意識の向上につながる事

業となること期待しておりますので、よろしくお

願いをしたいというふうに思います。

次、高齢者の健康づくりについて。特に冬の期

間は高齢の方にとって外へ出る機会が減り、運動

不足になり、健康へも被害が出てくるというふう

に考えております。本市においては、先ほどの御

答弁でコロナ禍においてもユーチューブでの配信

であったり、広報なよろ、確かに載っています、

いろんな運動。広報なよろであったり、タブレッ
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トを利用した老人クラブとＮスポとの取組であっ

たり、また福祉センターでの健康づくり体操です

か、そういうことも実施されているとは思います

けれども、これからコロナ禍における行動も徐々

に緩和されて、町内会等における活動も少しずつ

開始されてくるというふうに思います。

そこでですけれども、今後もそういったコロナ

禍の状況の中においても行動が少しずつ開始され

ることによって先ほどなかなか実施できなかった

健康相談、健康教育、こちらのほうの実施回数と

いうのも増えてくるのではないかなというふうに

思います。何せ冬の期間というものは運動不足と

なりがちな季節であります。通いの場を充実させ

ることは重要であるとは思いますけれども、しか

しこの冬場というのは自宅からその場までの距離

が遠ければなかなか行けない、また行かないので

はないかというふうに私も思っております。そこ

でなのですけれども、自宅からある程度近くにあ

る町内会館での健康づくりのための運動指導をし

ていただくことはできないかと考えるところであ

ります。現在本市では健康づくりの普及啓発の中

において町内会の要望によって健康相談、健康教

育の実施をしていただいておりますけれども、健

康教育の中で軽い体操指導等はされているという

ふうに思いますけれども、今後もし町内会からの

要望等があれば町内会館での運動をメインとした、

例えばですが、ふまねっとなどといった出前健康

づくりといったような運動指導してもらうことは

可能なのかというところをお伺いしたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 町内会館での健

康づくりについては、これまでも保健センターや

地域包括支援センターのほうで町内会から依頼、

要望があれば出向いていって、健康教室だったり、

介護予防に関する体操だったり、いろいろ対応し

てきているところであります。コロナ禍において

やっぱり町内会もちょっと自粛している部分あり

ますが、今後においてもそういった依頼があれば、

市としても積極的に対応して、市民の皆さんの健

康づくりのきっかけの一翼を担っていただければ

というふうに思っているところであります。今御

質問ありましたふまねっとにつきましては、その

指導については資格者が必要というふうになって

おりますので、そういった意味で民間団体の協力

をいただいているところですけれども、その辺に

ついては要望があればそういった団体ともちょっ

と連携を取りながらできる範囲の中で対応してい

きたいというふうに考えております。先ほどの各

種検診と同様ですけれども、それぞれの皆さんが

意識を持ってそういったきっかけをする提供を与

えた後、自宅でやっぱり日々取り組んでいただく、

これが大変重要なことでありますので、今後にお

いても周知啓発、そういったきっかけづくりとい

う面ではしっかり対応してまいりたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 前向きな御答弁をいた

だきまして、ぜひよろしくお願いしたいというふ

うに思います。また、ふまねっとの部分について

は民間団体の方と調整と言いましたけれども、ぜ

ひ職員の方にもこういった機会にふまねっとの資

格を取っていただいて、本当多分そういう資格を

取ることによってまた幅広い分野で、そういった

ところでの運動指導というのもできてくるのかな

というふうにも思いますので、ぜひその辺は検討

されて、本当に幅広い分野での運動メインの指導

していただく体制整備というのをよろしくお願い

をいたします。

先般、子供たちのための全天候型の遊び場もオ

ープンして、本当に汗を流しながら元気に楽しく

遊んでいる姿、私もちょうどたまたま西條さんに

行く機会ありましたので、見させていただきまし

た。子供たちの次はやっぱり高齢者の方々への冬

の運動不足解消施策をすべきではないかなという

ふうに私は思うところであります。何回も高齢者
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福祉の部分での一般質問の中で何度か申し上げて

おりますけれども、現在高齢となられた方々の御

尽力があってこそ今の名寄があるわけですから、

それを忘れてはいけないし、やはりそういった方

に恩返しするというのは当然のことであるという

ふうに思っております。それが５年後、１０年後

先ではなく、今すべきであるというふうに私は思

っております。ある高齢の方からは俺たちは何と

かやれるから、将来を担う子供たちのために頑張

ってくれと、そういった御意見をいただいたこと

もありますが、やはり今後は冬の期間の高齢者の

運動不足解消につながる取組についても充実をさ

せていくといったことが必要であるというふうに

思います。先回の一般質問の中でも申し上げまし

たけれども、通いの場の充実であったり、温浴施

設の部分を含めて機会を改めてまた御質問させて

いただきたいと思います。

次の質問に移らせていただきます。次に、マイ

ナンバーカードの普及率の部分について。たしか

以前私令和２年度の予算審査特別委員会でお聞き

したときは１４％程度だったというふうに認識し

ておりますけれども、現在３７％と言ったのかな。

徐々に伸びてきているなというふうに感じており

ます。やはり当時のマイナポイント、５，０００

円上限といった部分が影響したのかな、伸びた要

因の一つかなというふうにも感じております。今

後も国の施策で新たな形でのマイナポイント付与

も計画されておりまして、改めてマイナンバーカ

ードにも注目が集まっている状況でもあります。

そういったことからもカード取得者も増加してく

ると予測もされます。また、中に高齢の方も取得

したいというふうに考えられる方も増えてくるの

ではないかなというふうにも考えられます。

そこで、１点ちょっとお伺いしたいのですけれ

ども、カード受け取り時の高齢者への対応の部分

について。マイナンバーカードの申請については、

手続が難しいと感じる高齢の方でも家族等の支援

があれば可能であると思います。しかし、カード

受け取りについては本人が病気であったり、身体

の障がい、その他やむを得ない理由がない場合、

やむを得ない理由ですか、そういうのがあって交

付場所に行けない場合に限って代理人にカード受

け取りを委任できますけれども、基本本人が受領

することになっておりますので、例えばパソコン

が使えない高齢の方が来られた場合、暗証番号の

設定を含めどのように対応されるのかお伺いをい

たします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） マイナンバーカード

の交付時の受け取りのときの対応になりますが、

基本的には国の事務処理要領に基づいて交付を行

っております。窓口で暗証番号を窓口にいらした

方に任意に決めていただきまして、それをタッチ

パネル使って入力していただくことになるのです

が、入力が難しいとかやりにくいといった方につ

きましては、職員が御本人の同意をいただいた上

で代わりに操作など行っておりまして、特に高齢

の方などにつきましては丁寧な対応を心がけてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 私もマイナンバーカー

ドを取得しておりますけれども、本市の暗証番号

の設定の場含めてしっかりと管理がされていると

いうふうに私は思っております。また、障がいの

ある次男のカード取得の際も担当する職員の方に

本当に丁寧に対応していただいたというふうに感

じておりますので、高齢の方が来られた場合、安

心して取得ができる、そういった対応をぜひお願

いをしたいというふうに思います。

次に、マイナンバーカードについてもう一点、

カード取得者へのマイナンバーカード有効期限の

通知についてお伺いをいたします。マイナンバー

カードには電子証明書を含め有効期限があり、有

効期限満了３か月前から更新ができるとのことで

すけれども、有効期限が近いマイナンバーカード

取得者に対する更新手続の通知の部分について本



－59－

令和３年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

市においてはどのように対応されるのかお伺いを

いたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） マイナンバーカード

の有効期限につきましては、今おっしゃられたよ

うに、カード本体の有効期限の部分と電子証明書

の有効期限の部分がございます。電子証明書の有

効期限につきましては、発行の日から５回目の誕

生日まで有効という形になりますので、カード本

体の有効期限よりも早く訪れる場合などもござい

ます。通常は国から有効期限が切れる３か月前ま

でに通知されることになっておりまして、はがき

などが届いた段階で市役所のほうにお問合せをい

ただくことも多いですので、手続方法なども含め

てお話しさせていただいている状況です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） やはり頻繁にカードを

使っている方というのはなかなか有効期限等気に

する方が多いとは思うのですけれども、国から通

知書が送られてくるということですので、多分大

丈夫なのかなというふうに思いますけれども、市

のほうに問合せがあった場合、そういったところ

の対応もしっかりとよろしくお願いをいたします。

また、高齢者の方多分分からないと思いますので、

そういった対応も親切にしていただくことをお願

いを申し上げます。

次に、各種証明書のコンビニ交付についてです

けれども、コスト３，０００万円ですか、年間維

持費５００万円、確かに厳しいと思います。そこ

で、ちょっと１つ確認させていただきたいのです

けれども、この各種証明書のコンビニ交付につい

ての市民からの要望なんていうのはあったのでし

ょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） これまで市民の方か

らコンビニ交付の御要望をいただいた経緯はござ

いません。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 御答弁にもありました

けれども、各種証明書のコンビニ交付サービス導

入すればいつでも時間を気にせず、どこでも全国

の利用できるコンビニ等から受け取れるといった

メリットあると思いますけれども、あくまでも紙

媒体の受領ということもありますので、今後やっ

ぱりデジタル化が進められていく中で紙媒体での

証明書がこれからの時代に合ったものなのか本当

考える時期でもあるというふうに思います。サー

ビス導入には、先ほど言いましたけれども、当然

コストもかかり、市民からの要望等がないのであ

れば今後は様々な手続も紙媒体から電子媒体での

対応が可能となってくることも考えられますので、

特にデジタル化の部分については国、道の動向を

注視していただきながら検討、協議していただき、

本市として本当に最もよい形となるようお願いを

いたします。

最後になりますが、規制も緩和され、徐々に様

々な活動もできるようになってきましたが、まだ

まだコロナ禍での生活はしばらく続くものと思っ

ております。また、支援を必要としている方もま

だまだいらっしゃるというふうに思います。今後

も引き続き名寄市及び市民のための対策及び安心

して住み続けられるまちづくりとなる支援対策を

期待しておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

以上で質問終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

林業及び山林の維持管理について外１件を、今

村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、順次質問を行います。

本市が誇る農林業をはじめとした産業構造は、

その恵まれた天然資源に依存する部分が多く、世

界的な潮流として、あるいは国策としても持続可

能、あるいは継続可能な取組が求められている状
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況であります。特に農林産業の継続やバイオマス

エネルギーの産業化など外的要因の少ない地域経

済循環構造の構築に資する産業であるということ

を考えております。その持続的な取組が効果的に

行われることは、地域経済の安定的な発展とひい

ては未来の子供たちへ向けた取組につながること

でもあることから、大項目２点にわたり質問をす

るものであります。

大項目１、林業及び山林の維持管理について、

小項目の１、名寄市林業の現状と課題についてお

伺いをいたします。名寄市森林整備計画によると、

本市の森林面積は３万３，４５５ヘクタールと本

市総面積の６２％を占め、その山林が持つ役割と

は林産業の現場となっているほか、本市基幹産業

の農業に必須である治水への貢献や市民生活に潤

いを与えるレジャーフィールドとしてスキー場や

公園が整備されるなどその恩恵は多岐にわたり、

かつ必要不可欠な要素として認識されているとこ

ろであります。しかしながら、その維持管理は一

朝一夕に完成するものではなく、特に林産業とし

て計画的な維持管理はおよそ５０年を１スパンと

して捉える必要があることから、施策、政策に左

右されない確固たる取組が絶対条件となると考え

ております。現在本市の林産業を主体的に取り組

む団体として上川北部森林組合をはじめとした５

団体があるものの、それぞれ専門性が高く、長期

的な人材育成や産業としての森林資源確保へ向け

た取組が進んでいるところではありますが、機械

化が難しい植林への現状や私有林所有者の把握、

あるいは啓蒙など一定の課題もあることから、そ

の解決に向けた本市の取組や考え方についてお示

しをください。

続いて、小項目２、本市における地域材の利用

についてお伺いをいたします。本市で生産された

木材は主に建築材ではなく、木質パレットや梱包

材などで利用をされており、環境負荷の少ない物

流構造に貢献をしております。一方、コロナ禍を

引き金とした昨今のウッドショックなど建築材料

としての利用へ向けては追い風が吹いているとい

うように受け取っております。建築材料としての

利用へ向けた調査研究が行われているのかお伺い

をいたします。

小項目３、有害鳥獣の管理についてお伺いをい

たします。山林にはヒグマやエゾシカといった動

物の生息は当然であり、共有、共存すべきである

と考えておりますが、特に今年はヒグマが人里近

くに出没をし、望湖台センターハウスの営業を中

止するなどの状況がありました。名寄市では名寄

市鳥獣被害防止計画（第４次）を策定し、ヒグマ

の被害を抑止しようと取り組んでいるところであ

りますが、昨年と比較しても目撃情報が倍増して

いる現状をどう捉えているのかお伺いをいたしま

す。

続いて、小項目４、山林の売買についてお伺い

いたします。近年外資企業による大規模な山林の

売買が道内他地域で報告をされており、購入した

企業によるコンドミニアムやリゾート施設等の開

発が行われております。経済活動としての有用性

は認識をしておりますが、本市には国の防衛施設

もあり、国や道はもちろん、隣接する他市町村と

も連携をし、情報共有すべきと考えております。

本市においては、現在まで同様の事例はないと聞

いておりますが、名寄市としてどう捉えているの

かお伺いをいたします。

続いて、大項目の２、ゼロカーボンシティの実

現へ向けた取組についてお伺いをいたします。１

１月４日、名寄市は２０５０年までの二酸化炭素

排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティを目

指すことを表明いたしました。前段で述べた世界

的な潮流や国策とも合致する取組の一つとして高

く評価するところでありますが、実際の市民生活

の中でどう影響するのか、非常に関心の高い事案

でもあります。そこで、実例として近い取組と考

えておりますバイオマス燃料発電についてお伺い

いたします。

小項目の１、バイオマス発電の実現化へ向けた
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取組としては、王子マテリア跡地におけるバイオ

マス燃料発電の計画が民間企業から発表されたと

ころでありますが、カーボンニュートラルの考え

方として植物性燃料は成長までに大気中の炭素を

固定する作用があることから、二酸化炭素の排出

量に対するインセンティブ効果を見込むことが可

能であるほか、木質燃料の燃焼に伴う二酸化炭素

排出をゼロとみなすことで解釈が可能であるため、

世界的な取組として地域や企業間で二酸化炭素排

出量を相殺し合う、このことが成長戦略の要とす

る動きが活発化している状況があります。名寄市

においても推進、支援すべき事業だと考えており

ますが、現在の取組と今後の施策展開についてお

伺いをいたします。

小項目２、農林業の役割についてお伺いをいた

します。植物性の燃料であると捉えますと、林業

及び農業による生産現場での取組は新たな側面を

見いだすことが可能ではないかと考えております。

バイオマス燃料として調達コストを考えますと、

現地調達が可能な森林、林業の役割は非常に大き

いことと、また農業においては研究段階とはいえ

バイオエタノールの醸造が行われている実例もあ

ることから、本市農業とも連携が可能な部分があ

るのではないかと考えております。名寄市として

ゼロカーボンシティ宣言が他産業へ波及する効果

をどう検証し、推進するのか、お考えをお伺いい

たします。

小項目３、持続的な取組へ向けてお伺いいたし

ます。本市においても、冬期間の燃料としてまき

を利用している方が一定数あり、カーボンニュー

トラルの考え方としては実質ゼロの枠でもありま

す。しかし、市街地でのまきストーブの利用は火

災の危険性やばい煙による異臭などの課題もある

ほか、燃料となるまきの調達についても継続的で

あるとは言いづらい状況であります。建築物の解

体に伴う廃材を活用するケースもあるように見受

けられることですから、ゼロカーボンシティとし

て市民の協力が必要不可欠であると認識をしてお

ります。バイオマス発電での燃料だけではなく、

市民生活の考慮した施策や体制づくりが必要と考

えますが、本市の見解をお伺いいたします。

以上、大項目２点にわたりお伺いいたしました

が、持続的な産業を構築し、市民それぞれの経済

基盤を強固なものとすることで未来の子供たちへ

向けた取組になると確信をしております。失敗を

恐れず挑戦し続ける市政であってほしいという願

いを込めて、壇上からの質問とさせていただきま

す。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま今村議員か

らは、大項目で２点について御質問いただきまし

た。大項目の１につきましては私のほうから、大

項目の２につきましては総合政策部長からそれぞ

れ答弁となりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

それでは、大項目の１、林業及び山林の維持管

理について、初めに小項目の１、本市林業の現状

と課題はについて申し上げます。山林の維持管理

につきましては、名寄市森林整備計画で示す森林

整備の基本方針によりまして森林の有する多面的

機能を総合的かつ高度に発揮させるため適正な森

林施業の実施や森林保全を推進し、公益的機能や

木材などの生産機能の維持増進を図ることとして

ございます。森林の多くを占める人工林におきま

しては、高い林齢のまま放置すると森林の持つ公

益的機能が発揮できず、暴風被害や大雨などによ

る土砂災害を起こしやすくなりますことから、カ

ラマツで５０年林齢以上、トドマツで６０年林齢

以上での伐採を行ってございます。伐採後は、公

共補助の条件として２年以内の植栽が義務づけら

れておりますので、地ごしらえの後乾燥時期を避

けて１ヘクタール当たり２，０００本程度の植栽

を春、または秋に行っており、植栽後は樹種の成

長を阻害する草本植物の下刈りを５年から７年程

度、野ネズミ駆除につきましては１５年程度実施

をしてございます。また、植栽からカラマツで２
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０年、トドマツで２４年後には森林資源の質的向

上と適正な林分構造が維持されるよう１回目の間

伐を行い、その後８年から９年置きに合わせて４

回の間伐を行い、伐採適齢期を迎えることとなり、

長いサイクルでの各種施業を経て、森林資源の維

持、確保が図られてございます。これらの森林施

業は森林組合をはじめ林業事業者が森林所有者か

ら請け負って実施をしており、広大な面積である

ことに加えて、産業を問わず人材不足が指摘され

る中で、将来にわたり安定的な施業を行うために

は人材の確保や育成などが課題となってございま

す。また、森林所有者の経営の面におきましても

植林後３回目、４回目の搬出間伐による収入はあ

るものの、植林から５０年以上となる皆伐が主た

る収入であることや需要、価格ともに外国産材の

影響などを強く受けることから、施業に係る森林

所有者の負担軽減も課題となっているところでご

ざいます。このことから、本市におきましては新

たに創設をされました森林環境譲与税を活用し、

令和２年度から林業事業体職員の資格取得などを

支援します林業研修資格取得支援事業及び人材確

保に要する経費を支援する就業奨励金支援事業を

講じているところでございます。また、森林所有

者の負担軽減につきましては、皆伐後の植栽にお

いて６８％の公共補助に加え、道と市合わせて２

６％の上乗せ補助を受けられる北海道の豊かな森

づくり推進事業を推進するとともに、森林環境譲

与税を活用した私有林の下刈りや野ネズミ駆除、

間伐などの各種施業に対する補助制度を講じて森

林所有者の負担軽減、経営意欲の向上を図ってい

るところでございます。

次に、小項目の２、地域材の利用促進について

申し上げます。平成２２年度公共建築物等におけ

る木材の利用の促進に関する法律が施行され、本

市では平成２４年３月に名寄市地域木材利用推進

方針を策定し、道産材を地域材として公共建築物

や土木工事資材などの利用に努めることとしてお

り、近年では名寄南児童クラブや名寄南小学校、

風連中央小学校の内装の木質化など地域材の活用

を進めているところでございます。御質問のあり

ました市内における地域材の利用につきましては、

市内には梱包材や簡易な板材、パレットなどを製

造する工場が３社ありますが、建築用の加工製材

工場がないのが現状でありまして、またウッドシ

ョック以降国産材に対する関心が高まっておりま

すが、今後の動向が不透明であるなど課題も多い

と考えているところでございます。しかし、令和

元年度、本市を含む上川管内２３市町村及び１３

の森林組合によりましてＳＧＥＣ森林認証制度の

ＦＭ認証を取得し、さらには４２社の林業事業体

などがＣｏＣ認証を取得しており、川上の森林所

有者と川下の木材加工業者や流通関連業者などが

一体となり森林管理レベルを向上させ、地域材の

ブランド化を図る取組が進められており、今後の

利用促進を後押しするものと受け止めているとこ

ろでございます。

次に、小項目の３、有害鳥獣の管理について申

し上げます。本市が定める名寄市鳥獣被害防止計

画につきましては、市内において農林業などに係

る被害の原因となっており、早急な対応が必要な

鳥獣について被害防止に関する基本的な方針など

を定めているもので、ヒグマ、エゾシカ、キツネ、

アライグマを対象鳥獣としてございます。中でも

近年のヒグマ出没状況につきましては、名寄市の

ほぼ全域において４月から１０月にかけて多くな

っており、本年は各６年間の平均出没情報件数の

５１件を大きく上回る６８件で過去最高となり、

目撃情報につきましても過去６年間の平均目撃件

数の１７件に対しまして２倍の３５件、過去最高

となってございます。この背景につきましては、

現在北海道において北海道ヒグマ管理計画の見直

しが行われており、さきに公表されました素案の

案の生息状況におきましては道内のヒグマの生息

数は平成２年度の中央値が５，２００頭に対しま

して令和２年度には２倍を超える１万１，７００

頭と推定されており、春熊駆除の廃止以降の保護
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に重点を置いた施策の実施や銃器による捕獲圧を

緩めたことが一因と考えられる警戒心の希薄なヒ

グマが頻繁に生活域へ出現するようになってきて

いると分析されており、本市におきましても同様

の傾向にあるものと受け止めているところでござ

います。市のヒグマ対策といたしましては、人身

事故や農業被害防止啓発をはじめ出没情報などを

広報やホームページにより市民周知し、注意喚起

を図るとともに、出没情報などを受けた際には市

及び猟友会で構成をしますヒグマ駆除隊によるパ

トロールを行っているところであります。特に今

年度は市内外の出没が多かったことから、啓発、

パトロールともに回数を増やして取り組んできた

ところでございます。

次に、小項目の４、山林の売買についてでござ

いますが、山林の売買において１ヘクタール以上

の取引につきましては適正かつ合理的な土地利用

の確保を図ることを目的としまして、国が定める

国土利用計画法に基づく届出が求められており、

市町村長を通じて知事に届出をすることとなって

ございます。市町村におきましては、この届出に

対して各種土地利用計画などとの整合性から意見

を付することとなります。また、北海道におきま

しては、届出の内容は価格に関する基準、利用目

的に関する基準に該当しているか審査をし、著し

い支障があるときは土地利用審議会の意見を聞い

て、契約締結の中止などを勧告することができま

すので、これらの手続の中で北海道と市内部での

情報交換を図ることとなります。また、このほか

にも山林に限らず土地の開発に当たりましてはそ

の面積や工事内容、開発箇所に応じまして各種の

開発行為の規制が設けられており、周囲への影響

などを含めて秩序ある開発が求められることとな

ります。今後とも国内外を問わずこれらの制度や

その手続の中で情報共有を図り、名寄市森林整備

計画で示す水源涵養林や山地災害防止林など公益

的機能の維持増進が損なわれないよう対応してま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは大項目

２、ゼロカーボンシティの実現へ向けた取組につ

いて、初めに小項目１、バイオマス発電の実現へ

向けてについて申し上げます。

王子マテリア名寄工場敷地の利活用策として対

策本部でこの間提案してきた事業の一つである再

生可能エネルギーについて発電事業が公表され、

現在具現化へ向けた検討が進められております。

発電事業はＪＡＧ国際エナジー株式会社が運営す

る予定であり、燃料調達については主に王子木材

緑化株式会社が協力いただけると伺っております。

ＪＡＧ国際エナジー株式会社は、発電事業とは別

にまずは地域で既に発電されている再生可能エネ

ルギーを扱い、供給する地域電力会社の設立を目

指しており、この会社は名寄市に法人登記をし、

運営したいと伺っております。発電事業が事業決

定された場合、実際の発電までは施設整備なども

含め数年必要となるため、先に地域電力会社の設

立がされるものと考えております。地域電力会社

の設立などに対し地域や市への協力を求められて

いることから、ゼロカーボンを目指す本市におい

てその実現に向け内容を精査し、協力を検討して

まいりたいと考えております。今後の施策展開に

つきましては総合計画、中期実施計画の見直しで

新規事業として説明をさせていただきましたけれ

ども、カーボンニュートラル実現に向けて本市に

おける再生可能エネルギーの導入を計画的、段階

的に進めるための（仮称）エネルギー計画策定事

業を予定しておりまして、その中でゼロカーボン

シティのグランドデザインをお伝えできればと考

えております。

次に、小項目２、農林業における役割について

申し上げます。本市は王子マテリア名寄工場の生

産品集約による工場停機という大きな危機を迎え、

跡地利活用策として３本の柱を立て、協議してま

いりました。この３本の柱は、時代の潮流に合致
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した構想であったと考えております。ＪＡＧ国際

エナジー株式会社により検討されている木質バイ

オマス発電事業は、道内材１００％での稼働を見

込んでおり、持続可能な開発目標、ＳＤＧｓにも

つながる取組であります。気候変動問題、人権問

題など世界的な社会課題が顕在化している中、環

境、エンバイロンメント、社会、ソーシャル、統

治、ガバナンスの頭文字からＥＳＧと言われてお

りますけれども、このＥＳＧの観点での配慮がな

されなければ企業価値毀損のリスクを抱えている

とみなされており、こういった環境価値を求めて

企業進出も行われる時代であると認識しておりま

す。本市としてもゼロカーボンシティ宣言を行い

ましたので、繰り返しになりますが、エネルギー

計画の策定を行い、地域の取組を強みとしてＰＲ

できるよう進めてまいりたいと考えておりますし、

再生可能エネルギーによる産業の振興や製造にお

ける環境価値など企業活動の活力にもつながって

いくよう取り組んでまいりたいと考えております。

次に、小項目３、持続的な取組へ向けてについ

て申し上げます。ゼロカーボンシティ宣言では、

２０５０年までに温室効果ガス排出を実質ゼロと

することを目標としておりますが、国の動き、民

間の動きを注視しながら本市で取組が可能なもの

があれば推進していく必要があると考えておりま

す。また、市民の皆様の協力をいただくためには

この取組を推進する目的、成果など共感をいただ

くことが重要と考えておりますので、今後策定を

予定している（仮称）エネルギー計画の中でお示

しをしていければと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 大変丁寧な御答弁をい

ただいたのかなというように思っております。ま

ず、林業及び３年の維持管理という点について再

質問させていただきます。

農業は１年区切りではありますが、どうしても

５０年以上のスパンが必要となる産業というとこ

ろで、なおかつその専門性の高さから、一般の人

が林業って何をやっているのだろうというのがそ

もそもなかなか分かりづらいという状況もあって

か、この林業の大変さというのが私もなかなか伝

わってこなかった部分も正直あったなというふう

に反省をしております。現状の取組をお伺いした

中で、森林事業者が所有者から請け負っていると

いう発言だったのかなというふうに考えておりま

す。森林の適正管理について国や道の補助を受け

るための経営管理計画というものに参加が必要な

のかなということ考えております。新しく刈った

森を植え直すという事業、豊かな森づくり推進事

業についてはそれに参加をしなければならないと

いうことで、この事業の状況と森林所有者の意向

調査等について現在名寄市が把握している部分あ

りましたら、お教えいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 森林の経営管理計画

に関して再質問いただきました。

今村議員が言われるように、経営管理計画に入

ることによって国や道の補助制度が受けられます

ますので、先ほど課題と申し上げた森林所有者の

施業に係る負担が軽減されることがありますし、

私どもからしますと森林経営管理計画に入るとい

うことは森林を長年にわたってしっかり管理する

のだという意思表示にもつながりますので、この

経営管理計画に入ってもらうというのが当面の我

々の一つの課題だというふうに考えております。

私どもも森林環境譲与税が設けられたときに森林

所有者に対して意向調査などをさせていただいて

おります。それらを踏まえてということでありま

すけれども、私有林、人工林に限ってということ

でありますけれども、この森林計画に参加をして

いない森林所有者については４４６人ということ

でありまして、全体に比べますと３６％というこ

とになります。一方で、その面積についてであり

ますが、これは１，１９２ヘクタールということ

で全体の１２％程度に当たるということでありま
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す。それと併せて、アンケートの中では、人工林

の所有者でこの経営計画に未加入の方、抽出で３

０６人にアンケートを実施をさせていただきまし

たけれども、３０６人のうちの約３割ぐらいの９

８人から回答があり、その中では山林を手放した

いということで、森林に対する経営意欲の低下が

見られたという状況もあるということであります。

このことから、私どもは、先ほど申し上げたよう

に、森林計画にしっかり参加をしていただき、森

林を整備していただくということが必要だと思い

ますので、先ほどの国や道の補助金などのメリッ

ト、制度などもしっかりと周知をしながら、この

計画に入っていただけるように森林組合などとも

しっかりと連携、協力をしながら森林所有者に周

知啓発をしていきたいと考えておりますので、御

理解を賜りたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） なかなかこの計画に加

入していない人が３６％、また面積にして１２％

ということで、恐らく小規模な山を持っている方

がなかなか参加されない。どうしてもお金のかか

ることでありますし、収入が５０年に１回しかな

いと考えると、今ここでお金を払うのは非常に大

変だという事情もあるのかなというようにこれお

見受けすることができるのかなと思います。その

ための恐らくこの計画であったり、森林組合だっ

たりという部分になると思いますので、ちょっと

改めてこの先話がありました森林環境譲与税を使

った林業研修資格取得支援並びに就業奨励金支援

支給事業という部分、この２点について現在まで

の状況、お知らせをいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 人材育成、そして人

材確保という面から森林環境譲与税を活用して制

度を設けさせていただいたということであります。

１つは資格を取得いただける、資格の取得に対し

て支援をするということでありました。令和２年

度の実績で６名程度だったと思いますけれども、

この制度を活用していただきながら資格を取得し

ていただいたということであります。もう一点に

ついては、人材確保ということで各事業者が人材

確保のために必要な経費に対して支援をさせてい

ただいてるということでありまして、これら人材

確保、育成については今後も必要な事業だと考え

ておりますので、森林事業者などともしっかりと

相談をしながら効果のある活用方法に努めていき

たいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 人材確保、先ほど言い

ましたけれども、なかなか一般の全く無関係な人

間が入り込もうと思うと非常にハードルの高い産

業分野であるなというように感じてもおりました。

この後継者になるといいましょうか、林業担い手

である従業員、作業者を育成するに当たっては北

海道の森づくりの専門学校、大学でしたでしょう

か、あったかに思いますが、そこに例えば名寄市

から行った人というのは把握されていたりするの

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 実際に入校された方

については私どものほうではまだ承知をしていな

いというのが実態でありますけれども、森づくり

専門学院についても先般聞いた話でいうと、定員

いっぱいになったということもあります。２年間

の修業期間ですので、今後実際に現場に出てくる

ということでありますので、専門的な知識を持っ

た方々でありますので、地域での活用についても

各事業者としっかりと情報交換をしながら人材確

保につながるような形で進めていきたいと考えて

おります。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 答弁でもあったかに思

いましたけれども、川上から川下へという流れの

動きが今広がってくる中で、名寄市単独でという

のはちょっと難しい部分にも出てくるなのかなと
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いうように思います。今回の森林環境譲与税は非

常に柔軟な使い方ができるという部分であります

が、従来の森林施策についてはそれは圧縮させな

いように使ってくれというようなお話もあります。

その中で、先ほど言いました人材育成が難しいと

いう中からなかなか機械化についても進んでいな

い部分、特に植林については非常に多いのかなと

思います。この森林環境譲与税を使って移植に向

けた、例えば移植用の苗をドローンで運ぶですと

かレールを敷くだとかというような部分使えない

のかどうか、その点お話を聞かせていただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 安定的な施業を進め

るためには、先ほど言ったように、一つは人材の

確保、育成というのがポイントだと思いますが、

今、今村議員が言われたように、なかなかそこが

難しいとすると、そこは例えばＩＣＴを使うだと

か機械化を進めるということが非常に重要なのだ

ろうなというふうに思っています。そういった意

味で今ドローンを使っての苗運びですか、という

ところの提案があったというふうに思っています。

先般も森林組合さんとは事務方での意見交換など

させていただきましたし、その前には森林組合、

あるいは林業事業者の皆さんが次年度に向けての

政策提言ということで要望などもいただいており

まして、環境譲与税については森林の整備に使え

ることが可能でありますので、今言われたような

手段についても具体的に効果的な方策があるとす

るならば、そこについては検討するに値すること

だと思いますので、今後の中でまた検討させてい

ただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ぜひいろんな方面に検

討の裾野を広げていただきたいというように思い

ます。本当に純粋に考えてしまいますと、例えば

ほかの産業から苗を植えるのに適した職種の人た

ちを呼んできて、手伝ってもらう。我々農業は恐

らく苗を植えることに関してはうまいだろうなと

いう気はちょっとするのですけれども、そういう

ところとの連携といいましょうか、山に入ってい

って苗を植える仕事を例えば発注しましょうか、

それに対して森林環境譲与税を使いましょうかと

いったような他産業に広がるような取組について

現状あるのか、またその支援についてお考えがあ

ればお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 人を補う方法として

他産業との連携が有効ではないかという、そうい

う視点での質問であったというふうに思います。

林業の作業の中でも比較的単純な作業もあるとい

うふうに思いますし、その一方でいうとやはりし

っかりとした知識、経験がなければできない作業

もあるのだというふうに思っています。そういっ

た意味では、例えば下草を刈るですとか、今言わ

れた植栽のところについても少しトレーニングを

すれば他産業の方でも可能な部分あるのかと思い

ますけれども、もう一方で問題なのはその作業の

時期の関係がございまして、それぞれ繁忙期同士

ではなかなか難しいということがありますので、

そういった意味ではなかなか他産業から一時的な

ところでの応援というのは難しいのかなという、

そういう認識を持っているところでありますけれ

ども、作業のサイクルが工夫できるのか、どちら

側の産業もサイクルを工夫できるのかというとこ

ろもあるかと思いますので、ここは引き続きしっ

かりと調査をしていきたいというふうに考えてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かに農業についても

忙しい時期がありますから、そこで植林の時期、

春と秋というお話でありましたので、なかなか難

しい部分もあろうかというように思います。例え

ば夏の下草刈り等の人材であれば、先ほど言った

譲与税を利用しての刈り払いのロボットというの

でしょうか、大型のルンバみたいな機械もあると



－67－

令和３年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第２号

聞いておりますので、そういう部分導入の要望が

あればぜひ前向きに検討していただきたいと、こ

れは要望させてもらいたいなと思います。森林環

境譲与税を有効に活用してほしいと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。

続いて、市内における地域材の利用という部分

であります。御答弁にもいただきましたが、本市

で扱っている材料については建物にならない、向

かないという……向かないではありませんね。失

礼しました。建物としての材料を作る工場ではな

いという部分でありました。しかしながら、その

中であったのが管内の広域でＳＧＥＣ森林承認制

度、あるいはＦＭ認証といった部分でしょうか、

これ名寄市単独だけではなく広い地域、この上川

北部まで目線を広めて、その中で産出した木につ

いてはこういう承認に向かって走っていくという

御答弁だったのかなと思います。今年の１０月に

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等に

おける木材の利用の促進に関する法律に伴う部分

が改正をされたのかなというように思っています、

伴うではないですね。その法律が改正をされたと

いうことでありまして、まだ１０月に改正された

部分でありますから、まだまだ始まっていないの

かなというように思いますが、この法律が施行さ

れたことに伴って今後地域材の利用どうなるのか、

ちょっと見通しがあればお知らせをいただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 法の改正ということ

でありますけれども、もともとが公共建築物等に

おける木材の利用の促進に関する法律というとこ

ろでありましたが、これが公共建築物というとこ

ろが抜けて、公共の建物だけではなくて、民間の

建築においても木材の利用促進を進めようという

ことで、法の名称変更そのものがある意味では今

回の法改正の趣旨を端的に表しているのかなとい

うふうに思っています。ただ、この制度の中でい

きますと新たに建築物木材利用促進協定制度の創

設がされていたりだとか、あるいは木材利用の促

進月間１０月ということで定めるなど、いろんな

方策が講じられている、法律の中に設けられてい

るということでありますけれども、具体的には今

後の中でこれらが具体化されていくのだろうなと

いうふうに考えておりますが、法が改正された時

代背景なども考えていきますと、この法に沿った

取組が今後名寄市においても必要だろうというふ

うに思いますが、ただ法律は国一律に施行するも

のでありますけれども、当然地域によって様々な

条件があります。先ほど言ったように、名寄市に

おいて建築物に地元材、いわゆる名寄産のものを

使おうとすると流通上困難な部分もあるわけです

から、そういった意味では地域の状況なども十分

勘案をしながら取組を進めていく必要があるだろ

うと、そのように考えてございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 地域の実情に合った取

組というところ、まだその詳細について出てきて

いない部分もあるかと思いますので、これについ

ては今後公共施設以外についても使うよう努力を

しろというような内容だったかに私は記憶してお

りますので、これについてはその都度進めていた

だきたいと思います。

これは推進するに当たりまして、例えばですけ

れども、なよろっぽい家づくりの会さんですとか、

本市の施策ですけれども、ずっと住まいる応援事

業といった部分、これ連携させることでさらに有

効に活用ができるのではないかなというように考

えております。この点、お考えがあればお伺いを

したいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 名寄市においての推

進方策として、既存にある、市内にある団体との

連携、あるいは既存の制度との連携ということで

の御提言だったというふうに思います。ここにつ

いては貴重な御提言として受け止めさせていただ

きたいというふうに思いますが、先ほど申し上げ
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たように、地域としての課題があるわけでありま

すので、名寄産材がいきなり建築材として今提供

というのは非常に困難ということがありますので、

少し時間をかけての検討となると思いますけれど

も、先ほど言ったように、現状とすると認証材の

関係が今進んでいることがありますし、森林環境

譲与税が新たに創設されて、これは年度を追うと

少し額も増えていくというところがありますので、

少し時間をかけながら民間の皆さんの声もお伺い

しながら調査研究してまいりたいと考えておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ぜひ調査研究していた

だきたいというように思っております。ちょっと

参考までですが、他市町村、例えば当麻町であり

ます、これ新築住宅を建てるときに当麻産の木材

を使えば新築に対して補助が出るといったような

直接的な補助も行っているというふうに聞いてお

ります。定住するに当たって非常に有効な手段に

もつながるのかなと思いますので、ぜひそういう

事例も踏まえて今後検討していただきたいという

ように思います。

続いて、有害鳥獣の関係であります。確かに目

撃する情報、ＳＮＳ等でもヒグマが出た足跡を見

つけたといった報告、非常に身の回りで近くなっ

たなという実感があるところであります。この名

寄市鳥獣被害防止計画の中でヒグマに対しまして

作物残渣と廃棄物の適正処理を行えと、努めろと

いうことであります。これ畑に残った農作物をそ

のまま置いておくと熊寄ってくるから気をつけて

ねというような、そういう文言なのかと思います

が、なかなか、例えばスイートコーンですと、廃

棄物を１か所に集積してしまうとそのまま餌場に

なってしまったりという状況があるのかと思いま

す。これに対する例えば施策として、適正な処理

をするのであれば処理費用について補助しますみ

たいなお考えあれば、少々お考えを伺いたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私どもの計画の中で

いきますと、生活域に出てきた、いわゆる迷惑熊

というふうに言っていますけれども、ここについ

てはヒグマ駆除隊によるパトロール、あるいは対

応が必要だというふうに考えているところであり

ますけれども、もう一方の方針の中では今、今村

議員から言われたように、例えば作物残渣を残さ

ない、あるいは生ごみなどの適正処理、さらには

電気柵などによる、設置によるヒグマを農地や民

家に近づかせないという、そういう方策ももう一

つの対策として持っているところでありまして、

そっちの後段のところの取組について実際に取り

組んだときに一定の、報償的にと言うのでしょう

か、検討はどうなのだというところでありますけ

れども、ここについてはやはり生産者、あるいは

廃棄する者の責任の中で一定程度の対応をお願い

したいという思いがありまして、私どもにします

とそこに至るまでのそういう普及啓発については

私どもの役割として取組をさせていただきたいと

思いますが、実際の取組についてはそれぞれの皆

さんの中で取り組んでいただくことがいわゆる役

割分担になるのかなというふうに考えております

ので、基本的には今後もそういった対応の中で進

めさせていただきたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かにほかの施策とい

いましょうか、そもそも熊を寄せつけないための

電気柵等々というのも、十分必要ですし、適正管

理、農家個人がやっぱり努めるというのは非常に

重要なことなのかなと思います。しかしながら、

先ほどありました北海道ヒグマ管理計画の中では

平成２年と比較しても倍以上という増え方をして

おりますし、若い熊が危険を認識せずに人里近く

まで下りてくるという状況があると思います。今

後増えた熊がさらにまた増えてくる可能性も正直

あるなというふうに考えておりますし、ちょっと

古い記憶になるかもしれませんが、以前風連の駅
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のすぐ近所で熊が発見されたりといった事例もあ

りました。これも恐らく若い熊が迷い込んで来て

しまった事例なのかなというふうにも考えており

ます。今後そういうのが増加してしまわないよう

にもちろん取り組んでいただけると思っておりま

すけれども、今回鳥獣被害防止計画が第四次であ

りますが、これ平成３０年度の策定でありました。

徐々にヒグマが増えているという状況で、今後見

直しが必要な部分もあるかと思いますが、その点

のお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今の鳥獣被害防止計

画については、第四次として策定をさせていただ

いているところであります。平成３１年から３か

年ということで、今年度令和３年までの計画とな

っていますので、令和４年度からの計画について

今策定を進めさせていただいてるというところで

ございます。先ほど申し上げたように、今北海道

のほうでヒグマ管理計画の見直しを進めていると

いうことであります。なかなかヒグマを含めた有

害鳥獣についてでありますけれども、生体数その

ものといいますか、これについてはやはり一市町

村だけでの取組では及ばないところがあると思い

ます。私は名寄市はヒグマにしてもエゾシカにし

てもアライグマにしても先行して様々な取組をし

ている自治体だというふうに認識をしているとこ

ろでありますけれども、やはりなかなか例えばハ

ンターがいなくて、取組ができないような地域も

中にはあるわけです。すると、幾ら一自治体が頑

張ってもそういう自治体があるとすると、北海道

全体での生息数についてはなかなか、一自治体の

取組では限界があるということでありますので、

私はここはある意味では北海道ヒグマ管理計画、

少し表現が変わってきているなという認識をして

います。これまでは、先ほど言ったように、保護

主体とした施策をしてきたということであります

けれども、ヒグマの生息頭数が増えたという認識

を公表していますし、その原因なども、先ほど申

し上げたように、春熊駆除の廃止に伴って銃によ

る、恐れを知らない熊が増えてきたというところ

も具体的に触れているわけですので、まずこの北

海道ヒグマ管理計画の中でどのような具体的な方

針が示されるか、これをしっかりと踏まえた中で

本市もその中で取り組めることについてしっかり

取り組んでいくと、そういうような計画とさせて

いただきたいと考えておりますので、御理解いた

だければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 分かりました。保護か

ら増加という部分だったのかなというふうに思っ

ています。これからも継続的な体制が維持できる

ようこれお願いをしておきたいと思います。

続いて、山林の売買の関係でありますが、ちょ

っと時間も押してまいりましたので、これについ

ては今後水源涵養林、あるいは山地の災害防止林

といった公益機能が見込まれることでありますか

ら、例えば条例、あるいは計画などをしっかりと

持った中で、あるいは森林整備計画の中で大規模

な開発、あるいは流出についてある程度制限をか

けて考えていくべきではないかというように私は

考えております。これについては、以後研究、ま

たあるいは検討していただければというように思

っております。

続きまして、大項目の２番、ゼロカーボンシテ

ィの実現へ向けた取組であります。これについて、

バイオマス発電が始まりました。先に電力会社を

起こすという部分でありました。この中で再生エ

ネルギー計画事業と聞いたように感じましたが、

この事業計画ですが、具体的にいつ頃の策定を目

指しているのか、タイムスケジュールみたいなの

があればお知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） こちらは環境省

の補助事業を活用しながら策定を計画しておりま

して、年度内に募集が始まればエントリーをさせ

ていただいて、それから策定自体は採択をされれ
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ば来年度に入ってから策定をしてまいりたいとい

うふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） これ早めに動いたほう

がいいのかなというふうに考えております。また、

それと併せまして、令和４年度の要求額、環境省

が発表している資料でありますが、地域脱炭素移

行再生エネルギー推進交付金というのがありまし

て、この中でエネルギーの再生産に取り組む地方

自治体などを複数年にわたり断続的かつ包括的に

支援するスキームとして交付金を設けると。これ

当市のゼロカーボンシティの発言と非常に親和性

の高い事業であり、なおかつそこを集中的かつ重

点的に支援するため少なくとも全国１００か所の

先行地域を策定する２０２５年度までに取組の道

筋をつけるというふうになっております、これも

ぜひ可能であれば名寄市としてこの施策に乗れる

のではないかなというように感じております。こ

の点お考えがあれば、お聞かせいただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 先行地域１００

ということで、単純に都道府県で割り返すと１つ

の都道府県で大体２自治体程度という計算になり

ますけれども、既にいろいろ北海道の環境事務所

だったり、お話は聞きに行かせていただいており

ます。その中で、今回ゼロカーボンシティ宣言を

させていただきましたが、この後その宣言につい

てはやはり全国的に流れとしてどんどん増えてい

くのかなと考えておりますし、この１００の中に

入るためにはただ単純にバイオマス発電がありま

したとか太陽光発電いっぱいしていますとか、そ

ういったことだけではなかなか残っていけないと

いうことで、これは官民連携した取組をしっかり

具体化していきながら、なおかつ先ほど申し上げ

ましたエネルギー計画、これは環境省の補助と言

いましたけれども、そういった環境省の補助もし

っかりと活用した中でしっかりＰＲしていきなが

らそこの先行地域に残っていけるようにエントリ

ーをして、チャレンジしてみたいというふうに考

えております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ちょっと狭い門なのか

なというふうにも感じますし、補助金が欲しいか

ら取り組むというわけではなくて、先ほどの大項

目の１番にもありました林業というのはバイオマ

スの燃料を作るところでもありますし、非常にう

まく連携することが可能であれば名寄モデルとい

ったようなやり方も正直可能だというように考え

ております。これぜひ状況を見ながら迅速に取り

組んでいただきたいと思います。

引き続いて、小項目の２点目であります。今回

農林業の役割ということで、林業についてはチッ

プの産地になり得るだろうという部分については

これ御理解いただいているのかなと思います。こ

のエネルギー計画の取組の中で産業振興、また企

業の協力といった部分があったかと思います。な

かなか一般の企業、例えば中小企業がこのゼロカ

ーボンシティに対してどう接したらいいのかとい

う部分非常に難しいと思いますので、その点のお

考えといいましょうか、構想あればお聞かせをい

ただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私答弁の中でＥ

ＳＧというお話をさせていただきましたけれども、

やはり環境価値という部分でしっかりと価値を創

造していくという作業がこれから必要だと思って

います。例えば使っている電気が再生可能エネル

ギーによる電気を使っていますということだけで

もこれからは企業価値が上がっていくという時代

になっておりますので、そういったところも含め

てしっかりと活用していただけるよう、しかもし

っかりと提供できるような体制をこの地域でやっ

ぱりつくっていけたらなというふうに考えており

ます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。
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〇６番（今村芳彦議員） 中小企業の振興条例も

できたという部分もありますので、ぜひこれにつ

いて先行して取組を進めていただきたいと思いま

す。

そして最後、持続的な取組へ向けてということ

で、では市民生活はどうなるのかといった点であ

ります。今回まきストーブの例えをしましたが、

なかなか目に見えない、非常に概念としても分か

りづらい部分があるのかなというように思います。

市民生活に対してもどうお考えなのか、またこれ

をどういう気持ちで発したのかという部分踏まえ

てお気持ちがあるかと思いますので、加藤市長に

その点の思いを伝えていただければと思いますが、

いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ゼロカーボンシティ宣言

をさせていただきました。いろんな効果があると

思いますけれども、昨日、おとといとアメリカの

ほうで大規模な竜巻が複数発生して、１２０の方

がお亡くなりになっているということで御冥福を

お祈り申し上げますが、これもまさに大気の高温

化が原因でないかというふうに言われていて、地

球温暖化が世界規模でも無視できない状況になっ

ていると。まずは、このことをしっかりと我々地

域としても市民としても認識をしながら、このこ

とにまちづくりを通して貢献をしていくというこ

と、この気持ちが大事だなと思っています。世界

は１つであって、この環境問題をやっぱりみんな

が考えていくということで人に思いやりだとか人

に優しい、こうしたことがまずベースになくては

ならないのかなと思います。加えて、再生可能エ

ネルギーはまさにこの名寄市の地域の自然を活用

したエネルギーを活用していくということであり

ますので、今までエネルギーというのはどちらか

というと外貨を外に出していくというものが多か

ったのかもしれません。それを内製化をして、さ

らに循環をさせていくということで、地域の循環

型社会の形成、あるいは力強い地域の活力にもつ

ながっていくことになるのでないかと。さらには、

先ほど来石橋部長からもお話があるとおり、この

再生可能エネルギーそのものが横展開という、そ

のものが価値となって、さらにそこからいろんな

事業が発生するという、そのことで外貨を稼いで

いくチャンスにもつながる可能性があると、こう

いうことであります。あらゆる効果があると思っ

ていまして、そうした意味で、たまたま工場が停

機をしましたけれども、新しくそうした事業の可

能性が見えてきたということが大きなチャンスだ

と思いますので、しっかりとここさらに具体的、

具現化できるように取り進めていきたいと。また、

様々な波及効果についてその都度、その都度地域

の市民の皆様にもできる情報はしっかりとお伝え

をしていきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

１５時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４８分

再開 午後 ３時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

移住促進、人材確保の取組についてを、五十嵐

千絵議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目１点に

ついて御質問させていただきます。

大項目１、移住促進、雇用確保の取組について。

全国的に人口減少が進む中、各所で人材の取り合

いの状況となっています。１０月１４日の北海道

建設新聞の記事によりますと、北海道経済部は本

年１０月に中小、小規模企業に実施したアンケー

ト結果を公表しました。その中で、今後５年程度

の経営課題を聞いた設問では人材確保、育成との

回答が突出しており、そのほか事業継承との答え

も４番目に多い結果となりました。まさに人口減

少や少子化の影響が顕著であります。そのような
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中、本市では名寄市まち・ひと・しごと創生総合

戦略でも示されているとおり、新規就農や創業支

援など移住促進や雇用確保のための多種多様な施

策が講じられています。現在北海道内の、特に近

隣市町村を見ましても同じように取組を打ち出し

ており、なかなか本市だけに目を向けてもらうの

は難しい状況であると考えます。

小項目１、移住促進、人材確保の各支援メニュ

ーの実績についてお伺いいたします。まず初めに、

ＵＩＪターンの本市の状況についてですが、潜在

的なＵＩＪターンの就職者、就業者もいらっしゃ

ると思いますが、把握されている部分についてお

知らせください。また、名寄市移住支援金の交付

実績、企業登録件数についてですが、令和３年第

１回定例会の市長の御答弁の中で登録されている

市内の事業者は５社とのことでした。その後、第

３回定例会の時点で３件に減っているとのことで

すが、経過等について改めてお伺いします。また、

新規就農支援、創業支援の実績、そのほか１０月

の補正予算で可決されました産業人材確保促進事

業の進捗状況について、まだ始まったばかりとは

理解しておりますが、分かる範囲でお知らせくだ

さい。

続きまして、小項目２、市内事業者の取組との

連携についてをお尋ねします。人材獲得のために

それぞれの市内事業者が危機感を持って新たな取

組を模索している状況です。ハローワークや新聞

広告を掲載することはもちろんですが、さらなる

人材確保のために行動を起こしています。一例と

して、経済産業省の補助金事業である戦略的ツー

ル活用型若者人材移転支援事業を活用し、都市部

の若者人材を獲得する取組に挑戦している事業所

もあります。地域が１つのチームとなって協力し、

デジタルを活用して人材を獲得する動きが始まっ

ています。連携した取組やサポートの考え方につ

いてお伺いします。

次に、小項目３、若者人材を応援する施策につ

いてお尋ねします。大学や専門学校などへの進学

をする学生に国や自治体、あるいは民間が進学費

用を給付、貸与する制度である奨学金制度に関わ

ってであります。近年多くの学生が進学する際に

返還型の奨学金を利用しています。そのような中、

卒業し、社会人になってから自身が返済に大変苦

労していることが昨今社会問題となっているとこ

ろです。自治体で個別案件の把握は難しいと理解

しておりますが、実態についての情報等ございま

したらお知らせください。そのほか、若者を応援

する本市の各種取組の実績についてお伺いします。

名寄市保育士等奨学金返還支援助成金や名寄市

保育士等就職支援給付金の利用実績について、名

寄市立総合病院の学資金貸与生の状況について、

名寄市立大学の地元就業助成金の実績について、

奨学金並びに修学資金に関わる利子補給制度の利

用状況についてお知らせください。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 五十嵐議員から

は大項目で１点御質問をいただきましたので、私

のほうでお答えをさせていただきます。

初めに、大項目１、移住促進、人材確保の取組

について、小項目１、移住促進、人材確保の各支

援メニューの実績について申し上げます。本市に

おける移住促進については、名寄市移住促進協議

会において移住相談や情報発信、移住体験ツアー

の受入れなどの取組を行っており、今年度名寄市

移住促進協議会での事業を通じて本市へ移住され

た件数は１１月末現在でＵターンが２件、３名、

Ｊターンが１件、１名の合計３件、４名となり、

新規での起業や就職につながっております。今後

さらに３件の子育て世帯がＩターン及びＪターン

での移住を予定されており、それぞれ就職や起業

される予定であると把握しております。また、名

寄市人口移動調査規則に基づき実施している転入

調査においては、本市へ転入した主な理由項目と

して就職、転職、移住等を設けており、回答して

いただいた各件数については整理しておりますが、
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ＵＩＪターンの区別については把握できていない

ため、現状としましては名寄市移住促進協議会で

の事業を通じて移住された方のみ把握できている

状況であります。

次に、国、道と連携して実施している名寄市移

住支援金の交付実績につきましては、事業開始と

なった令和元年度より現在まで１件であり、昨年

度市内企業への就職により交付となりました。ま

た、北海道が運営するマッチングサイトへの登録

者数は昨年度末で５社ありましたが、うち２社に

おいては今年度求人を行っていないため掲載され

ておらず、現在３社の登録状況となっております。

マッチングサイトへの登録促進に向けては、ハロ

ーワークなど関連機関と連携した周知を図ってき

ておりますが、今後においては個別での説明対応

も進めてまいります。

次に、新規就農者確保の取組実績及び創業支援

の実績についてでありますが、本市での就農に対

しましては、新規就農者募集イベントで対応した

方や農業体験実習事業を利用した１３組１７名の

方々が主に名寄で就農することへの関心を持って

いただいているものと認識しております。地域お

こし協力隊、農業支援員につきましては平成２５

年度より募集し、これまで６名の委嘱を行ってお

ります。うち２名は平成２９年度より名寄市にお

いて就農、１名は起業を目指し定住しています。

令和３年度より支援員の待遇改善を行ったことで

問合せ件数も例年より大幅に増加している状況で

す。また、名寄市新規就農者等に関する条例によ

る農業研修生への支援により平成２９年度より２

人が就農に至っており、現在も１名が令和５年度

の就農に向け研修を行っております。新規参入者

が名寄市を選択した理由として、多様な作物にチ

ャレンジできることや農業の仲間が多いこと、病

院や買物など生活環境が整った便利なまちである

ことなどが挙げられております。肥沃な大地の下

で育つ良質で多様な農産物、災害が少なく、安心

して暮らせる環境のほか、関係機関や団体、集落

支援員や地域の生産者の皆さんとの連携や協力に

よるサポート体制など、名寄市の強みや魅力とし

て紹介しております。

次に、創業支援の実績についてでありますが、

平成２８年度が１件、１３万６，０００円、平成

２９年度が１件、５０万円、平成３０年度が１件、

３８万３，０００円、令和元年度がゼロ件、令和

２年度が１３件、３，６９３万６，０００円、令

和３年度はこれまで１件の申請があり、現在事業

実施中であります。令和２年度については、新型

コロナウイルス感染症の経済対策の一つとして補

助率を１０分の８以内にかさ上げしたことに加え、

創業に対する奨励的支援として１件当たり３０万

円の補助を行ったため、実績が多くなっておりま

す。

次に、産業人材確保促進事業の進捗状況につい

てでありますが、令和３年１０月２６日に臨時議

会において予算の議決をいただきました大量離職

者地元定着推進及び産業人材確保促進事業で１２

月１０日現在、再就職による産業人材確保促進事

業の実績はなく、離職予定者の相談が１７件、う

ち地元定着推進事業の登録が１１件となっており

ます。

次に、小項目２、市内事業者の取組との連携に

ついて申し上げます。経済産業省によるデジタル

ツールを戦略的に用いた採用活動の支援や地方へ

の人流を創出することを目的とした地域新成長産

業創出促進事業費補助金は、地方企業４から８社

と企業分析、採用戦略の策定、デジタルツール活

用等を支援する採用支援事業者、暮らしや移住に

関する情報提供等を支援する自治体が一体となっ

てコンソーシアム形式で申請し、実施していくも

のであります。令和３年度の採択予定数は全国２

０件程度となっておりましたが、現在の公募は終

了し、１２件採択されております。採択されたコ

ンソーシアムを構成する地方企業に対しては、首

都圏及び地方大都市の若者人材を採用するために

要する採択支援事業者へのコンサルティング経費
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及び若者人材獲得のためのデジタルツール活用費

用に対し補助率２分の１以内、限度額、１社当た

り１００万円の補助金が支給されます。本市にお

いては、株式会社北海道共創パートナーズが採択

支援事業者として市内６社の企業を取りまとめ、

本年１０月、本市が採用支援自治体として加わっ

たコンソーシアム形式で申請し、１１月１６日に

採択の公表があったところです。本市としての連

携やサポートについては、この事業により移住を

検討している方に対しての相談や情報提供、移住

体験ツアーの受入れなど移住前後のサポートに協

力していくこととしております。また、さきに答

弁いたしました名寄市移住支援金に関わって、今

回この事業に参画された市内企業に対しては人材

確保に向け、積極的に取り組まれていることから、

さらなる雇用促進につながるよう移住支援金制度

においての対象法人として登録していただくよう

個別に説明対応を進めてまいります。そのほか市

内企業と連携した取組としては、名寄市移住促進

協議会において企業の魅力発信につながるよう職

場の風景や雰囲気などが伝わるようホームページ

内にて新たに企業を紹介するコンテンツを設け、

移住情報の充実を図ってまいります。

次に、小項目３、若者人材を応援する施策につ

いて申し上げます。本市では、市内で就労されて

いる方の奨学金返済状況等についての把握は難し

く、個別案件については承知しておりません。奨

学金等に係る若者を応援する取組実績についてで

すが、保育士等を対象とした名寄市保育士等奨学

金返還支援助成金及び名寄市保育士等就職支援給

付金では、名寄市立大学の社会保育学科の４大化

に伴い新卒者が２か年輩出されないことに加え、

全国的な保育士不足と待機児童問題がある中にあ

って、市内幼児教育、保育施設においても待機児

童解消のために必要とされる人材確保がさらに難

しくなることから、緊急対策として実施しており

ます。利用実績は、保育士等奨学金返還支援助成

金では平成３０年度及び平成３１年度の２か年事

業として実施しており、各年度において２名ずつ

の計４名が利用しております。内訳は名寄市外か

らの転入が２名と道内の学校に進学し、名寄市内

にＵターン就職した方が２名となります。

次に、名寄市保育士等就職支援給付金では、潜

在保育士等の就労促進に加え、新規卒業者に対し

ても就職支援準備金として採用予定者の段階で給

付できることから、初めての賃金が支払われる前

の生活に対する助成金となっております。利用実

績は、平成２９年度が４名、平成３０年度、１９

名、平成３１年度、１２名、令和２年度、６名の

利用で、内訳は新規採用が１０名、潜在保育士等

が３１名となっております。

次に、名寄市立総合病院の学資金対応について

は、過去５年間の実績として看護学科生９７名に

貸与しており、入院基本料の基準を満たす看護職

員配置を継続していくためには有効な制度となっ

ております。市立総合病院に看護師等として定め

る期間を継続して勤務したときは返還免除となっ

ており、当制度に関しては返済に苦労されている

ということはないと感じております。

次に、名寄市立大学の卒業生を対象とした地元

就業支度金助成事業については、卒業生が名寄市

のさらなる活性化や発展に貢献する人材として名

寄市内に定住して活躍していくことを促進する目

的で、市内に居住して、市内の事業所に就業する

卒業生に就業支度金を助成しております。平成２

８年度からの事業開始の助成額は１０万円として

おりましたが、令和元年度から２０万円に倍増さ

せることでより一層の地元定着が図られることを

目指しているものであります。また、就業支度金

の助成実績としましては、平成２８年度が２４名、

平成２９年度が７名、平成３０年度が１３名、令

和元年度が１９名、令和２年度が２２名となって

おり、５か年で合計８５名、年平均で１７名の卒

業生が地元、名寄に残って働く若者人材として活

躍しているところであります。

次に、奨学金並びに修学資金に係る利子補給制
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度の利用状況については、本市では奨学金や修学

資金の貸付けを受けた学生、生徒に対して基準額

に応じた利子補給を行っております。利子補給の

利用状況ですが、平成２８年度は３４件、平成２

９年度は３０件、平成３０年度は３０件、令和元

年度は１３件、令和２年度は２８件となっており

ます。利子補給の件数と給付額の実績については、

平成２８年度では２９件で、１０１万５，８７６

円、平成２９年度では２５件で、９１万８，７２

９円、平成３０年度では３３件で、１１８万３，

５９６円、令和元年度では２１件で、４２万５，

９５４円、令和２年度では１５件で、１０万１，

３６０円となっております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） それでは、答弁いた

だきましたので、順次再質問させていただきます。

まず、小項目１、移住促進、人材確保の各支援

メニューの実績について、各支援メニューの実績

ということもあり、多岐にわたりお答えいただく

ことになりまして、本当にありがとうございます。

転入時にアンケート調査を行っているということ

でしたが、アンケート調査行っている中で地域ご

との分析結果が、例えば道外、道内、都心部とそ

れ以外というような分析結果がありましたか。ち

ょっと聞き取れなかったのですが、すみません。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） アンケートとい

うことで、あくまでも任意の提出になっておりま

して、ここの中での分析ということは特に行って

おりません。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） なかなか移住してこ

られる方の分析というのは細かいこと、アンケー

トを取るのは個人情報もあるので、難しいとは思

うのですが、もしそういうものがあるとどういっ

た状況か把握できると思いますので、もし確認で

きたらいいかなと思いました。

それと、前回１１月１４日に東京都で開催され

た北海道移住交流フェアに参加されたと聞いてお

りますが、実際に参加されてどのような手応えで

あったか、受け止めについてお伺いしたいと思い

ます。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ３時２４分

再開 午後 ３時２６分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） すみません。東

京でのイベント出展に当たって、対応としては１

０名の方を対応してきております。コロナの前に

比べると来場者数は少なかったというところであ

りましたが、１年前もコロナ禍であったときから

比べると来場者は倍増程度来てくれていたという

ことでありました。受け止め、感触としては２０

代、３０代の農業や林業に興味、関心がある女性

が増えているといった傾向があるということと、

やはり時代なのか、環境やＳＤＧｓ、ここに対す

る取り組んでいるのかどうかという関心も非常に

強かったということでありました。あとは、北海

道の生活ということで、冬期間の生活についての

不安の相談が寄せられていたといったところであ

りました。

以上です。すみません。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。コロナ禍でありながらも去年もできたという

ことで、今年も参加できたということで、今年は

１０名対応して、中でも農業、林業への関心が高

いというのは少し意外だったように思いますが、

なかなかやはり普通の職業に就く、移住するため

に普通の職場を探して転職される方というのは少

ないのかなという印象を今受けたところでありま

す。その中で先ほど移住に関することでいいます
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と、移住支援金に関しては東京圏から名寄市へ移

住された方に対して移住等に関する要件を満たし、

かつ就業に関する要件ですとかテレワークに関す

る要件、企業に関する要件のいずれかを満たす方

に移住支援金を支給とありますが、その中でまた

就業先が北海道が運営するマッチングサイトに移

住支援金対象法人として掲載されていないと支給

されないという条件になっていると思うのですが、

その件、先ほど部長おっしゃられていたように、

今は３件ですが、これからはさらに増やしていき

たいということになっていますが、この辺の周知

に関しては直接企業のほうにやっていただけると

いうことで伺いましたので、その辺はお願いした

いと思います。

ハローワークに求人を掲載している企業という

のはたくさんあるのにもかかわらず、なかなか移

住支援金対象法人のほうにまで申込みをしていく

企業が少ないというのは、やはり周知がというか、

そういう支援制度が周知されていないのかなとい

うふうにも感じたのですが、この辺登録するとま

た一旦取り下げなければいけなくなるのでしょう

か。ちょっとその辺分からなかったのですが。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） どうぞ。

〇７番（五十嵐千絵議員） 先ほど５件あった中

から３件に減った理由が求人がもう必要がなくな

ったというお話でしたが、その件についてお願い

します。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、周知の関

係ですけれども、これは制度が創設されてから地

元、商工会議所、商工会等を通じて登録企業さん

に周知、連絡をしていただいた結果、今このよう

な状況となっているということでありますので、

制度的には我々は周知はされていると認識してお

りまして、さらに具体的にどのような手続が必要

なのだとか、支援が必要な場合には御連絡いただ

ければ、一緒に対応させていただくといったよう

な流れかなというふうに考えております。登録し

て、一度求人がなくなってしまったということで

あれば、そこに載っていると支援金の対象になる

というふうに勘違いされてしまいますので、当然

一旦そこからは一回落ちて、また募集をしていた

だけるような形があれば再度復活して、皆さん方

にお披露目するといったような形になるかなと考

えております。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） そういったものがも

うあるので、きっとハードルが高いところもある

のかなというふうに感じました。北海道への移住

を考える方は、先ほど言われたように、環境の問

題ですとかＳＤＧｓの問題ですとか、そういった

ことの関係もあり、若者からも増えているという

ことは多いと伺っておりますが、そんな中、今人

口も減っている中で、都心部だけに目を向けてい

るだけではいられないという危機感も実際感じて

いるところであります。

そんな中、ちょっと１つ確認をさせていただき

たいのですが、私は札幌圏域から来られた方もＵ

ターン、Ｉターン、Ｊターンというふうに認識し

ているのですが、国の認識としては、お調べした

ところ、東京圏からの一般的にＵＩＪターンとい

うのは東京や大阪などの大都市圏から地方に移住

することであるという定義といいますか、そうい

うふうな説明が書いてあるのを見たのですが、部

長の見解をお聞きしてもよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ＵＩＪターンの

考え方ということですよね。あくまでも制度とし

ては首都圏、人口集中地域から全国に分散するよ

うな、促すような制度ということで、今回は首都

圏と人口集中地区が対象になっていますけれども、

そもそもＵＩＪターンというのは生まれたところ

から一度出て、また戻ってくる、これがＵターン。

Ｉターンというのは、首都圏から地方に入ってく

るというＩターン。Ｊターンは、名寄市の近郊に
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いたけれども、地方に出ていって、ここの近郊の

住みやすいところが名寄だなと思うのであれば、

名寄に住んでいただけるような形をＪターンとい

う認識ですので、ここは地方に出ていった方が皆

さんＵＩＪターンという表現に当てはまるのでは

ないかなというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 部長と認識が一緒で

ちょっと安心しました。私も札幌圏も私たちのま

ちから見たら、もちろん人口も多いですし、都会

だという思いがありますので、その辺ではＵター

ン、Ｉターンという言葉を使っているのですが、

ちょっと国の支援制度とはずれていたので、少し

不安に感じたところでありました。ここ３か月の

間に、私の職場の話で申し訳ないのですが、札幌

圏から２人の若者が入社しまして、そのほかにも

３年前にもＩターンで札幌圏から若い方が入社し

て、移住してきてくれたのです。そういう札幌圏

域からの移住者の把握も大事だと思うのと、あと

このように名寄に移住してくれている方に対する、

貴重な若者に対する支援というものが少し、探し

てはみたのですが、ないのが実情でありまして、

名寄市の、先ほどもお聞きしたとおりで、支援メ

ニューというのはたくさんありまして、新規就農

支援ですとか創業の支援とかいろいろあるのです

けれども、例えば先ほど言った移住支援金に関し

ましても東京圏からではないとお金が出ないとい

ったように限定されておりまして、普通に札幌か

らいらした方に対する支援のメニューがちょっと

漏れてしまうということもありますので、その点

何か名寄市として支援できるお考えがないかどう

かについてお伺いしたいです。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 実はこの移住政

策については、これまでの行政評価でもＣ以上つ

いたことがございません。必ずＰＤＣＡを回さな

ければならないという評価をいただきながら、こ

の間進んできております。そんなことも受けて、

我々も毎年知恵を絞りながらどうしていこうかと

考えておりますけれども、ただ同じようなことを

やっているとなかなか目につかないということも

ありまして、今回もこれから予算査定というとこ

ろに入っていきますけれども、その予算の中で我

々の考えを提案させていただきながら、次のスタ

ートというか、次の名寄のスタイルというのを見

せていきたいなというふうに考えておりますので、

まだこれから、予算協議という段階に入っていま

すので、ここで多くは述べられませんけれども、

我々としての考えも担当としては持ちながら来年

度に向かっていきたいというふうには考えており

ます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 内容が気になります

が、楽しみに待っていたいと思います。

今の移住促進のメニューの件で、移住促進協議

会のほうのホームページを見ますと、いろいろな

支援のメニューとかも分かりやすく載っていて、

移住したい人がそこを見れば暮らしの支援ですと

か就業ですとか、そういった開業支援、創業支援

ですとか、そういったことに関するものが分かり

やすく載っていたのですが、例えば移住されてき

た方に、これは例として、今産業振興室でつくっ

ている支援メニューのこういうガイドブックがあ

りますけれども、そういった感じの移住した方が

一発で分かるような、自分がどんなものに当ては

まるかというのが分かるようなガイドブックとい

うものは現在はあるのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 名寄市で昔は市

勢要覧というものをつくっておりましたが、今市

勢要覧という形ではなくて、転入者に向けていろ

いろ手続等をまとめた、支援内容をまとめたよう

な冊子を作っておりますが、今情報としては紙媒

体としてはそういったところしかないような状況

であります。今御提言をいただいたと受け止めま

したので、また移住促進協議会の中でもそういっ
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たさらに分かりやすいところについても情報提供

していきながら研究してまいりたいと考えており

ます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 窓口に行けば親切に

教えていただいているということは重々承知して

おりますが、もしそういったものがあればまた一

人で見返したりとかできますので、ぜひ御検討い

ただければと思います。

次に、小項目２について、市内事業者の取組と

の連携について先ほど御説明いただきました。同

じ目的を持った企業が数社、市内６社と自治体、

また採用支援の事業者さんとがコンソーシアム形

式で申請する事業ということですが、東京などの

大都市に人口が集中し、地域自体の労働力人口が

減少しているのは周知の事実であると思います。

依然として求職者に対し求人数が上回っており、

加えて採用活動が思うようにできていないという

ことも原因の一つとして挙げられます。求職者の

数がそもそも少ないので、都市部の若者人材を獲

得する取組に力を入れたいのは当然のことと考え

ますが、個々の企業が都市部へ出向いて求職活動

をし、採用にこぎ着けるということ自体はやはり

ハードルが高いと言えます。そこで、この戦略的

ツール活用型若者人材移転支援事業の活用により

求人の掲載となるわけでありますが、確認させて

いただきたいのが市のサポートの実際の流れとし

ては都市部の若者人材へ向けた求人をデジタルツ

ールを活用して行った場合のその後の応募者の選

考の段階で本市のメニューである移住体験ツアー

ですとか情報提供していただくということで、実

際に名寄の企業に足を運んでいただくとか、そう

いう使い方ということでよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ３時４１分

再開 午後 ３時４３分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今の戦略的ツー

ル活用型若者人材移転支援事業についてですけれ

ども、この事業は、先ほど答弁にもありましたと

おり、地方の企業、名寄市で今回の場合は６社に

なっておりますけれども、それとそれから企業の

分析ですとか採用戦略の策定、デジタルツールの

活用などを支援する採用支援事業者、これは先ほ

どの答弁の中で株式会社北海道共創パートナーズ

さんということになっています。これに対して暮

らしや移住に関する情報提供など支援するという

ことで、自治体も一緒になってコンソーシアム形

式で支援するということになっています。この場

合、デジタルツールを活用した採用活動というも

のを採用支援事業者であります共創パートナーさ

んが参加している地方の事業者さんに提供といい

ましょうか、利用していただいて、ここで利用し

た結果、例えば求人に対して求職者といいましょ

うか、手を挙げる方がいらっしゃった場合に採用

支援事業者から私ども名寄市にそういう方がいる

よということで御連絡があり、私どもから移住に

関するサポートできると、そういう仕組みになっ

ていると。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ということは、企業

が直接市にお願いするのではなく、採用支援業者

様のほうから市のほうに取り次いでいただいて、

そこから支援メニューを活用していただくという

流れで間違いないですね。ありがとうございます。

企業単体での採用活動には限界がありますので、

こういった、今回は全国１２件採択ということで

締め切ったそうなのですが、今後この取組が成功

していく中で、またほかの事業所さんもいろいろ

取組できる道しるべになるかと思いますので、今

後も市のほうで協力していただけるとありがたい

と思います。

次に、小項目３についてお伺いしたいと思いま

す。先ほど若者人材を応援する施策としてほぼ奨
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学金のお話ですとか就職支度金のお話についてお

伺いしたのですが、保育、医療、介護関連におき

ましては人手不足に悩んでいることと承知してお

ります。ですが、市内、今どの業種を見ても人材

の獲得に苦戦している状況です。先ほど壇上でも

申し上げましたが、奨学金を返しながら働く若者

が実際増えている状況の中で、移住促進施策の一

環として、一定の条件をつけて奨学金の返済支援

を行う自治体が増えているというところでありま

す。現在本市では職種を限定した中で返還支援と

なっておりますが、例えば一次産業も含め対象職

種を絞らないようにすることで地域の担い手不足

を解消する狙いがあると考えますが、その点に関

して移住促進施策の一環として本市としてそのよ

うな制度導入の検討をした経過がおありかどうか

お尋ねいたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 移住施策として

という切り口での再質問ですけれども、これまで

本市のほうで取り組んできた中身としてはまずは

地元の、近隣と大きな違いとして挙げられるのが

地元に大学があるといったことで、この地元の大

学の有能な人材をぜひ地域に残していきたいとい

うことでのそこの促進するための支援として、名

寄市立大学の学生さんたちの地元就職した場合の

支援ということをこれまでやってきております。

それから、職種に限定した取組としては保育士と

いうことで、お話もしたとおり、２年間やってき

ましたけれども、これは当然４大化に伴った新規

の人材が配置されないという背景もありましたけ

れども、あくまでもこれは行政サービス、法律に

基づいた保育、幼児教育サービスというものが人

材が不足していて厳しい中で、そこを補うために

臨時的に対応してきたということだろうというふ

うに思います。今職種的な縛りなく、移住の政策

としての考えはどうなのですかねというお問合せ

いただきましたけれども、道内でも、議員お話し

いただいたとおり、奨学金についての支援につい

ては取り組んでいる自治体が出てきているのも事

実でありますので、これは情報収集はさせていた

だきながらいろいろな角度でやっぱり分析してい

かなければならないかなと思っています。今のと

ころまだ具体的なお話をできるとかというレベル

にはなっておりませんけれども、お話ししたとお

り、近隣含めて道内の取組状況と情報収集からま

ず始めさせていただきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 部長もおっしゃって

いたとおり、最近奨学金返還支援を進められてい

るところが増えてきたということで、令和３年６

月１日現在で全国でいいますと３３府県４８７市

町村が奨学金返還支援に取り組んでいるそうです。

その中で北海道の状況が７月２１日の北海道新聞

に載っていたのですが、２０２０年調べで道内の

４７市町村が奨学金返還支援を取り組んでいると

いうことで、参考までにお伝えしたいと思います。

奨学金返還支援制度は、進学を機に名寄を離れて

いった若者が帰郷して働くきっかけであったり、

あるいは移住を促し、人材不足の解消にもつなが

る長い目で見て有効な取組であると考えます。市

町村に対しては奨学金返還支援に関わる市町村の

負担額、広報に関わる経費に対して特別交付税措

置ということになっていますので、ぜひ検討を進

めていただきたいと思います。これは先ほど部長

も他の自治体ですとか、そういった動向も見なが

らというお話ではありましたが、全ての自治体が

始めてしまっては意味がないといいますか、出遅

れてはいけないことなのではないかなと思いまし

たので、なるべく早急に御検討いただけるとあり

がたいと思います。

以上で終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で五十嵐千絵議員

の質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 議案第２０
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号 令和３年度名寄市一般会計補正予算（第８

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２０号 令和３年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、子育て世帯に１人当たり５万円

の現金給付を行う子育て世帯臨時特別給付金の給

付に係る経費を補正しようとするものであります。

歳入歳出それぞれ２億８３１万７，０００円を追

加をし、予算総額を２２８億９，８５０万１，０

００円にしようとするものであります。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款総務

費におきまして情報化推進事業費６９万３，００

０円の追加は、特別給付金給付のためのシステム

改修委託料を追加しようとするものであります。

３款民生費におきまして子育て世帯臨時特別給

付金給付事業費２億７６２万４，０００円の追加

は、特別給付金のほか給付に係る事務費を追加し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１６款国庫

支出金におきまして、特別給付金給付に対して交

付される補助金２億８３１万７，０００円を追加

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、ただいま

提案されました子育て世帯臨時特別給付金に関わ

って確認をさせていただきたいと思います。

今回の特別給付金、１８歳未満にコロナ禍の中、

１０万円の給付をということで前段の現金５万円、

年が明けたらクーポンでというふうになっていた

かというふうに思います。その中で、ここ数日間

の中で政府関係者の中から２回目のクーポンの配

付については各自治体に任せる旨の発言がされて

いるところでありますけれども、名寄市としては

この後の、今回は現金５万円ですけれども、その

後についてはどのようにされようとしているのか

確認をしたいと思います。

もう一点は、１人５万円ですから、４，１００

人分の今回の補正予算になるかと思います。小中

学生には児童手当等の作業の中でスムーズにでき

るという話もありました。１８歳未満ですから、

それ以上の子供たちのこともあります。ですから、

そういった方々に混乱なく行き渡るようにしてい

ただきたいというふうに思っているのですが、そ

の点についてどのように進められているのか御説

明をいただければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） まず、１点目の

今回の１８歳未満の１０万円給付で、現金５万円

はずっと言われていまして、残りの５万円、クー

ポン券という話がここ数日の報道等によってです

ね、自治体でも現金給付をするというようなお話

があった中で、名寄市の対応はということで御質

問だというふうに思っております。本日衆議院の

予算委員会の中で審議されているところでありま

す。この中で、質疑の中で岸田首相についても自

治体の判断で地域の実情に応じ年内からでも１０

万円の現金を一括給付することも選択肢の一つに

加えたいという、そういった意向を示した答弁を

しているようであります。ただ、これまで国が言

っている地域の実情というものが令和４年６月末

までにクーポン券を給付することができない、そ

ういった自治体という位置づけだったのです。た

だ、今日の答弁以降この要件がどういうふうに変

わるかというのは動向を注視しなければ、この場

で現金に切り替える、現金をするという、クーポ

ンにするという判断はちょっとできない状況にあ

ります。国のほうの審議可決後、各自治体にその

詳細の取扱いについての通知が来るかというふう

に思いますので、それを見極めながら速やかに市
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としても対応していきたいというふうに考えてい

るところであります。

もう一点目の給付の関係ですけれども、中学生

以下については児童手当支給されている方なので、

うちも把握できていますので、それぞれの受ける

確認をして、速やかに年内に支給ができるかとい

うふうに思っております。高校生につきましては、

周知方法、市内にいる方だったり、住民票を置い

て向こうに行っている方、また単身の方含めてい

ろんな世帯いるわけですから、これ全国自治体、

全国で各自治体が周知をしていますので、本市に

おいても市内の部分についてしっかり広報だった

り、新聞等々としっかり周知をしながら、またそ

れぞれ当該している生徒の保護者同士がいろんな

部分で情報交換をしてもらうのもちょっと期待を

しているところですけれども、できる限りいろん

な媒体を使いながら周知をして、給付が受けられ

る方全てが受けられるような形で進めてまいりた

いと思いますし、申請が行われた場合については

速やかに給付できるような体制、事務処理も進め

てまいりたいというふうに考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今国の動向を見なが

らというふうなお話がありました。私の知り合い

も５万円ずつ現金とクーポンということでした。

こんなに分け分けしないで、このコロナ禍、大変

なのだから、一遍にいただけたらどんなに助かる

か、そんな話も聞いているところです。ですから、

国の動向を待っているばかりではなくて、やはり

自治体としての作業の大変さ、またそういった受

給される市民の声も積極的に受け止めながら国の

ほうに届けていくということも必要ではないかな

というふうに考えるのですが、この点についてさ

らにお考えをお聞かせいただきたいと思います。

あと、全ての対象者の方々に行き渡るような手

だて、やっぱり今いろいろ考えているというふう

な御答弁がありました。ぜひ給付漏れがないこと

を願っているところですので、細かな対応をして

いただくことを望んでいます。もう一度御答弁を

いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 国の動向という

ふうに話をさせていただきましたけれども、今回

の国の交付金を活用しての事業というふうになり

ます。そういった面では、その要綱の中身がどう

いうふうになって、該当しないような状況でいく

と、これ一般財源でやらなければならない状況に

なりますので、しっかりそこ注視しながら速やか

に対応できるものは対応していきたいというふう

に考えているところであります。そういった面で

は、国の今の衆議院の予算委員会、臨時国会の可

決状況によりますけれども、場合によっては議会

のほうとも相談、調整をしながら対応する場面も

出るかもしれませんけれども、ただ、今現在の中

では国の動きを注視しながらということしかちょ

っと申し上げられませんので、御理解をお願いい

たします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 難しいところ強引に

求めてしまっているようですけれども、しかし待

っている人たちはそれぐらいに待っているという

ことを受け止めていただいて、対応に当たってい

ただきたい、そのことを心からお願いして、終わ

りたいと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御
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異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 遠 藤 隆 男

署名議員 高 野 美枝子
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令 和 ３ 年 第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和３年１２月１４日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

お悔やみコーナーの設置を外３件を、高橋伸典

議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、順次質問

してまいりますので、よろしくお願いいたします。

まず、大きい項目１点目、お悔やみコーナーの

設置についてをお尋ねをいたします。葬儀の際、

役所への手続は個々の状況によって変化をします

が、名寄では住民票、そして国民健康保険等と２

階に行き、そして最低でも３か所回り、数十種類

の手続をしなければなりません。ある８０歳を超

える老夫婦の方から自分もそのような年になって

きたという相談を受けました。家族を亡くして、

遺族が行う故人に関わる各種手続の負担を軽減す

るためにお悔やみコーナーを設置してほしいとい

う高齢者の遺族やその不安や負担の軽減を進める

のが行政マンの責務と考えております。ある自治

体では、必要な手続内容をまとめたお悔やみガイ

ドブック、手続が必要な各部署の一覧表や持参す

る書類等々が一目で分かる紹介ガイドブックを制

作している市町村もございます。宮崎市、豊田市

では負担を減らすため１か所で行えるお悔やみコ

ーナーを設置、ガイドブックやチェックシートを

行っているそうです。延岡市では、電話予約時に

担当が聞き取りを行い、事前に関係部署の必要書

類をお悔やみコーナーに設置し、役所職員が交代

でその場に行き、来庁時のスムーズな手続の支援

を行っております。高齢社会が進み、不安を抱え

る市民負担の軽減のため、お悔やみガイドブック

の作成とワンストップでの手続できるお悔やみコ

ーナーの設置の理事者の御見解をお願いいたしま

す。

高齢者のデジタル格差の解消へ向けての質問で

あります。全国で自治体ＤＸ推進計画が進む中、

社会のデジタル化が進み、今の生活必需品となり

つつあるスマートフォン、その使い方を高齢者に

親切に無料で教えるスマホ講習会が各地で好評に

開催をされております。スマホ機器を使いこなせ

るか否かで生じるデジタルディバイドの解消を目

的とし、地域、自治体主体や携帯ショップと連携

で開催されております。マイナンバーカードの個

人向けサイト、マイナポータル利用方法、スマホ

を使った行政手続方法等を学んでおります。ある

自治体では、携帯ショップと連携し、高齢者が６

回の講習に参加し、市の防災情報等々を発信でき

る、またライン公式アカウントの登録や基本情報

の登録し、操作できるようになったことで、スマ

ホ購入代補助２万円を受けられるそうであります。

本市の現状と課題について、またデジタルディバ

イドの解消の考え方について理事者の御見解をお

願いします。また、総務省のデジタル活用支援推

進事業を活用した高齢者のデジタル格差解消のた

め、初めてでも安心してスマホが使えるシニアス

マホ教室の開催についての理事者の御見解をお願

いをいたします。

大きい項目３つ目、ＩＣＴを活用した市民サー

ビスの向上についてであります。マイナンバーカ

ードの利活用の推進についてでもありますが、行

政サービスの向上の具体的な施策にマイナンバー

カードの利活用の推進が必要と感じられます。マ

イナンバーカードのメリットはコンビニ等々、コ
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ンビニエンスストアなどで各種証明書が取得開始

されております。２４時間コンビニエンスストア

で住民票等証明書が発行されるため、普及が全国

で進んでおります。現状と課題について、またマ

イナンバーカードの普及促進の考え方についての

理事者の御見解をお願いいたします。

近年の動きとして、本年５月に成立しました医

療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための

健康保険法の一部改正の法律が施行されました。

保険者間での資格情報を一元化に管理する仕組み

を創設し、マイナンバーカードを用いた資格確認

手続の電子化を含めたオンライン資格確認制度と

なっております。保険証の２桁追加の個人単位化

した保険証かマイナンバーカードの電子証明の活

用が可能と伺いました。また、児童手当等の受給

資格の請求や現況届等や保育所に必要な就労証明

書等が電子申請対象となりました。健康保険証等

への対応等について、理事者の御見解をお願いい

たします。

それに伴い、国はキャッシュレスポイントの還

元率をうたっております。再度新規申請者、健康

保険証、そして金融機関、申請書等に伴うキャッ

シュレスポイントの再交付が決まりました。国民

健康保険のオンライン資格確認や保険、保育、児

童手当、またマイナポイントの政府環境整備に対

して当市の対応について理事者の御見解をお願い

をいたします。

大きい項目３つ目、小中学校の教室、体育館の

エアコンの設置についてであります。地球温暖化

に伴い、異常気象の発生が頻度に高まっておりま

す。突然風が巨大化するおそれがあります。もち

ろん異常気象は今の気候でも発生しますが、地域

によっては今まで経験したことのないような異常

気象が発生しております。今まで８月頭まで暖か

い日が少ない、続きました。お盆からは秋を感じ

る涼しさが訪れておりましたが、昨年は異常気象

で８月後半まで暑さが続きました。電気販売店に

はクーラー、扇風機が一台もなく、８月末まで猛

暑が続きました。児童生徒が快適に不便のない学

校生活を実現するため、熱中症など命を落とすリ

スクを最小限にするためにクーラーの導入する学

校が増えております。また、数百人規模の生徒が

集まる小中学校の体育館では、夏場にクーラーを

使用しないと熱中症にかかってしまう問題も近年

表面化しており、安全で安心した学校生活を送る

ことが理想と考えております。コロナ禍でマスク

の着用が必要となり、リスクが高くなる中、クー

ラーは熱中症を防ぐ役割を果たしております。ま

た、体育館は災害時に避難所になることがあり、

地域住民も使用するため、冷暖房設置は喫緊の課

題とされております。また、エアコンのある、な

しは他市からの移住を決める際には少なからず影

響を与えると言われております。このような幾つ

かの観点から教室と体育館にエアコンなどの空調

設備が必要であると考えます。早急に設置してい

ただきたいのですが、いかがでしょうか。学校施

設環境改善交付金を使用すれば空調の３分の１の

交付金を負担してもらえるというふうにお聞きし

ております。現状の課題及び小中学校教室と体育

館のエアコン設置の現況と取組と考え方について

理事者の御見解をお願い申し上げ、壇上での質問

とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） おはようございます。

高橋議員からは、大項目４点について御質問いた

だきました。大項目１と３は私から、大項目２は

総務部長から、大項目４は教育部長から答弁させ

ていただきます。

初めに、大項目１、お悔やみコーナーの設置を、

小項目１、現状と課題について、小項目２、お悔

やみコーナー設置とガイドブックについて関連が

ございますので、一括してお答えいたします。親

族などの死亡に伴う行政手続の支援につきまして

は、現在全国では２００近い自治体で、また道内

では７つの自治体で導入されており、コーナーを

設け、そこで全ての手続が完結できるものや職員
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が付き添いながらタブレット等で申請書の作成支

援等を行うものなど各自治体で様々な取組がなさ

れているものと承知しております。あわせて、パ

ンフレットやチェックシートを利用した説明がな

されております。本市における死亡に関する行政

手続につきましては、窓口で今後必要となる手続

一覧を示したシートを使用して御説明をさせてい

ただき、その後できるだけ職員が付き添い、各担

当部署への御案内を行っているところでございま

す。今後必要な手続が確実に行えるより分かりや

すいチェックシートなどを研究してまいりたいと

考えております。また、お悔やみコーナーにつき

ましては、庁舎の現状から申し上げますと、通常

の業務として特定の行政手続を行うための場所の

確保は難しい状況となっておりますが、引き続き

窓口における丁寧な対応を心がけまして、お越し

になられた方への御負担をできるだけ軽減できる

よう努めてまいります。

続きまして、大項目３、ＩＣＴを活用した市民

サービスの向上について、小項目１、現状と課題

について、小項目２、マイナンバーカードの普及

促進について、小項目３、健康保険証への対応に

ついて、小項目４、マイナポイントの対応につい

て関連がございますので、一括してお答えいたし

ます。ＩＣＴ化やＤＸ化などによる地方行政のデ

ジタル化の推進につきましては、市民サービスの

利便性向上や行政の業務効率化を図るため、今後

各自治体におきましては国の動きに合わせながら

各種施策に取り組んでいくこととなります。マイ

ナンバーカードにつきましては、このデジタル化

の推進に際しオンライン手続を可能にするものと

して今後様々な場面での利活用が図られるものと

理解しているところでございます。このマイナン

バーカードの関連施策といたしまして、国ではオ

ンライン資格確認やマイナポイント事業を実施し

ております。健康保険証のオンライン資格確認に

つきましては、本年１０月から本格的に運用が開

始されておりますが、現在全国的に医療機関など

でのシステム導入が遅れており、市内におきまし

てもまだ運用が進んでいない状況とお聞きしてお

ります。また、マイナポイント事業につきまして

は、キャッシュレス決済の基盤強化などを目的と

して本年１２月末まで延長して実施しておりまし

たが、本市におきましてはスマートフォンやカー

ドリーダーがない方に対しまして窓口でマイナポ

ータルサイトにおけるカード設定支援などを行っ

ております。さらに、自治体独自の関連施策につ

きましては、証明書のコンビニ交付サービスや公

共施設の利用カード化など様々な利活用が図られ

ているものと承知しております。議員御指摘の証

明書のコンビニ交付につきましては、その利便性

について認識してはおりますが、多額の導入経費

など費用対効果を踏まえ、本市では導入に至って

いないところでございます。なお、マイナンバー

カードの普及促進につきましては、現在本市のカ

ード交付率は３７％であり、国平均３９％と比べ

ますと同様の伸び率で推移しているところでござ

います。国では、令和４年度末までほぼ全国民に

カードが行き渡ることを目指しておりますので、

その周知広報と併せ、本市でもできる限りのＰＲ

支援を行ってまいります。また、児童手当の申請

や保育施設等の利用申込みなど国が進める行政手

続オンライン化については、全庁的、横断的な推

進体制の構築を進めながら情報収集に努めており

ます。今後も国や他の自治体の動向を注視し、自

治体情報システムの標準化や共通化、各種行政手

続のオンライン化などのデジタルに関する取組を

順次進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは大項目２、

高齢者のデジタル格差解消へ、小項目１、現状と

課題について、小項目２、デジタルディバイドの

解消について及び小項目３、スマホ教室の開催に

ついて関連がございますので、一括してお答えい

たします。
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国ではデジタル社会の到来を見据え、誰一人取

り残さない人に優しいデジタル化といった方針を

示しており、自治体においてもデジタルを活用し、

一人一人のニーズに合ったサービスを提供するこ

とが求められております。本市としても高齢者の

デジタルディバイドの解消は大きな課題であると

認識しており、インターネットやパソコン、スマ

ートフォンなどの情報通信技術を年齢や障がいの

有無、性別、経済的な理由などにかかわらず利用

することへの格差が生じないよう取組を進める必

要があるものと考えております。特に今回のコロ

ナワクチン接種におきましては、パソコンやスマ

ートフォンを利用できない方が相当数いたことで

混乱が生じ、改めてデジタルへの課題が浮き彫り

になったところです。現在本市では、デジタルデ

ィバイド対策として高齢者の参加が多く見込まれ

る出前トークの介護予防のメニューの中でスマー

トフォンを活用し、ラインでの情報収集の仕方に

ついて説明機会を設けたほか、情報伝達の手段と

して民放テレビの地デジ広報サービスの利用を開

始したところです。今回御提言のあったシニアの

スマホ教室は、デジタルディバイド対策として有

効な手段の一つと考えており、総務省のデジタル

活用支援推進事業の活用も視野に入れ、スマート

フォンの基本的な動作やラインなどのＳＮＳの使

用方法、さらにはマイナンバーカードの申請や活

用方法などよりデジタルになれ親しんでいただけ

る内容で実現できるよう民間業者や関係機関と連

携しながら実施に向けて協議を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは大項目４、

小中学校教室、体育館のエアコン設置を、小項目

１、現状の取組と課題について、小項目２、エア

コン設置について関連がございますので、一括で

お答えさせていただきます。

市内小中学校１１校におけるエアコンの設置状

況についてでありますが、全ての学校のパソコン

教室には情報機器からの発熱を考慮し、エアコン

の設置が完了しておりますが、普通教室や屋内運

動場にエアコンが設置されている学校はありませ

ん。そのため、令和２年度にエアコンの設置がさ

れていない教室については風通しをよくするため

網戸の設置や風の循環をよくする大型扇風機を各

学校の必要台数について整備するとともに、児童

生徒には小まめな水分補給をさせるなど熱中症対

策を行ってきております。しかしながら、本市に

おいてもここ数年７月や８月に真夏日が続くこと

から、児童生徒が良好な環境の中で学校生活を送

るためエアコンなどの空調設備を各学校に整備す

ることは暑さ対策において大変有効な手段である

と認識しております。そのため、新年度において

は各学校の保健室にエアコンの設置を検討してお

りますが、学校施設は規模が大きいこともあり、

全ての教室や屋内運動場などにエアコンを設置す

ることとなると多額の経費となるため、早急なエ

アコンの設置については難しいものと考えており

ます。今後においては、他の公共施設のエアコン

設置状況も考慮し、国などからの特定財源に注視

しながら少しでも早く設置が可能となるよう学校

施設におけるエアコン設置への優先場所の選定や

大型冷風機の導入など、他の有効な方法について

模索していく必要があるものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。再質問をさせていただきます。

まず、お悔やみコーナーの設置ということで、

名寄は、宮本部長言われたように、職員が丁寧に

各担当部署まで行って、説明をされているという

部分は分かります。分かるのですけれども、最後

に言われた、やる場所がないと言われたのですけ

れども、場所はつくれると思うのです。場所的に

はつくれると思うのです。どうつくる可能性を探

っていくかという部分が必要かなという部分が私

は必要なのかなと。高齢の方でも６０歳だとか６
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５歳、今の方元気ですから、いいのですけれども、

本当に７５歳超えられたらなかなかこの名寄市の

庁舎、１階も含め階段があり、２階も含め階段が

あり、こういう状況で高齢者を職員が連れて案内

しても大変やっぱり苦労されるかなという思いは

私はあると思いますけれども、その方も８０超え

ていますので、このお話を聞いたときに、前も何

回かこのお悔やみのものはやらさせていただきま

したけれども、今現状、名寄、各全国も含め全道

でも何十か所かこのお悔やみコーナーを設置され

ているという部分ですから、この名寄庁舎はそう

いう部分で造っておられないかの可能性もあるの

ですけれども、やはり無理だでなくて、どこを使

えば可能性があるかなという部分を考えていただ

きたいなという。私は一番いいのは選挙で使った

選挙管理委員会のあそこが一番ベターかなという。

あそこでしたら住民票だとか何かの機械の設置も

近くですし、ある程度の状況がつくれるのかな。

選挙管理委員会なんてどこでも私はいいと思うの

です、はっきり言って。渡辺部長に悪いですけれ

ども、どこでもできると思う、選挙管理委員会は。

市民が必要とする部分というのはやはりそこにつ

くり上げていってあげないといけないのかなとい

う思いがあるのですけれども、もう一度御見解を

お聞きしたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 親族を亡くした方で、

心身ともにお疲れのときに手続にお越しになるこ

とが多いですし、議員おっしゃいますように、御

高齢の方がやはり多くなってきておりますので、

そういった方たちに寄り添った、その立場に立っ

た対応が必要であると考えております。場所につ

きましては、確かに何とか場所を見つけていくも

のだというところはございます。現状で先ほどの

市民年金の係の隣のスペースにつきましては選挙

での期日前投票の会場のほかにも各種給付金での

手続ですとか様々なイベントで使用しております

ので、なかなかそこに常設して置くというのは難

しい部分はございますけれども、今後もそういっ

た場所をつくれないかですとか研究はしてまいり

たいと思っております。また、御高齢の方で２階

に上がったり、３階に行ったりするのが大変な方

につきましては、職員が下まで下りてきまして、

手続など現状行っておりますので、引き続き丁寧

な対応を心がけてまいりたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。本当に場所厳しいという部分は分かりま

すけれども、対応的にやっぱり、毎日お悔やみコ

ーナー使われる状況があるかといったらないと思

うのです。やはり若い方だったら市民課行って、

国保行って、そして向こうの税務課行ってだとか

というふうにはできると思いますから、本当に高

齢者の部分や何かは、あそこに長テーブル２つつ

けて、椅子つけて、ばっとそのときだけ対応すれ

ば私は可能かなという部分は考えておりますので、

ぜひ検討していただきたいなと思います。逆にこ

の４階会議室、開いてますから、お使いになって

もいいかなという思いはありますけれども、市民

がそういう負担がない部分をつくり上げていくと

いうのが行政マンの仕事でないかなというふうに

私は思っておりますので、ぜひこの場所というの

を検討していただいて、そして早急にやっぱり高

齢者の方々が、このパンフレットあって、チェッ

クシートがあって、市役所に電話して、これとこ

れを持ってきてくださいと言われたらそれを持っ

ていけば一回で済むよと。一々、一々一回家に帰

ってというふうでなくて、本当にその中で一回で

終わってしまうという状況をつくり上げていって

いただくことをお願いいたします。

では次に、高齢者のデジタル格差の解消につい

てということで、先ほど渡辺部長がこの教室の開

催を進めていくということで安心しました。本当

に議員の方でもよく高齢者の方がスマートフォン

使えないだとかいって質問される方もいますし、

ということで本当各市町村では６０歳以上の方が
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しっかりとデジタルディバイドにならないように

進められているのかなという部分があります。本

当今この自治体のＤＸ推進計画が始まりまして、

いろんな部分で行政の方やられているというふう

に思っています。このＤＸ計画見ましたら、一番

私は重要な、マイナンバーカード、そしてＤＸも

一緒に関連してお聞きをしたいなというふうに、

昨日のちょっとマイナンバーカードのことで同僚

議員が質問して、宮本部長にお聞きするのが少し

足りなかったかなと。何か寂しいような顔してい

たので、それを含めて今日は何点か御質問させて

いただきます。

このＤＸ推進計画なのですけれども、本当計画

を踏まえてデジタル化による利便性の向上、国民

が早期にいろんな部分を受け取れるように令和４

年度を目指して、令和４年度ということは令和５

年の３月３１日、あと１年３か月しかないのです。

その中で国と自治体が協力して原則全自治体で、

特に国民の利便性向上に資する手続についてマイ

ナポータルと、そしてマイナンバーカードを用い

てオンライン手続を可能にする。各種行政手続に

ついても地方公共団体におけるオンラインの利用

促進指針を踏まえてということで言われ、積極的

に進めていくというふうに書いてあります。もう

マイナンバーカードはあと２年なのです、この目

標が。ということは、本当に早急に進めなければ

いけない作業でもございますし、マイナンバーカ

ード３９％ですか、国よりも若干増えている。で

も、行政としてこのデジタル化を何とか行政で早

めにつくり上げて、そして市民のサービス向上の

ためにやっていこうというところは何か所か見る

と６０％になっているのです、マイナンバーカー

ドが。そこまで進んでいるところもございます。

それを今やれということではなく、これに向かっ

てやっぱり進んでいただきたいという部分で質問

させていただいているのですけれども、そして一

番最初のスタートのラインで言われているのがこ

のＤＸ推進計画に向けて、実現に向けてまず首長

と幹部職員によるリーダーシップや強いコミット

メントが重要だと。やる気という部分ですか、こ

れを何とか完遂しようという思いだという部分だ

と思うのですけれども、一般職員もこのＤＸの基

礎的な共通理解を今からつけていかなければいけ

ないというふうにこの推進計画表には記載をされ

ています。この部分で渡辺部長の思いをお願いを

したいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 高橋議員のほうから

今後のデジタルの関係、進め方も含めまして名寄

市の思いといいますか、ということだったと思い

ます。御案内のとおり、デジタル化につきまして

は加藤市長のほうからも重点取組事項だというこ

とで、事あるごとに私どもも指示されているとこ

ろでございます。また、外部人材につきましても、

外部人材の活用という形でいろいろ国からの指示

も出ているところでございます。なかなか見つか

らないところもあるのですが、私どもとしてはこ

の間のいろいろなつながりの中でソフトバンクの

菅野補佐官を任用させていただきまして、様々な

部分でいろんな助言等いただいているところでご

ざいます。また、市長の指示も含めまして、デジ

タルネーティブといいますか、若手職員のワーキ

ンググループも今回設置させていただきまして、

様々な部分でデジタルの活用策等について議論し

ているというところでありまして、理事者、さら

に幹部職員、そして若手職員も含めまして今後ま

さに必要になってくるのはデジタルの活用等につ

きまして市役所一体となって進めていこうという

形で体制も構築しておりますし、様々な人材確保

もしているというところで、今後も取組を進めて

まいりたいと考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひこのデジタルデ

ィバイドはこれからやっぱり市民のためでもあり

ますし、そして行政のためだというのが一番この
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考え方をつくり上げていただかなければいけない

かなというふうに思っています。本当このことを

やることによって情報システムの全国的な標準化

されてくると。そして、その部分をやれる職員が

適正に配置されていけば、財政的な負担も軽減さ

れるというふうに言われておりますし、人的調整

も、この人、そしたら向こうのほうの忙しいとこ

ろに持っていけますよという調整がされるという

ふうに言われている。それが構築されてからです

から、どこまでの標準化があって、そして共通化

で使いこなしていけるかという部分もちょっと見

たことがないものですから、どうとも言えないで

す。国ではそういうふうに言われているというふ

うに言われておりますし、ぜひこのＤＸ推進の部

分、しっかりと早めにつくり上げていただいて、

各種作業の効率化を図っていただくことをお願い

したいなというふうに思います。

それと、先ほどマイナンバーカードの普及の部

分、またマイナンバーカードのコンビニエンスス

トアでの使用等々の部分、分かります。このＤＸ

できたらきっとコンビニ等々のそういう行政手続

や何かも、今３，０００万円の保守点検５００万

円と言っていますけれども、きっと安くなってく

るのでないかなという思いが全国的な部分で進め

ばあるのかなという部分も感じられますので、本

当にこのＤＸ進める中でやっていただくことをお

願いしたいのと、マイナンバーの普及をどう、今

現状先ほどお聞きしました。３９、これは前回の

５，０００円のマイナポイントの影響で皆さんが

きっと取得、頑張っていただいたかなというふう

に思っているのですけれども、今回は本当に健康

保険証、そして金融機関、新規の方が２万円とい

う部分だとかいろんな方策があると思うのです。

行政としてある程度のこれからのデジタル化を含

めて周知だとか、こういうことでという部分をや

っていかない限りやはり市民の方がなかなか分か

っていないのかな。やる方法もこうすればいいの

ですよという部分をやはり説明しないと普及はし

ていかないのかなというふうに思うのですけれど

も、そのお考えをちょっとお聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） マイナンバーカード

の普及促進という部分につきましては、現状では

国が作成しましたポスターですとかリーフレット

などを活用して、主に窓口ですとか壁に貼ったり

とかという形で周知や啓発を行っております。国

でも最近はテレビや新聞などでも大々的にＰＲな

ども進めておりますので、名寄市といたしまして

もこれまでの普及促進というのに加えまして、広

報紙ですとかホームページなどを使いまして、Ｐ

Ｒのほうは努めてまいりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

いたします。

次に、デジタルの部分は本当にこれからいろん

な部分が国から通達が来て、それによって進めら

れてくると思いますけれども、その前に先ほど言

ったソフトバンクの方が入られたということで、

ぜひその方と含めてどういう方向性で進めていけ

ばデジタル化が進んでいくのかなとかいうのを研

究していただいて、国からの通達が来たらすぐ対

応できる体制を整えていただきたいなというふう

に思っています。

それでは、２点目のデジタル格差の解消の部分

で、取り入れていただいて本当によかったなとい

う部分があるのですけれども、これからですけれ

ども、取り入れていただけるということで、ぜひ、

先ほど町内会だとか、また名寄でやっている講習

の部分だとかを使ってという部分ですけれども、

ほかの地域はこのことをやることによって行政か

らこういうことでやっていただければマイナポイ

ント３，０００円だとか購入費用、このように負

担させていただきますだとか、それによって講習

を６回受けて、そして市のアプリだとか何かに入

っていただく。そのことによって、やはり今高齢
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者の方々、国の総務省のほうで言われているのは

スマホを持っているのだけれども、６０歳以上の

５割、約２，０００万人の方がスマホは電話しか

使っていないよという部分の方、またスマホの操

作が分からない方が２，０００万人、約半分おら

れるというふうに言われています。その部分を解

消するためにある程度スマホを使えるのだったら

市のやはりそういう公式アカウントに入っていた

だいて、災害時の連絡、それだとかいろんな情報

をその方に送って、今の名寄はこういうことをや

っているのだねと。こういう災害が今起きたのだ、

そしたら避難所に行かなければならない、そうい

う対応というのがすごくできると思うのです、こ

のデジタル社会の中で。それで、ぜひ、スマート

フォン、勉強会だけでしたらきっとなかなか市民

の方参加できないのかなという部分がございます

ので、ほかの地域のようにポイントを還元するだ

とか、スマホ購入費を助成するだとかという、そ

ういうお考えが今の渡辺部長にはないと思うので

すけれども、そういう部分をつくり上げられない

かなという部分は私思うのですけれども、どうで

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） また議員から御提言

いただいたというところでございます。これまで

も既にスマホを活用されている高齢の方もいらっ

しゃると思いますので、なかなか公平性とかの観

点からいうとちょっと難しいのかなという気はす

るところではございます。基本的に来ていただく

ために、先ほども答弁させていただいたところな

のですけれども、先ほど議員もおっしゃっていま

した災害の関係ですとかマイナンバーの申請の方

法だとか、より皆さん方に来ていただけるような、

興味を持っていただけるようなメニューなんかも

考えながらそういうことが実施できればと考えて

おりますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひお願いいたしま

す。公平性を考えてという部分がありますけれど

も、やはり市としてこれからのデジタル化を含め

て推進していく上では、ほとんどの方はスマホを

持っているのです。でも、それを活用できないと

いう部分が、やっぱりそれを活用していただいて、

市の公式サイトに入っていただいて、こういうこ

とができるのですよ、ああいうこともでき、新聞

や何か見たらアプリを使えるようになっただとか、

いろんな部分の操作ができるようになったら楽し

いという感想がやっぱりお年寄りにはあるみたい

なのです。そういう部分で、人とのつながりです

ので、ラインとのつながりでもやはりいいと思い

ますけれども、本当にそういう方策をつくってい

ただきたいなというふうに感じています。

では次に、保険証の部分をちょっと進めさせて

いただきたいなというように思います。本当に一

部病院や薬局、今年の１０月２０日から本格運用

スタートしました。そして、一応利用登録、顔認

証をやってという部分も必要なのですけれども、

専用の読み取り機が必要なのです。今年の９月、

全国で約１２万８，８９３施設がこの読み取り機

を申請しております。そして、全国の全体の５６．

２％、半分ぐらい申請終わっているのですけれど

も、ついているのが１万何ぼぐらいと言われて、

２万ぐらいって言われております。そして、２０

２２年まで全施設に実施を目指すという部分、あ

と１年です。名寄としては２０２２年までを目指

すというこの国の方針の部分で対応は可能なのか

どうかちょっと教えていただきたいなというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） では、取りあえず名

寄市内の現状は、先ほど答弁の中でも申し上げま

したように、まだ対応が進んでいないという部分

がございます。導入につきましては、各病院の経

営状況ですとか考え方、また市内のマイナンバー

カードの普及状況などにもよると思いますので、

市のほうとして２０２２年に全部設定するという
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部分についてはちょっとお答えできないと考えて

おります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひ、これからマイ

ナンバーカードに健康保険証を併用して使われる

方、きっと増えてくると思うのです。今回のマイ

ナポイントの状況できっと増えてくると思うので

す。だから、ある程度普及をさせていかなければ

いけないのかなという部分を考えておりますので、

行政としてやはりそこの部分スムーズに対応して

いただけるような形をお願いをいたします。病院

関係ももし分かればお願いをしたいなというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） この認

証システムにつきましては、当院のほうも申請は

してございます。実はこれには進まない大きな理

由がございまして、各病院の医事システム等と接

続するためには、それぞれのシステムの会社が作

業を行わなければならないということでございま

す。そのためには、国が補助を予定している金額

をはるかに上回る接続費用が見積りとして提出さ

れているという状況でございまして、実は機械は

いただけるということでございますけれども、そ

の接続費用にどこも手が出せないというような状

況がございまして、これは厚労省の幹部職員のほ

うにもお願いを申し上げておりまして、これを国

がやれということであれば、やっぱりそうした費

用については業界と御相談をいただいて、節減し

ていただくというようなことがなければ、これは

急速には進まないというふうに病院の現場として

は考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。ぜひ

早めにやれるように国にお願いするしかないのか

なという部分がございます。

あと最後に、小中学校の体育館のエアコンの設

置についてであります。現状、去年も何件かの方

に言われて、まず扇風機を設置させていただいて、

ある程度、コロナの影響もあって、扇風機つけた

という状況があるのですけれども、やっぱり物が

ちっちゃいだとか何かがございますので、本当に

冷暖房、費用が多大にかかるという部分がござい

ます。でも、学校施設環境改善交付金も使用でき

る状況ですので、全部一遍というわけにはいかな

いですから、本当に徐々に増やすしかないのかな

という部分があります。本当東中学校は父兄会の

ほうで暑いからといって教室に扇風機を設置する

ような部分がありました。でも、父兄の方にそれ

をやらすのではなく、教育委員会として、行政と

してやっぱり若干日にちはかかってもいいですか

ら、進めていく必要があるのではないかなと。こ

のやはり異常気象の状況見ると、本当に昔だった

ら１週間暑くて、エアコンつけようかなと思った

ら寒くなって、皆さんずっとなっていたのです。

昨年は本当に皆さん１週間で利かなくて、７月頭

から８月の後半までエアコンをつけなかったら死

んでしまうということで、本当に電気会社に行っ

ても扇風機もないような状況がずっと続いていた

という状況であります。本当子供たち、窓開けて

も南向きの教室は太陽さんが直接入るものですか

ら、風が入っても暑いというような状況が続いて

いたみたいで、ぜひその改善策を見いだしていた

だいて、少しでも早めにこの状況を変えて、やっ

ぱり小学校、中学校の生徒の教育環境を改善して

いただくことをお願いしたいなというふうに思い

ます。先ほどパソコン教室、そして保健室、エア

コンを設置するというふうに言われました。本当

この保健室等々も含めて費用的な部分でもし全校

つけるといったらどれぐらいの費用と木村部長は

考えているのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） ちょっと確認させて

いただきたいのですけれども、既にパソコン教室

には今エアコンは全ての学校で設置はさせていた



－93－

令和３年１２月１４日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

だいています。それと、保健室についてはこれか

らの予算協議になりますが、教育委員会としては

次年度以降に何とか保健室にはエアコンを設置し

ていきたいなと今考えているところでございます。

それで、議員から御質問があった全ての教室にエ

アコン設置するとなるとどれぐらいの事業費がか

かるのだというような御質問だったかなと思いま

すが、今市内の小中学校１１校ございまして、普

通教室が大体１００教室あると思います。それか

ら、特別教室が約１５０教室あります。合計いた

しますと２５０教室なのですけれども、ここに仮

に例えば単価が７０万円として掛けた場合、単純

計算ですけれども、１億７，５００万円、単純に

２５０掛ける７０万円掛けるとそういうことにな

ります。ただ、これはあくまでもエアコン代です。

それにプラスして、当然普通教室、さらには特別

教室にもエアコンつけるとなると今の電気容量と

いうのでしょうか、それ賄い切れないのです。電

気工事費が、ちょっとここは計算できないのです

が、相当多額なものになるということだけはお話

を伺っています。そういったことを考えていくと、

議員のほうからも国からの３分の１の交付金があ

るよということでお話受けているのですけれども、

どうしてもその中、もし活用させていただいたと

しても残りの一般財源というところがかなり事業

費膨らむものですから、やはりここについては慎

重にほかの公共施設の状況ですとか、先ほどお話

しいただいたように、少し議論を深めていかなけ

ればならないのかなというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 分かりました。高額

な金額ですので、すぐにというわけにはいきませ

んけれども、これからのやっぱり未来ある小中学

生の子供たちが学校教育で本当に良好な生活を、

また有効な教育を進められる体制を行政として責

任持ってぜひ進めていただくことをお願い申し上

げ、質問を終わりたいと思います。ありがとうご

ざいます。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

地域循環型経済の構築とまちづくりについて外

１件を、塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、順次質問して

まいります。

本市の中小企業及び小規模企業者は、本市経済

の基盤として市民の暮らしにはなくてはならない

存在です。中小企業等が持続的発展をすることに

より働く人の収入増加や消費の活性、雇用が創出

され、地域経済の活性によりまちづくりにつなが

り、市民生活の向上に寄与する好循環が生まれま

す。本市の課題である人口減少は、歯止めがかか

らない状況が続いており、人口減少対策は急務で

あり、これまで本市の経済を支えてきた中小企業

を守り育てることは仕組みとして最も重要だとい

うふうに考えております。したがって、中小企業

が持つ活力を最大限に発揮できる社会環境と地域

循環型経済を構築することは、中小企業が本市経

済の持続的発展を支え、もって市民が豊かに暮ら

せるまちづくりに寄与するものと考えているとこ

ろであります。

そこで、大項目の１、地域循環型経済の構築と

まちづくりについてお尋ねします。小項目の１、

名寄市新築戸建て住宅の地元企業受注誘導対策に

ついて。市内での新築戸建て住宅は、毎年５０件

から６０件台で推移をしてきたと認識をしており

ますけれども、地元企業の受注率はその５０％台

から現在は大きく下回っていると感じているとこ

ろであります。何とか地元企業に受注誘導を図り、

貴重な財貨を地域内で循環させる仕組みづくりが

必要と考えますが、直近３年間の建設件数と地元

企業の受注件数について、また地元中小企業等の

育成及び確保についての考え方をお知らせくださ

い。

次に、小項目の２、燃料単価高騰に伴う公共事
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業への影響についてお尋ねをいたします。原油市

場の動向から燃料の高騰が続いており、冬を迎え

て、除雪事業への影響は大きいものと考えていま

すが、行政としての受け止め及び影響回避に向け

た対策についてお聞きをいたします。また、公共

事業における単品スライドの適用についても考え

方をお聞かせください。

次に、小項目の３、官公需に係る地元企業のさ

らなる受注機会の確保についてお尋ねをいたしま

す。１つとして維持補修など継続して仕事が受け

られる制度の構築、地域維持型の包括的入札制度

等の導入について、２つとして低入札価格調査制

度の見直しについて、品確法の遵守及び下請企業

対応を考慮する観点からお尋ねをいたします。３

つ目として、地域貢献など地元企業の優遇措置制

度、この創出に関わって総合評価落札方式につい

てお尋ねをいたします。４つとして、物品調達等

に係る地元優先発注について。地元業者はメーカ

ーの指定代理店として安定的な納品が可能であり、

さらなる受注機会の確保につながれば地域内の好

循環が図られ、中小企業及び小規模事業者の育成

確保につながると思いますけれども、お考えをお

聞かせください。

次に、大項目の２、マイナンバーカードの運用

と普及についてお尋ねします。政府は経済対策の

一つとして今年度補正予算にマイナンバーカード

取得者への最大で２万円分のポイント付与事業を

盛り込みました。カードの普及を進める誘い水的

な対策と見えますけれども、ポイントは付与され

ます。したがって、マイナンバーカードの交付を

希望される方が増えると想定をしますが、小項目

の１、マイナンバーカードの普及についてお伺い

いたします。マイナンバーカードの申請交付に係

る手続に関して個人番号通知カードの紛失、問合

せ、設定時に必要な暗証番号の事前準備や受け取

り時の本人確認などが必要であります。また、高

齢者の手続時には、家族の付添いなど複数の来庁

者が予定されます。１階の窓口は手狭であるため、

コロナ禍における３密の回避など窓口の混乱を避

ける対策が必要だと考えておりますけれども、対

応についてお聞かせください。

次に、小項目の２、マイナンバーカードを用い

た行政手続の運用についてお聞きをいたします。

カード取得後の利用に関する運用と利活用につい

ては、一例としてでありますけれども、１０月か

らカードの健康保険証としての運用が始まってい

ます。カードの運用に係る本市の現状と課題につ

いて及び国が示す運用の内容についてお知らせく

ださい。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 塩田議員から大

項目２点にわたり御質問をいただきました。

大項目１、小項目１は私から、大項目１、小項

目２は建設水道部長から、大項目１、小項目の３

及び大項目２、小項目の２は総務部長から、大項

目２、小項目１は市民部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、地域循環型経済の構築とま

ちづくりについて、小項目の１、名寄市新築戸建

て住宅の地元企業受注誘導対策について申し上げ

ます。過去３年間の市内に建設された専用住宅の

実績については、平成３０年度は５８戸のうち市

内企業は１６戸で、市内企業の割合は２７％とな

っており、以下令和元年度は５７戸のうち市内１

２戸で２１％、令和２年度は３３戸のうち市内５

戸で１５％となっており、新築戸数、施工する市

内企業の割合とも減少傾向にあったところでござ

います。今年度につきましては、１１月末現在で

４１戸のうち市内１２戸で２９％となっておりま

すが、新築戸数とともに施工する市内企業の割合

は前年戸数を上回る状況にあります。地元中小企

業の育成及び確保につきまして、市営住宅の工事

発注では工事入札条件を市内業者に限定して実施

し、地域経済の活性化に資するよう配慮しており
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ます。また、施工に関しても下請工事や資材など

もできる限り地元企業を活用するよう促している

ところです。住宅リフォーム補助であるずっと住

まいる応援事業では、住宅関連産業を中心とした

人材育成を目的としており、新築に比べ工事期間

が短い改修工事で、冬期間も含めた多くの工事、

さらにはより多くの事業者が行うことで技術者の

育成や安定した雇用の観点から高い効果が得られ

ると考えているところでございます。中小企業振

興条例に基づく支援メニューでは、事業所が負担

している従業員の資格取得に関する研修、教育機

関での費用や若年技術者を育成し、技能を継承す

るための活動に要する費用に対しての補助制度を

設けており、従業員の技能向上、定着に取り組ん

でおります。今後はさらなる人材育成確保に向け

今定例会初日に議決をいただきました名寄市中小

企業振興条例の改正に併せ、中小企業振興条例施

行規則の改正を予定しております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 私からは小項目

の２、燃料単価の高騰に伴う公共事業への影響に

ついて申し上げます。

世界的な原油価格の高騰によりガソリンや灯油、

重油などの価格は２０２０年以降右肩上がりの状

態が続き、国内においても昨年４月のレギュラー

ガソリン１リッター当たりの全国平均価格は１３

０円前後でしたが、本年１１月には１６０円台後

半となり、７年ぶりの高値水準で推移をしていま

す。新型コロナウイルスワクチン接種が進んだこ

とから、世界的に経済活動が再開され、原油需要

が高まる一方で、原油産出国による増産が見送ら

れたことが原因とされています。本市においても

ガソリンや軽油などの高騰が続くと市民生活はも

とより、産業活動への影響も懸念されているとこ

ろです。除排雪事業への影響につきましては、業

務内容が除雪機械による作業が大部分を占めるこ

とから、燃料高騰による請負金額への影響は大き

いものと認識しております。しかしながら、除排

雪に係る設計燃料単価については、業務発注の積

算時には、除雪機械を使用する工種ごとに積算を

行いますが、国や北海道と同様の単価を使用する

こととしています。今年度も設計燃料単価につい

ては毎月上昇した単価改定が行われておりますが、

発注時期に合わせて最新の燃料単価での積算を行

っていることから、業務着手時の燃料単価差によ

る影響は少ないと考えております。また、業務発

注契約後の工期内において当初の燃料単価から１

０％以上の変動がある場合、本市担当者との協議

の下、請負金額に関する設計変更ができる規定と

しており、燃料単価の変動があれば適正な対応を

するものとしております。なお、道路工事や建築

工事等の公共事業における燃料高騰に対する対策

としては、国や北海道に準じた単品スライドの運

用制度がございます。これも特別な要因により燃

料単価が著しく上昇した場合、工期の終了する２

か月以上前に限り適用することが可能となります。

しかしながら、道路工事や建築工事においても当

初設計時には最新単価を使用していることと全体

工事費に対する燃料費の割合はもともと少額であ

ること、工事も数か月から単年と短い工期が多い

こと等により現状では単品スライドの運用実績は

ありませんが、今後においても適用条件が合致し、

請負業者からの協議があった場合については適正

な対応を図ってまいりたいと考えておりますので、

御理解願います。

私からは以上です。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは大項目１の

小項目３及び大項目２の小項目２についてお答え

します。

初めに、大項目１の小項目３、官公需に係る地

元企業のさらなる受注機会の確保について申し上

げます。まず、災害応急対策、除雪、修繕、パト

ロールなどといったインフラの維持管理を包括的

な枠組みで発注する地域維持型契約方式について
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は、競争性の確保や受注者の負担増などの課題が

あり、現状でこの方式を活用している市区町村は

１割程度にとどまっております。しかしながら、

インフラの維持管理が持続的、安定的に行われる

ことや担い手の確保などが期待できる面もあるこ

とから、まずはこの方式を導入している自治体に

おける活用状況について情報収集に努めてまいり

たいと考えておりますので、御理解願います。

次に、低入札価格調査制度の見直しについて申

し上げます。適正な施工の確保を図るとともに、

著しい低価格による入札を防止する策として、低

入札価格調査制度と最低制限価格制度があります

が、本市では平成１０年の国からの通知に基づき

低入札価格調査制度を導入しております。低入札

価格調査制度は、調査基準価格を設定し、最低入

札価格がそれを下回る場合には、低入札価格調査

委員会を開催し、契約に適合した履行がされるか

調査を行い、調査の結果契約内容に適合した履行

が認められるときは落札者とする制度になってお

り、適正な施工が確保されているものと考えてお

ります。本市で導入していない最低制限価格制度

では、少しでも最低制限価格を下回った業者は自

動的に失格となることから、実際には契約履行が

可能である場合でも排除される制度となっており

ます。低入札価格調査制度については、当該制度

が契約の適正履行が確保されるとともに、競争性

を担保しながら技術力や積算努力など入札参加者

の様々な企業努力が促進される制度であるものと

認識していることから、現状において見直しは考

えておりません。

次に、総合評価落札方式についてですが、本市

では入札価格と技術提案を総合的に評価して落札

者を決定する総合評価方式の施行に関しての定め

を設けております。対象とする工事は価格のほか

に施工計画や同種工事の経験、工事成績、地域特

性、地域貢献などを総合的に評価することが妥当

と認められるものから選定することとしておりま

すが、小規模な工事には適さないことや技術提案

の提出や評価などに時間を要することなどから、

現状で採用には至っておりません。なお、地元企

業の地域貢献については、市内業者の土木部門と

建築部門の格付における社会的要素の一つとして、

実施回数に応じた点数を付与する取組を導入して

おります。

次に、物品調達等に係る地元優先発注について

ですが、本市で発注する物品調達の指名選考は官

公需についての中小企業の受注確保に関する法律

に基づき策定した名寄市指名競争入札参加者指名

基準に準拠して行っております。また、名寄市公

契約に関する基本指針においても地元企業の受注

機会の拡大を掲げており、契約の適正な履行が確

保できる範囲において中小企業の発展及び地域経

済の活性化を図ることを目的として、市内業者へ

の優先発注に努めております。今後におきまして

も、引き続き市内調達が難しい一部の特殊な物品

を除き、物品の調達には市内業者への優先的な発

注に努めてまいります。

続きまして、大項目２、マイナンバーカードの

運用と普及について、小項目２、マイナンバーカ

ードを用いた行政手続の運用について申し上げま

す。マイナンバーカードは、この１０月に健康保

険証としての利用が始まるなど今後もますます利

便性が向上するものと認識しております。現在の

マイナンバーカードは、本人確認のほか確定申告、

さらには昨年の特別定額給付金給付事業などで活

用されております。加えて、国ではほぼ全国民が

マイナンバーカードを取得することを前提に児童

手当の受給申請や認定請求、保育施設等の利用申

込みなど３１の事業について令和４年度末を目途

に行政手続のオンライン化を進めることとしてお

ります。マイナンバーカードは、デジタル社会を

構築するための基盤となるものであり、将来的に

は、窓口を訪れることなく、必要な手続をオンラ

インにより可能にするなど今後のデジタル社会を

見据えた上で必要不可欠な要素を持ち合わせてい

ることから、本市としても国の動きに合わせ、デ
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ジタル化による市民の利便性向上を実感できるよ

う取組を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目２

の小項目１、マイナンバーカードの普及について

お答えいたします。

マイナンバーカードの普及状況につきましては、

昨年１月から１２月までのカードの取得枚数は３，

２３０枚でしたが、本年１月から１１月までの取

得枚数は３，４２７枚となり、現時点で昨年より

約２００枚ほど増加した状況となっております。

この間カード未取得者への申請書の再送付や国の

経済対策であるマイナポイント事業が行われ、一

定程度交付率の向上につながったものと認識して

おります。また、新規取得のほか、カードの普及

に伴いまして電子証明書の更新や住所異動などで

マイナンバーカードの手続に関する来庁者が増え

ている状況となっております。そのような中、昨

年はコロナ禍であったことから、窓口における適

切な感染症防止策としまして執務室内の換気やア

ルコール消毒、窓口における飛沫防止のガードシ

ートの設置などこれまででき得る限りの対策を講

じてまいりました。今後新たな経済対策もありま

すことから、ポイント付与を目的としたカードの

取得者などで現在よりも窓口が混雑することが想

定されますが、今まで講じてまいりました感染症

防止対策のさらなる徹底を図るとともに、広報紙

やホームページなどにおきまして混雑が見込まれ

る時間帯や休日明けへの来庁を避けていただくよ

うな周知を行うなど引き続き混雑緩和に向けた取

組を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁あり

がとうございました。確認含めて再質問をさせて

いただきます。

まず、新築戸建て住宅の地元業者への発注誘導

に関して質問をさせていただきます。中小企業の

育成、確保の観点から現在進められているこの研

修、教育、これは技術者の育成、確保というふう

なことになりますが、補助金制度等々で運用して

いることについては理解をしているところであり

ます。しかしながら、決算を見ると、成果報告書

ではその利用実態、これが非常に少ないという状

況かなというふうにして私は思っています。した

がいまして、せっかくのこういう事業であります

から、しっかりとした使い勝手のいいものという

ふうなことで考えていくならば、関係諸団体等々

とのこの事業に関する、このことばかりではない

ですけれども、意見交換をするとかいうふうなこ

とから、新たな取組というのも考えられるのかな

というふうに思っておりまして、それらについて

の考え方をお知らせいただきたいというふうに思

います。これ１点目であります。

２点目についての先ほど答弁をいただきました

リフォーム事業について、この戸建て住宅の関係

の補助制度に関しては相当前から臼田部長とはい

ろいろ意見を交わしてきているところであります。

なかなか私の思うような形になっていないという

のが現状ではありますけれども、その中でやはり

リフォーム事業ということでずっと住まいる応援

事業、これについて拡大をしながら取り進めてい

るというふうなことで、実際に今現在３，０００

万円の補助事業ということで運用しているわけで

すけれども、単純に考えると２割補助であります

から、１億５，０００万円からそれ以上の実際に

これは事業費として市内に落ちるものというふう

なことで考えられるわけでありまして、この制度

自体は市民はもとより、実際に工事の発注に関し

ては地元業者に限定をしているわけですから、地

元業者も含めてこれは評価をしているところであ

ります。したがって、この部分についてはこれか

らも継続してお願いをしたいというふうな部分は

意見も多いということで、これは本当に評価につ

ながる事業だというふうに認識してはおりますけ
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れども、先ほど答弁をいただいたこの直近の名寄

市における戸建て住宅の地元事業者へのこの受注

率というふうなことでいうと、非常に落ちている

のかなというふうに感じました。１つは今年度に

ついては、理由はちょっと分かりませんが、これ

はマイナス要素とかプラス要素に変わっていると

いうのは先ほどの御答弁から理解をさせていただ

きます。ただ、平成の２６年頃だったですか、大

体５０戸くらいの住宅が名寄で新築をされて、名

寄市の受注というのは大体４９％、５０％ちょっ

と切るぐらいでありました。ですから、そのこと

の、その時点で私も実際にしっかりと地元の企業

を守り育てていかなければやはりならないだろう

というふうなことも含めて、質問をさせていただ

いていました。この当時は補助金制度というふう

な形で話をさせていただきましたが、名寄市を除

く道北の市町村でこの補助制度、持っているとこ

ろが名寄市以外全部です。そういう状況があって、

何とかならないのかというふうなことでお話をさ

せていただいたときにやはりインセンティブにつ

ながらないのではないか。確かにそうなのです。

大手企業については、例えば市が幾らかの助成を

しますと、補助金という形で。ところが、大手、

その他の部分でいうと価格を下げて、そして同等

にすれば全然インセンティブにつながらないとい

うところもありますし、やはり名寄市内の市民の

需要というふうな部分でいうと、自分の財産の構

築でありますから、自分の考え方でいくというふ

うなこともあって、いろいろ分捕り合戦といいま

しょうか、進んでいるというふうなことでありま

す。しかしながら、こういうふうな形で今回中小

企業振興条例が見直されました。域内で財貨を、

貴重な財貨でありますから、循環させていくのだ

という思いでこの条例の改正になっているわけで

ありますので、そんなことで私も危惧してきた部

分としては、今現在１２戸とか１３戸とかいうふ

うな部分で受注件数が減っており、当時５０％く

らいだったものが２０％前後に落ち着いてきてい

るというところで考えてみると、１件当たりの戸

建て住宅の住宅建設費が２，５００万円だと仮定

したら３億円くらい域外に流出しているという実

態になるわけでありますから、これらについてや

はり何とかしなければならないというふうに思っ

ております。したがいまして、このインセンティ

ブの考え方っていろんな考え方あると思うのです

けれども、このことも含めてこの戸建て住宅に関

する助成制度というふうな部分で、誘導策ですか

ら、これはどのように考えていらっしゃるのかお

答えをいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 塩田議員から様

々な角度からの再質問をいただいたと認識してお

ります。まず、技術者育成に関する助成制度に関

して、これ２年前かな、内容を少し修正をして、

改正をして、使いやすくさせていただいたところ

で、その後、確かに議員おっしゃりますとおり、

若干少ないかもしれませんけれども、支援制度の

周知には努めてきたところで、関係団体などにも

ガイドブックなども作って周知を図ってきたとこ

ろでございます。また、リフォーム事業につきま

してですけれども、今ずっと住まいる応援事業と

いうものが新しく制度を開始してから来年度が４

年目を迎えまして、４年目につきましては市民や

建設業界のニーズですとか社会状況の変化などを

考慮して、その内容の検証を行うこととしており

ます。その中で地元企業への受注誘導策も含めて

検討したいと考えているところでございます。一

方で、このほかに業界団体ですとか市内企業が新

築を含めて受注増加に関して自主的に取り組むよ

うな場合に関して、人材育成及び確保の観点から

も行政として前向きに支援を検討してまいりたい

と考えているところです。そういったところで、

今議員おっしゃいましたような新築についても業

界ですとかの自主的な動きに期待をしているとこ

ろでございます。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。
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〇１４番（塩田昌彦議員） 人材の育成、確保に

ついてはやはり関係諸団体と、先ほどもこの取組

は行っているということでありますが、しっかり

とした使い勝手のいいものにつくり替えていかな

いと実にならないわけですから、そこら辺のとこ

ろしっかり関係諸団体と、恐らく要望とかという

のは出てきていると思うのですけれども、そこら

辺やはり行政の考え方もあると思いますから、そ

このところはしっかりと受け止めながら、どうい

う取組がいいのかどうなのかということも含めて

考えていっていただきたいというふうに思います。

それとあと、インセンティブの関係については、

これ当然地元の企業さんはやはり自分の企業を守

らなければならないから、いろいろ頑張っている

と思います。なかなかそれでも思うようにいかな

いというふうな部分というのは、これは今までも

多々あったのだろうなというふうに思います。大

手の住宅メーカーのほうに流れているというふう

な部分については、状況からすると旭川、札幌で

モデル住宅とかあって、そこに見学を行って、そ

して決めてくるとかいろんな部分でいうと、どう

してもそういうふうに流れがちなところは確かに

あると思います。しかしながら、名寄市独自の、

どういうことがインセンティブにつながるのか分

かりませんけれども、その部分として一つ提案と

しては、実際新築住宅に関しては国のローン減税

ですか、この減税の対策は既にあって、今回もこ

の対策の中で見直しがあって、１％から０．７％

に下がるだとか実際に上限額が下がるだとかいう

ふうな部分でいろんな今の現状を踏まえて、とい

うことは低金利時代ですから、そういうふうなこ

とを踏まえてこういうふうになってきているのだ

ろうなというふうに思いますけれども、だがゆえ

になおさらここで名寄市独自の誘導策という部分

でいうと、私は一回に出す補助金ですとなかなか

インセンティブにつながらないけれども、利子補

給という形で対応するならば、これは実際に返済

が始まって、ある程度期間を見て、そして利子補

給をすると、利子補給受けられるのだというふう

なことが一つインセンティブにつながって、であ

れば名寄市の業者を使おうというふうな部分で考

えて、考え直してくれるというか、実際にそうい

う市民の方もいらっしゃるのかなというふうに思

いまして、そういうふうなことのインセンティブ

の持ち方、一例でありますけれども、ほかにいい

方法があればやはりそれはなるべく早くに対応し

て、そして今中小企業守らなかったらこれきつい

わけですから、そういうふうな対策を講ずると、

誘導策を講ずるというふうなことで再度お考えを

お聞かせ願いたいと思います。これ部長のほうは、

部長ずっとやっていたから、いいですか。臼田部

長に。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） すみません。先

ほどの答弁でちょっと申し上げ忘れたことが１点

ありまして、ずっと住まいる応援事業のところで

２割補助というふうにおっしゃったのですけれど

も、これについては１００万円未満の改修工事が

１０万円、それ以上が２０万円ということで、大

体これまでのケースでいきますと、３，０００万

円であればその予算に対してほぼ１０倍の経済効

果が直接的にあったというところでございます。

また、支援策につきましては、最初の答弁にも答

弁させていただきましたけれども、条例に合わせ

た施行規則の見直しの中でより使い勝手のよい制

度にしていきたいと考えているところでございま

す。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 新築住宅についてと

いうことでいただきましたけれども、今回の大項

目である地域循環型経済の構築というところで御

質問いただきました。これ塩田議員は所管の委員

でございますので、まさに今回の中小企業振興条

例、全部改正、制定というふうになっていますけ

れども、そこのまさに狙いの一つが地域の中でし

っかりとお金を回すのだと。あわよくば域外から
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もお金を持ってきて、それを地域内で回し、そし

て業界の皆さんにしっかりと事業を継続していた

だくと。その先には市民の皆さんへのサービスの

提供含めてしっかりと事業、工事等を行っていた

だくという、そこも含めての条例改正であったと

いうことであります。なぜ今リフォームを先にし

ているかということでありますけれども、地域で

回すということを考えるときに新築、塩田議員が

よく御存じのように、なかなか何がインセンティ

ブになるのかというのは難しいところありますけ

れども、リフォームに関して言うとやはりここは

身近な事業者の皆さんに頼みやすいということで

ありますし、臨機応変に速やかに対応いただける

ということでもありますので、そういった意味で

はより早く地域循環型のお金を回すというところ

ができるだろうという狙いもあって、まずはリフ

ォームの中で進めさせていただいたと。ここ各業

界の皆さんの声も聞かせていただきながら、まず

はリフォームのところで長い期間これを続けてい

ただくことが我々を支えていただけることだとい

うことで今進めているということで、まずここに

ついては御理解をいただきたいというふうに思い

ます。今新築のところの話になりましたけれども、

言われるとおり、要は新築住宅におけるインセン

ティブは何なのかというのが非常にここが難しい

ところなのだと思います。一定の金額を渡したと

しても例えば２５年の住宅ローンを支払っていく

と、１００万円、２００万円のお金を月の支払い

にすると数千に多分なるのだと思いますので、そ

れが本当にインセンティブになるのかというとこ

ろでもありますし、決して金額だけ、一生の買物

ですから、金額だけのところで本当に業者を選ぶ

のかというところもあります。もちろん市内の事

業者の皆さんの技術が高いということもそれは当

然前もって言わせていただきたいと思いますけれ

ども、そういった視点から見るときに本当何がイ

ンセンティブになるのかということだと思います。

新築、リフォームにかかわらず一番の課題、ポイ

ントになるところは地域内でお金を回すというこ

とだというふうに思いますので、我々とすると同

じ金額の中で有効にいかにお金を地域の中に落と

せるかということだと思いますので、新築に限ら

ずに住宅に関連をしながらいかに地域内にしっか

りとお金を落とせる方法があるのか。これリフォ

ームのほうも次年度見直しの検討がありますので、

その中で地域循環型経済に資するような事業とし

て改めて検討させていただきたいというふうに思

いますので、利子補給のところについては貴重な

提言として受け止めさせていただきたいと思いま

すが、次年度の中でまたしっかりと議論させてい

ただきたいと思いますので、御理解いただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 今考え方お聞かせい

ただきました。確かにリフォーム事業というふう

なことになると業者、一つの、例えばクロスを張

り替えたいといったらクロス業者となって、例え

ばです。そういうふうになるので、直接そこに仕

事をしていただき、対価を支払うというふうな形、

これはもうそのとおりだと思いますから、しっか

り地元の中小企業者を守るということについては

これはもう当然つながってくるということで、こ

れは市民も実際に評価をしているわけですから、

実際つながっていることを私も理解しています。

しかしながら、この新築戸建て住宅、新築住宅の

関係についてずっとずっと言い続けているのは実

際に、先ほどもお話ししたとおり、金額は分かり

ませんけれども、それこそおおむね２，５００万

円で１２件だとしたら３億円です。この３億円が

域外に流出をしているというふうなことが実態と

してあるわけですから、これを今までは市内で何

とかやっていただいて、市内で循環していたとい

う部分です。１戸の住宅を建てるときにいろんな

関連業者が関わって１つの住宅を造るわけです。

したがって、１社だけではないです。多くの業者

がそれに仕事をいただきながら進めているという
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ことだけは実態として御理解をいただきたいとい

うふうに思います。一つの例として、この利子補

給、利子補給の仕方も仕方が、やり方があると思

うのです。ただだらだらだらというのではなくて、

短期的にぐんとやるというふうな部分もあると思

いますから、金かさだけで判断でき得る部分では

決してないと思います。そういう仕組み的なこと

を市民にこうなりますよというふうにしてするこ

とによって誘導が図られて、それが域内で循環さ

れるのだというふうに、これは理想ですけれども、

つながっていけば私はいいのではないかというふ

うなことで提案をさせていただいているというこ

とですので、御理解をいただいて、やはり何せ早

くそういうふうに域外に持っていかれないで、域

内で市内でしっかり回して、そして市内の中小企

業にしっかり元気になってもらって、頑張っても

らうというふうな形にしていく、これは行政の役

割だというふうに私は思っていますから、これが

全てこのことだけで解決する問題ではないという

ことは重々理解をしています。しかしながら、そ

の一つの導きというふうな部分につながるのであ

れば、やはり必要なことでないかなというふうに

思っていますので、そんなことでしっかりとした

議論をしていただいて、内々でいい結果をお待ち

したいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

続いて、燃料単価高騰に関してであります、こ

の部分については先ほど設計の部分でいうと道単

使っているというふうなことでありますから、北

海道単価というものですよね。これが今年の場合

は１０月１９日と２０日に、１９が風連、そして

２０日が名寄ということで、この除排雪事業の発

注が行われたと。したがって、それに伴う積算と

いうのは恐らく９月くらいの段階でされていると

思いますから、９月単価を使われているのではな

いかなというふうに推測するところでありますけ

れども、実際に、先ほど答弁でもありましたとお

り、今この原油高騰が主要因なのか、それちょっ

と分かりませんけれども、いずれにしても高騰し

ていることは事実です。除排雪事業で使われる軽

油単価というのは、大きな高騰につながるとその

分だけやはり厳しさは増していくるわけでありま

すから、そういうふうなことでこの高騰に関する

回避といいましょうか、高騰を下げるわけにいき

ませんから、高騰があったときにどういうふうな

対策を講ずるのかというふうなことではないかな

というふうに思います。この部分については、名

寄市の除排雪業務委託特記仕様書というのがあっ

て、その仕様書に基づいて設計変更というのは認

められていて、そしてこの設計高の、設計高とい

うか、単価の部分でいうと１０％増減があったと

きに発動されるものというふうに。しかしながら、

この発動もただ単に一方的にするのではなくて、

当然受注者側、発注者側、両方で協議をして進め

ていくものだというふうには思っていますけれど

も、実際にもう既に９月と１２月を比較した道単

の部分でいうと１１７円が１２８円になって、１

１円上がっているのです。約１０％です。こうい

うふうなことからすると、当然この１月、２月、

３月、毎年の例を見ると少しずつ、少しずつ上が

っていくわけです。ですから、大きくやはり業者

を苦しめるような状況に当然なってきてしまう。

これはさっき言った特記仕様書に基づく部分とし

て定められているものでありますから、この形で

進めていかれるのかどうなのか。

それとあとは、例えば１月も上がり、２月も上

りというふうなことになると、一度１月で設計変

更を行った場合、２月の単価が反映されないとい

うふうなことや何かも危惧される部分ではありま

す。したがって、その辺の部分については、単品

スライドの部分で同じものではないでしょうけれ

ども、単品スライドはいずれにしても一回設計変

更したらそれだけでなくて、また新たな部分が出

てくれば設計変更できるような形に当然なってい

ますから、ですからそういうふうなことになるの

かなというふうに思いますけれども、そんな形で
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しっかり対応してくれるというふうなことであれ

ば、やはり市民の生活道路をしっかり守ってもら

えるというふうなことにつながると。ひいては、

先ほども話しましたけれども、地元の事業者を守

り育てるというふうなことにつながるわけですし、

当然そこに働く従業員のこれは雇用を守ることと、

それから技術の転換にもつながっていくわけであ

りますから、この部分については必要な部分だと

いうふうに私は認識しております。このことにつ

いてどのようなお考えなのかお知らせいただきた

いということと、それから先ほど単品スライドに

ついては通常でいうと夏場の工事、普通建設事業

等々についての部分については今まで適用した例

はないけれども、そういうふうなことについては

実際に契約で定められてあるのですよというふう

なお話でした。これは、なかなか冬の除排雪に関

して適用がどうなのかという部分についてはこれ

なかなか難しい部分や何かもあるのだと思います

し、それから積算の根拠とする部分の中身の内容

によって全然変わるわけですから、これは難しさ

はあるというふうに認識をします。したがって、

名寄市が契約時に定めている特記仕様に基づく部

分の対応についてお聞きをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 塩田議員から再

質問いただきました部分についてお答えいたしま

す。

まず、燃料単価につきましては北海道単価とい

うことで国や北海道と合わせてということなので

すけれども、公共事業に使っている、当該業務に

使う設計の基になる単価は国も道も、名寄市は私

どもも同じ時期に同じ単価を使っているというこ

とで御理解いただきたいと思います。先ほど言わ

れましたけれども、除排雪、私ども１０月に除雪

のほうまず発注をかけてございますけれども、議

員おっしゃられるとおり、積算につきましては９

月単価を使用してございますし、１２月現在で今

単価も高騰してございますので、だがしかし１０

％にまだちょっとなっていないということですか

ら、これがまた年が明けて１月以降の単価の推移

あればそこの部分については市全体といいますか、

仕様でうたっているとおりの状況で、ただ除雪に

つきましてはではいつ出動して、どれだけ走って

いるのだという部分と毎月ごとに精算をするとい

う課題もありますから、そのタイミングについて

はまた業者のほうと詳細詰めながらという形の適

用としてまいりたいというふうに考えるというと

ころでございます。

また、その部分の設計変更、除雪に関わる設計

変更ともう一つ、今単品スライドの話もありまし

たけれども、除雪のほうでは私どもの名寄市仕様

なのですけれども、先ほど言われたとおり、上下

限１割、１０％以上のときに変更かけますよとい

うことにしているのですけれども、それとこの単

品スライドを合わせ技で使うということはないと

いうことで御理解いただきたいというふうに思い

ます。これあくまでも単品スライドにつきまして

は工事のほうの仕様として工事約款のほうにうた

っている案件でございますので、そこの部分でも

除雪については適用しませんけれども、ほかの今

執行中の工事とかで適用になればということでも

ちろん進めてはまいりたいと思いますけれども、

今までも適用したことがなかったのではなくて、

適用に合致する案件となってこなかったというこ

とで、その部分もちょっと併せて御理解いただき

たいと思いますけれども、引き続きその辺の条件、

合致するようなことでなってくれば、先ほども答

弁いたしましたけれども、そこは協議しながらと

いう形で進めてまいりたいと思いますので、御理

解願いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 今お答えいただきま

した。実際に適用に関しては相手方もあることで

すから、そことしっかり適時適正に進められると

いうふうなことを希望して、終わりたいと思いま

す。
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官公需に係る地元企業への確保、これ結構何回

もやっているのですけれども、実際に市内の、名

寄市の本庁含めて、いろんな外郭の団体も含めて

されているという認識は持っています。ただ、こ

の部分については実際に難しさはあると思います。

まず、一つその前に地域維持型の包括的入札制度

というふうな部分で、先ほどやはりこれはなかな

か難しそうなお話もありますけれども、１割の市

町村で実際実施をしているということであります

から、そのことに関しても実際に調査研究をして

いくというお話ですから、やはりいろんなやり方

あると思うのですけれども、まずは地元に誘導で

きるような仕組みという部分、これはあくまでも

前提にあるのは公正、公平ですから、その中で行

われるものというふうに理解をしておりますけれ

ども、そういうことでまず最後にそういうふうに

実際にやっているところの調査研究をしたいとい

うふうなお話を受けましたので、そのことについ

てよろしくお願いしたいというふうに思います。

実際この制度を使うということに関しては、や

はり例えばできるとしたら名寄モデル的なものを

つくると。それから、包括的な部分のメリットと

いうふうな部分については持続的、安定的な維持

管理の実施、それによって将来にわたって担い手

をしっかり確保するのだとか、それから実際例え

ば維持管理に関して言えば地域を区切って、そし

て、除雪や何かでやっていますけれども、名寄の

ところに、１つの業者に、そこにいろんな業者が

関わって、共同企業体というわけではないのでし

ょうけれども、そういうふうな仕組みをつくって、

そして地域を割って、この地域はどこに任せるの

だよというふうにしていただくことによって事業

の安定性というふうなものも確保できるというこ

とにつながるかなと。そうすれば、実際に仕事に

携わる業者も、それからその仕事をする技術者も

しっかりとした担保が自分の中にできるというふ

うなことになるわけでありますから、やっぱりこ

ういうふうな形でそういう制度的なもの何とかち

ょっと勉強していただいて、構築に向けて頑張っ

ていただきたいなというふうに要望をいたします。

それから、低入札価格の関係についてはこれ実

際分かります。低入札価格というのは、実際に予

定価格があって、下の価格がある。この部分につ

いては予定価格の上限９２％、下限７５％ですか

ら、その範囲内で価格を設定をして、そしてその

価格を下回ったときには先ほどおっしゃったよう

な形で調査をして、そしてどうするかを判断する

というふうな部分で、それ先ほど平成１０年から

取り入れているのだというふうなお話をいただき

ました。この部分でいうと、やはり企業は本来的

には少しでも高い価格で落札したいのです。これ

みんな同じだと思います。これについては何かと

いうと、会社だけではなくて、従業員も守るとい

うふうなことからやはりそういうふうなことがで

きればというふうに思っているのだろうと思いま

す。今公共事業がどんどん、どんどん少なくなっ

てきていることを踏まえて考えると、やはり競争

なのです。競争原理が働くのは当たり前の話であ

りますけれども、そのことによって結構厳しい状

況が後ろからついてくるというような状況になっ

ているわけですから、これらについて、ちょっと

先ほど最低制限価格制度という部分でいうと、こ

れは最低、決めたら、それより下回って入札札入

れたら、駄目よ、失格ですよという制度です。で

すから、こういう制度を使っていくことによって

下止まりの部分の支えにはなるというふうに思い

ますから、ひいては企業を守るというふうなこと

になってくるのではないかなというふうに思って

いて、それに伴う制度的な部分でいうと考え方は

どうなのかなということで、ちょっとここの部分

についてお願いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 低入札価格調査制度

と、あと最低制限価格制度ですか、の形で塩田議

員のほうから最低制限価格のほうが企業を守れる

のではないかなと、そういう部分を含めて御提言
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いただいたと思います。私どもとしては、先ほど

申し上げましたけれども、契約の適正履行ですと

か、あと入札参加者の企業努力が促進されるとい

うことで低入札価格調査制度を実施しているとい

うところでございます。ただ、最低入札価格が調

査基準価格を下回った場合にそれが下請業者さん

たちですとかいろんな部分にツケが回るといいま

すか、そういうことあってはならないという形で

考えております。私ども低入札の事務処理取扱い

要領みたいなのもありまして、例えば下請予定者

のお名前ですとか契約予定金額なんかを調査する

ことになっておりますし、聞き取り等を行いなが

ら全て労務費ですとか下請業者を抑え込む施工で

はないということ確認して、安全な施工に問題が

ないことを確認して、そういう手続を行っている

ということでありますので、御理解をお願いしま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。すみません。ちょっと力が入って、時間なく

してしまいました。

市民部長、マイナンバーカードに関する部分で、

遠藤議員、そして高橋議員から質問あって、お答

えいただいて、理解をしているところです。国が

しっかりした運用方針示していないというか、定

まっていないから、厳しいというのが実態だと思

います。ただ、一つ申請時にはあまりないのかも

しれないけれども、交付時に関する部分として結

構混み混みになるというふうな部分があると思い

ますから、やはりその部分でいうと３密を防ぐと

いうふうな部分で、１階狭いです。手狭ですよね。

したがって、この期間だけどこか別なところで、

例えば交付に関する部分はここで行うとかいうふ

うなことで行えば、そういう今のコロナ禍におけ

る対策も講じていけれるのかなというふうに実は

思っていまして、そのことについてお聞きしよう

と思ったのですけれども、時間がありませんので、

よろしくお願いして、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５６分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ここで１３時３０分まで休憩いたします。

休憩 午後 １時００分

再開 午後 １時３０分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

令和４年度予算編成について外１件を、倉澤宏

議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 議長より指名をいただ

きました。通告順に従い、大項目２点についてお

考えをお聞きしてまいります。

初めに、大項目１、令和４年度予算編成につい

てお伺いいたします。１１月１日付で令和４年度

予算編成に向け市長訓示が出され、編成作業がス

タートされたことと思います。訓示の中では、骨

格予算編成ではあるものの、通年ベースの要求と

した上で新型コロナ感染対策、総合計画、総合戦

略の具現化、ポストコロナを見据えた事業、そし

て持続可能な財政運営の維持と大きく４つの指針

が示されております。また、さきに説明のあった

中期財政計画では、令和４年度一般会計歳出予算

２２５億５，６００万円と推計が出されています

が、昨年の同じ時期に出された中期財政計画より

も３億８，５００万円、総合計画中期実施計画ロ

ーリング調整後の年度ごとの事業費においては５

億５，５００万円ほどそれぞれ増加しております。

そこで、小項目１、当初予算規模についてお伺

いをいたします。先ほど申し上げました令和４年

度の中期財政計画の推計と総合計画中期実施計画
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ローリング調整後の差額１億７，０００万円ほど

ありますが、その整合性、また各種新型コロナウ

イルス感染症対策も踏まえた中で既に各部署の要

求は取りまとめられたかもしれませんが、当初予

算の要求額をどの程度と想定されていたのかお伺

いをいたします。

次に、小項目２、王子マテリア株式会社名寄工

場生産停止の影響についてお伺いいたします。今

月１日、６１年の長きにわたり本市の製造業の核

として、また市内経済の牽引役として市民と共に

その歴史を刻んでこられた同工場が生産を停止し

ました。次年度以降工場閉鎖に伴い様々な影響が

明らかになると思いますけれども、令和４年度予

算編成に係る個人市民税、法人市民税、固定資産

税、軽自動車税など市税収入の減少と併せて今年

度も含めた各種歳入への影響額についてどの程度

試算されているのかお伺いをいたします。

次に、小項目３、歳入確保についてお伺いをい

たします。市長訓示では、新型コロナウイルス感

染症による市内経済への影響や先ほど申し上げた

王子マテリア名寄工場の生産停止による市税収入

の減少など歳入の減少を危惧されております。そ

れらを受け、同日付の総務部長事務連絡では新規

事業に関し適正な受益者負担、またスクラップ・

アンド・ビルドの観点から既存事務事業の見直し

により一般財源の確保を優先するとの指示がござ

いました。新規事業のみならず既存事業も含めた

今年度の取組及び、令和４年度予算編成に向けた

具体的な歳入の確保についての考えについてお伺

いいたします。

続いて、小項目４、補助金、負担金の見直しに

ついてお伺いをいたします。９月の令和２年度決

算審査特別委員会でも若干触れましたが、今年度

第２次名寄市行財政改革推進前期計画に基づき補

助金、負担金等の見直しの専門部会を設置し、抜

本的な見直しに取り組まれてきたと思います。令

和４年度以降の予算編成に係る検討結果、また見

直し内容と市民や団体への影響についてお伺いを

いたします。

次に、大項目２、温浴施設整備についてお伺い

をいたします。一昨年市内で唯一営業されていた

公衆浴場が廃業し、現在風連地区、名寄地区の市

街区には公衆浴場がない状態が続いております。

令和４年度にサンピラー温泉の改修を控え、工事

期間中は市内で温浴施設が利用できない状態が一

定期間出てくると思います。そうした状況になる

と、日常生活を送る上で影響を受ける方も少なく

ないと考えます。

それらを踏まえ、小項目１、研修施設なよろ温

泉サンピラー改修についてお伺いをいたします。

本定例会初日に補正予算を可決、設計委託料を増

額し、現在実施設計が行われている同施設の温浴

施設改修について、昨年の第４回定例会の御答弁

では閑散期との調整など実施設計の中で最適な時

期を検討したいとありました。現時点での事業規

模、工事期間、また温浴施設ができない改修期間

中の施設の対応についてお伺いをいたします。

次に、小項目２、まちづくりの観点からの浴場

整備についてお伺いをいたします。高齢化が進み、

単身また高齢夫婦世帯が増加している中で、内風

呂がある世帯であっても公衆浴場を望む声が多く

聞かれます。高齢者はもとより、地域住民が今後

も住み続けたいと思えるまちづくりの観点で風連

地区、名寄地区を含めた本市市街区における温浴

施設の必要性について理事者の御見解をお伺いい

たします。

次に、小項目３、各種計画への登載についてお

伺いをいたします。温浴施設についてさきに策定

された立地適正化計画の誘導方針、あるいは誘導

施設としての追加登載、また現在策定が進められ

ている公共施設等再配置計画に新たに登載する考

えについてお伺いをいたします。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 倉澤議員からは、大

項目２点について御質問いただきました。大項目
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１は私から、大項目２の小項目１は産業振興室長

から、大項目２の小項目２及び小項目３は総合政

策部長からの答弁となりますので、よろしくお願

いします。

初めに、大項目１、令和４年度予算編成につい

て、小項目１、当初予算規模について申し上げま

す。中期財政計画は総合計画を実施する裏づけと

なるもので、過去の決算状況やローリングで議論

した今後想定される事業などを基に作成した一般

会計の収支計画でございます。一方、総合計画中

期実施計画は一般会計のほか各特別会計、企業会

計の事業も含め、本市が行う主な事業を掲載して

いたものであり、中期財政計画と総合計画での事

業費の増減は単純に一致するものではございませ

ん。しかしながら、中期財政計画の推計では各特

別会計、企業会計において想定する事業費、起債

発行による公債費を加味して一般会計からの繰出

金を積算しているほか、それぞれの起債に応じた

交付税措置額も推計しており、中期財政計画と総

合計画の整合性は図っておりますので、御理解を

お願いいたします。

次に、令和４年度予算についてでございますが、

１１月１日付で各部局へ市長訓令及び予算編成資

料提出についての事務連絡を周知しております。

市長訓令では、本市の財政状況は多くの課題が山

積している状況ではあるが、新型コロナウイルス

感染症の拡大による社会の仕組みや価値観の大き

な変化を捉え、施策を推進するよう指示が出され

ており、総合計画ローリング後においても様々な

事業について議論しております。令和４年度予算

に係る事業については現在編成作業中であり、ま

た骨格予算となることから、予算規模を含め現段

階で申し上げることはできませんが、限りある財

源を重点的かつ効果的に活用し、市民の安全、安

心な暮らしを支えていくようしっかりと議論して

まいります。

次に、小項目２、王子マテリア名寄工場生産停

止の影響について申し上げます。初めに、市税収

入への影響ですが、王子マテリア株式会社名寄工

場及び関連企業で働いていた方の給与所得に係る

市民税、事業主に係る法人税、事業停止による固

定資産税の減収を見込んでおります。市民税では、

令和３年度の課税状況と想定される転出者数等か

ら約１，８００万円、法人税は令和３年度課税状

況から約９００万円、固定資産税は償却資産への

賦課がなくなることから、約３，０００万円、合

計で約５，７００万円の減少を想定しております。

また、その他歳入への影響としては人口減による

普通交付税算定額への影響が考えられますが、こ

れは次回国勢調査の結果を算定数値として用いる

５年後の令和８年度から影響が生じるものと考え

ております。なお、生産停止の影響は様々な面に

波及するものと想定しますが、現時点で全て把握

することが困難でありますので、御理解をお願い

します。

次に、小項目３、歳入確保について申し上げま

す。本市は一般財源の多くが地方交付税となって

おり、一般財源の確保が大きな課題となっており

ます。このことから、新規事業、特に国や北海道

からの補助金の対象となりづらいソフト事業につ

いては他の事業等との公平性、官と民との役割分

担、適正な受益者負担、後年度への財政負担など

を十分に検証するとともに、スクラップ・アンド

・ビルドの観点から既存事務事業の見直しにより

所要の一般財源等の確保を図るよう事務連絡にて

通知しているところです。御質問のあった歳入の

確保についてですが、この間の取組としてはまず

は高い水準である収納率の維持、さらには国や道

の補助金など特定財源の確保、加えてふるさと納

税寄附金や企業版ふるさと納税寄附金増額の取組

が挙げられます。先ほども申し上げたとおり、令

和４年度予算については現在編成中であり、現段

階でお話しすることはできませんが、今後も歳入

の確保に向けてしっかりと議論してまいります。

次に、小項目４、補助金、負担金等の見直しに

ついて申し上げます。負担金、補助金及び交付金
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の見直しについては、前回の見直し検討から８年

経過したことから、今年度行っております。見直

し検討の範囲は、一般会計及び特別会計で計上し

ている負担金及び補助金等とし、一部事務組合負

担金や道営事業負担金、実質的に使用料、利用料

と認められるものなどを除いた計４２９件につい

て精査することとしております。担当課で実施し

た自己評価の結果は見直しが４３件、廃止が６件、

新設が１件となっており、この自己評価を基準に

見直し検討委員会においてそれぞれの補助金等に

ついて妥当性、有効性、公平性等の観点から議論

しているところです。今後の予定でありますが、

担当課の意見も聞きながら見直し検討委員会の案

をまとめ、今年度中に行財政改革実施本部に報告

し、実施本部で確認した内容を改めて担当課へフ

ィードバックする予定です。担当課ではこの内容

を踏まえて具体的な見直し内容を当該団体などと

協議していくことになりますが、予算への反映に

ついては既に団体との協議が進められ、見直し内

容が決まっている場合は令和４年度から、それ以

外は令和５年度からになるものと想定していると

ころです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目の

２、温浴施設整備について、小項目１、研修施設

なよろ温泉サンピラー改修について申し上げます。

ピヤシリスキー場の研修施設であるなよろ温泉

サンピラーの改修については、平成３０年度に実

施した基本設計を生かし、温浴施設の改修に向け

令和元年度に測量などを実施して、中断した実施

設計を今年度再開し、進めているところです。主

な改修内容は、老朽化し、手狭なサウナを拡張し

てほしいという御要望に応え、収容人数を現在の

７人から１４人程度へ増やし、温泉浴槽を拡張す

るとともに、洗い場の数を増やすこととしており

ます。そのほか、脱衣室のロッカー増設やトイレ

の機能強化、授乳室の設置、自販機コーナーの設

置などの改修を行うこととしております。また、

温浴施設が混雑している際に合宿利用者が汗を流

せるシャワールームのニーズが高いことから、本

館２階にシャワールームを設置いたします。シャ

ワールームの設置は、合宿利用のほか温浴施設の

改修に先立って利用できるようにすることで本体

工事期間中の宿泊の休業期間を短縮できると考え

ております。事業規模につきましては、本定例会

初日に温浴施設改修工事、工事監理委託及びシャ

ワールーム改修工事を合わせて３億８，０５０万

円の債務負担行為を設定させていただきました。

実施設計完了後に工事契約などを進め、シャワー

ルーム改修工事につきましては令和４年３月から

５月中旬頃までの工期を、温浴施設改修工事につ

いては令和４年４月から１０月末頃までの工期を

それぞれ予定しています。シャワールーム改修工

事が完了するまでの約１か月半は休館せざるを得

ませんが、シャワールーム完成後は工事関係者及

び合宿関係者を中心に宿泊を受け入れることが可

能となります。休館中の対応につきましては、指

定管理者である名寄振興公社と内容を協議してま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは大項目

２、温浴施設整備について、小項目２、まちづく

りの観点からの温浴整備について、小項目３、各

種計画への登載について一括して申し上げます。

令和元年８月に市内唯一の公衆浴場が廃業とな

りましたが、現在市内には障がいがある方が入浴

できる総合福祉センター、市民に加え観光、合宿

など多くの方に利用いただいている名寄温泉サン

ピラーを設置しております。過去には浴室が設置

されていない市営住宅の入居者に対して公衆浴場

の確保が必要でありましたが、現在は全ての公営

住宅への浴室整備が完了しており、本来的な公衆

浴場の使命はほぼ終了していると考えております。

一方で、公衆浴場の設置は衛生面だけでなく、コ
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ミュニティー形成の場としてまちづくりに対する

役割もあると認識しております。しかしながら、

平成２４年のふうれん望湖台自然公園のセンター

ハウス閉鎖の際には、本市の財政状況において多

額の建設経費、継続した運営経費を要するため２

つの公共温泉を設置するのは難しいと判断したと

ころであります。現段階で公共での設置は検討さ

れておりませんが、民間事業者から公衆浴場設置

検討の相談などがある場合には各種制度での支援

を検討してまいります。

以上のことから、現段階では本市における各種

計画へ温浴施設の登載は予定をしておりません。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、各項目を確認させていただきた

いというふうに思います。

初めに、当初予算規模について総務部長からは

当初予算の要求額、どの程度想定されていたのか

というところについてはまだ査定がこの後あるか

らお答えできないというような御答弁がございま

した。たしか１１月２６日で予算要求、各部署締

め切ったのかなと思いますけれども、その取りま

とめ、もし終わっていればその段階での当初予算

要求額と歳入歳出の収支差額をお知らせいただき

たいと思いますけれども。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 令和４年度予算の各

部からの要求につきましては、１１月２６日を提

出期限として、１１月３０日から財政課長のヒア

リングを行っているところでございます。一般会

計の予算要求額でございますけれども、歳入につ

きましては約２２１億５，０００万、歳出で約２

５９億９，０００万円、収支差額約３８億４，０

００万円となっているところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ありがとうございます。

要求額についてまず歳入歳出の差額がお話だと３

８億３，７００万円、ちょっと金額の大きさに驚

いたのですけれども、歳出の部分で中期財政計画

の推計２２５億６，６００万円と比べても要求額

の積み上げが３４億２，０００万円ほど中期財政

計画の推計よりも多い状態だと。歳入については

若干増えているようで、１０億円近く歳入のほう

も増えていますけれども、それでも収支の差額、

当初の中期財政計画の推計と比べると２４億２，

８００万円ほどでしょうか、かなり推計との差が

大きくなっているというふうなお話だったという

ふうに思います。これ中期財政計画についてはロ

ーリングの調整後の額が反映されているというふ

うに私認識していたのですけれども、そちらにつ

いてはそういう調整後の額がのっていたというこ

とで間違いないでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 基本的にはローリン

グ後数字がのっているところでございますけれど

も、熟度が達していなくて、ちょっと若干のって

いなかったり、想定より低かったとか、そういう

場合はあろうかと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 推計の熟度が足りなか

ったというようなお話今ありましたけれども、そ

れにしてもなぜこれほど差が大きくなるのかとい

うところ改めて御説明をいただきたいのと、さき

の議員協議会で説明あった中期財政計画、令和５

年度以降の基金の推計であったり、その資料とし

て配付された名寄市の財政課題について、こちら

は拝見、また、御説明聞いた中ではやはりかなり

この後財政状況厳しいなというところで、各議員

も含め認識を深めたというところだというふうに

思いますけれども、こちらについて実際原課のほ

うで予算を要求してくる職員についてどれほどこ

の状況が浸透しているのか。あと、財政状況が厳

しいという職員の現状認識等については財政当局
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としてはどのように捉えているのかお聞かせくだ

さい。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今議員おっしゃられ

たとおり、中期財政計画では歳入が約２１１億６，

０００万円、歳出が約２２５億７，０００万円と

推計しているところでございまして、現状の予算

要求額は歳入で約１０億円、歳出で約３４億円増

加したということになります。まず、増加した要

因でございますけれども、それぞれの事業の積み

重ねによるもので、内容、状況は多岐にわたると

いうところでございますが、まず１点目としては

中期財政計画の推計時には事業設計、先ほど申し

上げましたけれども、熟度が足りないということ

で、中期実施計画には登載していたものの、事業

費を計上していなかったというものがあったとい

うことでございます。また、除排雪の委託料です

とか廃棄物の処理収集委託料ですとか、中期財政

計画の推計時より燃料単価の関係も含めまして増

額となった事業があったということもあろうかと

思います。また、総合計画の中期実施計画ですと

か中期財政計画に登載できなかったけれども、そ

の後の事業設計によりまして新たに予算要求があ

った事業、これもあったのは間違いありませんの

で、そういう部分なのかなと考えているところで

ございます。

もう一点、職員の認識についてでございます。

本市の財政状況につきましては課長会議など機会

ごとに説明しているところでありまして、基本的

には全職員で共有しているというところで認識し

ているところでございますが、今回の予算要求で

ございます。市民の皆さんと接する中で様々な課

題があったと。あと、デジタル関係など今日的な

課題ですとか、あと必要な施設の修繕だとか、さ

らに委託料の増なんかもあろうかと思います。そ

ういう部分でこの予算要求額につながったのでは

ないかと考えているところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今御説明ありましたけ

れども、いずれにしても歳入歳出の差額が要求段

階では３８億３，７００万円以上の収支不足があ

るというようなお話でした。中期財政計画の基金

調整額、こちら１４億８６０万円ということで、

先ほどもちょっとお話ししましたけれども、大体

これに近づけるためには査定の中で２４億２，８

００万円削っていかなければいけないといった作

業になろうというふうに思うのですけれども、現

実的にこれ対応できていくのかどうなのか。また、

これ収支不足増えた場合、やはり基金を取り崩し

ての調整となるのか、こちらについてお知らせく

ださい。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 収支不足解消の査定

も含めまして、今現在財政課長のヒアリングを行

っている最中でありまして、個別の内容について

申し上げることはできないところでございますけ

れども、今やっている財政課長のヒアリング、さ

らには年明けからは上部査定、市長、副市長査定

ございますので、その中で議論させていただきま

して、事業内容を精査していきたいと考えている

ところです。また、限りなくそういう形で中期財

政計画に近づけたいという考えはあるのですが、

収支不足の財源につきましては基金で調整すると

いうことになろうかと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 査定の中でこの後調整

をしていくということだと思います。また、まだ

特定財源、補助とかがはっきりしていない部分が

ありますけれども、一概に収支不足分を全部基金

というところにならないのかもしれないですけれ

ども、また中期財政計画のお話に戻りますけれど

も、令和５年度以降の推計、参考資料で出ていま

したけれども、かなり令和８年の基金残額を見る

と１０分の１程度に減少するという大変ショッキ
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ングな説明がございましたけれども、今年度から

も基金の額が減り始めるのが推計よりも増えてい

くといった状況が生まれる可能性もあるというこ

とだと思うのですけれども、実際来年度以降の財

政状況、かなりやはり厳しいという理解でよろし

いのかお知らせをいただきたいというふうに思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） この間もいろいろ予

算、決算の総括質疑ですとか、そういうのも含め

まして、名寄市の財政状況につきましては単年度

ベースでは健全比率ですとか、そういう部分含め

ましてそういう話はさせていただいておりますが、

相当厳しいということは申し上げてきたところで

ございまして、当然今も来年も再来年も厳しいの

は間違いないということです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 分かりました。その御

答弁を踏まえて、次の項目に移っていきたいとい

うふうに思います。

王子マテリア株式会社名寄工場生産停止の影響

についてお伺いをいたします。先ほどの御答弁で

市税の減少の部分については約５，７００万円ほ

ど減少を見込んでいるというような御説明がござ

いました。市税ですので、これ貴重な自主財源で

あります。なかなかこれをほかの部分で補おうと

いうところについては、かなり難しいのかなとい

うふうに私のほうでも考えております。ちょっと

昨日の五十嵐議員の質問にもありましたが、１０

月２６日の第３回の臨時会で可決した３，０００

万円の補正予算で地元定着推進事業、産業人材確

保促進事業、これそれぞれについて改めてこの直

近の実績についてお知らせをいただきたいという

ふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 王子マテリア名

寄工場の生産停止を受けた雇用対策ということで、

今議員がおっしゃってくださったように、本年１

０月２６日の臨時会において議決をいただいたも

のですが、この事業につきましては離職を余儀な

くされる市内在住の従業員を支援する地元定着推

進事業と離職される従業員を雇用する市内企業を

支援する産業人材確保促進事業のこの２つにより

まして離職者の再就職を後押ししようというもの

でございまして、２号マシンが停機をした９月１

０日以降の離職者を対象としております。１２月

１０日現在で地元定着推進事業につきましては、

離職予定者の相談が１７件、うち登録されたもの

が１１件となっておりまして、今後この登録され

た方が再就職をした際に改めて交付申請をしてい

ただくという仕組みとしております。一方で、産

業人材確保促進事業につきましては、離職者を雇

用した際に交付申請をしていただくこととなりま

すが、現時点で再就職をしたという情報がなく、

したがいましてこちらのほうの申請はいまだいた

だいていない状況でございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今実績をお知らせをい

ただきました。相談１７件ということで、登録が

１１件ということで、地元定着推進事業について

は直近の実績がお知らせありました。退職された

方が引き続き名寄に残っていただけるということ

では、先ほど答弁にもあった個人市民税について

は引き続き名寄に収納できるという状況が生まれ

ます。貴重な自主財源になりますので、この助成

制度、一定の効果があるのかなというふうに思い

ます。こちらのほうの制度のＰＲの仕方について、

今どのような対象者に向けた情報提供されている

のかお知らせをいただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） この事業を有効

活用していただくためにやはり離職される従業員

の方々に広く周知することが重要だと私ども考え

ております。実は先般２回にわたりまして対策本
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部の構成機関でありますハローワーク名寄、そし

て北海道の上川総合振興局と共に離職の際の手続

ですとか本事業の内容などについて説明会も実施

をさせていただきました。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 分かりました。引き続

きＰＲ等を進めていただいて、将来的にそれぞれ

支出した助成金以上の効果を期待して、次に移り

たいというふうに思います。

次に、小項目３、歳入確保について、併せて小

項目４、補助金、負担金の見直しについてまとめ

て確認をしていきたいというふうに思いますけれ

ども歳入の確保についてですけれども、まず受益

者負担についてのお考えについて伺いたいという

ふうに思います。新規事業について適正な受益者

負担をと指示が総務部長の事務連絡ではされてい

ますけれども、一方で近年既存施設の無料化だっ

たり、新規に開所した施設の無料開放など政策的

な部分だと思いますけれども、そうしたことが行

われています。財政当局の立場で適正な受益者負

担についての考え方についてお知らせをいただき

たいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 適正な受益者負担の

考え方についてということでございます。御案内

のとおり、行政サービスの提供におかれましては

人件費ですとか施設の維持管理経費などの経費が

かかっているということで、その費用につきまし

てはそのサービスを利用する方と、あと市民の皆

さんからの税金で賄っているというところなのだ

ろうと思います。税金を投入しているということ

は、サービスを利用していない人も間接的にその

経費の一部を負担しているということになりまし

て、そのサービスを利用している方としない人の

負担の公平性につきましては確保が必要だという

ことで、議員おっしゃられますとおり、適正な受

益者負担が必要になるのだろうと考えているとこ

ろでございます。ただ、先ほど議員申し上げてい

ましたが、政策的な判断、国の方針もあろうかと

思います。また、社会情勢もあろうかと思います。

あと、市の重点施策などの政策的な判断もあろう

かと思いますが、使用料などを無償にしている場

合もあるということで御理解いただければと思い

ます。いずれにいたしましても、適正な受益者負

担、これにつきましては公平、公正な行政サービ

スの提供のために必要であると、そういう考えご

ざいますので、今後も社会情勢ですとか市民の皆

さんのニーズ、サービスの利用実態などを踏まえ

まして受益者負担の適正化、図ってまいりたいと

考えておりますので、御理解お願いします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 施設の無料化だったり、

利用料の無料化等、政策的なところで行われると

いうのは十分理解できるのですけれども、そうし

たサービス提供無料でするという部分についてや

っぱりしっかりした財源の裏づけがないと負担ば

かりが増えていくという状況が出てきます。しっ

かり既存事業見直しをしていただいて、一般財源

確保した中でのサービス提供というところでお願

いをしたいというふうに思います。

あと、補助金、負担金の見直しについてでござ

います。先ほどの御答弁だと、４２９件の各事業

について今検討を行っているというところでお話

がございました。９月の決算審査特別委員会では、

総務部長の答弁ですけれども、現在調書の作成、

取りまとめ作業を行っているというようなお話が

ありましたけれども、先ほどのお話だと現在調整

がついている補助金については令和４年度から反

映するようなお話ありましたけれども、それ以外

については新年度からの反映はしないということ

でよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 先ほど申し上げたと

おり、今後スケジュールもございまして、今委員

会のほうで取りまとめを行いながら、原課の意見

を聞きながら取りまとめ行いまして、ある程度の
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判断を行革の実施本部のほうに報告させていただ

いて、それをまたフィードバックして、あとは当

該団体とまた協議ですとかございますので、今回

こういうコロナ禍という状況もありまして、丁寧

に時間をかけて作業を進めていこうと考えている

ところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） コロナ禍とかというお

話もありました。先ほど歳入確保の中でも事務事

業の見直しの観点では受益者負担と併せて補助金、

負担金の見直しも非常に重要なポイントというふ

うに考えております。先ほどの新年度の予算要求

の状況や中期財政計画の資料にあった令和５年度

以降の基金の状況を見ても、今お話のあったよう

な悠長な感じでやっている場合ではないというふ

うに私はちょっと思っております。そもそも行財

政改革推進計画ではおおむね５年ごとに見直しを

図るということで、８年間取り組まれていなかっ

たというところもこの間の危機感が伝わってきて

いないということで、この推進項目、補助金、負

担金の見直しについては、あまりこれ行革の推進

本部では重要視されていなかったということで受

け止めてよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 重要課題、基本的に

この間過去にも補助金等の見直しは行っていると

いうところで一定程度整理されているものとは認

識しているところでございます。当時からここ８

年やっていなかったということなのですが、今回

コロナ禍もありまして、いろんな社会情勢が変化

したということで、今回補助金の見直しを検討し

ているということでありまして、ただ事務連絡で

すとか通知、原課に出す連絡につきましても今回

こういうコロナ禍ということもあって、必ずしも

削減とか減額を求めるものではなく、まず支援す

ることが妥当かどうかも含めまして改めて確認し

ようと、そういう目的で実施しているというとこ

ろでございます。先ほども申し上げましたが、時

間をかけながら丁寧に作業を行っていこうと考え

ています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 改めてコロナ禍だから

というようなお話もありました。行革の実施本部

長、市長だと思うのですけれども、ちょっと財政

の関係なので、副市長にお尋ねしたいというふう

に思いますけれども、総務部長からコロナ禍と併

せて各団体ともお話合いも含めて丁寧に進めてい

きたいというところでお話ありましたけれども、

副市長も同じようなお考えでよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 橋本副町長。

〇副市長（橋本正道君） 負担金、補助金の見直

しについて８年間手がついていなかったことにつ

きましては、様々な社会情勢の変化ですとか我々

行政のほうでも課題が次々出てきたこともありま

して、なかなか手がつかなかったことはそれは事

実でありますので、ここについては私の指導も至

らなかったと思っておりますので、ここは改めて

おわびしたいと思います。今後ですけれども、や

はり相手方がおりますので、丁寧に進めていくと

いうのはこれは基本的な考えであります。ただ、

前段申し上げましたとおり、それぞれ補助金、あ

るいは負担金を受けて活動している団体の事情を

十分にこれは酌み取っていかなければならない。

例えばそこの、大きく分けて補助金には運営のた

めの補助金、それから事業するための補助金とあ

りますけれども、運営をするための補助金につい

ては、それがないとその団体がうまく活動できな

い。逆に言えば、そこの補助金を一時的に手厚く

して自立していただくということも一つ手法の中

にあるかと思います。ですので、ちょっとここ５

年間のスパンということでありますけれども、長

い目で見ていただいて、今後どうするのかという

ことも含めて丁寧に協議させていただければと思

います。
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〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今副市長の御答弁でも

ありましたけれども、以前行革の推進項目、補助

金の見直しの実施内容には補助金の終期の設定、

終わる時期の設定、あと減額、廃止の検討、運営

補助から事業補助の切替えといった実施内容、第

一次の行革の推進計画にありましたけれども、第

二次になってからここがちょっと大分トーンダウ

ンして、補助金の適正化というような内容にも、

一つの項目にも減ってきているのです。これを見

ても、ちょっと先ほどもお話しさせていただきま

したが、あまりここの補助金については行革の中

で重要視されていないのかなというふうな印象を

受けるのですけれども。やはり先ほど申し上げま

したとおり、財政状況厳しいというようなお話も

ありました。部長のほうからも公益性や有効性、

団体の状況、あと機会の公正性や妥当性、しっか

りこの辺基準を記したガイドライン作成して、補

助金の見直し、新年度に向けて取り組んでいただ

きたいと改めてお願いをしたいというふうに思い

ますけれども、いずれにしても基金の減少を早め

ることがないように、予算の訓示にもありますけ

れども、持続可能な財政運営の維持といったとこ

ろに向けて予算編成をお願いしたいというふうに

思います。

続いて、大項目２、温浴施設整備について移っ

ていきたいというふうに思います。小項目の１、

研修施設なよろ温泉サンピラーの改修についてお

伺いをいたします。こちら来年４月から１０月ぐ

らいまで、おおむね７か月ぐらいなのかなと思う

のですけれども、浴室が利用できない状況が続く

というような御答弁がありました。改修内容につ

いて洗い場の拡張等御説明ありましたけれども、

改修に当たってこれバリアフリーの改修の対応に

ついてはどのような考えになっているかちょっと

お知らせいただければと。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 設計の中身なの

で、私のほうから若干触れたいと思います。

公共建築工事でございますので、バリアフリー

法ですとか北海道福祉のまちづくり条例の整備基

準にのっとった形の中で整備をしていこうという

ことで、今設計を進めているところでございます。

基本的に構造につきましては基本の施設を使って

いくという形になるので、若干出入口の段差、ほ

んの少しの段差残ったりすることもありますけれ

ども、誰もが使うことができるような形としての

整備にしてまいりたいと思ってございますので、

御理解願います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 高齢者が利用される機

会も多いというふうに思いますので、できる限り

のバリアフリー対応、よろしくお願いしたいとい

うふうに思います。

あと、利用できない、想定される期間７か月間、

日帰り入浴者の対応としてお伺いしますけれども、

他の施設の送迎であったり、代替施設の確保等の

お考えあれば、お知らせをいただきたいというふ

うに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 先ほどの答弁の

中でもありましたけれども、２年前の市内唯一の

公衆浴場廃止以来温浴施設の確保の困難な相談と

いうのはほとんどないという状況から、公衆衛生

確保の観点による公衆浴場の役割はほぼ終了して

いると考えているのですが、一方でその面だけで

はなく、市民の憩いですとかコミュニティーの形

成の場としての役割もあると認識しておりまして、

その代替機能の確保を含めて、その可能性を含め

調査を進めたいと今考えているところでございま

す。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） すみません。聞き方ち

ょっと悪かったかもしれないです。サンピラー温

泉が使えない間に、今まで利用していた人たちが

使えなくなるといった状況があるので、こちらに
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ついてほかの施設の送迎とか、日進ピヤシリ線の

バス、今無料で走らせていますけれども、それを

一時的に路線変更して、ほかの施設へとかと、そ

ういうような対応の考えあるのかどうなのか改め

てお聞きしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私もそこを含め

ての答弁したつもりでございまして、代替機能と

いうのが送迎ですとか、そこも含めて、その可能

性含めて調査したいと考えているところでござい

ます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 日常生活、日常的に使

っている方もいらっしゃいます。公衆衛生の観点

で使っている方もいらっしゃると思いますので、

そちらの利用者の方々の対応についてもぜひとも

御検討いただければというふうに思います。

続いて、小項目２、まちづくりの観点からの浴

場整備についてお伺いをしていきたいというふう

に思います。石橋部長の御答弁の中で公衆浴場の

使命についてはもう終わっているのではないかと

いったお話、一方でコミュニティーの場としての

部分でも今そういう役割も出てきているといった

御答弁もございました。高齢になると、自宅にお

風呂あっても掃除やお湯張りなどがかなり負担に

なって、そうしたことから、要介護認定まで至ら

ない高齢の方々含めてニーズが高まってきている

のかなというふうに思っております。本市では、

市民の保健衛生上不可欠である公衆浴場の経営の

安定と確保を図るため現在も名寄市公衆浴場確保

対策条例、こちら制定された状態になっておりま

す。保健衛生上の観点では公衆浴場の必要性につ

いて改めて市民部長にお伺いをしたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 本市の条例を制定し

た際などにつきましては、目的としまして保健衛

生上の確保といいますか、そちらが不可欠だとい

う視点であったと考えております。現在は、時代

の変遷とともに保健衛生上の視点以上にコミュニ

ティーや憩いの場としての役割といいますか、そ

れがメインになってきていると考えております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ある自治体でも、公衆

浴場を利用した健康づくりの事業を実施したり、

病気や介護、寝たきりの予防に取り組んでいると

いうところもございます。また、各種サロンを設

置して、地域のコミュニティーの場として、あと

子供たちのマナー教育や体験活動の際に利用した

りと社会教育の事業にも活用されている事例もご

ざいます。本市でも以前は敬老事業の一環として

公衆浴場については活用していただくといった実

績も記憶にあるというふうに思います。今お話あ

りました公衆浴場は保健衛生上の必要な施設とい

う役割より今現在はコミュニティーの場、健康づ

くり、健康維持、またひいては介護予防、フレイ

ル予防につながる役割が大きいというふうに考え

ております。そうした観点では、今後まちづくり

を行う上でも重要な核となる施設だというふうに

私は考えております。１２月６日に開催されまし

た立地適正化の具現化に係る北大の森先生の講演

会のお話にもありましたけれども、歩いて行ける

範囲に、歩きたくなる範囲にこうした温浴施設、

コミュニティーの場があると、様々な事業と併せ

て連携が図られれば、今後も名寄に住み続けたい

と思っていただける重要な施設、動機づけになる

ものだというふうに考えております。そこで、小

項目３の各種計画への登載というところでお尋ね

をしました。御答弁では計画に登載する予定はな

いというようなお話でしたけれども、理事者の皆

さんも御記憶にあると思いますけれども、平成２

２年から２７年まで社会資本整備総合交付金を活

用した名寄市都市再生整備計画、よろーなであっ

たり、商店街のファサード事業であったり、文化

センター大ホールであったり、整備した事業です

けれども、そちらの事業の一つで、名寄の駅横地
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区の再整備計画を立てた、計画を策定したという

経過の中で、その御記憶ある方も多いと思うので

すけれども、当初その計画の策定段階では名寄市

含む事業団体２つ、名前は言いませんけれども、

２つ、３者で協定を結んで、必要な施設について

洗い出したといった経過があって、その中に温浴

施設というところで名前が挙がっております。最

終的に途中でいろいろ経過があって、最終的な名

寄市都市再生整備計画には温浴施設はのってこな

かったのですけれども、当時の執行者も担当職員

も市街地の温浴施設の必要性についてはその当時

も持っていたというふうに考えておりますけれど

も、その点についてはどのようにお考えになりま

すか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 温浴施設の評価

というか、考え方ということですけれども、今ち

ょうど公共施設の再配置計画というものも策定を

している最中で、そこの主要な役割としては、い

ろいろな機能を融合するような形で集約化した施

設をどう効率的に配置していくかというところも

議論の一つとなっております。今お話しいただい

ていた温浴施設ですけれども、ある意味公衆浴場

としての役割は終えたという表現をさせていただ

きましたが、ではコミュニティーとしてというこ

とのお話の中で、それを考えると、やはり市が温

浴施設に対して積極的にコミットする場合は市民

の福利厚生施設という位置づけになるのだろうと

いうふうに私は考えて、評価しています。そうな

ったときに居住誘導区域というものはでは計画の

中でどういう位置づけをしているかというと、名

寄市街地、それから風連市街地にも居住誘導区域

というのを設定しておりまして、それぞれに福利

厚生施設を平等に建てるのかというふうになると、

なかなか難しいところあるのかなとなった場合に

は町中というところに、ではどちらというまた評

価になってきますので、そこについてはしっかり

とした議論を時間をかけて市民の皆さんの意見を

聞きながら名寄市の方向性として詰めていかなけ

ればならないということで、まだまだやっぱり議

論の余地はかなりあるのかなというふうに思って

おりますし、まだ複合化というか、機能の部分で

いうと今の段階で評価するのであれば、当時なか

った考え方として、これだけ気候変動があって、

大雨等が続くようなことがあって、水害等の例え

ば避難所の機能もそういった温浴施設みたいなと

ころが担えるようであれば、避難所としてお風呂

に入れるといったようなことも想定していかなけ

ればならないということを考えると、まだまだ議

論はたくさんしていかなければならない話なのだ

ろうなというふうには考えております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） そうした施設、公共で

整備するとなるとまだまだ議論を深めていかなけ

ればいけないというようなお話ありましたけれど

も、少子高齢化だったり、人口減少、これ時間に

猶予ないのです。少子化、去年の出生数、１年間

で１６０人です。今年も１６０人、今日現在で。

それまでは２００人程度で推移したのが急激に減

ってきていると。亡くなる方もその倍ぐらいで推

移しているといった状況が続いていて、人口減少

どんどん、どんどん進んでいく中で公共施設これ

から整備していくとなると、できる頃には人口が

どんどん少なくなっていって、本当にその施設の

必要性すら検討しなければいけないというような

状況になってくるというふうに思います。あまり

時間がないというところで、ある程度判断を早め

ていく必要があるのかなというふうに私は考えて

おります。

そこで、市長にお聞きしたいというふうに思い

ますけれども、都市計画審議会、担当職員から立

地適正化計画について社会経済の状況の変化や人

口、土地利用の状況、施策の進捗や効果を踏まえ

て適宜見直しを行うというふうに説明を受けてい

ます。同計画の策定から２年ぐらいもう経過して

きております。先ほど申し上げましたが、立地適
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正化計画の居住誘導区域の誘導施設として、また

策定中の公共施設等再配置計画、想定施設で図書

館、児童クラブ、学生寮、生活支援ハウス、ワー

ケーション施設と、それらの施設というところで

挙がっておりますけれども、それらと併せて、そ

れらに併設も含めて、また官民連携事業としてこ

の温浴施設の部分について検討を含めてそれぞれ

の計画の中の追加検討の指示、出していただけな

いでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 温浴施設の計画登載の必

要性についてこれまでに御議論いただいたと思い

ます。１２月の頭に森先生が来ていただいて、立

地適正化の具体的な御議論をいただき、市として

も実例となる３パターンの提案をして、これから

協議を具体的に加速させていきたいというふうに

思っています。ただ、これって、これがちょっと

コンクリートなわけではなくて、肝となるのはや

はり町中に多様な人が集まってコミュニティーを

形成していく、このことが重層的な力強いまちづ

くりの基盤になっていくであろうと。そういう重

要な御指摘もいただき、このことは市民の皆さん

にも一定の御納得をいただいたのかなというふう

に思っています。その中で、これからまた市民の

皆さんと一定の議論を重ねていくことになるのだ

ろうと思います。その中で、そこにやはり資する

施設として温浴施設が必要なのか、あるいは別の

機能が必要なのかということはまたこの中でそう

した議論が出てくるのかもしれません。そうした

議論は全くシャットアウトするものではありませ

んので、今後の議論の中で議員に今回いただいた

温浴施設の御提案も含めてどうした機能が必要な

のかということ今後具体的に議論を加速させてい

きたいというふうに考えます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 検討の余地があるとい

うような御答弁だったというふうに解釈をさせて

いただきたいというふうに思いますけれども、例

えば保健センター、あそこもある程度老朽化して

きています。その施設をこの間の説明では公共施

設等再配置計画のフェーズワンというのですか、

の施設の中に追加して、例えば包括支援センター

と温浴施設といったところ併設して、健康づくり

の場、コミュニティーの場として活用するとか、

広くまだ検討の部分あると思います。ほかの施設

と比較しても今お話しした施設については優先順

位低くないというふうに私は考えますので、ぜひ

ともこちらの部分の御検討、また検討への指示に

ついてお願いをして、私の質問を終わりたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 以上で倉澤宏議員の質

問を終わります。

新型コロナウイルスワクチン接種に関わって外

２件を、富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） 通告順に従い、大項目

３点について質問をいたします。

大項目１、新型コロナウイルスワクチン接種に

関わって。人類にとって未知のウイルスとされる

新型コロナウイルスが発見されて、およそ２年ほ

どが経過をしております。日本においてもこれま

でに感染者が１７３万人ほどに上っております。

残念ながら１万８，０００人を超える貴い命が犠

牲になっていると発表がされているところでござ

います。デルタ株の感染拡大ピークを越えて、国

内の新規感染者は秋以降急速に減速をしておりま

す。北海道でも１０万人当たり０．５人ほどとな

っておりますが、皆様も御存じのとおり、予断は

許さない状況が続いているという状況でございま

す。さらに、１１月の下旬に南アフリカで新たな

変異株、オミクロンが確認され、今後の世界的な

感染拡大の動向に注意が必要だと言われています。

新型コロナウイルスの対処法として緊急特例承認

によって本年２月から接種が始まったメッセンジ

ャーＲＮＡワクチンの接種率も全国で７５％を超

えています。３回目追加接種者も１２月８日現在

で２万人を超えています。本市においても１１月
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１５日現在、２回接種率、希望者ほぼ済んだと思

われますが、８８．８％に上っています。接種開

始から１年ほどが経過し、国内外でメッセンジャ

ーＲＮＡワクチン接種に関わる様々なデータや知

見も蓄積されているところであります。改めて本

市における今後のワクチン接種に関わる考え方に

ついて、以下小項目３点について伺います。

小項目１、５歳から１１歳への接種についての

考え方について。国立感染研究所によりますとア

メリカでは１１月２日に５歳から１１歳小児に対

するファイザー社製ワクチン接種推奨が決まりま

したが、日本国内では１２歳未満の小児に接種可

能なワクチンは今のところ確認できていないとさ

れています。しかし、厚生労働省健康局健康課予

防接種室から１１月１６日に出されました事務連

絡によりますと、小児に対する安全性、有効性が

確認された新型コロナワクチンを使い、２回接種

することを前提に自治体での接種体制の準備を進

めるよう通達がなされています。自治体としては、

国の動向に従い予防接種法、感染症法などの関係

法令並びに臨時予防接種実施要綱に沿って準備を

進める状況だと思います。しかしながら、感染し

たとしても重症化や死亡する懸念が極めて低いと

いうエビデンスが示されている小児を含む若年層

への接種について一層慎重な議論が必要と思われ

ます。現時点での本市の見解と今後の考え方につ

いて伺います。

小項目２、新型コロナワクチン追加接種につい

て。ワクチン接種開始当初は２回の接種によって

９５％もの発症予防効果があると厚生労働省は発

信していました。一方、接種後一定の重症予防効

果は見られるものの、時間とともにその抗体価と

感染を防ぐ中和抗体は徐々に低下していくことが

分かってきました。国内でも２回接種を済ませた

人たちの間でブレークスルー感染が広がり、クラ

スターも発生していることが報道されています。

これらを受けて、政府厚労省は１２月１日からの

３回目の追加接種、２回接種から原則８か月を経

過した者に行うよう１１月１６日付の事務連絡で

自治体に通達を出しております。一般接種はおお

むね来年２０２２年２月頃からになると思われま

すが、準備可能であれば６か月に前倒しをして接

種することも検討に入れて、２回目までのワクチ

ン種別を問わず、異種ワクチンの交差接種も認め

る旨記されております。厚生科学審議会予防接種

・ワクチン分科会副反応検討部会などの報告に鑑

みますと、接種後の長期的な安全性が担保されて

いない状況において追加接種には一層の慎重さが

求められると思いますが、追加接種に関する本市

の見解を伺います

小項目３、ワクチン検査パッケージについて。

新型コロナウイルス感染症対策本部は、１１月１

９日、ワクチン検査パッケージ、いわゆるワクチ

ンパスポートの制度要綱を発表しています。感染

対策と日常生活の回復の両立に向けて、緊急事態

宣言やまん延防止等重点措置下においても行動制

限の緩和を可能とするためにワクチン検査パッケ

ージ制度を施行していくとされています。しかし

ながら、導入に当たっては様々な課題も多いとさ

れ、慎重な議論が必要とされています。１１月下

旬から一部で実証実験が始められておりますが、

ワクチン接種者が感染しない、人に感染させない

という根拠はないものの、重症予防、感染致死予

防については一定の効果があるものと厚生労働省

は発信しているところであります。ワクチン検査

パスポートが導入されれば、社会の分断と差別を

生みかねない懸念があります。本市では、９月の

広報の４ページにストップワクチン差別が掲載さ

れております。それらを踏まえて、本市における

ワクチン検査パッケージに対する考え方と合理性

についての見解について伺います。

大項目２、人権週間に関わって。１２月４日か

ら１０日の１週間、第７３回人権週間でした。１

２月１０日は、世界人権デーと定められておりま

す。今なお新型コロナウイルス感染症感染者に対

する差別、偏見、ワクチン接種に関わる同調差別
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ハラスメント、インターネットにおける誹謗中傷、

いじめや虐待、女性問題、高齢者問題、子供問題、

外国人やハンディキャップのある人、アイヌ、被

差別部落、性的少数者、ハンセン病元患者やその

家族に対する偏見、差別など様々な人権問題が依

然として存在しているのが現実です。Society5.0、

デジタル推進施策を進めていく上で誰一人取り残

さないまち名寄を実現するためにもあらゆる人権

の問題に関して真摯に向き合わなくてはならない

と思います。これまで数回にわたって一般質問で

取り上げてきました人権に関わる項目の中から２

点に絞って本市の考え方について伺います。

小項目１、ＳＯＧＩＥ、性の多様性の認知につ

いて。ＳＯＧＩＥとはＳＯ、セクシュアルオリエ

ンテーション、誰を好きになるかという性指向、

ＧＩ、ジェンダーアイデンティティー、自分はど

ういう性を自認しているかという性自認のこと、

Ｅに関してはエクスプレッション、服装やしぐさ

といった性表現のことを言います。性の在り方は

実に多様で、グラデーションです。ＳＯＧＩＥは、

ここにいる全ての人に関わることです。日頃自身

のセクシャリティーを意識していない人も意識す

る人もみんな同じＳＯＧＩＥの大きな枠組みの中

に存在しています。全市民に関わるＳＯＧＩＥを

人権擁護や男女共同参画の観点から、そして教育

の現場でどのように啓発をされているのかについ

て伺います。また、啓発に当たって正しい理解を

共有していくために専門性を有する方を招いての

公開型の研修セミナー、講演会などの実施につい

て計画の具体的な取組について伺います。

小項目２、パートナーシップ宣誓制度導入に関

する考え方について。２０１５年に東京世田谷区、

渋谷区で導入された自治体によるパートナーシッ

プ宣誓制度は、それ以降急速に全国に広がりを見

せ、９月３０日現在、１３０の自治体で制定され

ています。制度利用カップルは２，２７７組に上

っています。北海道では、札幌市に続いて帯広市

が来年の早期に導入をする予定になっています。

また、検討段階に入っている自治体は函館市、江

別市、北見市などがあります。先日の新聞報道で

は、東京都も来年度東京都として制度を導入する

予定になっています。宣誓制度は法的な婚姻権利

が発生するわけではありませんが、日々の暮らし

や生活面での不便さから一定程度解放され、人間

らしい幸福追求と文化的暮らしを営めるようにな

ります。同性カップルは少数とはいえ、導入され

たまちに住む当事者にとってそのまちを信じて暮

らしていくことができるということは自治体にと

っても誇らしいことになるものと思います。昨年

の第４回定例会の一般質問での答弁では、情報を

収集していく旨の答弁でしたが、この１年余りの

情報収集と本市における制度導入に向けた検討に

関わる考え方と進捗状況について伺います。

大項目３、ゼロカーボンシティ宣言に関わって。

昨年の第２回定例会の一般質問の中で、２０５０

年ＣＯ２排出ゼロ宣言についてどう考えるか質問さ

せていただきました。このたびの名寄市ゼロカー

ボンシティ宣言の発出は、大いに評価できるもの

と認識しております。

以下、小項目１点について伺います。ゼロカー

ボンシティ宣言の生かし方について。今後本市に

おける脱炭素社会の実現と再生可能エネルギー導

入の可能性に向けたビジョンとロードマップにつ

いて、現時点での考え方についてお知らせくださ

い。また、総合政策をはじめとする様々な諸計画

とのリンク及び温暖化防止実行計画や低炭素まち

づくりを前に進めていくための中長期的なグラン

ドデザインについて、今後どのようなまちの姿を

描いていくのかについて見解をお示しください。

さらに一歩踏み込んで、世界で１，１００を超え

る自治体が宣言を発している気候非常事態宣言の

表明についてはどのような見解をお持ちになって

いるのかお聞きいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま富岡議
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員から大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は市民部長か

ら、大項目３は総合政策部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

大項目１、新型コロナウイルスワクチン接種に

関わってについてお答えいたします。初めに、小

項目１の５歳から１１歳への接種についての考え

方についてですが、１１月１６日に発出された国

の事務連絡の中では小児に対する安全性、有効性

が確認された新型コロナワクチンを使用し、２回

の接種を行うことを前提に自治体における実施体

制を確保することとされており、小児への接種を

実施する医療機関については接種の手引において

様々な要件が求められています。このことからも、

本市におきましては現行１２歳から中学生への接

種を実施している名寄市立総合病院の小児科ワク

チン外来での接種に向けて調整を進めているとこ

ろであります。ただし、１２歳未満の小児への新

型コロナワクチン接種につきましては、ワクチン

の有効性、安全性を整理し、厚生科学審議会予防

接種・ワクチン分科会において引き続き議論する

こととされており、今後の検討状況により変更さ

れる可能性もあるとされていますので、国の動向

を注視してまいります。

次に、小項目２の新型コロナワクチン追加接種

についてですが、予防接種法附則第７条第１項に

おいて新型ウイルス感染症の蔓延予防上緊急の必

要があると認めるときは臨時の予防接種の実施を

市町村長に指示することができるとされており、

１１月１６日付で関係省令及び大臣指示が改正さ

れたところであります。この改正により３回目の

ワクチン接種となる追加接種についての方法や使

用するワクチン、接種対象者、接種間隔などが規

定され、接種の手引や実施要領についても改正版

が発出されました。これらの改正省令等に基づき

各自治体において追加接種が開始されているとこ

ろであります。１１月１５日に改正された厚生科

学審議会予防接種・ワクチン分科会の資料におい

ては、現時点で追加接種における安全性に重大な

懸念は認められていないとされていることから、

本市といたしましては法及び慣例、省令等にのっ

とり追加接種を進めてまいります。ただし、接種

の大前提としてそのリスクとベネフィットの両方

を考慮し、本人の同意に基づき接種を行うことが

重要でありますので、今後もワクチンについて適

切な情報提供に努めるとともに、いわゆるワクチ

ン差別等が起こらないよう市民への周知等を進め

てまいります。

小項目３のワクチン検査パッケージについてで

すが、１１月１９日付で要綱が発表されたワクチ

ン検査パッケージ制度とは、感染拡大を防止しな

がら日常生活や社会経済活動を維持できるようワ

クチン接種歴、または陰性の検査結果を活用し、

感染リスクを低減させ、将来の緊急事態宣言やま

ん延防止等重点措置等の下において飲食やイベン

ト等における行動制限の緩和を可能とするものと

されています。飲食店やイベントにおいて、必ず

この制度を活用しなければならないのではなく、

人数制限の緩和の適用を受けようとする事業者が

あらかじめ都道府県に登録するというものであり

ます。北海道においては、１２月中旬から登録受

付を開始する予定で、また既に第三者認証を申請

し、取得されている飲食店については原則ワクチ

ン検査パッケージ制度の登録店とし、１２月中旬

以降に登録店のステッカーを送付する予定となっ

ています。ただし、要綱にも記載されているとお

り、ワクチンの感染予防効果にも限界があり、ワ

クチン検査パッケージを活用した場合においても

いわゆるブレークスルー感染が一定程度生じると

されています。国においてもブレークスルー感染

等の感染の状況や最新の科学的知見を踏まえなが

らワクチン検査パッケージ制度の在り方や運用等

について引き続き検討するとされていることから、

本市においても国の動向を注視しつつ基本的な感

染予防策である３密回避、マスク着用、手指消毒、

換気等の徹底について引き続き市民への周知を図
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ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは大項目２、

人権週間に関わって、初めに小項目１、ＳＯＧＩ

Ｅの認知についてお答えいたします。

性の多様性に関する市の取組としましては、広

報で相談窓口を紹介するとともに、啓発記事を掲

載しており、併せて公共施設へのポスター掲示に

よる周知、啓発をしているところです。また、教

育現場については、市立大学内へのポスター掲示

により啓発を行っており、今後においては中学校

や高等学校へのポスター掲示についても取り組ん

でまいりたいと考えております。近年では、性的

指向や性自認の課題を特定の人々にのみ必要な課

題ではなく、全ての人の人権の問題として捉える

ためＳＯＧＩＥという言葉や考え方が広がりを見

せております。本市においてもそのような認識を

基に今後も周知、啓発に努めてまいります。御提

案をいただきました講演会については、男女共同

参画セミナーのテーマを考察する際の候補として

まいりたいと考えております。

次に、小項目２、パートナーシップ宣誓制度導

入に関する考え方についてお答えいたします。パ

ートナーシップ宣誓制度につきましては、本年１

２月１日現在で全国１３７の自治体が導入してい

るものと承知しています。その効力については法

的拘束力は持ちませんが、自治体が設置する病院

や公営住宅に関するもののほか、生命保険や携帯

電話など民間によるサービスも増えつつあり、一

部の大企業では福利厚生の面でも休暇や手当など

について家族と同様の扱いを受けられる制度が導

入されつつあると認識しております。現状本市に

おいては性的マイノリティーに関する正しい理解

と認識など、まだ導入に向けた熟度が高まってい

る状況ではないと考えており、検討を進める考え

には至っておりませんが、本年度に入ってから５

７の自治体が制度を導入していることから、今後

も国や他自治体の動向を注視してまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは大項目

３、ゼロカーボンシティ宣言に関わって、小項目

１、ゼロカーボンシティ宣言の生かし方について

申し上げます。

国による２０５０年カーボンニュートラル、脱

炭素社会の実現を目指す宣言が行われ、国内単位

市町村でも今まで以上に機運が高まったと考えて

おります。本市でも現在民間による再生可能エネ

ルギー発電事業の検討が進められていることを受

け、さらなる機運の醸成、具体的なロードマップ

が必要と感じていることから、環境省の補助事業

を活用した（仮称）エネルギー計画策定事業の検

討を行っているところです。また、総合計画では

基本目標Ⅲ、主要施策、環境との共生で取組の方

向性を示しており、今後策定予定の（仮称）エネ

ルギー計画はアクションプランに位置づけられる

と考えておりますので、市民の皆様にも周知をし、

ゼロカーボンシティ実現に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。

気候非常事態宣言につきましては、市民の皆様

の気候変動への関心を高め、市として地球温暖化

対策に率先して取り組む決意を示すことを目的に

表明する自治体が増えていることは承知している

ところであります。ゼロカーボンの取組と気候変

動を緩和するための施策を併せて実施することで

ゼロカーボンの実現が一層推進されるものと認識

しておりますことから、国や北海道、単位市町村

の動きを注視しながら情報収集をしてまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、時間許す限り再質問をさせてい

ただきたいというふうに思います。
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地方自治体の行政というのは、地方自治法はじ

め予防接種法ですとか感染症法、そして臨時予防

接種実施要綱、関係事務連絡に従って市民の健康

福祉に関わる行政をつかさどっていかないととい

うことは十分に承知しているところであります。

日々刻々と変化をしていく厚生労働省からの通達

によって恐らく多忙な業務に当たられている関係

職員の皆様が大勢いらっしゃるのかなというふう

に思っております。まずもってその部分に関して

敬意と感謝を申し上げるところでありますけれど

も、最終的にはこれ地方自治体の判断に委ねられ

ているという部分が非常に多いと思っております。

新型コロナのメッセンジャーＲＮＡのワクチンに

ついて慎重に見ていく必要があるという認識の下

にこれから再質問をさせていただきたいと思うわ

けでございますけれども、前回の定例会でも一般

質問で申し上げましたけれども、一般接種の開始

から８か月ほどが経過している今日、いろんな知

見とかデータというのが蓄積されてきております、

世界、日本問わず。市民の皆様に対して前回の質

問以降リスクの部分に関してもホームページに掲

載をしていただいたことは非常にありがたいなと

いうふうに思うのですけれども、ワクチン接種の

リスクとベネフィットについてしっかりとこれ情

報を伝えていく必要があると思うのですけれども、

今の状況でしっかりと伝えているというふうにお

考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ワクチン接種に

関わっての情報について、基本的には厚生労働省

とかの情報を市民に提供するというところで考え

ているところであります。そういった意味で、い

ろんな情報がネット上では飛び交っていますけれ

ども、それがどの情報がやっぱり市民に周知すべ

きかとかというのはなかなか難しい状況でありま

す。そういった面では、私どもとしては厚生労働

省を主とした情報をやっぱり市民に提供すること

ということで今後も努めてまいりたいし、これま

でもそういった対応の中で進めてきているところ

でありますので、今後も同様に進めていきたいと

いうふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 厚生労働省の発表され

る様々なデータを一つリスクの部分に関してきち

んと発表していくという形を取るのであれば、や

はり一番重要になってくるのは副反応に関する情

報というものをきちんとした結果として上がって

きているデータをきちんと市民の方にお知らせを

することが私は必要なのではないかなというふう

に思うのですけれども、１２月３日、報告死亡者

数１，３８７名、報告重篤者数が５，９５０名に

上っているという、こういった状況はきちんとリ

スクの部分としてお知らせをする必要があるとい

うふうに思っています。というのも、結局接種す

る、しないというのは個人の判断に委ねられてい

るわけですから、そこへもってきて、きちんとし

た判断ができるようなベースデータというものを

しっかりと提示をしていくというのは恐らく市民

の健康と命を預かる健康福祉部、あるいは名寄市

全体としてやらなくてはいけない務めではないか

なというふうに思うのですけれども、その辺りに

ついてはいかがお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ワクチン接種に

つきましては、これまでも言われているとおり、

感染リスクであったり、重症化リスクをいかに軽

減するかということでされております。そういっ

た面では、今回の新型コロナウイルス感染症によ

って一方では重症化であったり、貴い命が奪われ

たという状況があります。そういったものと、ま

た今議員からありましたワクチン接種による副反

応の状況というのは情報としては、どういった情

報を市民に伝えて、接種を受けるかどうかという

判断をするかというのはちょっと慎重に取り扱わ

なければならないかというふうに思っています。
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ワクチン接種の結果だけではないというふうに思

っていますので、そしてここで先ほど言いました

コロナウイルスの感染によっての状況も含めて知

らせていかないとということでありますので、そ

こは慎重に検討しながら今後追加接種、一般の方

に進めていく状況になりますので、情報提供につ

いてはちょっといろいろ精査しながらしていきた

いというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） そのとおりなのだろう

なと思う部分もありながらもちょっと違うかなと

思う部分もあったりするのですけれども、やはり

今ベネフィットの部分に関してというのはワクチ

ンの効果ですとか、そういうのというのは本当に

今年の２月ぐらいからテレビや新聞とかでもずっ

と報道されてきていて、政府広報まで発表されて

しまっているというような状況が続いているので

すけれども、それに関わるリスクの部分に関して

というのは事今回はメッセンジャーＲＮＡという

ワクチンは人類初めて使われるワクチンであると

いうふうにも言われている状況ですから、中長期

的な、どんなような今後、急性期の反応というの

は割とすぐ出てくるかもしれませんけれども、今

後中長期的な影響というのがほぼほぼ分からない

というものに関してもうちょっと慎重になる必要

がある。とりわけて子供とか若年層に関しては感

染しても重篤化をしたりとか死んでしまうという

ようなリスクが極めて低いという状況にあるわけ

ですから、その辺に関してはやはり年齢層を分け

た状況の中で、その年代に合わせた形でのリスク

とベネフィットについてを提示する必要があるの

ではないかなというふうに思っております。心筋

炎の報告数、ファイザー接種で１０代で１６人、

２０代で１３人、モデルナ接種で心筋炎、１０代

が８２人、２０代が４９人に上っているという状

況です。ワクチン接種後の死亡者、残念なことに

１０代で５人、２０代で２６人が１２月３日まで

の報告で上がってきているという状況なのですけ

れども、一方コロナの感染で亡くなった若い人と

いうのは１０代で３名、基礎疾患持っている方、

そして呼吸器をつけている方、そして交通事故で

亡くなられた方の遺体を調べたら陽性だったから

という形での３人、２０代は２６人が上がってき

ている。そういう状況ですので、若い人への接種

に関しては本当に、今後未来のある、６０年、７

０年という未来があって、名寄市の将来を背負っ

ていっていただく方々でもあると思いますので、

その辺に関しては十分にお知らせをできるような

情報を提供していただければというふうに思うと

ころです。

それで、ちょっと病院事務部長に聞きたいので

すけれども、保健所のほうに問い合わせましたら、

副反応に関してのデータというのが保健所持って

いないということで、病院から直接厚生労働省に

上げているという回答だったのですけれども、例

えば名寄市立総合病院とか名寄市内の病院から厚

生労働省に副反応報告というのは、個人情報ある

ので、詳しいことは聞きませんけれども、上げて

いる実績はあるということでよろしいですか。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） これは

システムがございまして、そういうようなものが

あったときにはそれに入力をするということにな

っておりますので、あった場合はそのように対応

しております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） １０代、２０代では恐

らくリスクのほうがベネフィットを上回っている

のかなというふうにも思える部分があるのですけ

れども、３回目のブースターショット、追加ショ

ットに関してなのですけれども、横浜の市立大学

による接種後の抗体価の調査、これによりますと

接種１週間から３週間で効果のピークを迎えて、

６か月後には抗体価が９０％減少、ウイルスの感

染阻害能力を示す中和抗体価も８０％減少すると。
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陽性率が８５．７％という結果が出ているという

ことはあるのですけれども、ブレークスルー感染

によるクラスターの発生というのもあちこちで報

道されているとおりでございますので、今後の中

心となるオミクロン株は弱毒ではないかというふ

うな話もありますけれども、スパイクに変異箇所

が３０か所以上あるという変異株だというふうに

も言われております。現行のワクチンが有効か否

かもよく分かっていない状況なのですけれども、

最初に発生した武漢からの由来に対するワクチン

の追加接種というもので抗体価を再度引き上げる

ことが今後も重要だというふうにお考えでしょう

か。そこについてちょっとお伺いしたい。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 先ほどから申し

上げているそういった点につきましてさきの厚生

科学審議会等で審議をされて、厚生労働省のほう

から通知によってそういった面では有効だという

ふうにされている部分があって、本市としまして

は今回の新型コロナワクチンの接種の国策である

中での市民の皆さんにワクチンを接種するという

役割をしっかり果たしていかなければならないと

いうふうに考えているところであります。言われ

ていますように、将来的、１０年後、２０、３０

年後はこれは誰にも分からない。過去のウイルス

に対するワクチンもそういった状況の中で抑制を

したり、場合によってはワクチンが消滅したり、

いろんな変遷があったというふうに思っておりま

す。そういった面では、先ほどから慎重にという

話しされていますけれども、本市においてはこれ

１２歳から中学生同様やっぱり名寄市立総合病院

の小児科外来のほうでワクチン接種を子供たちに

は打ってもらいながら、専門医の先生からしっか

り説明を聞きながら、最終判断をしてもらう、そ

ういった対応もしながら進めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） （１２月１５日 富岡

議員発言により削除）

１

０月２４日から２６日の間に第１３回ワールドヘ

ルスサミットというのが開催されたというのは御

存じでしょうか。御存じない。毎年これ開催され

ているらしいのですけれども、１２０か国、６，

０００人が参加して、ＷＨＯのテドロス局長も参

加されているサミットなのですけれども、その中

で医薬品メーカーのバイエルの医薬品部門責任者

のステファン・オーエルリッチさんという方がメ

ッセンジャーＲＮＡのワクチンを開発されている

方であるらしいのですけれども、医薬部門の責任

者として。細胞、遺伝子の治療の一例であるとい

うふうにメッセンジャーＲＮＡのことを言われて

いて、それが発表されて、全世界に発信をされて

いるところなのですけれども、日本ではなかなか

報道されないのはなぜかなと思うのですけれども、

実際に私たちがそういうような話を事前に聞いて

いたら接種したかな、どうかなというところがち

ょっと気になるのですけれども、一般市民に対し

て細胞、遺伝子治療を目的とした注射を打ちます

よと話をされたら抵抗があるかといったら、恐ら

く抵抗があるという人のほうが圧倒的に多数なの

かなというふうに思うのですけれども、その辺に

ついてそういうような話があるということなので、

ぜひこれは調べておいていただけたらいいなとい

うふうに思っております。ウイルスというのは宿

主を殺すような強毒性を持っていることというの

はまれなわけですけれども、１２月８日に皆さん
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も御存じの理化学研究所生命医科学研究センター

の免疫細胞治療研究チームが出された研究の結果

なのですけれども、日本人が諸外国に比べて感染

者、重症者、死亡者が欧米諸国よりも低いという

要因について研究をされてきたのですけれども、

日本人は何でもＨＬＡＡ２４分子というヒト白血

球抗原というものを有しているということを一つ

の要因に挙げています。体内に存在している季節

性コロナウイルスに対する記憶免疫のキラーＴ細

胞が認識するＨＬＡＡ２４抗体部分を発見して、

その部位が新型コロナのスパイクたんぱくに対し

て強く、交差反応する、つまり感染した細胞をキ

ラーＴ細胞がやっつけてくれるのだという、その

ものを日本人は特性としてたくさん持っているよ

という話なのですけれども、こういったこともい

ろいろと今知見データ等が上がってきていて、研

究もされていますので、その辺も調べた上でぜひ

とも御提示をしていっていただきたいなというふ

うに思うのですけれども、その辺についていかが

でしょう。厚生労働省だけではなくて、いろんな

ところからも。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 担当部長として

はあまり専門的な知識がなくて、ちょっと理解で

きない部分は大変申し訳ありませんけれども、先

ほども言いましたけれども、ホームページ上では

いろんなそういった知見とかのワクチンに対する

考え出されているかと思います。少しは見るので

すけれども、なかなか理解できない部分が多くあ

って、そしてまたいろんな見解が出ていた部分が

あって、本当にどれを信用といいますか、どれを

やっぱり見て進めればいいのかというのがすごく

担当としては悩むところであります。そういった

面では、先ほど申し上げましたけれども、厚生労

働省が勧めている部分についてはしっかり周知を

していきたいというふうに思っているところであ

ります。私も時間あるときにはそういったものを

ちょっと見ながら、また自分の勉強していきたい

というふうに思っているところであります。ただ、

今回の新型コロナウイルスについては、当然私は

経験したことありませんし、ほかにもこれだけの

大きな全世界に影響を及ぼしたウイルスというの

はそうないかなというふうに思っております。先

ほどからワクチンに対する副反応の話もされてい

ますけれども、一方では感染症によって身体に影

響を及ぼすこと、また経済に大きな影響を及ぼす、

そういった状況を勘案した中で、国においてもそ

ういった判断の中ではやっぱりワクチン接種を多

少のリスクがあったとしても進めるという部分に

判断をしたのかなというふうに思っているところ

であります。そういった意味では、非常にこれは

難しい判断の中で進められている事業だというふ

うに思っています。一自治体では判断できるもの

ではありませんので、国からの指示を受けて、市

としてやるべきことをしっかりやって、一日も早

く安心して暮らせるまち、そして経済が元に戻る

ことを目指して取り組んでまいりますので、御理

解をよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 後ろから拍手が上がっ

てしまった。先ほどの理科学研究所の研究の成果

というのは、今後ＳＡＲＳ―ＣｏＶ２の重症度の

診断とかワクチンの有効診断、あるいは今後の治

療薬の開発にも非常に有効として期待をされてい

るという部分がありますので、そういった情報も

市民にお知らせしていくというのも必要なのかな

というふうに考えるのですけれども、自治体の健

康福祉部や保健センターというのは恐らく健康に

関するプロの皆様だろうというふうに私は認識し

ているのですけれども、厚労省から接種の奨励を

されている部分をそのまんまスライドして踏襲を

していくだけではなくて、そのリスクに関してを

きちんと調べ上げた上で安全側、フェールセーフ

を取りながら市民の命と健康を守っていくことが

大切であると私は思っています。予防原則という

のは感染に対する予防ばかりではなくて、接種に
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おいても害を与えないというのがすごく大切にな

るのだろうというふうに思うのですけれども、恐

らく市民の健康とか命を守るということに関して

は差異はないと思うのですけれども、事今回のこ

ういう初めてのようなケースの場合においてそこ

が一番主軸になって考えなければいけないところ

かなと思いますので、最終的には行政の、自治体

の判断ということにもなろうかと思いますので、

その辺に対してもう一度お考えを一言伺えたらな

というふうに思うのですけれども。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 答弁繰り返すこ

とになりますけれども、自治体の判断と言われて

も今回のこの新型コロナウイルス感染症に対する

対応、取組についてどういった判断があるのかと

いうふうにちょっと考えてみましたけれども、こ

れまでも言ったように、ワクチン接種については

しっかり間違いのないように打つこと、そして感

染予防対策についてはしっかり市民の皆様に情報

提供しながら感染リスクを軽減させる、そういっ

た手法も含めてしっかり伝えて、一人でも少ない、

感染者をできるだけ少なくする、そういった基本

的なことをしっかりやっていくことが自治体に求

められているかなというふうに考えているところ

であります。健康福祉部、保健師も多くいて、専

門家といいながらもこのワクチンについてはそう

いった薬事の部分を含めた専門的な部分はありま

せんので、なかなか理解も難しいところあります

けれども、先ほど指摘されている部分については

私自身も見ながら、どこまで理解できるかはちょ

っと分かりませんけれども、市民に提供できる部

分については提供していきますが、市民もしっか

りその辺は副反応含めて理解をして、やっぱり自

分自ら打つという、そういった判断が必要になり

ますので、そういった情報提供につきましては今

後も引き続き行いながら市民の皆様に、希望され

る方々にはしっかりワクチン接種をするような、

そういった体制を整えて、進めてまいりたいとい

うふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

市民の皆さんの命と健康と未来をぜひとも守って

いくようなふうに今後もお願いをしたいなという

ふうに思うところでございます。ただ、いろいろ

な知見とか研究結果が上がってきていますので、

いろいろなものに目を通していただくことも大事

なのかなというふうに考えますので、よろしくお

願いしたいと思います。

大項目２の人権週間に関わってのほうに入らせ

ていただきます。７月１２日に北海道知事、鈴木

直道さんから人権が尊重される持続可能な北海道

を目指してということで道民の皆様宛てにメッセ

ージが発信されているのは、御存じだったでしょ

うか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） メッセージが発信さ

れた記憶は若干ございますが、申し訳ございませ

ん。内容については今分からないです。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 内容については今ここ

で読むと時間なくなってしまいますので、御興味

のある方は調べていただきたいなというふうに思

うのですけれども、北海道全体がやはり人権問題

に関わっていろいろな発信を今されてきていると

いう状況にあります。それで、北海道人権施策推

進基本方針というのも改定されて、打ち出されて

おります。子供でも読みやすいように平仮名がき

ちんと振られたものになっておりますので、恐ら

くこういうのが教育現場なんかでも使われている

のかななんていうふうに思うのですけれども、教

育部長、こういうのは御存じでしたか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 大変申し訳ございま

せん。分かっていませんでした。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。
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〇１番（富岡達彦議員） 北海道人権施策基本方

針というもの、差別、いじめは駄目だべやという

熊の絵が描いてあるようなものがありますので、

ぜひとも見ていただければと思います。今年の９

月に開催されました性的マイノリティーの差別解

消と権利保障を目指したレインボープライド札幌

の公式マガジンの中に道内各市へのアンケート調

査のページが載っております。ここには、名寄市

長の加藤市長の祝辞も載せてあります。名寄市と

しては取組については、先ほど答弁にあったよう

に、当事者の窓口の紹介とかポスター、チラシ、

そういうものがあるよという紹介がありました。

ただ、証明書類の氏名の、名前の変更ですとか庁

舎内での相談窓口の設置、あるいはパートナーシ

ップ宣誓制度の導入に関しては今のところは検討

していないよというような御回答だったのですけ

れども、それらにちゅうちょしているのはなぜな

のかということをもう一回聞きたいなと思います。

国や道の示す動向を見てというのであれば、先進

事例ももう１３０という自治体が行われているわ

けですから、そういったところの実態というもの

をきちんと調査をする必要があるのかなと思いま

すけれども、その辺に関していかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） まず、相談窓口につ

きましては庁舎内に相談における専門家がいない

ということで、窓口におきましてはそういった場

所を御案内させていただくということにとどめて

おります。また、パートナーシップ宣誓制度につ

きましては、周囲の方々の理解が必要なカミング

アウトを伴う制度になると考えております。また、

効果といいますのはその地域限定で、法的に認め

られたものではないということで、地域社会の方

々の理解がまず大変重要になってくると思ってお

ります。性的マイノリティーの方に対する知識や

理解をもうちょっと周知や啓発を行うことで十分

高めてからそういったことを検討してまいりたい

なと思っております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひとも前向きに進め

ていっていただきたいなというふうに思います。

今年の３月、札幌地方裁判所で婚姻の法的効果を

同性カップルが享受できないのは憲法第１４条１

項、平等権に違反するという判断を示しています。

国のほうの問題でもありますので、同性婚の問題、

あるいは選択制夫婦別姓の問題等々、そういった

ものも同時に進行させていかなければいけないな

というふうな部分あるのですけれども、ＮＨＫの

世論調査で同性婚を認めることへの賛成というの

はおよそ６割がいるという状況になっています。

世界に目を向けますと、２００１年にオランダで

同性婚が法制化されたのを皮切りに２０１９年に

はアジアで台湾が同性婚を認めています。今や先

進国、Ｇ７のうち同性婚を認めていない国は日本

だけになってしまっているという現実があります。

パートナーシップ宣誓制度、ファミリーシップ制

度を取り入れている先進的な市というのも、自治

体もございますので、ぜひともそういったところ

を巡っていただきながら探っていただきたいとい

うふうに考えております。なぜこの制度を導入す

ることを勧めるかというのは、制度導入したとし

ても一般的な普通に今まで生活している人たちに

は何の影響もないというのがすごく重要な部分で、

今までの婚姻制度や自分たちの生活スタイルとい

うものを脅かすような影響、支障を及ぼすことと

いうのは一つもないわけですから、ぜひとも誰一

人取り残さない名寄のまちを築いていく、あるい

はそういう人たちを受け入れているのだという、

アライという、アライアンスの気持ちを含めて表

明をしていくということは今後の名寄市にとって

も非常にプラスになっていくというふうに考えて

おりますので、人権問題だけの観点ではなくて、

名寄市の今後の発展のためにもぜひとも取り入れ

ていただきたいなというふうに思います。ぜひと

も今後やっていただきたいかなと思うのは、市民

向けの講座とかパネル展、あるいは広報活動、市



－127－

令和３年１２月１４日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

内の事業者への協力要請とか研修会、ガイドブッ

クの作成、あとは大事になってくるのはまずは行

政職員のスキルアップにつながるような研修をし

ていただきたいかなと思っています。ダイバーシ

ティー推進センターを持っているという自治体も

結構数あるようですので、困り事を抱えている人

がいるときに困っていることに対して手を差し伸

べることのできる理解者、相談者というものをい

ろいろなジャンルの中でつくっていくことによっ

て、それが市民にどんどん輪を広げていくという

形で進んでいくのかなというふうに思っておりま

す。あとは、交流機会の創設として少数派に置か

れている人たちとアライの人たち、そして行政側

の交流とか懇談会、こういったものというのも積

極的に広げていく必要があるのかなというふうに

思っております。その辺に関して今後どのような

取組をしていくかについてお伺いしたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今議員のほうから御

提言いただきました様々な取組を含めまして、今

後研究してまいりたいと考えております。また、

性的マイノリティーに関する正しい理解と認識と

いう部分で、周りがそれを積極的に認めて、支援

していくといった理解がまずは必要だと考えてお

りますので、そういった部分も含め、熟度を高め

られるような形の取組ができるのか研究してまい

ります。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 今回はセクシャルマイ

ノリティーの部分に限定した形で人権週間に関わ

ってという質問させていただいたのですけれども、

様々ないろいろなジャンルにこの人権問題という

のがあって、誰一人いずい思いのしないような形

で生活ができるような空間づくりというのは非常

に大事になってくるかなと思っております。ぜひ

ともよろしくお願いしていきたいかなというふう

に思っているところです。

ゼロカーボンシティ宣言に関しての再質問にな

るのですけれども、宣言の自治体が１１月末現在

で４９２あるわけですけれども、名寄市は旭川市、

室蘭市に次いで４８４番目の宣言発出になったと

いうことで、非常にそれがすばらしいことではあ

るわけですけれども、宣言文の中に自然と調和し

た環境に優しく快適で、安心、安全なまちづくり

に向け市民や事業者の皆様と一体となって、２０

５０年までに云々というふうになっているわけで

すけれども、市民や事業者の皆様と一体になって

という部分に関して、この辺についての市民の皆

様、あるいは事業者の皆様との合意形成というの

を発出前につくられているのかどうなのか、ある

いはこれからつくっていくのかについてちょっと

お聞きしたいなと。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 合意形成の考え

方につきましては、最初の答弁でもお答えしたと

おり、計画をこれから策定してまいりますので、

その中で具体的なお示しをしながら共感、御理解

をいただいていく努力をしていかなければならな

いというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） せっかく宣言を出され

たということなので、ぜひとも広く一般市民の方

々に浸透するような取組をしていくことはぜひと

もお願いしたい部分であるところであります。ロ

ードマップを今後宣言に関わっての部分、あるい

はこれから脱炭素に向けたエネルギー計画策定事

業ですか、が仮称として今あって、それを推進さ

れていくというようなお話もありましたけれども、

今年の７月２８日には３６．４度という名寄も記

録的な猛暑になったり、あるいは今ニュースを騒

がせている、アメリカでは竜巻のアウトブレーク、

こんなのが起こって、大変な状況になっていると

いう状況の中で、この気候危機というものに関し

てはやはり私たちも目を向けていかなくてはいけ

ない。そして、名寄の一番の宝物であるのは恐ら
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く今後冬季スポーツの拠点化事業もろもろの計画

に絡まってくる部分だと思うのですけれども、雪

質日本一という大きな看板を掲げているというこ

とに立ち返って考えてみますと、それらが失われ

ていくということは大きな宝を失うことにもなる

のかなというふうにも思いますので、今後も気象

に関してのゼロカーボンへ向けた施策というもの

をきちんと上手に動かしていけるような形になる

といいなと思うのですけれども、木質バイオマス

エネルギーを恐らく十数年来意外といろんな先輩

の議員たちが質問されてきたと思うのですけれど

も、なかなか前へ進んでこなかったというような

部分があったのでないかというふうに認識してい

るのですけれども、このたび木質バイオマスエネ

ルギーをやるとなった一番の動機づけ的なものと

いうのはどこにあるのかについてちょっとお伺い

してよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） これは民間の事

業ということですので、当然採算性というのが出

てくるのだと思いますけれども、それを下支えし

ているのがＦＩＴという制度であります。それか

ら、当然事業をするためには燃料調達というのが

保障されなければ継続できませんので、そういっ

た意味ではやはり製紙工場があった意味といいま

しょうか、これ加藤市長がよく口に出して説明し

ていますけれども、もともとパルプが集まる地域

柄であったということが今回原料が古紙に変わっ

ていったといったことでの立地的には非常に厳し

い地域になってしまったという経過から原点回帰

ということで、もともとここにチップ燃料が集ま

りやすい地域だったということも強みになってい

るのだと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） いろんなところでこの

木質バイオマスをやられているところもあったり

もしますし、今ＪＡＧ国際エナジーの民間の方々

がどのように考えている、あるいは王子緑化の山

がどれだけあってということはちょっと計り知れ

ない部分あるのですけれども、ざっと概算で年間

１０万トンの材料が必要だということになると、

この辺だけで果たして賄っていけるのかどうなの

かという不安があるのですけれども、その辺につ

いて大丈夫なのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ここについては、

問題ないということでこれまで議論が進んでいる

というふうに理解しております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 材料が足りなくなって、

マイレージコストをかけて結構遠くから運んでく

るというようなところもあるというような話も聞

いていたので、若干ちょっとその辺が心配になっ

たので、お聞きしたところでございますけれども、

そのほか再生可能エネルギーを考えていく上で、

前回の定例会の中でも佐久間議員が水素の話もさ

れておりましたけれども、ゼロエミッション燃料、

水素エネルギーというものを取り入れていく考え

方というのは併せ持って、どのように考えていら

っしゃるかということをちょっとお聞きしたいな

と。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 水素というのは

次のエネルギーとしても非常に期待されるもので

ありますけれども、ここについてはまだ国のレベ

ルにおいても実証レベルということですので、一

番のネックはやはり充填というか、補給するステ

ーションを１か所造るのに約５億円かかるとも言

われていますので、そういったことがしっかりイ

ンフラとして国として整備していく方向性が示さ

れなければ、なかなか具現化というのは進んでい

かないのだろうと。あわせて、ではそこの先進地

になるべく国に相談しながら、その可能性につい

ては情報収集はしてまいりたいというふうに考え

ております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。
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〇１番（富岡達彦議員） ぜひともその辺も含め

て進めていっていただきたいなと思います。いず

れにしましても、今後再生可能エネルギーを使っ

ていろいろ発電したり、エネルギーを供給すると

いうことになってきますと熱利用ということも考

えなければいけないなと思いますので、町中の温

浴施設の展開とか、そういったことも含めていろ

いろなエネルギーの活用方というものについて研

究をして、前へ進めていっていただければありが

たいかなというふうに思っております。

以上をもって質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

散会 午後 ３時３１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 清 水 一 夫

署名議員 川 村 幸 栄



－131－

令 和 ３ 年 第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和３年１２月１５日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２１号 令和３年度名寄市一般

会計補正予算（第９号）

日程第４ 意見書案第１号 コロナ禍によるコメ

の需給改善と米価下落の対策を求める

意見書

日程第５ 報告第１号 例月出納検査報告につい

て

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第７ 委員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２１号 令和３年度名寄市一般

会計補正予算（第９号）

日程第４ 意見書案第１号 コロナ禍によるコメ

の需給改善と米価下落の対策を求める

意見書

日程第５ 報告第１号 例月出納検査報告につい

て

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第７ 委員の派遣について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 東 聡 男 君

令和３年１２月１５日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号
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教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 富 岡 達 彦 議員

１７番 黒 井 徹 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） ここで富岡議員から発

言を求められておりますが、これを許可してよろ

しいですか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

発言を許可いたします。

富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） おはようございます。

私が昨日行いました一般質問において、大項目１、

新型コロナワクチン接種に関わっての再質問の中

で誤解を招きかねない発言がありました。つきま

しては、議長において私の発言の内容を精査した

上で会議録から削除または訂正いただきますよう

お願いを申し上げます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） ただいまの富岡議員か

らの申出のとおり、会議規則第６５条の規定に基

づき一般質問の発言内容について議長において精

査の上、削除または訂正したいと思いますが、御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、発言内容について精査の上、会議録か

ら削除または訂正をすることといたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

今冬の石油類の高騰から暮らしを守る施策を外

３件を、川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） おはようございます。

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

大項目１点目、今冬の石油類の高騰から暮らし

を守る施策を。世界的な原油高が続いています。

近年にない高騰であります。名寄市内でも、４月

に灯油１リットル９６円２０銭だったものが１１

月には１１１円６３銭に値上がりになっています。

道の消費者協会調べでは、昨年１１月９日には灯

油１リットル８０円だった。こういった状況から

小項目１、支援対象世帯の枠を広げた福祉灯油の

実施を強く求めるものであります。低年金生活者

や障がい者世帯、独り親世帯、コロナ禍で暮らし

が大変になっている独り親世帯や生活保護世帯、

冬季加算で燃料代が支給されますけれども、その

燃料代を今冬の高騰は範囲を大きく上回っている

状況であります。名寄市の福祉灯油支援事業実施

要綱では、民生委員による歳末たすけあい運動義

援金金品配分対象者名簿により名寄市社会福祉協

議会の助成委員会で決定された世帯、もう一点は

本人の申請により特に市長が支援することが適当

と認める世帯とあります。この支援対象世帯の枠

を広げることに対するお考えをお聞きしたい旨質

問通告をさせていただきましたけれども、本日追

加議案において補正予算が提案されるとのことで

すので、質疑においてはその場に委ねたいと思い

ます。

大項目２、女性に対する暴力をなくす取組につ

いて伺います。コロナ禍でＤＶが増加するなど女

性に対する暴力は蔓延し、差し迫った人権侵害と

なっている状況であります。国連が制定した女性

に対する暴力撤廃国際デー、１１月２５日にこう

して日本全国でジェンダー平等を求めて声を上げ

続けようと取り組まれたところであります。当市

においても１１月１９日から２４日、パープルリ
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ボン運動が取り組まれたとの行政報告がありまし

た。小項目１、パープルリボン運動の取組につい

て詳細をお知らせください。

小項目２、女性に対する暴力をなくすための今

後の取組について伺います。国連は世界人権デー

に当たる１２月１０日までの１６日間、世界各地

でのジェンダーに基づく暴力をなくすための行動

が続きました。ジェンダー平等の取組としていっ

ときの取組にせず、常に市民の関心事となるよう

な取組を求めるところですが、本市の今後の取組

についてお聞かせをいただきたいと思います。

小項目３、緊急避難場所の設置について伺いま

す。ＤＶなどから身を守るための緊急避難場所が

必要と考えますが、どのようにお考えかお伺いを

したいと思います。

大項目３、生理用品の学校トイレ配置について

伺います。金銭的理由で生理用品の入手に苦労し

たことがある若者が５人に１人に上るとみんなの

生理アンケートで答えています。今年の３月に行

われたアンケートでは、このようになっています。

北海道の取組が非常に遅れていると内閣府男女共

同参画局では発表しています。北海道は、４％の

自治体でしか取り組んでいない。全国下から２番

目という状況であります。

そこで、小項目１、生理用品の小中高大の学校

トイレへの配置を求めるものです。自分の体を大

切にすること、性教育にもつながると考えます。

日本の子供たちは性教育は極めて不十分な状態に

置かれ、人間の生理や生殖、避妊についての科学

的な知識も互いを尊重し合う人間関係を築く方法

も自分の心や体を傷つけるものから身を守るすべ

も十分に学べないまま成長していると思います。

生理の貧困問題への関心が高まり、解決へ向けた

動きは前向きな変化と捉えています。先日ＮＨＫ

のＥテレでは、障がいを持った女性たちの声を特

集していました。ジェンダー平等につながる大切

な取組と考えますが、お考えをお聞かせください。

大項目４点目、スケートボードのできる場所の

提供を、小項目１、スケートボードを安全に楽し

むことができる場所の提供を求めるものです。大

きい駐車場、舗装道路などでスケートボードをし

ている姿を目にします。非常に危険であります。

町中では、音がうるさいとの苦情もあるといいま

す。安全に楽しむことのできる場が必要ではない

でしょうか。名寄市総合計画の重点プロジェクト

に位置づけられている冬季スポーツ拠点化プロジ

ェクトに関わるものと認識しています。冬季スポ

ーツではない夏場のスケートボードですけれども、

小中高大教育の充実、生涯スポーツの振興、青少

年の健全育成という立場で考えると、この重点化

プロジェクトに関わると認識しています。河川敷

の活用なども含め、お考えをお聞かせいただきた

いと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） おはようございます。

川村議員から大項目３点について御質問いただき

ました。大項目２は私から、大項目３は教育部長

から、大項目４は総合政策部長から答弁させてい

ただきます。

それでは、大項目２、女性に対する暴力をなく

す取組について、初めに小項目１、パープルリボ

ン運動の取組について、小項目２、女性に対する

暴力をなくすための今後の取組について関連がご

ざいますので、一括してお答えいたします。女性

へのＤＶをはじめとする暴力や虐待への関心を促

し、暴力根絶を訴えるパープルリボン運動に関す

る取組としまして、広報１１月号で啓発と相談窓

口の紹介を図るとともに、市内商業施設及び図書

館を会場とした書き下ろし漫画展を開催しました。

書き下ろし漫画展では、内閣府男女共同参画局が

公開している性暴力の事例や相談先が紹介された

漫画に加え、市内居住のバルーンアーティストの

協力で展示会場を運動のテーマカラーである紫色

の風船で装飾し、パープルリボン運動や女性に対
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する暴力撲滅について市民の皆様に理解や関心を

深めていただけるものとなりました。女性に対す

る暴力をなくすための今後の取組につきましては、

成人式参加者への性暴力防止に関するチラシの配

布を予定しております。また、これまでも高校生

にはデートＤＶ防止の啓発リーフレットを配付す

るなど様々な世代が身近な問題として受け止める

ことができるような取組を行っております。引き

続き関係機関と連携した啓発の促進や広報等で相

談窓口の周知を図ってまいります。

続きまして、小項目３、緊急避難場所の設置に

ついてお答えいたします。ＤＶにより心身が傷つ

けられ、時には貴い命が奪われる事案が発生して

います。そうした状況から被害を受けている方を

守るために避難所は必要でありますので、日頃か

ら関係する機関などと連携しながら緊急時の対応

含め、引き続きＤＶに対する体制を整えてまいり

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは大項目３、

生理用品の学校トイレ配置について、小項目１、

生理用品の小中高大の学校トイレへの配置につい

て申し上げます。

生理の貧困問題は、経済的な理由で生理用品が

買えないことのほか、虐待やネグレクト、生理へ

の無理解、知識不足など様々な要因により生理用

品を入手することが困難な状態にあることと認識

しています。御質問の生理用品の小中学校トイレ

への配置については、これまで市内小中学校に生

理用品のトイレへの配置について各学校に調査を

実施し、検討を進めてきたところです。その結果、

多くの学校からは現在行っている保健室で生理用

品を用意し、必要な児童生徒に手渡しすることが

一人一人の成長を踏まえた指導や家庭環境、困り

感等の把握を行うことができる貴重な機会である

こと、生理用品を準備できない児童生徒はほかに

も悩みを抱えていることが多く、生理用品を渡す

とき様々な相談に乗ることができ、子供のサポー

トにつながること、困ったときにどう行動するか、

自分の力で問題を解決することが今後生きていく

上で大切な力になると考えており、保健室に来る

ことができるようになってほしいことなど数多く

の相談機会や指導上の必要性に対する意見があり

ました。そのため、本市の小中学校においては児

童生徒が抱える不安や悩みを養護教諭等に相談で

きる機会とするため、従来どおり生理用品が必要

になった際は保健室で提供することとしますので、

御理解願います。なお、市内の高等学校について

は、今のところ生理用品の学校トイレ配置への検

討は行っていないと伺っております。

次に、名寄市立大学についてでありますが、大

学における生活困窮をはじめとする様々な悩みな

どの相談については、学内に設置しています健康

サポート室が中心となって、精神保健福祉士や保

健師、看護師などの専門スタッフを配置して受け

ています。健康サポート室では、多くの学生が身

近な困り事も含め気軽に立ち寄ることができるよ

うに努めており、生理用品を持ってこなかった学

生に対して配付できるよう備えをしています。生

理用品を受け取りに来た学生について理由を確認

していますが、現在のところ生理用品を忘れて通

学してしまったとの理由が全員でした。また、健

康サポート室で受けている生活困窮に関する相談

では、生活全般に関する内容がほとんどで、特に

困窮しているときは日常の食事を切り詰めて生活

をしているとの話が多くありましたので、学生食

堂での割引支援などに取り組んでいるところです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは大項目

４、スケートボードのできる場所の提供を、小項

目１、スケートボードを安全に楽しむことができ

る場所の提供について申し上げます。

今年７月に開幕した東京オリンピックでは、北

海道出身選手の活躍もあり、スケートボード競技
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は大きな注目を集めました。また、オリンピック

の正式種目に加わったことで、クライミングやサ

ーフィン競技とともにスポーツとしての認識が高

まったと感じているところです。東京オリンピッ

ク以降スケートボード人気が高まる一方で、人が

行き交う公道を走行する危険行為が報道されるな

ど、一部の愛好者のマナーの悪さが指摘されてい

ます。名寄市においても過去に同様の事例があり、

名寄駅横スケートボード場を設置していましたが、

現在は閉鎖しており、愛好者の方には道立サンピ

ラーパークストリート広場で安全に楽しんでいた

だいているところです。新たなスケートボード場

の設置については、総合計画及び冬季スポーツ拠

点化事業において具体的な協議はされていません

けれども、ほかの体育施設同様に市全体の公共施

設の整備計画とのバランスもあることから、市民

ニーズや各スポーツ施設の設備更新の状況、利用

状況等を考慮して優先順位を見極めながら施設整

備をしてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、御答弁い

ただきましたので、それぞれ再度質問をさせてい

ただきたいと思います。

まず最初に、女性に対する暴力をなくす取組に

ついてでありますが、パープルリボン運動、ここ

二、三年、去年もコロナ禍でいろんな行事の中で

名寄がパープルリボンをつけて、皆さんにアピー

ルしたというのもあったかなというふうに思うの

ですが、そういった部分で、なかなか大きく市民

の中に浸透していないのではないかというふうに

私は危惧をしています。先ほど御紹介があったよ

うに、バルーン展示、御協力を得て、そういった

ことも取り組んだ。また、成人式にもチラシを配

布したという等々、そういうことが行われてきて

いるのだとは思うのですけれども、市のホームペ

ージを見てみましても、ホームページで掲載され

ていたのは平成３０年度に実施した様子と令和元

年度実施の様子が紹介されているのみでした。１

２日にも開けてみましたら今年の分がなくて、な

かなか市民の皆さんに様子が伝わりにくいのでは

ないかなというふうに思っているのです。それで、

コロナ禍でいろんな市内の行事、健康まつりの会

場でも行われていました、数年前には。そういっ

たところだと多くの市民の皆さんもたくさん集ま

りますから、伝わるのかなというふうに思うので

すが、こういった場が少なくなってきていますか

ら、非常に伝えることが難しくなっているかなと

いうふうには思うのですが、発信する機会という

のはそんなにそんなに、先ほどチラシを配った等

もありましたけれども、発信の機会は少なくない

と感じているのです。例えば今年３月と７月に都

内で行った女性による女性のための相談会という

のがあったそうです。ここで相談に乗った方がお

っしゃっているのですが、ＳＮＳやアウトリーチ

型の情報発信、告知、有効だったというふうに言

っています。名寄市においてもインターネットや

ＳＮＳを駆使した行政からの積極的な広報活動が

今行われているかというふうに思いますけれども、

こういった部分での情報発信についてのお考えは

どのように考えていらっしゃるかお聞かせをいた

だきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） パープルリボン運動

なども含め市民への周知がまだ足りないのではな

いかという御意見と、あとは御提言もいただきま

した。比較的取組としては新しい取組となります

ので、毎年継続して行うことで徐々にそういった

認知ですとかを広めていきたいなとは考えており

ますが、議員の御提言いただきましたＳＮＳでの

発信というような部分につきましても市の公式の

ラインがございますので、そういった中で発信し

ていくですとか、ホームページの部分も御指摘い

ただきましたが、毎年開催したものについて開催

状況も含め掲載していくような形で、少しずつで

はあると思いますが、発信できる機会を捉えて、
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皆様に情報発信してまいりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） コロナ禍ですから、

なかなか発信して、集まっていただいて、いろん

なことを取り組むというのは非常に難しいという

のは重々承知しながらも、ただこの女性に対する

暴力の問題が、例えばこれ刑法上の殺人罪に限っ

た場合なのですが、その被害者が男性より女性の

ほうが上回っていると。例えば２０１９年、女性

が１８１人被害に遭って、男性は１３８人でした。

２０２０年、昨年は女性が１８７人で、男性が１

３１人でした。女性が被害に遭っている、多いと

いうのが出されています。今年ありましたフェミ

サイド、女性であることを理由にして起こされた

殺人事件がありました。このように女性であると

いう性差で命を奪われるといったことも起きてい

る。それで、今コロナ禍ですから、そういった家

庭内で閉じ籠もっているＤＶの問題もあります。

女性への暴力というのは目に見えない中でさらに

増えているのではないかというふうにいろんな数

字を出される中で見えてきます。これを多くの方

々に、これは女性にだけお伝えするのではなくて、

男性の皆さんにも、全ての皆さんにこういったこ

とが起きているのだと。これを防がなくてはなら

ないということをお知らせすることが必要なのだ

というふうに思うのですが、部長はどうお考えで

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） ＤＶということで、

配偶者からの暴力といいますのは犯罪という部分

で重要な、重大な人権侵害だと考えております。

女性がどうしても弱い立場にある場合もあるとい

うことで、それを未然に防ぐ、あとＤＶというの

は身近な問題であるということ、誰もが加害者に

も被害者にもなり得るというような部分を広く若

い世代から周知してまいりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 弱い立場なのです。

そんなことないという人がいるかもしれませんけ

れども、でも暴力のところでいうと子供に対する

虐待もそうですが、やはり弱い立場にあるところ

に攻撃をかけていく、自分より弱いところに自分

の力を誇示して暴力を振るっていく、そういった

ことが非常に多くなってきているのかな。そして

あと、女性であれば、また労働問題や家庭の問題

について相談しているほとんどの女性が精神的な

不調を訴えているということが多い。その背景に

は暴力を振るわれている、そういった背景がある

と言われています。ですから、この暴力をなくし

ていかなければならないということだというふう

に思います。それで、今後の取組の中でもいろん

な方々に、高校生にもデートＤＶの問題などチラ

シをお配りしていくというお話がありましたけれ

ども、私はそれだけではなかなか進んでいかない

だろうなというふうに思っています。積極的な取

組が必要だというふうに思っています。それが相

談の場であったり、また緊急避難場所の設置、こ

このところが重要なのだというふうに思っている

のです。それで、先ほどもお話ししたように、女

性は子育てだとか、また家庭を持つ方々、そうい

う子供や子育てや家庭のケアに取り組んでいて、

自分のケアが遅れてしまう。それで、気がついた

らもう取り返しのつかない事態にもなっているの

ではないか、こんなことが相談を受けている方々

から言われています。誰にも言えない、一人で抱

え込んでいる、こういった状況が増えていると。

それがコロナ禍で非常に大きく浮き彫りになって

きたのではないか。相談の場や、また緊急避難場

所、こういったことがすぐそこに行ける状態にな

っていないのではないかというふうに思うのです

が、再度この相談の場や緊急避難場所の設定等に

ついてのお考えをお聞かせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今川村議員から

緊急避難場所の件について再度質問がありました。
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ＤＶについては、この頃言われていますように、

被害を受けている方が精神的な苦痛の中でなかな

か訴えられない。人に誰か言うと加害者からさら

なるＤＶを受けるということでは、本当に自分一

人で抱えている方が多いかと思います。そして、

加害者の方もやっぱり変わってきているのは、ふ

だんはまさかこの人がという人が人の見えないと

ころでそういったＤＶを起こしているという事例

が多くなってきたのかなというふうに思っていま

す。そういった面では、なかなかそういったもの

気づきというのが難しい状況であります。そうい

う人方が安心して、気軽にという言い方ちょっと

失礼ですけれども、そういったことを受けた場合

に相談して、そのときにやっぱり自分の身をいか

に守れるかという保障がないとなかなかそういっ

た相談とかできないかというふうに思っています。

そういった面では緊急避難所、これについてもこ

の場所に設置していますよというふうになると、

やっぱり公表するわけにいきませんので、これま

でもそういった事例があった場合、子供も含めて

そうですけれども、これは夜中も含めて緊急的に

一時保護というのは対応してきていますので、そ

ういった意味ではっきりと公表できませんけれど

も、市としても関係機関と緊急的に本当一時避難

できて、その人が安心して生活できる、そういっ

た環境というのは警察や保健所、いろんな機関と

常に連携をしながら、そして今の時代背景も含め

た対応も含めて改善をしていきながらその人たち

が安心して相談できる、そういった場を提供でき

るように、そのことがそういう人たちに知らす、

周知していけるような仕組みもちょっと今後も検

討しながら進めてまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） コロナ禍であります。

制度を必要とする人ほど制度にたどり着くまでの

距離といいますか、壁が高いというか、こういっ

た状況にあるのではないかなというふうに思って

います。それで、先ほどもお話ししたように、東

京で行った相談会の中で女性による女性のための

相談会というのを行っています。いつものように

男性主導で企画される従来型の相談会では、女性

特有のニーズや悩みを相談しづらい。先ほども言

ったように、子育てのこと、家庭のこと、また親

の介護などなど相談しづらいというふうな声が出

されています。私は、この女性による女性のため

の相談会、必要だなというふうに思っています。

ちょっと例は飛びますけれども、コロナワクチン

接種のときに保健センターが窓口になって、相談

やら受付やら進められました。そのときにたくさ

んの方から、保健センターの保健師さんたちが窓

口になっていただいたのですけれども、すごく気

が楽で、相談に乗ってもらうのに非常に優しく教

えてもらって、よかったという話をたくさん聞き

ました。女性による女性のための相談会、そうい

ったところの活用も含めて、負担をたくさんかけ

ることになってはしまうのですけれども、そうい

った相談する場、必要ではないかなというふうに

考えるのですが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） そういったＤＶ

等で被害を受けられている方、受けるような要因

がある方というのは相談の窓口というのは大変重

要だというふうに思っています。市においては、

これ子供を含めて、高齢者も含めて全てですけれ

ども、それぞれの担当が自分は高齢者だけという

ことでなくて、いろんなそういった家庭内での問

題とかあれば受けて、担当に引き継ぐ、そういっ

た体制というのは十分取ってきていると思います

ので、そういった面では気軽にどこにでも相談し

ていければというふうに思っております。特に保

健センターの部分については個別相談というのを

主にやっておりますので、その中でやっぱり丁寧

な対応というのを今後も引き続きしていきたいと

いうふうに考えております。そういった話しする

場とか設けると、こういった小さなまちですから、
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そこに来る人は何かそういったことを受けている

のかというふうに、やも取られる可能性もありま

すので、その辺は対応も含めてどういうふうにや

るのがいいのか、もっと違う形でやって、そして

個別の相談を受けるような対応を取るのがいいの

か、その辺についてはちょっと慎重に相談を受け

やすい体制というのは今後も改善しながら進めて

まいりたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 本当に慎重な対応と

いうところが重要かなというふうには思いますけ

れども、積極的に取り組んでいただきたいという

ふうに思っています。

そこで、担当部署の考え方についてお伺いをし

たいというふうに思います。今男女共同参画の問

題、ＤＶの問題、市民部環境生活課環境生活安全

係がお問合せ先になっています。それで、ホーム

ページ開けますと防犯情報、生活安全情報、消費

生活相談ということで項目が出されていますけれ

ども、私一般的なイメージとしてはどうしても交

通安全だったり、今盛んに大変な被害を被ってい

る特殊詐欺被害の問題であったり、空き家対策や、

また害虫の問題などがここに来るのかなと。それ

で、女性に対する暴力、ＤＶも含めてこの相談先、

なかなかたどり着けないというふうに私は思って

いるのですが、この担当部署の考え方について伺

いたいと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 男女共同参画の担当

部署の考え方ということであります。本年の第１

回定例会におきまして総合政策部の分掌事務の関

係で事務分掌条例の改正があったところでござい

ますが、その改正に伴いまして市民部に男女共同

参画業務が移管したということであります。その

際の質疑等でもお話しさせていただいたところで

ございますが、男女共同参画につきましては従前

総務部旧企画課のほうで所掌事務として行ってい

たというところでございますが、その際も男女共

同参画推進計画の基本理念で男女の人権の尊重と

いうことがありまして、それに従いまして必要に

応じて市民部と連携しながらその際も取組を行っ

ていたというところでございます。総合政策部の

分掌事務を決める議論の中で最終的に人権を所掌

する市民部の事務とさせていただきまして、明文

化いたしまして、その際もともと事務を行った職

員も１名そちらのほうに増員という形で配置しな

がら様々な課題と一体的に取り組むということで、

市民部の環境生活課の分掌事務とさせていただい

たというところでございます。なお、北海道にお

きましても環境生活部くらし安全局道民生活課と

いうところで所掌しておりまして、整合性は取れ

ているのかなというところを考えているところで

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今御説明もいただき

ました。道の仕組みもこのようになっているとい

うこと、人権の問題もということで、ここの環境

生活課で取り扱うということなのですが、さっき

もお話ししたように、なかなかたどり着けないの

です、相談窓口、またはどこに行ったらいいのか。

いろいろ探っていくと、ＤＶに関する相談窓口、

こういうふうに一覧になって出てくるのですが、

やっぱり一回で、例えば暮らしの問題、ホームペ

ージの一面にあります。子育ての問題、高齢者の

問題というふうに書かれていると、すっとたどり

着けます。ただ、この男女共同参画、女性に対す

る暴力の問題、ＤＶの問題がなかなかそこにたど

り着けないということです。ですから、先ほども

話したＳＮＳで情報を発信していただくのと併せ

てホームページ等々でもぜひそこにすぐたどり着

ける、子供の虐待のところでいち早くということ

で電話番号がありますけれども、いち早くたどり

着けるような、そういう仕組みもぜひ御検討いた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） ホームページ等いろ

いろ、様々課題について御提言いただきまして、

反省させていただくところでございます。今後も、

これまでもいろいろホームページ等改善に努めて

きたところでございますけれども、そういう課題

があるということも認識させていただきまして、

改善に努めていきたいと思います。よろしくお願

いします。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 女性に対する暴力の

ところで最後にちょっと御紹介をさせていただき

たいと思います。

日本共産党の東京都議団が行った痴漢などの被

害に関するネットでのアンケート調査結果で、こ

れをちょっと御紹介したいのですが、深刻な被害

実態が明らかになりました。その中で、例えば電

車の中で啓発ポスターとして盗撮、写すのです、

痴漢に御注意くださいなど被害者に注意喚起して

いることに対して被害者へのバッシングになるの

でやめてください。加害をしないでというポスタ

ーに替えて。痴漢や盗撮はしないでくださいとい

うふうに変えてください。要するに被害者に、例

えば二次被害になります。こういうふうに注意し

てくださいと書いているのにあなたは注意してい

なかったのですかということにつながるというこ

とです。これは、注意していない人が悪いように

なってしまう。ではなくて、するほうが悪いのだ

よということをはっきりと書いてほしいのだとい

う声が多数あったということでした。ですから、

これからいろいろ啓発等々されていくというふう

に思うのですけれども、ここの部分の感性、立場

をしっかりと捉えながら行っていただきたいと強

く思うのですが、この点についてお考えをお聞か

せをいただければと思いますが、どうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今御指摘いただきま

した内容につきましても、何げなく使ってしまっ

ていた部分というのがあると思います。改めて周

知や啓発の仕方、今後検証してまいりたいと考え

ております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ぜひお願いをしたい

というふうに思います。この問題は、一朝一夕に

進むものではないというふうに思っています。引

き続き取り組みさせていただきたいというふうに

思っていますので、次に移らせていただきたいと

思います。

大項目３点目の生理用品の学校トイレ配置につ

いて御答弁いただきました。各学校で調査を行っ

たという御報告でありましたが、これは子供たち、

児童生徒、学生に声を聞いていただいたのでしょ

うか。また、保護者の皆さんからの声もお聞きい

ただいたのでしょうか。確認させてください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは小中学校の

お話しかできませんので、御理解いただきたいと

思いますけれども、先ほど学校への調査につきま

しては６月議会のときにも川村議員、さらに五十

嵐議員からも御質問いただいておりましたので、

その際に各学校へ聞き取りを行わさせていただき

ました。いわゆる学校の先生方にアンケート調査、

さらには聞き取り調査を含めて学校での対応につ

いて学校の先生方に聞き取りを行ったということ

でございますので、児童生徒、さらには保護者へ

の聞き取りは行っていません。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ぜひ児童生徒、そし

て保護者の皆さんの声を聞いていただきたいとい

うふうに思います。先ほども御紹介したように、

性教育は極めて不十分な状況にあるのかなという

ふうに思っています。保健室に来たときに相談の

機会が増える、指導ができるということでした。

取りに来た子はそこで指導や教育も受けることが
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できるのだというふうに思うのですが、私が先ほ

ど自分の体の大切さ、性教育も含めて進めること

ができるのではないか、学校のトイレに生理用品

を置くことによって学校に通う児童生徒の皆さん

方に性教育について相談や指導ができるのではな

いかというふうに考えているところであります。

一部のところで終わってしまうというのはいかが

かなというふうに考えるのですが、どうでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 議員おっしゃられる

ように、性教育が極めて不十分な状態に放置され

ていることは私どもはないかなというふうに思っ

ています。学校につきましては、学習指導要領に

基づきまして児童生徒が性に関し正しく理解し、

適切に行動することを目的といたしまして保健体

育ですとか特別活動を通じて、さらには学校教育

活動全体を通じて指導させていただいているとい

うふうに思っています。小学校、中学校、各段階

におきまして性に関する指導を行っておりまして、

当然生理についても学習しているところでござい

ます。また、命の授業ということで外部からの講

師もお招きして、お互い尊重し合う人間関係の指

導なんかもしっかりさせていただいておりますの

で、そういったことで極めて不十分な状態ではな

いのかなというふうには思っているところでござ

います。いずれにいたしましても、性の学習とい

うのは非常に重要でありますし、生理についても

理解深めることは大切でありますから、このこと

に関しましては当然今後も学習の中でしっかりと

学校の中では執り行っていくものだというふうに

認識しています。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 私の受け止めの中で

は、極めて不十分な状態だというふうに私は感じ

ています。というのは、高校生や大学生の方との

詳しい話はしたこと……高校生にお話を聞きます

と、やっぱりおおむね、大枠としての知識はある

のですけれども、しっかりとした中身が十分に私

は知れていないと。一部分だけと言われるとそれ

も否めないのですけれども、しかし大方のところ

はそういうふうに十分に教育が行き届いているの

かどうか、取組はされていると聞いてはいますけ

れども、その部分で十分かどうかというのは疑問

に感じているところであります。それが人間の生

理や生殖、避妊についての科学的な知識のところ

にいくとどうなのかということかというふうに思

っています。この部分をやはり生理用品をそれぞ

れ学校のトイレに置くことによってそういった知

識もさらに深まっていく、広がっていくのではな

いかというふうに思っています。先ほどちょっと

紹介しましたＮＨＫ、Ｅテレで行っていた障がい

を持った女性たちが生理に対する対応の中で非常

に困難を抱えている。そして、生理があるという

ことの具体的な中身について、男性の方々からも

よく知らなかったと。分からなかった、初めて聞

く、こんな声もあったところであります。そうい

ったところから先ほどのお話につながるところで

あります。こうした部分でもやはりしっかりと学

校の中で話が進められる、そして当事者である児

童生徒、そしてその親、保護者の皆さん方の声も

しっかりと聞いていただきたい。先ほど女性への

暴力の問題も話しましたけれども、ジェンダー平

等にもつながるものだというふうに私は考えてい

ます。この点について再度お考えをお聞かせくだ

さい。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 学校におきましては、

繰り返しになりますけれども、全ての学習におい

て学習指導要領に基づいて正しい知識や適切な態

度、行動が取れるように学校教育活動全体を通じ

て指導させていただいておりますので、御理解の

ほどよろしくお願いしたいと思います。

それと、このトイレの配置につきましても学校

といたしましてはどんな要因にいたしましても児

童生徒が困っているのであれば、やっぱりその一
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人一人に寄り添った相談ですとか指導の体制とい

うものを、それが何よりも必要だというふうに考

えておりますので、今現在生理用品の配付につい

ても保健室で提供させていただくことが一人一人

の子供たちに寄り添った教育になるということで、

学校の声として伺っていますので、その旨の継続

をさせていただきたいというふうに思っていると

ころでございます。

それと、もう一つ、保護者の声ということだっ

たのですけれども、先般市Ｐ連からの要望が上が

ってきたわけでございますが、その中においては

この種の問題についての御要望はなかったという

こともございますので、今現在この問題に関しま

しては大きな困り感はないものと考えております

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） やっぱり何度もお話

ししていますように、勉強に集中できる環境づく

りということが私は必要だろうというふうに思っ

ています。先ほどお話しした障がいを持った女性

たちの中でも仕事をしていても勉強していてもそ

のこと、生理のことがいっぱいで、不安で、集中

できないといった声がありました。子供たちの中

にも予備に持ってこられなかったので、心配で、

漏れるのではないか、そんなような中で勉強して

いかなければならない。その心配をしないで勉強

に集中できる、そういった環境づくりが私は必要

だというふうに思っています。それと、今保護者

の中からも声が出ていないというお話がありまし

た。大学でもサポート室で生理用品配置している。

その中で生活の困窮は食費の問題だけだったよう

なお話があったかと思いますが、なかなかこの問

題を口にして、生理用品が準備できないので、困

っていますと大きな声で言うことは非常に困難で

す。ジェンダー平等の観点からもそういったこと

を言う、今社会の中の雰囲気では非常に難しい。

ＰＴＡのほうからも大きな困った感が出ていない

というお話もありました。そういった大きな声で

困っていますと言えない状況であるだけに率先し

てこの生理用品の学校トイレ配置を進めることが

必要なのだというふうに私は考えているのですが、

いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 結論から申しますと、

先ほど部長が言ったとおりであります。今学校の

先生方の現場の声を聞いて、それを子供たちのこ

とも一番全部知り尽くしているのが学校の先生で

ありますので、その先生の声をしっかりと聞いて、

教育委員会が判断していくと。予想で判断はでき

ませんので、そのことをまず一つ御確認いただき

たいと思います。

それと、御指摘いただきましたけれども、日本

の子供たちは性教育が極めて不十分な状態に放置

され云々という、そういう文言が議員のほうから

お話ありましたけれども、これ私は直接学校に対

するコメントではないと受け止めています。これ

をもし先生方が聞きましたら、大変一生懸命やっ

ている先生たくさんおりますので、とても残念で、

悲しい思いをされると、そう感じると思いますの

で、そんな感じを私は受け止めた次第であります。

あと、性教育についてのことをお話しされており

ましたけれども、性教育というのは学校だけでは

なくて、社会全体として行われるものなのです。

したがいまして、学校では性教育という言葉は直

接先生方は使っておりません。性に関する指導と

いうことで使っておりますので、ですから学校だ

けに求めるのではなくて、社会全体に求めていく

必要があると。このことをやっぱりしっかりと踏

まえて我々は議論していかなければならないので

はないかなと思っていますので、この辺も御理解

をいただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 教育長がおっしゃる

ように、社会全体でというのは私もそのように受

け止めさせていただきたいと思います。名寄の小

中学校の教育委員会としてこの取組が不十分だと
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いうふうに言ったつもりはありません。全体とし

てということで私もそのように感じていることを

申し添えたいというふうに思います。私は、やは

り声に出せない子供たちの教育する、勉強に集中

できる環境づくりをぜひ整えていただきたい、そ

のことを強く求めていきたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。

最後に、スケートボードのできる場所の提供に

ついてお伺いしたいと思います。３年前の２０１

８年３月議会でも取り上げさせていただいたとこ

ろであります。市内のスケートボードのできる環

境、なかなか進んでいないのかな。先ほど部長か

らも御答弁があったように、世界に目を向けると

このスケートボードが非常に大きく発展し、変わ

ってきているのかなというふうに思っています。

そこで、やはり先ほども御紹介したように、大き

な駐車場であったり、最近は本当に、今雪が降り

ましたから、見なくなりましたけれども、舗装道

路などでスケートボードしている姿をよく見かけ

る状況であります。そういった状況からやはり安

心して安全に楽しむことができる場が私は必要で

はないかなというふうに思っているのです。先ほ

ど公共施設の改修も含めて優先順位というふうな

お話もありました。楽しんでいる方の話を聞けば、

立派な施設や設備がなくても楽しむところが欲し

いというような声だったわけです。それで、例え

ば河川敷の活用などできないものかということで

お聞きをしたところであります。再度お考えをお

聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今具体的な場所

も含めて御提案をいただきました。答弁でも申し

上げたとおり、過去の経緯、ここの施設には過去

からのちょっと経緯があって、駅横に一時期施設

を整備して、その後なかなか利用がされないもの

ですから、それと併せて健康の森に専用施設を整

備したということもあって、ここは平成２１年に

駅横の施設については廃止してきたといった経緯

がございます。今の道立サンピラーパーク内にあ

るスケートボード施設については、なかなか利用

数も大変好評でというところまではいっていない

のですけれども、一部しっかりと利用していただ

きながら楽しんでいただいているということであ

りますし、そもそものこの御質問の趣旨というか、

駐車場やいろんなところでやられている方がいる

といったことで、我々も担当者のほうで同じよう

に聞き取りをさせていただいたりした経緯はあり

ますけれども、気持ちとしてはいろんな人に見て

もらえるところでやりたいというところがやっぱ

り本心があるようでございまして、なかなか具体

的に今御提言いただいた河川敷であるとかといっ

たところにおいても私の認識としてはあまり効果

のない整備につながってしまうのかなと思います

ので、答弁最初に申し上げましたけれども、いろ

いろな方のお話を聞きながら、全体的に見て優先

順位を決めながら整備を進めていければなという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 世界的にも１０代前

半の低年齢のボーダーが活躍している。技を積み

上げていく、その努力は本当に大きな感動をもた

らされたところでありますし、またそういう何と

表現していいか分からないような技を見せたいと

いう思いはもちろんあるのかなというふうに思う

のですが、まずスケートボードをできる場所がな

いといったところでは、そういったアスリートを

目指してやりたいということではないのだけれど

も、やっぱり一つでも技をできるようになりたい

といった中学生の声もありました。そういった子

たちの安全に楽しみたい、そして大人からも音が

カタカタするので、うるさいというふうに怒られ

てしまう、そんなことのないところで楽しみたい、

その思いに私は応えられないかなというふうに思

っているのですが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。
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〇総合政策部長（石橋 毅君） 子供たちの思い

っ切り遊べるというか、没頭できる場所というこ

とのお話なのだと思います。繰り返しになります

けれども、そういった施設については今サンピラ

ーパークの中に専用施設ということで、ここいわ

ゆるトリックというか、セクション数といいます

けれども、いろんな設備というのが１４セクショ

ンも備えた、これは本格的な一応コースを用意さ

せていただいておりまして、そこで一定程度御活

用いただいておりますので、逆に言うとぜひとも

そちらをうまく利用していただけるような周知と

いうのもこれは改めて届けていかなければならな

いかなと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

加藤市政３期目の総括と今後の課題についてを、

高野美枝子議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 通告順に従い、順

次質問をさせていただきます。

大項目１、加藤市政３期目の総括と今後の課題

についてお伺いいたします。小項目１、平成３０

年５月１日の臨時会の所信表明で掲げた施策に対

する進捗状況と成果についてお伺いいたします。

加藤市長におかれましては、平成３０年に行われ

た市長選挙において３期目を目指して立候補され、

無投票で当選を果たされました。同選挙では自然

の恵みと財産を生かし、みんなでつくり、育む未

来を開く北のまち名寄を掲げ、人づくり、暮らし

づくり、元気づくりの理念に基づき、大きく分け

て２５項目の公約を市民に示し、所信表明におい

ても同様のことを述べられています。この間執行

者として３期目を終えようとしている今、自ら市

民と約束した取組についてどのように総括し、評

価されているのかお伺いいたします。

項目ごとに何点か確認させていただきます。初

めに、人づくりについてお伺いいたします。冬季

スポーツの拠点化として冬季版ナショナルトレー

ニングセンターの誘致、スキートンネルの検討す

ることにしていますが、現状の考えをお聞きいた

します。

次に、名寄市立大学の独立行政法人化を検討す

ることにしていましたが、現状の考え方と、旭川

大学の公立化を受けて、学生確保のためにも名寄

市立大学の魅力づくりが必要と考えていますが、

どのように取り組むお考えなのかお聞きいたしま

す。

また、２０２３年には市内高等学校の再編が行

われる予定になっていますが、学生確保のための

方策と高校と市立大学の連携強化に対する考え方

についてお聞きいたします。

また、産業高校名農キャンパスが使用されなく

なります。跡地の活用について何かビジョンをお

持ちなのかお伺いいたします。

次に、暮らしづくりについてお伺いいたします。

子育て支援政策として現在南保育所の改築が進行

中ですが、今後東保育所、西保育所の再編などに

対する考え方をお聞かせください。

次に、高齢者支援政策については、高齢者に優

しい政策が必要と考えており、自動車免許証返納、

買物や通院など交通手段、除雪、認知症、フレイ

ル対策についての考え方についてお伺いいたしま

す。

また、本市では立地適正化計画、都市計画マス

タープランを策定し、市街地への市民誘導を掲げ

ていますが、老朽化した公共施設の再編が急務と

なっており、特に名寄中学校、名寄東中学校につ

きましては修繕だけで何年間持ちこたえることが

できるのか甚だ不安なところでございます。改築

も視野に入れなければならない状況だと思います

が、お考えをお聞かせください。老朽化に加えて、

耐震構造上問題のある名寄庁舎、風連庁舎の建て

替えの考え方についてもお聞きいたします。

次に、元気づくりについてお聞きいたします。

王子マテリア株式会社名寄工場が１２月１日、停

機されました。名寄市の経済に与える影響は計り
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知れなく、大量の退職者とその家族、関連企業な

どへの支援が今後とも必要であると考えます。ま

た、王子マテリアの工場は名寄市街地の入り口に

あり、跡地利用については景観も含めた再編が必

要と考えます。これからの展望と課題についても

お伺いいたします。

次に、中心市街地の活性化として無電柱化、ユ

ニバーサルデザインについての検討経過と今後の

中心市街地活性化に向けた考えをお知らせくださ

い。

次に、あらゆる分野における人材確保について

ですが、福祉職場、地元企業、農業など人材不足

が深刻化しています。人材確保に向けての具体的

な取組に対する考え方をお知らせください。

また、加藤市長が就任してからの１１年間で市

職員の若年退職者数は６８名になっています。名

寄市の発展、市民生活の向上などに貢献するため

に職員になったのにもかかわらず、中途で退職す

ることは非常に残念なことです。市長はこの現実

をどのように受け止めているのかお聞きいたしま

す。

さらには、社会人枠で中途採用された職員が平

成２５年以降で３７名となっています。社会人採

用についてのお考えをお聞かせください。

今回の行政報告で下水道事業の賦課漏れが報告

されました。また、任期中には名寄振興公社、社

会福祉協議会の問題など様々な不祥事が発生し、

市民に信頼される行政運営には程遠いと言わざる

を得ません。毎年のように特別職の給与を削減す

る条例を可決しなければならない状況が続いてい

ます。行政組織のリーダーとしての自覚と責任に

ついてはどのように考えているのかお聞きいたし

ます。

次に、小項目２、将来のまちづくりについてお

伺いいたします。１点目として、財政健全化に向

けた取組についてお伺いいたします。さきの議員

協議会で中期財政計画について今後の財政状況が

さらに非常に厳しくなるとの説明がありました。

今後の財政健全化に向けて具体的な取組について

お知らせください。

次に、２点目として、市民が安心して暮らせる

まちづくりについてお聞きいたします。加藤市長

が就任された平成２２年５月１日現在の名寄市の

人口は３万６５９人でしたが、今年１０月の人口

は２万６，７０３人と実に３，９５６人、１３％

減少するとともに、急激な過疎化、少子高齢化が

深刻になっています。市長はこの現実をどのよう

に受け止め、今後どのように対応するお考えなの

かお聞かせください。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高野議員のほうから大項

目で１点御質問いただきました。私からお答えを

いたします。

まず初めに、大項目１、市政３期目の総括と今

後の課題について、小項目１、所信表明で掲げた

施策に対する進捗状況と成果について申し上げま

す。平成２２年４月の市長就任以来３期目の最終

年度を迎え、任期も残り僅かとなりました。市政

運営を担うに当たり健全な財政運営を基調に北北

海道の中核都市として都市機能を強化をしつつ、

市民との協働のまちづくりを推進をするため総合

計画を市政運営の中心に据えて、人づくり、暮ら

しづくり、元気づくり、この３つのまちづくりの

理念に基づき大きく２５項目の公約を示し、民間

出身としての視点や発想、人脈、そして行動力を

生かしたトップセールスにより将来像に掲げた自

然の恵みと財産を生かし、みんなでつくり、育む

未来を開く北のまち名寄の実現に向けて全力を傾

注してまいりました。公約２５項目における昨年

度末の進捗状況は事業完了、公約実現が２４％、

進捗率が８割程度が２８％、未検討かつ未着手の

事業はゼロでありまして、全ての公約実現には至

っておりませんが、引き続き取組を推進をしてお

ります。

個別の公約事項の状況についての御質問があり

令和３年１２月１５日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号
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ました。１点目、人づくりの分野、冬季スポーツ

拠点化について、冬季版ナショナルトレーニング

センター誘致の今任期中の取組といたしまして、

自民党スポーツ立国調査会を通じて文部科学省に

提言書の提出や北海道選出の国会議員を通じて要

望等を行いました。また、２０３０年の冬季オリ

ンピック、パラリンピック開催誘致を進めている

札幌市とも協力関係を築きながら誘致活動に取り

組んでいるところであります。国は、冬季版ナシ

ョナルトレーニングセンターの設置を明言をして

おりませんが、過去に日本スポーツ振興センター

からいただきましたアドバイスに基づいてジュニ

ア選手を育成できる環境整備を着実に進めながら

国内における冬季スポーツの拠点としての地位を

高め、今後も誘致活動を進めてまいります。

次に、スキートンネル設置の検討でありますが、

平成３０年にフィンランドのスキートンネルの視

察をいたしました。この施設だけで合宿誘致等で

大きな効果を得られるものではなく、その他のト

レーニング環境や宿泊環境等、複合的な整備も必

要であるということを学んだところであります。

また、地域のスポーツ事業との関わり、あるいは

スポーツ医科学的なアプローチ、さらには経済的

な視点も重要であると考えております。スキート

ンネルの設置には大きな予算が伴い、すぐにかな

うものではありませんが、引き続き冬季スポーツ

拠点化事業の中で様々な視点から今後も検討して

まいります。

次に、名寄市立大学運営形態の在り方について、

現在名寄市立大学では時代や環境の変化に対応し

た運営の在り方について名寄市立大学の将来構想

（ビジョン２０２６）中期計画の中で現状の運営

形態の検証含めて検討しております。これらの議

論の中でも２０２４年４月に公立化され、開学を

する予定の旭川大学が学部学科構成が本学と類似

をしていることから、学生確保に向けた本学の魅

力づくりが急務となっております。大学の魅力は

個性、イメージ、教育研究、周辺環境、就職や地

域との関わりなど様々な要素から成り立っており

ます。教育研究につきましては、大学院の設置、

看護学科助産師課程の導入を検討しておりまして、

本年開催をされました本学でのオープンキャンパ

ス、進学相談時に現在検討中の内容を周知をした

ところ、多くの学生から興味がある旨の御意見を

いただいたところであります。個性、イメージに

つきましては、本学の魅力を学生目線で学外に広

く発信をするために学内に情報発信検討組織とし

て魅力プロジェクト名寄を組織をし、新たに大学

に係る動画を主としたティックトックの開設、学

生里帰り高校訪問など様々な戦略を実施をいたし

ました。今後も教職員と学生が一体となって新し

い企画に積極的に取り組んでまいります。また、

他の魅力に関する項目につきましても今後学内の

各委員会組織に役割を振り分けて、本学の魅力戦

略を実行してまいります。

次に、市内高等学校の再編につきましては、令

和５年度に北海道教育委員会が設置をする新設校

において、現名寄高校校舎を活用するため産業高

校の両キャンパスについては活用の見込みがない

ものと伺っております。両キャンパスの跡地の活

用につきましては、北海道教育委員会より閉校と

なる学校に係る財産の利用希望についてとして、

本市における学校等の跡活用に対する利用計画の

有無について照会がございまして、庁内各部署に

おいて検討を行っているところであります。

次に、２点目、暮らしづくりの分野、子育て支

援施策につきまして、新南保育所の整備について

は令和５年度中に新保育所への移動を予定をし、

作業を進めております。また、西保育所及び東保

育所につきましては、令和５年度末に廃止をし、

民間の幼児教育、保育施設を含めた市内施設に移

籍をしていただくこととなります。その上で令和

６年度からは西保育所または東保育所のどちらか

の施設を改修をし、待機児童が多く、利用ニーズ

の高い３歳未満児に特化をした保育所としてスタ

ートする予定でございます。しかしながら、施設



－147－

令和３年１２月１５日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号

の老朽化が進んでいることもありまして、将来の

出生数、または利用ニーズも見据えながら３歳未

満児に特化をした新たな保育所の整備についても

検討してまいります。

次に、高齢者支援政策につきまして、高齢者を

対象とした除雪の支援制度につきましては、名寄

市高齢者自立支援事業条例に基づく名寄市除雪サ

ービス等助成事業として実施をしておりまして、

平成２９年度からは屋根雪下ろし中の転落等によ

る事故を未然に防止をするために屋根雪下ろし助

成券交付事業を開始をしております。収入基準で

は生活保護費の見直しの際に生活扶助費の減額が

あっても従来の基準額で据え置いて、対象者の維

持、あるいは拡大に努めてきているところであり

ます。買物支援につきましては、平成２９年度か

ら地域介護予防活動支援事業の通いの場の一環と

して事業を開始し、当初町内会１団体が通いの場

の買物支援に取り組み、利用者から好評を得て、

順調に事業が運用されておりましたが、現在は新

型コロナウイルス感染症の影響により休止中とな

っております。今後も新型コロナウイルスの感染

状況を注視しながら感染症対策を講じて実施でき

るように先進事例を参考に取組を進めてまいりま

す。通院支援につきましては、名寄市高齢者自立

支援事業条例に基づく外出支援サービス事業とし

て名寄市社会福祉協議会へ業務委託をし、身体の

障がい、または傷病等により一般の交通機関を利

用することが困難な方の通院及び入退院の移動手

段にリフト車を使用した移送を行っておりまして、

年々利用ニーズが増加傾向にございます。認知症

対策につきましては、認知症サポーター養成講座

を開催をし、令和３年３月末日現在、２，２６３

人の養成をしております。さらに、認知症サポー

ターの発展的な取組を目指し、認知症サポーター

の会を立ち上げております。平成２９年度からは

認知症カフェ、にこにこカフェを開始をし、認知

症の人やその家族を支える活動に取り組んでいる

ところでございます。また、認知症の方やその家

族が適切に医療や介護サービスの利用につなげる

ための流れを示した認知症ケアパスの作成、平成

３０年度からは認知症初期集中支援チームを配置

をし、認知症の早期判断、早期治療に向けた支援

体制を構築するなど認知症施策の推進を図ってき

ております。フレイル対策につきましては、平成

３０年度からフレイル予防についての市民向けの

講演会や食べることを通じて低栄養状態などのフ

レイルの予防、改善を目的とした楽食健幸講座を

開催してきております。また、コロナ禍では集団

形式の事業開催が困難となったため、市の広報を

活用いたしまして、楽食健幸講座で取り組んだ調

理のレシピを掲載をしたり、オンラインで運動メ

ニューを紹介をする、こうした取組も開始をし、

広く市民にフレイル予防の普及啓発を図ってきて

いるところであります。

次に、名寄市立地適正化計画と名寄市都市計画

マスタープランにつきまして、人口減少や少子高

齢化が進む中で厳しい財政状況の下、医療、福祉、

商業などのサービス機能を維持し、将来にわたり

持続可能な都市経営を可能とするため、都市機能

や居住機能を高めつつ公共施設の再配置、複合化

などコンパクトなまちづくりを推進をする計画と

して令和２年度に策定をいたしました。計画の策

定に当たりましては、多くの公共施設で老朽化が

進んでいることから、公共施設の適正配置、集約

化、複合化について議論をして、都市機能誘導施

設を計画の中に位置づけております。老朽化した

義務教育施設について、名寄中学校及び名寄東中

学校は校舎等の一部が未耐震施設であることから、

今年度耐力度調査業務を行いました。今後は、今

年３月に策定をいたしました名寄市学校施設長寿

命化計画に基づき耐力度調査業務の結果やこれか

らの児童生徒数の推計など様々な情報を整理をし、

施設整備の方向について検討を進めてまいります。

名寄庁舎、風連庁舎の対応につきまして、第３回

定例会で答弁をいたしましたとおり、今年３月に

策定をいたしました名寄市公共施設個別施設計画



－148－

令和３年１２月１５日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号

において当面は利用者に支障が出ないよう必要に

応じた機能維持と長寿命化を図ることとしている

ところであります。両庁舎の建て替えは庁舎整備

のための有利な財源措置がないこと、またデジタ

ル化の進展による今後の行政サービスの在り方な

ども踏まえた上で時間をかけた慎重な議論が必要

であると考えております。このことから、名寄市

総合計画（第２次）における庁舎建て替えは難し

いものと判断をしており、引き続き両庁舎の適切

な管理に努めてまいります。

次に、３点目、元気づくりの分野、王子マテリ

ア株式会社名寄工場について、関連会社を含め想

定をされる一定数の離職者に対しては本年５月に

市、商工会議所、商工会に総合相談窓口を設置を

し、７月にはハローワーク名寄において離職者の

ための求人確保に努めるなど対策本部構成機関で

緊密に連携をし、情報共有と役割分担をしながら

取り組んでまいりました。１０月２６日の臨時議

会におきまして予算の議決をいただきました大量

離職者地元定着推進及び産業人材確保促進事業に

より早期の再就職を支援しているところでありま

して、１２月１日現在でありますが、再就職によ

る産業人材確保促進事業の実績はございませんけ

れども、離職者予定の相談が１０件、うち地元定

着推進事業の登録が７件となっております。工場

敷地につきましては、立地的にも市街地の入り口

であり、面積も広大となっております。この土地

の利活用については、あくまでも王子マテリアの

所有地となっておりますので、利活用の３本柱を

基本としながら引き続き王子マテリアをはじめ関

係機関と協議を続けてまいりたいと考えておりま

す。

次に、中心市街地の活性化につきまして、消費

者ニーズの多様化や後継者不足などにより中心市

街地の事業所数は減少傾向にございますが、本市

の地域経済の活性化のためには中心市街地の果た

す役割は大きいことから、商店街の維持、町中の

にぎわいの創出、空き店舗の活用など中心市街地

の活性化に寄与する取組を進めております。今定

例会初日に議決をいただきました名寄市中小企業

振興条例の改正案に併せ、現在中小企業振興審議

会におきましてさらなる中心市街地活性化に資す

るよう本条例に基づく支援メニューの見直しを行

っているところでございます。無電柱化につきま

しては、国においても近年頻発をしている災害対

応などのため令和３年度に新たな無電柱化推進計

画を策定して、より一層の推進が進められており

ます。本市におきましても同様に防災の観点、安

全かつ安心できる道路空間の整備、観光推進の目

的に資することから、平成３０年度に無電柱化を

推進する市区町村長の会へ加盟をいたしました。

無電柱化には多くのコストが必要なことから、こ

の市区町村長会の活動におきまして国土交通省へ

の要望活動や電線類の地中化の手法とコスト削減

の取組など研究をしているところであります。ま

た、ユニバーサルデザインにつきましては、名寄

市地域福祉計画の中で全ての市民が安心して快適

に生活ができるよう建物や道路、移動手段、情報

提供などのバリアフリー化を図るとともに、ユニ

バーサルデザインの普及啓発を目標に掲げ、計画

を推進をしてきました。視覚障がいのある方に対

する市ホームページでの音声ガイド、広報なよろ

のＵＤフォントの採用、点訳による情報提供、本

の朗読サービス、サピエなどを実施をしておりま

して、新築する公共施設は段差の少ない構造とし

て、手すりや多目的トイレ等の設置、既存施設で

はトイレ改修やスロープなどの設置、歩道空間の

バリアフリー化としては歩道整備や視覚障がい者

用ブロックを設置をしているところでございます。

今後におきましてもバリアフリー化やユニバーサ

ルデザインへの取組を進めてまいります。

次に、あらゆる分野における人材確保について、

介護人材確保の取組では平成２８年度から平成３

０年度まで実施をいたしました介護人材緊急対策

事業の成果を踏まえ、令和元年度からは介護人材

就労定着支援事業に名称変更いたしまして、初任
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者研修費用及び就職支度金の助成に加えて、介護

福祉士実務者研修受講費用の助成を拡充しながら

新規職員の確保や離職の防止につなげてきており

ます。今後も要支援、要介護認定者件数、介護ニ

ーズの増加によりましてますます介護人材が不足

することが予想されることから、実効性のある施

策に取り組んでまいります。

また、農業におきましては高齢化や後継者不足

などにより労働力不足が課題となっており、移植

や収穫など繁忙期における短期の対応と担い手不

足による長期の対応を進めてきたところです。短

期の人材確保につきましては、市立大学生による

農作業従事やスマートフォンアプリを活用したア

ルバイトのマッチングをＪＡと連携をして取り組

み、成果が上がってきております。さらに、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けま

した外国人技能実習生の代替事業としては、受入

れ予定農家におきまして近親者や人材派遣の活用

など新たな取組が行われておりまして、今後もリ

スク分散が図れるよう多様な方策をＪＡと連携し、

取り組んでまいります。長期の人材確保につきま

しては、雇用環境の改善や共同作業による効率化、

省力化など労働力不足を補完をする体制として複

数戸法人が有効であることから、新たな支援策を

講じて後押しすることとし、現在１組織で設立に

向けた検討が進められているところであります。

新規就農者の確保につきましては、農業後継者に

対して将来の経営継承に向けた取組を支援をし、

地域農業の担い手の育成に取り組むとともに、市

外からの新規参入に対しては就農希望者の確保に

向けて本市農業の魅力ＰＲや体験事業をはじめ研

修支援や就農後の支援体制などを一層充実をさせ、

より多くの人材確保につながるよう取り組んでま

いります。

次に、早期退職者につきまして、平成２２年以

降１１年間で６８人の職員が定年前に退職をされ

ました。退職の理由は配偶者の転勤などの家庭的

な事情、あるいは本人の体調の問題、転職など様

々で、そのほとんどがやむを得ない状況での退職

であったと考えております。

次に、社会人枠採用についての考え方について

でありますが、社会人枠採用は平成２５年度の採

用者から募集を始めておりまして、令和３年度ま

でで３４人となっております。また、一般職では

ございませんが、専門的な知見を有する３人の方

を地方公務員法第３条第３号に規定をする特別職

非常勤職員として任用をしているところです。一

般職の社会人枠採用のうち３分の２以上は土木技

師や天文台技師、看護師などの専門職でございま

して、採用以降はそれぞれの部局で欠かすことの

できない人材として活躍をしております。社会人

枠採用の募集は継続して行うこととしておりまし

て、今後も新卒者、社会人枠問わず有能な人材の

確保に努めてまいります。

この間の不適切な対応、事務処理等に関する行

政組織のリーダーとしての自覚と責任について申

し上げます。令和元年における介護報酬の不適切

な事務処理及び名寄振興公社の経営に対する適切

な監督等がなされていなかった件のほか、本年の

固定資産税の課税誤りなどこれらの事案を重く受

け止めた上で、責任の所在を明らかにし、自らの

給与を削減してきたところでもございます。改め

てこの間の不祥事に関して市民、企業の皆様に御

迷惑をおかけしたことを併せて、多大な御不安と

御心配をおかけしましたことに心より深くおわび

を申し上げます。このような事案が再発しないよ

うにそれぞれの事案ごとに執行者、職員一丸とな

って再発防止策と法令遵守に取り組んできたとこ

ろであります。今後も引き続き再発防止に向けて

適切な事務処理と丁寧な説明に努めてまいります。

小項目２、将来のまちづくりについて申し上げ

ます。さきの議員協議会におきまして、名寄市総

合計画（第２次）後期計画期間でございます令和

５年度から令和８年度についての財政推計及び今

後の財政課題について御説明をさせていただいた

ところでございます。後期計画はまだ議論途中で
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ございますが、多額の費用を要する老朽化施設の

改築事業などの登載が想定をされ、平成２８年度

に定めた市債は返す以上に借りない、財政調整基

金と減債基金を合わせた残高１８億円以上という

財政規律の遵守が困難になるものと推計をしてい

るところでございます。このような状況の中、健

全な財政を維持する上で具体的な取組であります

が、国、道の補助金等の特定財源の確保はもちろ

ん、既存事業についても見直しを図り、事業の選

択と集中をより徹底化をする中で、将来世代に過

度の負担を残さず、限りある財源を重点的かつ効

果的に活用できるよう努めてまいります。

次に、市民が安心して暮らせるまちづくりにつ

いて、人口減少対策につきましては１１月３０日

に令和２年度国勢調査の確定値が公表されまして、

名寄市の人口は２万７，２８２人でありました。

私が市長に就任をした平成２２年度国勢調査の人

口が３万５９１人でございましたので、１０年間

で３，３０９人の人口減となりました。直近５年

の住民基本台帳の数値によりますと、平均で２０

０人を超える社会減であるとともに、出生数が約

２００人で推移をしておりますが、死亡数が３０

０人を超える状況ということで、１００人を超え

る自然減により年間３００人を超える人口減少と

いうことになっております。しかしながら、本市

はこれまで日本最北の公立大学である名寄市立大

学を設置するとともに、名寄市立総合病院を圏域

の高度医療を担う中核医療機関として整備を進め

るなど、この圏域にとって必要な生活機能を確保

するため独自性のある施策を推進をし、人口流出

の抑制に努めてきております。また、名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略に基づき国の地方創

生関係交付金を活用してＮスポーツコミッション

が中心となり、スポーツを通じた人、まちづくり、

地域活性化を目指した地域資源を活用したスポー

ツ交流イノベーションプロジェクトや名寄市立大

学のリカレント教育や復職支援、卒業生の市内定

着化を目指した地域のケア力向上プロジェクトな

どを推進をしてまいりました。さらには、子育て

環境の充実を図るため小学生までの医療費を全額

助成を行う乳幼児医療給付事業、またこども発達

支援センターを併設する公立保育所の整備、冬期

や雨天時においても安心して遊び、体を動かすこ

とができる子供の遊び場にこにこらんどの整備な

どに取り組んでおります。加えて、コロナ禍にお

きまして企業等でテレワークが普及をし、働き方

やライフスタイルの多様化により地方でのテレワ

ーク、移住を希望する人が増えていることから、

移住促進協議会をはじめ各種団体と連携を図り、

ワーケーションの受入れを推進をするほか、地域

の魅力発信、プロモーションの強化を図るなど交

流人口、関係人口の拡大、移住促進に向けた取組

を推進をしてまいります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 答弁をいただきま

したので、可能な限り３期目公約に掲げた取組に

ついて、また公約は達成されたということですの

で、検討経過と見通しとその他再質問いたします。

まず初めに、冬季スポーツの拠点化ということ

で御答弁いただきました。市長の公約にも掲げら

れていましたフィンランドヴォカティ視察を平成

３０年に実施し、スキートンネルも視察されてい

ます。大変レベルというか、ハードルがあるとい

うことで今御答弁いただいたところでございます

けれども、拠点化事業に大きな予算をかけてきた

というふうに思います。今現在具体的な成果につ

いて何に、将来に向けてということでの答弁でご

ざいましたけれども、市民からは拠点化事業の成

果があまり見えないということの声もありますの

で、市長はそのことについて市民にどのように説

明されるのかお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 冬季スポーツ拠点化事業

の推進について再質問がございました。この事業

は平成２８年度から３年間国の地方創生予算を活

用いたしましてスタートしているところで、現在
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は冬季スポーツ拠点化プロジェクトということで

名寄市総合計画（第２次）の重点プロジェクトと

しても取り組んでいるところです。フィンランド

のヴォカティのトレーニングセンターの話、視察

の話でございます。この施設はノルディックスキ

ーに特化をした施設でございまして、スキートン

ネルやクロスカントリーのコース、またあるいは

ジャンプ台などを有しておりまして、ナショナル

トレーニングセンターの機能としては無論であり

ますけれども、小学生からプロアスリートを受け

入れ、その関係性だとか観光客、あるいは地域の

高校生や大学といった教育機関の関係性をつくり

上げて運用していて、スポーツ施策の好循環を生

み出す拠点として存在をしております。このトレ

ーニングセンターがあるソトカモ市というところ

は人口が約１万人ということでありまして、その

１万人の人口で毎年観光客が１００万人訪れると

いうまちであります。住民の健康とスポーツを重

点課題として取り組んで、そのトレーニングセン

ターは核拠点となっております。冬季スポーツが

施設として集約をされて、地域には大学があった

り、軍隊があったり、病院があったりということ

で、こうした環境が名寄市としても非常に似通っ

た環境であるなということも理解をしたところで

あります。視察で得られた知識、知見をぜひＮス

ポーツコミッションで実現をしたいと考えており

まして、市内の様々な団体、個人の皆さんに加盟

をしていただきながらいろんな事業を進めている

ところであります。これまでの成果ということで、

何といってもスポーツ合宿誘致で交流人口が増え

て、経済効果も大幅に増加をしたということが挙

げられると思います。平成２７年度の合宿者は年

間約３，５００人でありましたけれども、現在は

年平均７，３００人、経済効果も年平均で８，９

８９万７，０００円、５年間で４億５，０００万

円程度の経済効果を生み出しているということで

あります。また、冬季スポーツの競技において全

国大会に出場した選手の人数も平成２７年度を基

準とすると１２０％増、年平均１７名が出場して

いるということでありまして、こうした全国、あ

るいは世界レベルで活躍をするジュニアの育成に

努め、こうした選手が増えているということもあ

ります。拠点化に関する取組というのはなかなか

すぐに成果が出る事業もありますが、中長期的な

事業もあるということであります。今後もこれま

でに得られた知見を生かしながらＮスポーツコミ

ッションの活動を通じてスポーツによる地域振興

を図っていくこととともに、公約の実現にも引き

続き取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 地方創生推進交付

金も今年度で終わりということで、自走化に向け

て財源のない中でしっかりと取り組んでいって、

成果を出してくださいということでお願いいたし

たいと思います。

名寄高校の件ですけれども、先日の新聞報道で

高校をめぐって非常にすばらしい意見交換会が持

たれたというふうにお聞きしております。その内

容について御存じでしたらお知らせください。

そしてまた、名寄高校駅については市民に理解

されていない方もいらっしゃいました。何で今さ

ら名寄高校駅なのというふうな御意見も伺ってい

るところです。加藤市長はどのような思いで名寄

高校駅をつくったのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高校生を含めた高校の在

り方についての合同会議が行われたということで、

報道でも御覧になった方も多いかと思います。４

月以降今年に入って４回この会議は開催している

と承知をしておりまして、これ両高校の先生方が

北海道教育委員会が核となって設置をしておりま

す統合推進委員会といういわゆる具体的なカリキ

ュラムを設置をするための会議体でありますけれ

ども、そこに我々、教育長や私だとか校長先生が

入っている高校の在り方委員会と、それと市民の

有志の皆さんで組織をしている高校の魅力を高め
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るための協議会、そしてさらには現役の高校生、

これからの高校をつくっていく、担っていく子供

たち、この４者が集まって、様々なディスカッシ

ョンを行ったところであります。新しい学校はこ

うあるべきだという大枠のビジョン、あるいは目

標などをつくっていくその過程を忌憚のない議論

をかなりディスカッションしながら築き上げてい

く会議体であったというふうに思っていまして、

最後の会にも参加をしましたけれども、特に高校

生が非常に主体的に自分たちの子供や、あるいは

これからの自分たちのまちづくり、高校とまちを

どういうふうな関係性を持ちたいとかというよう

なかなり積極的かつ主体的な意見が聞けたという

のは大変うれしかったなというふうに思います。

一人一人の高校生、あるいは市民の皆さんが高校

を新しく設置をするに当たって主体的に関わって

いくいい意味での大きな素地づくりができたもの

というふうに認識をしているところであります。

駅について、もともと高校の前に線路が走って

いるのであるが、そこに駅があったらいいよねと

いう声が市民の皆さんからあったというのは承知

をしているところであります。東風連駅が今の名

寄高校から１．５キロぐらいのところで、高校か

ら名寄駅までが２キロという位置の中で、特に東

風連駅から歩いて通ってくる子が相当数いらっし

ゃって、冬は特に危険だということの住民の皆様

からの心配する御意見等もあったということであ

ります。この間学生にもアンケート調査等行いま

して、もし名寄の高校の前に駅が設置をされれば

かなり利用者数は伸びる、あるいは利便性が高ま

るという声もお聞きをしたことであります。この

間宗谷本線の維持存続に向けた様々な動きもある

中で、地域が主体的に利活用を促進していくとい

うことも極めて重要だという議論も活性化の協議

会の中でも出されていると。こうしたことも踏ま

えて、高校をさらに魅力あるものにし、いろんな

方たちが高校にまたさらに集まっていくことによ

って高校の魅力化をさらに押し上げていく効果が

あるのではないか。加えて、鉄路を活性化するた

めに資するインパクトのある事業であると、そん

なふうに考えて、この間も議会の皆さんとも御議

論させていただく中で今回の設置に至っていると

いう経過だと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 賛否両論ありまし

て、今後どのように利用されているのかというこ

と注視していきたいというふうに思っております。

また、名農産業高校のキャンパスでございます

けれども、北海道のほうから打診があったという

ことで、そこに向けて議論が進んでいくのだとい

うふうに思うのですけれども、非常に名寄市民に

とって親しみというか、愛着のあるキャンパスで

あると思いますし、グラウンドだとか、本当に名

寄公園に隣接している名寄農業高校とか、やはり

大切に名寄市の財産として、北海道のものですの

でということでおっしゃいますけれども、そこら

辺は有利に市民にとって喜ばれるような、そんな

取組をしていただきたいと思いますし、待ってい

るのではなくて、攻めの態勢で進んでいっていた

だきたいと思います。

次に、高齢者なのですけれども、いろいろな条

件があって名寄市に住み続けられない高齢者が毎

年１００人前後でしょうか、名寄市を離れられる

という現実があります。お元気で、健康に住み慣

れた家や環境で暮らしていくためには、健康寿命

の延伸だとかフレイルの予防が大切だと考えてお

ります。除雪や家庭菜園など元気であれば、若く

して子供の世話にならなくてもこの地域で暮らし

ていくことができます。加藤市長、改めて高齢者

対策、地域包括等施策についてのお考えをお聞か

せください。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高齢者が安心して住み続

けられるまちづくりというのは、まちづくりの根

幹に関わる命題だというふうに考えています。名

寄市は、幸いにして広域の機能を有する名寄市立
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総合病院を有しておりまして、ここが本当に地域

の安心につながる極めて重要な病院であると考え

ておりまして、名寄市だけのものではない機能で

ありますけれども、しっかりと支えていくことが

まずは重要であります。この名寄市立総合病院を

中心として、今ＩＣＴの医療介護ネットワークが

４月からスタートしておりまして、医療機関や薬

局、あるいは介護施設事業所、こうしたことＩＣ

Ｔで連携をして、さらに高齢者の皆さんを中心に

市民の皆さんの安全、安心をサポートしていくサ

ービスをより強化をしていくという流れになって

いまして、この機能をさらに高めていくことがま

ずは重要であるというふうにも思っています。そ

のほか、フレイル予防ということで先ほども答弁

でも述べさせていただきましたけれども、高齢者

の皆さんがとにかく元気でこの地域に誇りを持っ

て暮らしていただけるということが大事だと思い

ます。生活習慣予防のためのあらゆる保健指導等

はもちろんでありますけれども、名寄市には先ほ

ど言ったＮスポーツを中心としたスポーツの取組、

あるいはスポーツ団体や文化団体、さらには町内

会活動、こうしたことが心と体を豊かに健康に保

ちつつ横のつながりをしっかりとつくっていくこ

とでこの地域に住み続けられるまちづくりのコミ

ュニティーの基盤になっていくというふうに考え

ております。こうしたサークル、団体、あるいは

町内会、さらには今学校単位で推進をしている地

域連絡協議会とコミュニティ・スクール、こうし

たことにも積極的に支援をしていくということで、

多層な、重層的なコミュニティーをしっかりとつ

くっていくことが何より安心、安全な高齢者の皆

さんへの基盤になっていくというふうに考えると

ころでありまして、しっかりとそこは今後とも推

進をしていきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 名寄市の人生の先

輩として、つらい時期、時代を生き抜いてきた先

輩の皆様に少しでもここで住んでいてよかったと

思っていただきたいと。そんな高齢者に優しい名

寄市をこれからも求めてまいります。

市庁舎の件ですけれども、現在老朽化した市庁

舎が２か所と智恵文支所があるわけですけれども、

効率だけの面で考えますと、非常に非効率的であ

るというふうに考えます。財源がございませんの

で、新庁舎はなかなか難しい問題であると考えま

すが、何か有利な財源があるかもしれません。備

えあれば憂いなし、早い時期から市民に問いかけ

を行い、議論することが重要で、必要とされてい

ると思いますが、加藤市長のお考えをお聞きいた

します。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほども答弁で申しまし

たが、今年の３月に策定をした公共施設の個別施

設計画において当面は利用者に支障が出ないよう

必要に応じた機能維持と長寿命化を図る。加えて、

当然庁舎整備のための財源確保に向けて私も様々

な動きしていますけれども、そうした今現状の足

元の状況に加えて、何せＤＸという新たな市の仕

事の中身そのものを改革をしている動きも進めて

いるということであります。このことによって仕

事はもちろんでありますけれども、庁舎のありよ

うも大きく変わっていく可能性もあるということ

もありまして、ここは時間をかけた慎重な議論が

必要だと考え、名寄市総合計画（第２次）の庁舎

建て替えは難しいと現在では判断をしているとい

うことであります。ただ、当然いつかの場面で庁

舎は新しくしていくということは、それは必要だ

というふうに思いますので、当然まちづくりの議

論の中でもそうした議論は全く否定をするもので

はありませんし、今後とも市民の皆さんの意見を

よく聞きながら庁舎の在り方というものを模索、

検討していきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 財源がないという

ことで、必要性はあるのだということの確認です

けれども、夢のある名寄庁舎が皆さん快適な、暑
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い去年の夏の時期を思い浮かべますと本当に御苦

労なさっているのだなというふうに思うところで

ございます。

次に、名寄振興公社、市の社協の問題でござい

ますけれども、具体的な解決に着実に道筋をつけ

たと先日御答弁をいただいたところです。その内

容について具体的にお伺いしますとともに、また

振興公社の社長、副市長がいつまで続けられるの

かお尋ねしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 社会福祉協議会の問題に

ついては、道のほうからも一定の御指導、あるい

は結論を見たところでありまして、それに向けて

金銭面の問題だとかについては一定の解決を見た

ところでありますし、組織についても新しく業務

の配置を見直す、さらには新しい事業に向けて前

向きに進んでいる。そして、今年度からは会長も

交代をされて、組織も新たな形でスタートして、

様々な事業を前向きに取り組んでいただけている

というふうに承知をしております。振興公社の問

題については、私から申し上げるまでもなく、議

会の中でも何回もこれは御議論いただいている中

で様々な施策も御議決をいただいて、昨年度の冬

のシーズンのオープン以来かなり攻めの姿勢で前

向きな取組を進めている。子供の無料化でありま

すとか、新年度以降は温泉施設の改修という事案

もぜひ検討前向きにしていきたいと思いますし、

そうした前向きな検討ができるまでに至ってきた

と思います。この間も議会のお許しもいただいて、

副市長を社長に就任をしていただいて、職員も現

在も派遣をさせていただいているところでありま

す。以前から副市長が代表取締役を兼務している

というのはある意味では異常事態ということもあ

って、現行こうした改革していく中で重要なこと

だということで進めてきておりましたけれども、

一定の組織の基盤が自主自立的に運営できる素地

が整ってきた段階で、早い段階で兼務の体制は外

して、新しい経営陣の中でスタートしていくよう

に指導、また努力もしていただいているものとい

うふうに認識をしているところであります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 市の職員も退職し

ていっているわけですし、副市長も全然風連庁舎

のほうに来ていただけないというお声も聞いてい

るところですので、なるべく早く解決に向けて進

めていただきたいというふうに考えております。

若年職員の退職者、社会人採用についてお聞き

いたします。パワハラやメンタルとかいろいろな

ことが今事案として挙げられているところですけ

れども、人材育成の立場から市長として職場がど

うあればいいのか、魅力というのですか、そうい

うもの市の市長としてどのように考えておられる

のかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄市の自治体職員の仕

事というのは、私は本当にやりがいのある仕事だ

と思っています。名寄市の職員はほぼ大多数の人

間が名寄市に居を構えて生活をしているわけであ

りまして、自分の仕事が自らの生活の豊かさに直

結をするという大変意義のある仕事であると思う

し、やりがいも感じてぜひ仕事してほしいという

ことを常に職員の皆さんには申し述べているとこ

ろであります。当然自らが発想したことが市民の

皆さんのためになって、その政策が続いていくと

いうこと、こうしたことがやりがいにつながって

いくものだと思います。そのためには職員のみん

なの思いが具現化できて、活性化するということ

がやりがいのある組織につながっていくのだろう

と思いますし、そうした環境づくりも鋭意進めて

いるところであると思いますけれども、市職員の

皆さんの育成については議会からも度々いろんな

御提言もいただいておりますので、そうした御意

見もぜひ参考にしながら、さらに活力ある庁内の

組織の運営に努力をしていきたいというふうに考

えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。
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〇１２番（高野美枝子議員） ラインでのごみの

出し方だとか、またあと病院においての材料費の

見直しなど、非常に優秀で頑張っている職員がや

っぱりたくさんいらっしゃるというふうに思うの

です。職員提案がないということでございますけ

れども、やはりそこを発掘していくのも管理職や

市長の仕事ではないかというふうに思います。職

員を生かすのもやる気をなくすのもやっぱり管理

職、市長の仕事だというふうに思いますので、よ

り職員が力を発揮できるような、そんな体制に持

っていってほしいと思います。

様々な角度で質問させていただきました。課題

については財政問題をはじめ王子マテリア名寄工

場跡地活用、新型コロナウイルス感染症終息後の

まちづくり、老朽化した公共施設、中心市街地、

少子高齢化、過疎化、空き地問題などなど今後の

名寄市にとって待ったなしの最重要課題ばかりで

あることが再確認されました。

以上で一般質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 議案第２１

号 令和３年度名寄市一般会計補正予算（第９

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２１号 令和３年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を補正

しようとするものでありまして、歳入歳出それぞ

れ２億１，６２７万５，０００円を追加し、予算

総額を２３１億１，４７７万６，０００円にしよ

うとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款総務

費におきまして情報化推進事業費１３万２，００

０円の追加は、先日の臨時国会におきまして子育

て世帯臨時特別給付金の全額現金給付を可能とす

る方針が示されたことに伴い必要なシステムの改

修を行おうとするものでございます。

３款民生費におきまして暖房費用緊急支援事業

費１，１００万円の追加は、昨今の灯油価格の高

騰を受け、冬期間の暖房用燃料購入により生活に

大きな影響を受ける世帯に対し緊急的に暖房費用

の一部を助成しようとするものでございます。

同じく３款民生費におきまして子育て世帯臨時

特別給付金給付事業費２億５１４万３，０００円

の追加は、当該給付金を全額現金にて給付すべく

事業費を追加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１２款地方

交付税におきまして普通交付税１，１００万円を、

２０款繰入金におきまして財政調整基金繰入金２

億５２７万５，０００円を追加し、収支の調整を

図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） ３款民生費、２項児童

福祉費、５目、子育て世帯臨時給付金給付事業費

についてであります。道内他市の状況もあるかと

思いますが、これについて所得制限を設けずに発

行するというような市町村があったかに思います。

これについて名寄市としてどう考えているのかお

伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回の子育て世

帯臨時特別交付金につきましては、国の施策とい

うことで児童手当を支給されている対象の方とい

うことで、一定この間のコロナにおいて生活に影

響を及ぼした、そういったことも含めて収入への

制限を設けて実施しているものでありますので、

市としましてもこれに準じて対応してまいりたい
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というふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ぜひスピード感を持っ

た取組として進めていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ３款民生費の暖房費

用緊急支援事業費に関わってお尋ねをしたいと思

います。

事業の中身について詳しくお知らせをいただき

たいなというふうに思っています。例えば支援対

象世帯の枠がどのくらい広がったのか、またどの

くらいの支援があるのか等々について詳しくお知

らせをいただきたいと思います。

それから、子育て世帯特別給付金の関係ですけ

れども、本当に時間がない中での大変な対応かと

いうふうに思います。そういった部分で対応され

る職員の皆さん方、大変な思いをされているかと

いうふうに思いますが、その点今スピード感を持

ってというふうなお話がありましたけれども、今

事前の準備等どのように進められているのかお聞

かせをいただければというふうに思いますが。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今御質問にあり

ました暖房費用の助成の関係の対象の部分で御説

明をさせてもらいたいと思います。

これまでも実施している部分については、生活

困窮者ということで約１００世帯の方にずっと継

続して実施をしております。それに加えて、拡充

ということで、今回まず高齢者の７０歳以上の世

帯、障がい者世帯、これ身障手帳１級、２級、そ

して療育手帳Ａ、精神の関係の１級の方の重度世

帯の方ですけれども、これにつきましては令和４

年１月１日現在、名寄市に住民票を有して、非課

税世帯かつちょっと収入制限を設けさせていただ

いております。それと、加えて施設に入所してい

る方等については除くということで、在宅で直接

暖房費を払っている方を対象としております。こ

の収入制限につきましては、生活保護費を基準と

しておりまして、これの１．３倍を目安とした収

入制限、それ以下の方についてを対象にしたいと

いうふうに考えております。次に、独り親世帯に

つきましては、児童扶養手当に該当している世帯

の方に支給を考えております。それと、先ほど申

し上げました福祉灯油の支援事業で支援受けてい

る世帯の方について、以上の方々につきましては

１万円を支給したいというふうに考えています。

加えて、生活保護世帯の方につきましては冬季加

算とかいろいろついていますけれども、コロナの

関係で影響を受けている状況もあります。また、

収入の認定制限もありますから、半額の５，００

０円ということで支給をしていきたいというふう

に考えております。

それと、子育て世帯の支給の関係の準備の関係

ですが、ちょっとお知らせもさせてもらいたいと

いうふうに思いますけれども、実は今準備進めて

いるのは、基本的に先行するのは名寄市が直接児

童手当を支給している世帯であります。これにつ

きましては対象者もすぐ分かりますし、その方に

つきましては１３日の補正予算可決後に５万円給

付の通知を速やかに送りました。今日これから、

今審議されておりますけれども、これが１０万円

給付ということで今議会で可決されれば、速やか

に５万円から１０万円に変更の通知を送って、１

週間程度、２１日まで、辞退をされる方もおられ

るかというふうに思いますので、その受付をいた

しまして、その後振込事務に入って、２８日に振

込を予定しております。あと、公務員の方につき

ましては事業所のほうで児童手当を支給されてい

ますので、この方につきましては事業所と連携を

取りながら速やかに手続なり本人の意思確認も含

めて行いながら、順次準備が整いましたら給付を

していきたいというふうに思っています。そうい

った面では、年内は難しい状況があるかと思いま

すけれども、できるだけ速やかにしたいと思いま
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すし、高校生につきましてもこれから申請受付し

て、審査等進めていますので、この辺につきまし

てもちょっと年明けになってしまうかもしれませ

んけれども、対応していきたいというふうに思っ

ております。国の動きも変更になって、担当はち

ょっと大変混乱をしながらも進めていますけれど

も、いずれにしてもできるだけ早く手元に届くよ

うに鋭意努力しながら対応してきておりますので、

そういったことで進めていきたいというふうに思

っております。それと、周知の関係も昨日も言わ

れていましたけれども、やっぱり広く周知をして、

できるだけ受けられる方は全員間違いなく受け取

ってもらいたいという思いでいますので、議員の

皆さんにもそういった方のお知らせも含めてお願

いをしたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 子育て世帯の支援の

ところでは昨日、今日の中での動きの中で、児童

手当を受けている皆さん方には年内に振込がされ

るということでは本当に喜んでいらっしゃるとい

うふうに思います。何か喜ぶ顔が浮かぶような感

じがしているところです。大変だとは思うのです

が、ぜひ対象者が漏れのないように進めていただ

きたいというふうに思います。

それから、暖房費の部分です。先ほど一般質問

の中でもちょっと御紹介した高齢者や障がい者、

独り親世帯、生活保護世帯などへも配慮をいただ

いています。確認をしたいのですが、この受け取

るための申請手続といいますか、そういった部分

はどのようになっているのか確認をさせてくださ

い。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 基本的に申請に

基づいての支給というふうに考えております。市

民への周知につきまして１月号の広報に別刷りで

お知らせと申請用紙を、Ａ３を二つ折りにして、

皆さんのお手元に届くようにしていきたいという

ふうに思っております。また、なかなか周知もす

ぐは進まない状況もありますので、市のホームペ

ージだったり、新聞等も御協力いただきながら広

く周知をしていただいて、受付期間も１月から２

月の末までということでちょっと長い期間を設け

て、やっぱりいろんな方に周知して、順次申請を

行いながら随時振り込んで給付をしていきたいと

いうふうに考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） １月広報でお知らせ、

申請用紙がということでした。これについても期

間がない中での対応していただいたなというふう

に思っています。申請期間も１月から２月、今す

ぐというのもありますけれども、しかしこういっ

た状況の中で年が明けた中でも受け取ることがで

きるという安心感も皆さんに伝わるのではないか

なというふうに考えていますので、大変いろんな

ことが錯綜する中での作業だというふうには思い

ますけれども、ぜひ市民のために汗を流していた

だきたい、そのことを感謝も含めてお願いをした

いというふうに思って、終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。
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〇議長（東 千春議員） 日程第４ 意見書案第

１号 コロナ禍によるコメの需給改善と米価下落

の対策を求める意見書を議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号は、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号を原案のとおり決定することに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号は原案のとおり可決さ

れました。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 報告第１号

例月出納検査報告についてを議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申出のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 委員の派遣

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） ここで、市長より発言

を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議長から発言のお許しを

いただきました。貴重な時間をお借りしまして、

感謝を申し上げます。

まずは、本日今ほど定例会で３回目となる補正

予算の可決をいただきました。現在話題となって

いる１８歳以下の１０万円給付につきまして、名

寄市においては現金で一括支給を年内に開始をで

きる目途は立ったところであります。時間のない

中で対応いただきました東議長はじめ市議会の御

理解と御尽力に深く感謝を申し上げます。

さて、私は平成２２年４月に市長に初当選をさ

せていただきました。以来この職を担って、今日

までで１１年と９か月を経過をしたところであり

ます。先人の築かれた歴史、文化、そして財産、

こうしたことを礎に民間的発想で、あるいは人と

人とのつながりを大切に職責を果たすべく現在ま

で邁進をしてきたところであります。特に３期目、

平成３０年４月から平成から令和に変わるという

大きな新しい時代の到来の期待がある中で、名寄

市にとってはまさに激動の４年間ではなかったか

と存じます。先ほどからもお話があるとおり、令

和元年には名寄市を揺るがす大きな問題が次々と

発生をいたしました。市民の皆様に多大なる御迷

惑、あるいは御心配もおかけをしたところであり

ます。その都度市民の皆様、とりわけ市議会の皆

様にも都度御相談をさせていただいて、一つ一つ

の問題を前向きに解決をすべく今日まで努力をし、

明るい兆しが見えてきているものも数多くあると

ころでございます。また、令和２年からは世界を

震撼させているこの新型コロナウイルスでござい

まして、名寄市も大きな影響を受けているところ

であります。感染予防対策、そして経済対策など
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できる限りの対策を適時行ってきているところで

ございます。しかし、御承知のとおり、先週１週

間においては名寄市で５名の新型コロナウイルス

の新規感染者が出たところでございます。引き続

き感染防止、予防対策、そして影響を最小限に食

いとどめるべく速やかに各種施策を今後とも適時

的確に行っていく必要があろうと思います。しか

し、この感染症、パンデミックはやがて終息をい

たします。その後は大きな価値観の変化、あるい

は社会の変革が起こると。このことは、これまで

の歴史が証明をするところでもあるのかなと思い

ます。これからの時代は自然災害の少ない、そし

て安全、安心な環境の重要さというものが改めて

重要視をされることでしょう。そして、環境、特

に自然環境を守り、あるいは温室効果ガスをでき

るだけ抑制をしていく、そうした社会変革も行わ

れていく。さらには、あらゆる分野において今格

差や分断、こうしたものが拡大をしているという

ふうに言われている中で、人と人とのつながりや

地域のコミュニティー、こうしたものの重要性が

改めて再認識をされている、そうした時代にもな

っていくというふうに考えております。我が国に

おきましては、一極集中から地方へ、そして特に

北海道、あるいは名寄市の果たしていく役割、そ

して可能性はますます大きなものがあると確信を

しているところであります。その可能性を具現化

をしていくためには、ここ数年が名寄市において

極めて重要な時期であるというふうにも考えてお

ります。

令和４年４月から新しくまた市長の任期がスタ

ートする、その次期の市長選挙に当たり市長職を

私がまた担わせていただきたい、そういう思いを

持って、挑戦をする決意を固めたところでありま

す。今お話ししたとおり、大変難しい時代でもあ

ります。高野議員からは問題も、喫緊の課題も山

積しているという御指摘もいただいたところであ

ります。改めてこうした難しい状況の中において

も市民お一人お一人としっかりと向き合って、で

きるだけたくさんの市民の皆さんの御意見を、そ

の悩みや苦しみにも寄り添いながら、そうした思

いもしっかりと受け止めて、それをのみ込んだ上

で新しい施策を打つ、その挑戦をさせていただき

たいという改めて決意をしているところでありま

す。改めて至らないところもある私でありますけ

れども、今後とも議会議員の皆様、その周りには

市民の皆様がいると思います。市民の皆様のぜひ

御指導、御鞭撻をいただきたく改めてお願いを申

し上げて、発言の機会と決意の一端を述べさせて

いただきました。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和３年第４回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ０時２５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 富 岡 達 彦

署名議員 黒 井 徹

令和３年１２月１５日（水曜日）第４回１２月定例会・第４号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和３年第４回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ 総合計画（第２次）中期計画推進経過と今後の対応について

（Ｐ ２８） (1) 中期計画の中間検証について

(2) 中期計画残り１年間の推進に向けて

(3) 後期計画の推進に向けて

２ 令和４年度の施策推進に向けて

(1) 令和４年度予算編成の基本的な考え方について

(2) 王子マテリア跡地活用の具体的推進に向けて

(3) 行政と市民の関係について

２ 山 崎 真由美 １ 心に寄りそう相談体制について

（Ｐ ３９） (1) 小学校、中学校における相談対応について

(2) 関係機関の連携による相談対応について

(3) 心の教室相談員の常駐化について

２ 公営住宅等の管理について

(1) 管理計画の進捗状況について

(2) 政策空家の管理計画について

(3) 公営住宅用途廃止後の土地の活用について

３ 市民協働によるまちづくりについて

(1) 行政委員会や審議会における男女共同参画について

(2) 多世代を巻き込む市民協働の取り組みについて

３ 遠 藤 隆 男 １ 健康づくりの推進について

（Ｐ ５０） (1) 各種検診事業について

(2) 健康づくりの普及啓発について

(3) 高齢者の健康づくりについて

２ マイナンバー制度について

(1) マイナンバーカードの普及率について

(2) 各種証明書のコンビニ交付について

令 和 ３ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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４ 今 村 芳 彦 １ 林業及び山林の維持管理について

（Ｐ ５９） (1) 本市林業の現状と課題は

(2) 地域材の利用促進について

(3) 有害鳥獣の管理について

(4) 山林の売買について

２ ゼロカーボンシティの実現へ向けた取り組みについて

(1) バイオマス発電の実現へ向けて

(2) 農林業における役割について

(3) 持続的な取り組みへ向けて

５ 五十嵐 千 絵 １ 移住促進・人材確保の取り組みについて

（Ｐ ７１） (1) 移住促進・人材確保の各支援メニュー実績について

(2) 市内事業者の取り組みとの連携について

(3) 若者人材を応援する施策について

６ 高 橋 伸 典 １ おくやみコーナーの設置を

（Ｐ ８４） (1) 現状と課題について

(2) おくやみコーナー設置とガイドブックについて

２ 高齢者のデジタル格差解消へ

(1) 現状と課題について

(2) デジタルディバイドの解消について

(3) スマホ教室の開催について

３ ＩＣＴを活用した市民サービスの向上について

(1) 現状と課題について

(2) マイナンバーカードの普及促進について

(3) 健康保険証への対応について

(4) マイナポイントの対応について

４ 小中学校の教室・体育館のエアコンの設置を

(1) 現状の取り組みと課題について

(2) エアコン設置について

７ 塩 田 昌 彦 １ 地域循環型経済の構築とまちづくりについて

（Ｐ ９３） (1) 名寄市新築戸建住宅の地元企業受注誘導対策について

(2) 燃料単価の高騰に伴う公共事業への影響について

(3) 官公需に係る地元企業の更なる受注機会の確保について

２ マイナンバーカードの運用と普及について
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(1) マイナンバーカードの普及について

(2) マイナンバーカードを用いた行政手続の運用について

８ 倉 澤 宏 １ 令和４年度予算編成について

（Ｐ１０４） (1) 当初予算規模について

(2) 王子マテリア名寄工場生産停止の影響について

(3) 歳入確保について

(4) 補助金・負担金の見直しについて

２ 温浴施設整備について

(1) 研修施設（なよろ温泉サンピラー）改修について

(2) まちづくりの観点からの浴場整備について

(3) 各種計画への登載について

９ 富 岡 達 彦 １ 新型コロナウイルスワクチン接種にかかわって

（Ｐ１１６） (1) ５歳から１１歳への接種についての考え方について

(2) 新型コロナワクチン追加接種について

(3) ワクチン・検査パッケージについて

２ 人権週間にかかわって

(1) ＳＯ・ＧＩ・Ｅ（性の多様性）の認知について

(2) パートナーシップ宣誓制度導入に関する考え方について

３ ゼロカーボンシティ宣言にかかわって

(1) ゼロカーボンシティ宣言の活かし方について

１０ 川 村 幸 栄 １ 今冬の石油類の高騰からくらしを守る施策を

（Ｐ１３３） (1) 支援対象世帯の枠を広げた福祉灯油の実施を

２ 女性に対する暴力をなくす取り組みについて

(1) パープルリボン運動の取り組みについて

(2) 女性に対する暴力をなくすための今後の取り組みについて

(3) 緊急避難場所の設置について

３ 生理用品の学校トイレ配置について

(1) 生理用品の小・中・高・大の学校トイレへの配置について

４ スケートボードのできる場所の提供を

(1) スケートボードを安全に楽しむことができる場所の提供を

１１ 高 野 美枝子 １ 加藤市政３期目の総括と今後の課題について

（Ｐ１４４） (1) 所信表明で掲げた施策に対する進捗状況と成果について
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(2) 将来のまちづくりについて
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令和３年第４回名寄市議会定例会議決結果表

令和３年１１月２９日～令和３年１２月１５日 １７日間

本会議時間数 １２時間５３分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令 和 3 年 第 3 回 3. 9.27 3.11. 4 3.11.29

定例会 名寄市中小企業振興条例の制定について 経 済 建 設 常 任 可 決 す べ き 原 案 可 決

付 託 議 案 第 2 1 号

名寄市情報通信技術を活用した行政の推進等 ― ― 3.11.29
第 １ 号

に関する条例の制定について ― ― 原 案 可 決

3.11.29 ― 3.12.15
第 ２ 号 名寄市企業立地促進条例の制定について

経 済 建 設 常 任 ― 閉 会 中 審 査 決 定

3.11.29 ― 3.12.15
第 ３ 号 名寄市工場立地法準則条例の制定について

経 済 建 設 常 任 ― 閉 会 中 審 査 決 定

名寄市地域経済牽引事業の促進による地域の 3.11.29 ― 3.12.15

成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１ 経 済 建 設 常 任 ― 閉 会 中 審 査 決 定
第 ４ 号

項の規定に基づく準則を定める条例の制定に

ついて

名寄市財産管理委員会条例の一部改正につい ― ― 3.11.29
第 ５ 号

て ― ― 原 案 可 決

名寄市国民健康保険税条例の一部改正につい ― ― 3.11.29
第 ６ 号

て ― ― 原 案 可 決

名寄市特定教育・保育施設及び特定地域型保 ― ― 3.11.29

第 ７ 号 育事業の運営に関する基準を定める条例の一 ― ― 原 案 可 決

部改正について

名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関 ― ― 3.11.29
第 ８ 号

する基準を定める条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 3.11.29
第 ９ 号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（なよろ健康の ― ― 3.11.29
第 １ ０ 号

森） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市畜産物処 ― ― 3.11.29
第 １ １ 号

理加工施設） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄公園パーク ― ― 3.11.29
第 １ ２ 号

ゴルフ場） ― ― 原 案 可 決

令 和 ３ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

指定管理者の指定について（天塩川さざなみ ― ― 3.11.29
第 １ ３ 号

公園） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定の変更について（名寄市牧 ― ― 3.11.29
第 １ ４ 号

場） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市一般会計補正予算（第７ ― ― 3.11.29
第 １ ５ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 3.11.29
第 １ ６ 号

（第３号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 3.11.29
第 １ ７ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市水道事業会計補正予算（第 ― ― 3.11.29
第 １ ８ 号

１号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市下水道事業会計補正予算 ― ― 3.11.29
第 １ ９ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市一般会計補正予算（第８ ― ― 3.12.13
第 ２ ０ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市一般会計補正予算（第９ ― ― 3.12.15
第 ２ １ 号

号） ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 コロナ禍によるコメの需給改善と米価下落の ― ― 3.12.15

第 １ 号 対策を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 3.12.15
例月出納検査報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

― ― 3.12.15
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 3.12.15
委員の派遣について

― ― 決 定
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